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１、開催年月日時刻及び場所 

 令和８年３月１１日 

自  午後 １時５９分 

至  午後 ４時０６分 

於  委 員 会 室 ４ 
 
 

２、出席委員の氏名 

冨岡 孝介 委 員 長 

山本 由夫 副 委 員 長 

中山  功 委 員 

宅島 寿一  〃   

坂本  浩  〃   

石本 政弘  〃   

中村 泰輔  〃   

大久保堅太  〃   

湊   亮太  〃   

田川 正毅  〃   
 
 

３、欠席委員の氏名 

下条 博文 委 員 
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し  

 
 

５、県側出席者の氏名 

宮地 智弘 産 業 労 働 部 長 

石田 智久 
産業労働部政策監 
(産業人材確保・育成担当) 

井内 真人 産業労働部次長 

福重 武弘 産業政策課長(参事監) 

香月 康夫 企 業 振 興 課 長 

小宮 総一 
企業振興課企画監 

（企業誘致推進担当） 

原田 啓輔 新産業推進課長 

石川 拓朗 新エネルギー推進室長 

園田 圭介 経 営 支 援 課 長 

松尾 由美 未 来 人 材 課 長 

髙見  誠 
未来人材課企画監 
(外国人材担当) 

黒川恵司郎 雇用労働政策課長 

  

  

吉田  誠 水 産 部 長 

峰松美津子 水 産 部 次 長 

中尾  直 水 産 部 次 長 

晝間 信児 
水 産 部 参 事 監 
(政策調整担当) 

不動 雅之 
水 産 部 参 事 監 

（漁港漁場計画・漁場環境担当） 

小川 昭博 漁 政 課 長 

伊藤 純一 漁 業 振 興 課 長 

村瀬 慎司 
漁業振興課企画監 
（資源管理推進担当） 

太田  聡 漁 業 取 締 室 長 

松尾 隆男 水 産 経 営 課 長 

鈴木 正昭 水産加工流通課長 

門村 和志 
水産加工流通課企画監
（輸出拡大・養殖振興担当） 

城戸  学 漁 港 漁 場 課 長 

岩永 俊介 
漁港漁場課企画監 
（漁場環境担当） 

森川  晃 総合水産試験場長 

  

  

渋谷 隆秀 農 林 部 長 

髙石 洋行 
農 林 部 政 策 監 
(農村整備事業・諫早湾干拓担当) 

苑田 弘継 農 林 部 次 長 

原田 幸勝 農 林 部 次 長 

峰松 妙佳 農 政 課 長 

清水 一也 農業イノベーション推進室長  

髙橋  哲 団体検査指導室長 

三溝 孝司 農山村振興課長 

村上慎一郎 農 業 経 営 課 長 

山下 裕樹 農 産 園 芸 課 長 

坪内 良平 農産加工流通課長 

森  修蔵 畜 産 課 長 

吉田 好広 農 村 整 備 課 長 
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安達 有生 諫早湾干拓課長 

松尾 尚洋 林 政 課 長 

松尾 哲也 森 林 整 備 室 長 

長門  潤 農林技術開発センター所長 

 
 

６、審査の経過次のとおり 

― 午後 １時５９分 開会 ― 
 

【冨岡委員長】 ただいまから、農水経済委員会 

及び予算決算委員会 農水経済分科会を開会い

たします。 

 なお、下条委員から欠席する旨の届が出され

ておりますので、ご了承をお願いいたします。 

まず、委員席でございますが、サイドブック

スに掲載しております、委員配席表のとおり、

決定したいと存じますので、ご了承をお願いい

たします。 

議事に入ります前に、選任後、初めての委員

会でございますので、一言、ご挨拶を申し上げ

ます。 

この度、農水経済委員会の委員長を仰せつか

りました、冨岡孝介でございます。 

 山本副委員長をはじめ、各委員や理事者の皆

様方のご指導とご協力を賜りながら、公正かつ

円滑な委員会運営に努めてまいりたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 さて、本委員会は、本県の主要産業である農

林水産業及び商工業の振興の分野を所管してお

り、農林水産業の振興や担い手確保への対応、

農水産物の販路拡大や販売促進、農村や森林及

び漁港漁場の整備、若者の県内定着や産業人材

の育成、新たな基幹産業の育成、効果的な企業

誘致など、県政の重要課題を担っております。 

昨今におきましては、気候変動の影響による

生産リスクの増大や、漁業・養殖業における資

源変動、さらには燃油・資材価格の高止まりな

ど、本県産業の基盤強化に向けた継続的な対応

が求められております。また、地域経済の活性

化に向けては、スタートアップ支援や企業誘致

の動きが広がりつつあり、次世代産業の育成が

一層重要性を増しているところであります。 

このように、本委員会の役割はますます重要

性を増しており、山積する課題の解決に向けて、

委員の皆様方におかれましては、積極的に論議

を深めていただきますとともに、円滑な委員会

の運営にご協力賜りますよう重ねてお願い申し

上げる次第であります。 

 微力ながら本県の農水経済委員会所管行政の

進展に取り組んでまいりますので、委員及び理

事者の皆様方のご指導とご鞭撻を賜りますよう、

お願い申し上げまして、私のご挨拶といたしま

す。 

それでは、私から副委員長並びに委員の皆様

方をご紹介いたします。 

〔各委員紹介〕 

以上でございます。どうぞよろしくお願いし

ます。 

次に、理事者側の挨拶及び紹介を受けたいと

思います。 

【吉田水産部長】水産部長の吉田誠でございま

す。農水経済委員会の開会にあたり、関係部局

を代表いたしまして、ご挨拶を申し上げます。 

 私ども本委員会所管の各部におきましては、

商工業・農林水産業の振興、雇用の促進など、

本県経済の活性化にかかる各種施策を展開して

おります。 

 本県の景気は、緩やかに回復しているとされ

ておりますが、全国に先んじて進行する人口減

少や少子高齢化をはじめ、近年は人手不足感の

強まりと賃金上昇圧力の高まり、激甚化・頻発



令和８年３月定例会・農水経済委員会（３月１１日） 

- 3 - 

化する自然災害、不安定な国際情勢等による物

価高騰などの影響もあり、産業全般において大

変厳しい状況にあります。 

 このような状況の中、 

・産業労働分野においては、基幹産業の振興、

中小・小規模事業者の持続的発展、産業人材の

育成・確保など 

・水産業においては、持続可能で収益性の高い

経営体づくり、国内外に美味しさを届けるネッ

トワークづくり、水産業を未来につなぐ人づく

りなど 

・農林業においては、意欲あふれる経営力の高

い担い手の確保・育成、生産性の高い足腰が強

く活力ある産地の形成、賑わいのある安全・安

心な暮らしやすい集落づくりなど 

を中心に、魅力ある持続的な農林水産業を育て、

力強い産業を創出する長崎県を目指し、様々な

施策に取り組むこととしており、国の施策を積

極的に活用しながら、県内の産業、経済の活性

化に全力を注いでまいります。  

結びになりますが、冨岡委員長、山本副委員

長をはじめ、各委員の皆様のご指導、ご協力を

賜りながら、県政の推進に全力を尽くしてまい

りたいと存じますので、どうぞよろしくお願い

申し上げます。甚だ簡単ではございますが、重

ねて温かいご指導をお願いいたしまして、ご挨

拶といたします。  

それでは、本日出席しております幹部職員を

紹介いたします。 

〔各幹部職員紹介〕 

以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

【冨岡委員長】ありがとうございました。それ

では、これより議事に入ります。 

 まず、会議録署名委員を、慣例によりまして、 

私から指名させていただきます。 

 会議録署名委員は、湊 委員 、田川 委員の 

ご両人にお願いいたします。 

 今回の議題は、 

・農水経済行政所管事務について 

・第65号議案「令和７年度長崎県一般会計補正 

予算 第10号」のうち関係部分の審査について 

・令和８年３月定例会における本委員会の審査

内容等について、であります。 

 次に、審査方法についてお諮りいたします。

審査方法につきましては、サイドブックスに掲

載しております審査順序のとおり、本日は委員

会を協議会に切り替え、関係部局の所管事務の

概要説明を受けることといたします。 

明日12日は、分科会において、付託された予

算議案に限って審査を行い、審査終了後は、令

和８年３月定例会の審査内容等について、委員

間協議を行うこととしたいと存じますが、ご異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【冨岡委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることにいたします。 

 なお、所管事務の概要説明に関するご質問等

につきましては、特に理解しにくかった点につ

いての質問にとどめ、具体的な質問につきまし

ては、各課へ個別に質問していただくか、23日

からの委員会の中で行うことにしたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、委員会を協議会に切り替えます。 

準備のため、しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時０７分 休憩 ― 

― 午後 ４時０５分 再開 ― 
 

【冨岡委員長】 委員会を再開いたします。 

 本日の委員会はこれにてとどめ、明日は午前
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10時より委員会を再開し、分科会による補正予

算の審査を行い、審査終了後は、令和８年３月

定例会の審査内容等について、委員間討議を行

うことといたします。 

 本日はこれをもって散会いたします。お疲れ

さまでした。 
 

― 午後 ４時０６分 散会 ― 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月１２日 

（経済対策補正予算審査・委員間討議） 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  令和８年３月１２日 

自  午前 ９時５９分 

至  午後 零時１９分 

於  委 員 会 室 ４ 

 
 

２、出席委員の氏名 

冨岡 孝介 委員長（分科会長） 

山本 由夫 副委員長（副会長） 

中山  功 委 員 

宅島 寿一  〃   

坂本  浩  〃   

石本 政弘  〃   

中村 泰輔  〃   

大久保堅太  〃   

湊  亮太  〃   

田川 正毅  〃   

 
 

３、欠席委員の氏名 

下条 博文 委 員 

 
 

４、委員外出席議員の氏名  

な  し  

 
 

５、県側出席者の氏名 

宮地 智弘 産 業 労 働 部 長 

石田 智久 
産業労働部政策監 
(産業人材確保・育成担当) 

井内 真人 産業労働部次長 

福重 武弘 産業政策課長(参事監) 

香月 康夫 企 業 振 興 課 長 

原田 啓輔 新産業推進課長 

園田 圭介 経 営 支 援 課 長 

黒川恵司郎 雇用労働政策課長 

吉田  誠 水 産 部 長 

峰松美津子 水 産 部 次 長 

中尾  直 水 産 部 次 長 

晝間 信児 
水 産 部 参 事 監 
（政策調整担当） 

小川 昭博 漁 政 課 長 

伊藤 純一 漁 業 振 興 課 長 

松尾 隆男 水 産 経 営 課 長 

鈴木 正昭 水産加工流通課長 

門村 和志 
水産加工流通課企画監 
（輸出拡大・養殖振興担当） 

森川  晃 総合水産試験場長 

渋谷 隆秀 農 林 部 長 

苑田 弘継 農 林 部 次 長 

原田 幸勝 農 林 部 次 長 

峰松 妙佳 農 政 課 長 

三溝 孝司 農山村振興課長 

村上慎一郎 農 業 経 営 課 長 

山下 裕樹 農 産 園 芸 課 長 

坪内 良平 農産加工流通課長 

森  修蔵 畜 産 課 長 

松尾 尚洋 林 政 課 長 

長門  潤 農林技術開発センター所長 

 
 

６、審査事件の件名 

○予算決算委員会（農水経済分科会） 

農水経済行政所管事務について 

第65号議案 

 令和7年度長崎県一般会計補正予算（第10号）

（関係分） 
 
 

７、審査の経過は次のとおり 
 

― 午前 ９時５９分 開会 ― 
 

【冨岡委員長】 委員会を再開いたします。 

 なお、下条委員から欠席する旨の届が出され

ておりますので、ご了承をお願いいたします。 

【冨岡分科会長】 これより、第65号議案「令和
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7年度長崎県一般会計補正予算（第10号）」のう

ち関係部分について、分科会による審査を行い

ます。 

 なお、理事者の出席につきましては、付託議

案に関係する範囲とし、サイドブックスに掲載

しております配席表のとおり決定したいと存じ

ますので、ご了承をお願いいたします。 

 また、本日審査する議案は、国の「『強い経

済』を実現する総合経済対策」に伴うものであ

り、明日の予算決算委員会及び本会議において

審議することとなっておりますので、ご協力を

お願いいたします。 

 それでは、予算議案を議題といたします。 

 まず、産業労働部長より予算議案の説明を求

めます。 

【宮地産業労働部長】 おはようございます。 

 産業労働部関係の議案についてご説明いたし

ます。 

 資料といたしましては、予算決算委員会農水

経済分科会関係議案説明資料でございます。 

 2ページをご覧ください。 

 今回ご審議をお願いしておりますのは、第65

号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予算（第

10号）」のうち、関係部分であります。 

 今回の補正予算は、国において決定された

「『強い経済』を実現する総合経済対策」に沿

って、令和7年12月16日に成立した国の補正予算

に適切に対処するため、必要な予算を追加しよ

うとするものであり、歳出予算は、記載のとお

りであります。 

 歳出予算は合計で75億1,861万3,000円の増を

計上いたしております。 

 以降、計上事業等について記載しております

が、後ほど担当課長から補足説明をさせていた

だきます。 

 5ページをご覧ください。 

 繰越明許費につきましては、国の物価高騰対

応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、今回

の経済対策補正により実施する事業であり、次

年度にかけて引き続き支援に取り組む必要があ

ることから、記載の事業につきまして、繰越明

許費を設定しようとするものであります。 

 以上をもちまして、産業労働部関係の説明を

終わります。よろしくご審議賜りますようお願

いいたします。 

【冨岡分科会長】 次に、水産部長より、予算議

案の説明を求めます。 

【吉田水産部長】 おはようございます。 

 水産部関係の議案についてご説明いたします。 

 予算決算委員会農水経済分科会関係議案説明

資料の2ページをご覧ください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第65号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予算

（第10号）」のうち関係部分でございます。 

 今回の補正予算は、国において決定された

「『強い経済』を実現する総合経済対策」に沿

って、令和7年12月16日に成立した国の補正予算

に適切に対処するため、必要な予算を追加しよ

うとするものであります。 

 歳入合計は2億5,000万円の増、歳出合計は18

億495万9,000円の増となっております。 

 以降、計上事業等を記載しておりますが、後

ほど担当課長から補足説明をさせていただきま

す。 

 5ページをご覧ください。 

 繰越明許費につきましては、国の補正予算を

活用する事業について、年度内に適正な事業期

間が確保できないことから、記載のとおり設定

しようとするものでございます。 

 以上をもちまして、水産部関係の説明を終わ
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ります。よろしくご審議賜りますようお願いい

たします。 

【冨岡分科会長】 次に、農林部長より予算議案

の説明を求めます。 

【渋谷農林部長】 おはようございます。 

 農林関係の議案についてご説明いたします。 

 予算決算委員会農水経済分科会関係議案説明

資料の農林部の2ページをご覧ください。 

 今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第65号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予算

（第10号）」のうち関係部分であります。 

 今回の補正予算は、国において決定された

「『強い経済』を実現する総合経済対策」に沿

って、令和7年12月16日に成立した国の補正予算

に適切に対処するため、必要な予算を追加しよ

うとするものであります。 

 歳入予算は、合計で25億1,268万円の増、歳出

予算は、合計で42億2,073万円の増となっており

ます。 

 以降、計上事業等について記載しております

が、後ほど担当課長から補足説明をさせていた

だきます。 

 6ページをご覧ください。 

 繰越明許費につきましては、国の補正予算を

活用する事業について、年度内に適正な事業期

間を確保できないことから、それぞれ記載のと

おり設定または変更しようとするものでありま

す。 

 以上をもちまして、農林部関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議賜りますようお願いい

たします。 

【冨岡分科会長】 次に、補足説明を求めます。 

【福重産業政策課長】 産業労働部関係の経済対

策関連事業につきまして、補足説明いたします。 

 資料は、補足説明資料【3月補正（経済対策）】

（産業労働部）となります。 

 こちらの資料のまず、2ページをお開きくださ

い。 

 私の方からは、中小・小規模事業者賃上げ対

策緊急支援事業費、補正予算額34億8,100万円に

ついてご説明いたします。 

 近年、急激に最低賃金の引上げが課せられる

中、賃上げの原資である売上や利益が十分に確

保できていない中小企業、特に小規模事業者に

おきましては、賃上げによる負担増が経営を圧

迫しているという声を、商工関係団体の皆様か

ら伺っております。 

 そこで、本事業では、従業員1名以上雇用する

県内中小・小規模事業者に対して、1事業所当た

り15万円の支援金を支給することで、賃上げに

よる負担感を軽減し、従業員の雇用を継続して

いただくことを目的としております。 

 支援金を15万円とした考え方ですが、昨年12

月1日の本県最低賃金引上げ額となる78円は、中

央最低賃金審議会が示された引上げ額目安64円

に14円上乗せした額となっております。また、

小規模事業者では、5名以下を雇用しているケー

スが多いということから、資料にある計算式に

より支援金額を算出しております。 

 先ほど説明いたしました、上乗せ分の時給14

円を引き上げることにより、従業員5名が1日8時

間勤務、週5日働いたとして、1年分の負担増が

約15万円となりますので、これを支援金の額と

設定しております。 

 本事業は、賃上げの一部を一定期間支援する

ものですが、賃上げ対応に非常にお困りの事業

者の方々に緊急的手当として行うこととしてお

ります。 

 今回の経済対策で同じくご提案しております

生産性向上や、職場環境改善に対する支援等も
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ご活用いただくことで、継続的な賃上げに対応

できる経営基盤の強化を図っていただきたいと

考えております。 

 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろ

しくお願いします。 

【黒川雇用労働政策課長】 私からは、魅力ある

職場づくり推進事業23億2,286万円についてご

説明いたします。 

 3ページをご覧ください。 

 1の事業概要でございますが、物価高騰等の影

響を受けて、厳しい経営環境にあります県内の

中小・小規模事業者が行う職場環境の改善の取

組を支援することで、人材の確保・定着を促進

していくものでございます。 

 次、2の事業内容でございますが、1人以上雇

用している県内の中小・小規模事業者を対象と

しまして、対象経費としましては、職場環境改

善につながるハード整備を行うことを原則とし

まして、併せて行うソフト事業も支援の対象と

することとしております。 

 今回は、要件としまして、就業規則の提出を

求めることとしてございまして、規則の策定義

務のない10人未満の事業所等におきましては、

策定していない事業所について、今回の事業の

中でソフト事業を活用して策定してもらい、完

了までに提出していただくということを予定し

てございます。 

 支援の事例としまして、下記に具体例を記載

しております。 

 ハード整備の場合ですが、工場等における労

働環境改善のための冷暖房設備の設置ですとか、

男女別に利用できるようなトイレ改修や専用ブ

ースの整備を行うなどの取組、また、防音設備

なども考慮したオンライン対応の社内会議室の

整備や休憩時間等にリフレッシュできるスペー

スの整備なども想定してございます。 

 また、職場環境の整備と組み合わせて、社内

の就業規則等の環境整備を後押しするとともに、

職場環境の制度を整えて、これを情報発信しま

して、採用につなげるようなソフト面での支援

を対象とすることとしてございます。 

 補助率については、3分の2としてございまし

て、補助額上限は300万円としてございます。下

限を30万円、想定しています補助件数は750件と

してございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いい

たします。 

【香月企業振興課長】 引き続き、4ページお開

き願います。 

 製造業サプライチェーン強靱化事業費5億円

でございます。 

 事業の目的でございますが、県内製造業の設

備投資など、生産性向上の取組を支援し、県外

の需要獲得と県内発注の増加につなげることで

県内サプライチェーン強靱化を促進するもので

ございます。 

 2、具体的な事業内容ですが、サプライチェー

ンの中核を担う県内企業を対象に、補助率3分の

2、1億円を上限とした内容としてございます。 

 要件としましては、県内発注の拡大関連につ

いては、補助事業完了後2年間で補助額と同額以

上の県内企業への新たな発注、これを義務づけ

ることとしております。 

 このほか、新たな要件としまして、③に記載

しておりますが、「100億宣言」に関する要件を

設定しております。 

 ※印に記載しておりますけども、100億宣言は、

今年度、国が中小企業支援の強化を目的に制度

化したものでございまして、この100億宣言が国

の5億円を上限とする大型の補助金の要件とな
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っておりますので、県内企業に制度活用を促し、

さらなる成長を図っていただくため、今回、設

定したいと考えております。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。 

【園田経営支援課長】 5ページをご覧ください。 

 私からは、デジタル力向上支援事業費の2億

6,200万円についてご説明いたします。 

 本事業につきましては、令和5年度から実施し

ているものでありまして、物価高騰の影響を受

けている県内中小事業者の生産性向上や業務効

率化を図るため、デジタルを活用できる人材の

育成をＩＴデータツール等の導入を支援するも

のでございます。 

 2の事業内容につきましては、講座の受講など

人材育成に係る経費を必須としておりまして、

併せてＩＴ機器の導入や、在庫管理システムな

どのデジタルツールの導入に係る経費について、

補助率3分の2、上限100万円で支援するものでご

ざいます。 

 これまで800社を超える事業者を支援してお

り、引き続き県内事業者のデジタル化による生

産性向上を支援してまいります。よろしくご審

議賜りますようお願いします。 

【原田新産業推進課長】 私からは、資料の6ペ

ージと7ページの2つの事業についてご説明いた

します。 

 まず、資料の6ページをご覧ください。 

 ＡＩ活用力向上支援事業費、補正予算額2億

1,200万円でございます。 

 本事業は、1.事業目的に記載のとおり、物価

高騰等の影響を受けておられる県内中小事業者

の皆様によるＡＩの活用など、より高度な生産

性向上の取組を推進するため、ＡＩを活用でき

る人材の育成やＡＩを組み込んだデジタルツー

ルなどの導入を支援するものでございます。 

 2.事業内容をご覧ください。 

 補助対象者は、県内の中小事業者で、幅広い

業種を対象とし200社への支援を想定しており

ます。 

 ただ、先ほど5ページで説明のあったデジタル

力向上支援事業費補助金を、過去に活用した実

績がある事業者の方を対象とさせていただくこ

ととしております。 

 補助対象経費は、①の人材育成経費として、

例えば生成ＡＩに関するワークショップへの参

加費用などのほか、②は①の人材育成に関連す

るＡＩを組み込んだツールや機器等の導入費用

となっております。 

 なお、補助の要件といたしまして、①の人材

育成の取組は必須とさせていただきます。 

 補助率は3分の2、補助額については上限を100

万円、下限として20万円を設定いたしておりま

す。 

 続きまして、資料の7ページをご覧ください。 

 食品製造業国際認証取得支援事業費、補正予

算額2,712万3,000円でございます。 

 この事業は、1.事業概要に記載のとおり、物

価高騰の影響を受ける県内の食料品製造事業者

の皆様の海外展開による販路拡大を後押しする

ため、製品の輸出の際などに必要となる食品の

安全に係る国際認証取得を支援するものでござ

います。 

 具体的には、2.事業内容の支援内容にありま

すように、①の衛生管理体制の現状分析としま

して、事業者の皆様の体制の現状と国際認証の

取得に当たって求められる基準を比較し、その

ギャップを分析することや、体制の不十分な点

を可視化する個別診断を実施いたします。 

 次に、②の国際認証取得に向けた立ち上げ支
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援といたしまして、認証取得の目的やメリット・

関係者の役割分担を社内で明確化するとともに、

先ほどの①の個別診断結果に基づく改善が必要

な部分の共有や、強固な推進体制の構築を促し

てまいります。 

 なお、支援先企業数は約30社を想定しており

ます。また、本事業の推進には、国際認証制度

に関する専門的な知識や高いノウハウが必要で

ございますので、そういった専門知識等を有す

る団体等への委託を予定しております。 

 以上で私からの説明を終わります。ご審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

【園田経営支援課長】 私からは、8ページから

10ページの3事業についてご説明させていただ

きます。 

 まず、8ページをご覧ください。 

 ながさき消費拡大・地元企業応援事業費5億円

についてご説明いたします。 

 本事業は、市町と連携してプレミアム付商品

券等を発行する事業でありまして、9月補正予算

で27億円を計上しておりましたけれども、その

後、国から市町に配分される臨時交付金の確定

に伴って、改めて市町に要望調査を行い、実施

事業の増加や事業規模の拡大があったことから、

追加で、今回この5億円を計上しております。 

 事業概要につきましては、食料品などの物価

高騰の影響を受けている県民生活の下支え、県

内事業者の売上拡大、キャッシュレス化の推進

を図るため、市町と連携して、プレミアム付商

品券発行事業を実施しようとするものでござい

ます。 

 具体的には、事業内容にありますように、プ

レミアム付商品券等を発行する市町に対し、プ

レミアム分について補助を行うとともに、事務

費についても、デジタルによる発行額を5割以上

とする計画の場合に補助対象としており、補助

率はいずれも2分の1となっております。 

 続きまして、9ページをご覧ください。 

 事業承継促進・後継者事業展開支援事業費

1,562万4,000円についてご説明いたします。 

 本事業は、令和6年度から実施しておりまして、

物価高騰等で先行き不安による廃業を防ぎ、雇

用の維持や技術等の伝承を図るため、事業承継

に取り組む中小の事業者を支援するものであり

ます。 

 対象経費は2つございまして、1つ目は、企業

価値の算定費用や不動産鑑定費用など、事業承

継の課題整理に要する経費、2つ目は、新商品開

発など承継後を見据えた事業展開に要する経費

であります。 

 補助率は2分の1となっておりますが、今回か

ら小規模事業者は3分の2としており、支援を強

化したところでございます。 

 地域の産業や雇用の場を維持するため関係機

関と連携しながら、県内企業の事業承継の取組

を支援してまいります。 

 続きまして、10ページをご覧ください。 

 事業変革・価格転嫁サポート事業費3,307万

4,000円についてご説明いたします。 

 本事業は、令和2年度から実施しているもので

ありますが、事業概要に記載のとおり、物価高

騰等で収益悪化に苦慮する中小事業者の売上拡

大に向けまして、適切な支援制度の活用提案や

各種補助金の申請支援に加え、価格転嫁に向け

たサポートを実施しようとするものであります。 

 具体的には、2の事業内容にありますように、

経営に関する専門知識やノウハウを有する中小

企業診断士協会に委託をいたしまして、相談会

やセミナーの開催などによる支援制度の周知、

国等補助金獲得に向けた伴走支援などを通じて、
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前向きに取り組む事業者を後押ししてまいりた

いと考えております。 

 私からの説明は以上です。ご審議のほどよろ

しくお願いします。 

【福重産業政策課長】 引き続き、私の方からは、

11ページにございます、製造業ものづくり支援

体制拡充事業、補正予算額1億5,900万円につい

てご説明申し上げます。 

 まず、1の事業概要ですが、県内の製造業企業

においては、昨今の急激なエネルギー価格や原

材料費の物価高騰などによる影響を受けまして、

この環境下で売上拡大を図っていくためには、

競争力のある製品の開発や、生産性向上などの

取組が必要となっております。 

 本事業では、県内企業が個別に購入するには

高価な試験機器を工業技術センター及び窯業技

術センターに導入しまして、県内製造業企業の

製品開発における設計支援や製作工程における

品質向上支援などを行うことにより、企業のコ

スト負担を軽減し、かつ競争力強化を図ってい

くこととしております。 

 具体的には、2の事業内容に記載のとおり、工

業技術センターに3台、窯業技術センターに3台、

計6台の機器を導入し、県内企業のニーズに即し

た技術的支援を強力に進めてまいりたいと考え

ております。 

 以上で、産業労働部からの補足説明を終了い

たします。よろしくご審議賜りますようお願い

申し上げます。 

【小川漁政課長】 続きまして、水産部関係の補

足説明をさせていただきます。 

 令和8年3月定例県議会予算決算委員会農水経

済分科会の補足説明資料（水産部）資料1をご覧

ください。 

 まず、私から、水産業コスト縮減緊急対策事

業費についてご説明をいたします。 

 資料の2ページをご覧ください。 

 本事業では、不安定な国際情勢等の影響を受

け、水産分野においても、原油や養殖用飼料等

の価格が高騰し、事業者の経営を圧迫している

ため、漁業や養殖業、水産加工・流通業におけ

るコスト縮減に向けた施設・設備の整備や機器

導入等の取組を支援するため、9億7,300万円を

計上いたしております。 

 施設・設備の整備につきましては、低コスト

化に資する高耐久な養殖施設や定置網等の防汚

処理など、機器導入につきましては、漁業や養

殖業などの生産活動のコスト縮減に向けたスマ

ート機器の導入や漁船エンジンのオーバーホー

ルなどを支援いたします。 

 続きまして、3ページをご覧ください。 

 技術開発による水産支援体制拡充事業費です

が、この事業は、物価高騰の影響を受けている

水産事業者を技術的に支援するため、水産事業

者のコスト縮減につながる調査研究に必要な試

験機器を総合水産試験場に導入する経費として、

4,042万5,000円を計上いたしたものであります。 

 以上で、私からの説明を終わります。よろし

くご審議賜りますようお願い申し上げます。 

【伊藤漁業振興課長】 資料4ページをご覧くだ

さい。 

 海洋環境の変化に対応した経営多角化支援事

業費についてご説明いたします。 

 この事業は、大村湾や有明海などの閉鎖性海

域において、環境変化の影響を受けた漁業者の

取組を支援するため、4,000万円を計上しており

ます。 

 高水温や貧酸素などの海洋環境の変化により

漁獲量が低下し、経営の多角化に取り組む事業

者が所属する漁協に対し、新たな漁法の導入や
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養殖の拡充などに必要な支援を行うものです。 

 資料5ページをご覧ください。 

 次に、種苗生産負担軽減対策事業費について

ご説明いたします。 

 この事業は、放流用種苗を大量かつ安定的に

生産し、県内漁業者などへ安価に供給を継続す

るため、栽培漁業センターの電気代を軽減する

省エネ性能の高い設備を導入する経費として

4,000万円を計上しております。 

 新しく海水冷却機を導入することで、既存機

器に比べ消費電力量は約6割削減する見込みで

あり、種苗生産経費の低減につながるものです。 

 説明は以上です。よろしくご審議賜りますよ

うお願いいたします。 

【松尾水産経営課長】 補足説明資料の6ページ

をご覧ください。 

 漁協経費負担軽減対策事業費についてご説明

いたします。 

 この事業では、漁協等が所有している冷凍冷

蔵庫や製氷機など、長期間使用して、機能低下

が著しい施設や機器を更新し、漁協等の経費負

担を軽減するための支援として、4,500万円を計

上しております。 

 本事業につきましては、令和4年度、5年度、

6年度の補正において実施しておりますが、いま

だ老朽化した施設や電力の消費が大きい機器に

より、電気使用料や修繕費などがかさみ、漁協

における経費の負担増となっている状況にあり

ます。 

 本事業により古くなった機器などを新機種へ

更新することで、節電や省エネ効果等によるラ

ンニングコストの低減が図られ、かかる経費の

負担が軽減されることにより、漁業生産活動の

活性化を目指すものでございます。 

 続きまして、説明資料の7ページをご覧くださ

い。 

 いか釣り漁業経営安定化事業についてご説明

いたします。 

 本事業の目的は、燃油や資材等の経費を多く

使用するいか釣り漁業において、生産性の向上

や効率化に資する機器等の導入や取組を支援し、

物価高騰やいか類の資源変動の中でも安定的に

経営を維持できる経営体の育成を図ることとし

ており、1億9,479万円を計上しております。 

 この事業では、いか釣り漁業者の生産力向上

のため、省コスト化や漁獲効率向上に資する集

魚灯・いか釣り機の整備などを支援するととも

に、いか類の来遊時期や漁場の変化に適応しな

がら、漁業経営の維持ができるよう、新規漁場

の探索・開拓に向けた調査を実施することとし

ております。 

 続きまして、補足資料8ページをご覧ください。 

 中小漁業賃上げ対策緊急支援事業についてご

説明いたします。 

 本事業の目的は、漁村地域の経済と雇用を支

える中小漁業経営体においても、最低賃金の大

幅な引上げにより大きな影響を受けていること

から、その負担を緩和するため措置するもので

す。 

 事業費は1億4,500万円を計上しております。 

 事業概要をご覧ください。 

 事業の対象は、県内の中小漁業経営体で、支

援額は、1経営体当たり15万円です。 

 支援要件は、漁業従事者を1人以上雇用してお

り、雇用保険未加入の漁業経営体です。 

 イメージとしましては、左下の表のとおりで、

斜線部を本事業の対象とします。 

 私からの補足説明は以上でございます。よろ

しくご審議賜りますようお願いいたします。 

【鈴木水産加工流通課長】 同じく補足説明資料
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9ページをご覧ください。 

 長崎魚市場利用者負担軽減対策事業費につい

てご説明いたします。 

 資材や電気料金などの物価高騰により、長崎

魚市場を利用する事業者等の経費負担が増大す

る中、魚市場施設の省エネルギー機器を導入し、

電気料金の負担を軽減するもので、予算額7,674

万4,000円を計上しております。 

 2番の事業概要をご覧ください。 

 長崎魚市場内における仲卸売場棟及び関連商

品売場棟は37年が経過し、変圧器や蛍光管も老

朽化し、電気料金もかさんでいる状況にあり、

これらを省エネ型に交換することにより、電気

料金を軽減するものでございます。 

 事業内容の1つ目は、仲卸売場棟及び関連商品

売場棟内の電力の供給に必要な変圧器6台分を

よりエネルギー消費率が低い省エネ型機へ更新

するものでございます。 

 それから2つ目は、関連商品売場棟内の蛍光管

照明およそ300台分を全て省エネ性能の高いＬ

ＥＤ照明へ交換するものでございます。 

 私からの説明は以上でございます。よろしく

ご審議賜りますようお願いします。 

【門村水産加工流通課企画監】 続いて、補足説

明資料10ページをご覧ください。 

 環境変動に対応した栽培・養殖生産体制導入

事業費についてご説明いたします。 

 本事業は、海水温の上昇など、環境変化が養

殖生産に大きな影響を及ぼすカキなどの貝類・

藻類養殖を対象に、環境変動に対応するための

新たな取組を支援し、経営の安定化を目指すも

のです。 

 2の事業概要をご覧ください。 

 本事業は、高水温に強いとされる三倍体マガ

キなど、新たな品種やバスケット式などの新た

な手法の導入、実証、また、三倍体マガキの安

定的な種苗供給に向けた効果的な手法の開発・

実証などに要する経費に対し支援をするもので

す。 

 補助率は、定額、水産庁の補正予算を活用し、

全額国費で5,000万円を計上しております。 

 続いて、11ページをご覧ください。 

 赤潮被害緊急総合対策事業費についてご説明

いたします。 

 海洋環境の変化に伴い、赤潮の発生傾向が変

化している中、モニタリング体制の構築や被害

軽減対策の導入等を支援することにより、今後

の大規模被害を防ぐ体制を強化するものでござ

います。 

 2の事業概要をご覧ください。 

 ①赤潮モニタリング・発生抑制対策等実証で

は、赤潮の早期感知に必要な海況観測ブイや携

行式観測機器の導入によるモニタリング体制の

構築、また、赤潮防除剤や底質改良剤など、発

生・抑制対策の実証など、ソフト面の取組につ

いて、定額で支援いたします。 

 ②赤潮被害軽減対策では、生けすの大型化や

足し網の導入など、赤潮被害軽減を目的とした

ハード整備について、経費の2分の1を支援いた

します。 

 事業費は2億円で、水産庁の補正予算を活用し、

全額国費で計上しております。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議賜

りますようお願い申し上げます。 

【峰松農政課長】 続きまして、農林部関係の事

業につきまして補足説明をさせていただきます。 

 予算決算委員会農水経済分科会補足説明資料

（農林部）の2ページをご覧ください。 

 産地総合整備対策事業費につきましては、老

朽化した共同利用施設の再編集約・合理化に取
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り組む産地を支援するものでございまして、19

億1,911万4,000円を計上いたしております。 

 3ページをお願いいたします。 

 事業の概要でございますが、農産物の集出荷

貯蔵施設など、①共同利用施設の再編集約及び

合理化に対する取組に必要な経費を農業者の組

織する団体等の取組に対し支援するものでござ

いまして、補助率は2分の1以内、全額国の予算

を活用したいと考えております。 

 また、施設単独の機能向上に加え、②施設の

再編集約や合理化を加速化させるために、国の

支援と併せまして、県及び市町が協調して支援

をしていきます。 

 その際、補助率は国費2分の1に加えまして、

国が12分の1、県及び市町の合計で12分の1以内

で協調して支援することとしております。 

 説明は以上でございます。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

【三溝農山村振興課長】 4ページをお開きくだ

さい。 

 中山間地域等直接支払事業についてご説明い

たします。 

 本事業では、予算額432万6,000円を計上して

おり、この予算は全額国費となっております。 

 5ページをご覧ください。 

 この事業では、中山間地域等において、「稼

ぐ」ための取組を推進するため、地域力活用に

向けた調査、計画作成、実証や省力化作物、新

たな栽培技術の導入等に向けた生産環境条件を

整備する地域を支援するもので、実証などに係

る消耗品等については定額、環境条件の整備に

必要な農業機械等の導入については2分の1の補

助となっております。 

 説明は以上でございます。ご審議賜りますよ

う、よろしくお願いいたします。 

【村上農業経営課長】 農業経営課の事業概要に

ついてご説明いたします。 

 資料の6ページをお開きください。 

 農業経営課では、3事業、予算額3億8,810万円

を計上いたしております。 

 7ページをお開きください。 

 まず、農地中間管理機構事業促進緊急対策費

ですが、本事業は、農地中間管理機構を活用し

て、担い手の農地の集積・集約化を促進するた

め、集約化に取り組む地域に対する交付金の交

付に要する経費を国から資金の交付を受け、長

崎県農地中間管理事業支援基金に積み立てるも

のであり、予算額1億4,280万円を計上しており

ます。 

 事業の概要としましては、平成26年に全額国

庫を財源として設立された長崎県農地中間管理

事業支援基金への積立てと農地集約化促進事業

として、地域計画の早期実現に向け、農地バン

クを通じた農地の貸借等により、農地の集約化

に取り組む地域に対し、積み立てた基金から支

援金を交付するものであります。 

 続きまして、8ページをお開きください。 

 農業経営体賃上げ対策緊急支援事業費ですが、

本事業は、最低賃金の大幅な引上げにより大き

な影響を受ける農業者への負担緩和を図るため

の支援金を給付するもので、予算額は1億9,530

万円を計上しております。 

 事業の概要ですが、常時雇用支援金は右の図

のとおり、常時雇用5人未満の農業者は、雇用保

険の加入が任意であることから、常時雇用があ

るものの雇用保険未加入の認定農業者に対して、

農林部の独自支援として、1経営体15万円を支援

するものです。 

 次に、臨時交付金ですが、農業においては、

収穫等の農繁期のみ複数人を臨時に雇用すると
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いう実態を踏まえ、延べ300日以上の臨時雇用を

行う認定農業者に対して、補助雇用日数に応じ

て5万円から15万円を給付するものでございま

す。 

 9ページをお開きください。 

 次に、特定技能外国人材住居整備事業費につ

いてです。 

 露地野菜や果樹などを経営している農業者は、

収穫時期等の農繁期と農閑期に必要な労働力の

差が大きく、他産業に比べ短期間での外国人材

の雇用を希望する声がありますが、短期間雇用

では、民間借家の利用が難しく、住居確保が課

題となっております。 

 そこで、本事業によって物価高騰や人手不足

で厳しい環境に置かれている農業者の外国人材

の受入れを促進するため、ＪＡ等が特定技能外

国人の受入れに必要な住居を整備するために、

既存施設の改修やコンテナハウス等の購入、施

設整備にかかる費用を支援するものとして、予

算額5,000万円を計上しております。 

 補助率は2分の1以内で、1か所当たり上限

1,000万円としております。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議を

賜りますようお願いいたします。 

【山下農産園芸課長】 補足説明資料10ページを

お開きください。 

 農産園芸課からは、農産物物流合理化促進事

業費、持続的な農業生産体制構築促進事業費、

茶産地構造転換研究支援事業費の3件について

ご説明いたします。 

 11ページをお開きください。 

 1つ目は、農産物物流合理化促進事業費として

1,954万円を計上しております。 

 農産物の集出荷作業では、紙伝票などアナロ

グ作業に依存し、労務負担の大きさや情報伝達

の遅れなど、効率的な輸送の妨げとなっており

ます。 

 本事業は、集出荷作業のデジタル化により物

流の合理化を図り、安定した輸送体制を維持し

ていくため、デジタル化にかかる初期費用を補

助率2分の1以内で支援しようとするものでござ

います。 

 次に、12ページをお開きください。 

 2つ目として、持続的な農業生産体制構築促進

事業として5億円を計上しております。 

 本事業は、農業資材価格や人件費等の農業経

営コストが高止まりする中、コスト上昇の影響

を受けにくい持続的な農業生産への転換を促進

するため、施設園芸での環境制御機器など、生

産性向上につながる機械、また防除用ドローン

など省力化につながる機械などの導入、また、

いちご高設栽培施設や園芸用ハウスの長寿命化

の取組などに対し、補助率2分の1以内で支援し

ようとするものでございます。 

 次に、13ページをお開きください。 

 3つ目として、茶産地構造転換緊急支援事業費

として3億1,000万円を計上しております。 

 近年、急須で入れるリーフ茶の需要が減少す

る一方、輸出を中心に抹茶の需要が急増し、高

単価で取引される状況となっております。 

 こうした状況を踏まえ、本県においても、蒸

し製玉緑茶のみならず、抹茶も含めた産地に転

換し、収益性向上を図る取組を進めており、Ｊ

Ａ等による専用施設の整備に向けた計画が進め

られているところでございます。 

 一方で、他県の茶産地においても、抹茶生産

に向けた取組が加速化しており、優良な取引先

の確保や有利な取引には、高品質な生産技術が

重要となっております。 

 このため、農林技術開発センターに研究用の
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抹茶製造機を導入し、高品質生産に向けた技術

開発を強化するなどにより、技術面で産地を支

え、持続的な茶産地に向けた構造転換を加速化

してまいりたいと考えております。 

 以上で、補足説明を終わります。よろしくご

審議賜りますようお願いいたします。 

【坪内農産加工流通課長】 資料の14ページをご

覧ください。 

 今回、当課からは、長崎和牛需要回復対策事

業費として6,020万円を計上しております。 

 肉用牛農家の経営安定を図るため、物価高騰

に伴い消費が停滞している長崎和牛の消費拡大

を図る取組を実施するものでございます。 

 事業概要については、次の15ページですが、

県内外の長崎和牛指定店、協力店で長崎和牛購

入または食事された方の中から、抽せんで長崎

和牛が当たるキャンペーンを実施するほか、キ

ャンペーンに応募された県内消費者の先着3万

名の方に長崎和牛の購入や食事で使える1,000

円分の割引券を配布するなど、長崎和牛のさら

なる消費喚起を図ってまいります。 

 以上で補足説明を終わります。ご審議のほど

よろしくお願いいたします。 

【森畜産課長】 畜産関係の事業につきまして、

補足の説明をさせていただきます。 

 補足説明資料17ページをご覧ください。 

 未利用ビーフミール飼料化促進事業について

ご説明します。 

 これまで利用できなかったビーフミール、牛

の骨紛でございますが、令和6年10月に、鶏・豚

用飼料原料としての使用利用が解禁となったこ

とから、鶏・豚用飼料の原料として有効活用す

るため、県内レンダリング施設における施設整

備や製造設備の導入費用の一部を補助率2分の1

支援するもので、全額国庫で5億8,550万円を計

上しております。 

 続きまして、18ページをご覧ください。 

 食肉流通安定供給体制確保緊急対策事業につ

きましては、物価高騰による需要構造の変化に

より、電気代などの冷蔵コストが増加している

県下の食肉処理施設に対し、省エネ冷蔵施設等

の導入に対する支援として、公設の施設につい

ては2分の1、上限1億円、民設の施設に対しては

4分の1、上限2,500万円を支援するもので、2億

7,500万円を計上しております。 

 続きまして、19ページをご覧ください。 

 県内堆肥流通体制強化緊急対策事業につきま

しては、家畜排せつ物由来の堆肥の高品質化を

図り、地域内外の持続的な供給力を強化するた

め、県内畜産農家が堆肥調整・保管庫の整備等

に取り組む費用の一部を支援するものとし、補

助率2分の1、1戸当たり上限300万円を支援する

もので、1億5,000万円を計上しております。 

 以上でございます。よろしくご審議賜ります

ようお願い申し上げます。 

【松尾林政課長】 林政課所管事業につきまして

ご説明いたします。 

 資料の20ページをご覧ください。 

 今回、補正予算で計上しております林政課関

係の事業は2事業で、計895万円でございます。 

 21ページをご覧ください。 

 木材産業燃料等価格高騰対策緊急支援事業の

メニューになります。 

 事業内容につきましては、木材加工処理施設

及びキノコ生産施設を、省エネ施設に転換する

費用の2分の1相当を支援するもので、その経費

として800万円を計上いたしております。 

 このほか、県民の森の電気代高騰に関する支

援として95万円を計上しております。 

 簡単ですが以上でございます。ご審議のほど
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よろしくお願い申し上げます。 

【冨岡分科会長】 以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【中村(泰)委員】 お疲れさまです。 

 中小・小規模事業者賃上げ対策緊急支援事業

と中小漁業賃上げ対策緊急支援事業、こちら水

産部の方ですので、農林部の農業経営体賃上げ

対策緊急支援事業につきまして、それぞれ質問

をいたします。 

 まず、産業労働部のこちらの事業ですけれど

も、2万2,320社を想定されているとございます

けれども、ＡＩで調べたんですが、県内の中小

企業が4万2,000社ぐらいあるんじゃないかとい

うふうに見ていますが、大体県内の対象となる

事業者のこれは6割ぐらいを想定されているも

のなのか、その辺りの県の今の調査の状況をま

ずお尋ねいたします。 

【福重産業政策課長】 今、中村委員お尋ねの件

でございます。 

 この2万2,320社を算出した根拠といたしまし

ては、国の統計データを用いまして、まず、県

内中小・小規模事業者数を、総数を割り出した

ところ3万8,000社ということを挙げております。 

 うち、今回支援の対象といたしましては、従

業員1名以上としているところを対象としてお

りますので、そこをさらに、従業員を雇用しな

い企業の数を引いたところ、現在の設定してお

ります2万2,320社という数をターゲットとして

設定しているところでございます。 

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。 

 ということは、この条件に見合う企業者数を

算出したときに、ほぼほぼ全てをカバーできる

という理解でおります。ちょっと私の理解がま

だ追いついていないんですけれど、3万8,000社

という数字が先ほどあったんですが、その違い

というのが、もう一度ご説明いただいてよろし

いですか。この2万2,000社との違いを。 

【福重産業政策課長】 まず、この3万8,000社と

いうのは、全く人を雇用されてない一人親方と

言われているんですけれど、そういった企業様

も入っているところでございまして、それが3万

8,000社となっております。 

 一方、人を雇っているところを労働市場統計

年鑑の方からデータを割り出しまして、そこか

ら人を雇っている事業者数というところを算出

して、実際に対象となる事業者を設定しており

ます。 

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。 

 ということは、1万6,000社さんぐらいが一人

親方であるということで、結構、ちょっとびっ

くりしたんですけれど、いずれにいたしまして

も、そういうのが算出をされたということで承

知しました。 

 あと、この予算額からこの15万円を割り戻し

たときに、総予算に対して約1.3億円ほど余裕が

あるのかなというふうに思ったので、なぜその

差があるのか、教えていただけないでしょうか。 

【福重産業政策課長】 本事業の実施に際しまし

ては、専門の業者に委託をしようと考えており

まして、その委託費が、委員ご指摘のとおり約

1億3,000万円を想定しております。 

【中村(泰)委員】 承知いたしました。 

 続きまして、水産部さんも同じく中小漁業賃

上げ対策緊急支援事業ですけれども、こちら産

労部さんのメニューでカバーできない方々を対

象にされているということで伺っておりますが、

申し訳ありません、こちらもＡＩで調べると、

対象となる経営体が4,200体ぐらいありそうだ

というふうには思っているんですが、予算額を
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15万円で割り戻したときに、計算上は960経営体

なんですね、今、計画しているこの対象者数を

教えていただけないでしょうか。 

【松尾水産経営課長】 私たちの推計の仕方なん

ですけれど、900経営体として計上しております。 

 考え方としましては、国の統計で漁業センサ

スというものがございまして、1人以上の従業員

を雇用される経営体が、統計上は1,163経営体い

ると統計になっています。下の図にありますよ

うに、私たちは、常時雇用5人未満というところ

をカバーしますので、差し引き900、すなわち強

制適用の分は294経営体ございますので、差し引

き900経営体がこの事業で対象というふうに考

えているところです。 

【中村(泰)委員】 となると、ほぼほぼカバーし

ているということで理解をいたしました。 

 続きまして、農林部さんの農業経営体賃上げ

対策緊急支援事業ですけれども、こちらもＡＩ

で調べてみると、1万7,800経営体というふうに

は出たんですが、ちょっとこの数字がどこまで

信憑性があるのか、ちょっと私もあれなんです

けれども、この予算から割り戻すと、1,300経営

体を支援できるというふうに見られるんですけ

れども、計画上、幾つの経営体を支援されよう

としているのか教えていただけますでしょうか。 

【村上農業経営課長】 支援の対象の想定ですけ

れども、農業の中心的な担い手である認定農業

者というのが、令和6年で約4,900経営体ござい

ます。一定の雇用を抱えて経営をされるという

ことは、認定農業者が恐らく中心になるという

ことを考えておりまして、そのデータベースの

中から常時雇用の認定農業者が約800経営体、臨

時雇用で300日以上を雇用している経営体を約

1,600経営体というふうに想定しておりますの

で、そのトータル2,400経営体を一応想定してお

ります。 

【中村(泰)委員】 私の計算間違いかちょっと分

からないんですけれど、2,400経営体を支援でき

るほどの、こちら予算がついているんでしょう

か。 

【村上農業経営課長】 臨時雇用の経営体につき

ましては、雇用の人数の実績に応じまして、300

日で5万円で、600日で10万円、それで900日で15

万円というふうに段階的な支援を行いたいと考

えておりますので、その中で、予算を計上して

おります。 

【中村(泰)委員】 分かりました。1経営体は全

て15万円じゃないということで、その差が出て

きたということで理解をいたしました。 

 いずれにいたしましても、とにかく、今、な

かなか経営者の皆様が、賃上げができないとい

う、やりにくいという中で、そのための原資を

支給されるということで、大変ありがたく思っ

ておりますけれども、それぞれで、いつから支

援が始まるのか、また、それをしっかりと皆様

に届けるために、どのような周知を行っていく

のか、各部ごとにお答えをいただけますでしょ

うか。 

【福重産業政策課長】 産業政策課の中小・小規

模事業者賃上げ対策緊急支援事業のスケジュー

ルでございますが、この予算をご承認いただき

ましたら、まず、事務局となる委託事業者を速

やかに公募いたしまして、5月の早い時期には、

その事業者を決定したいと考えております。 

 そのうち6月頭には、申請の受付ができるよう

に準備を進めてまいりたいと考えております。 

 その想定する申請者、かなり数が多くござい

ますので、我々としても、力を入れて周知をし

なければならないと思っておりますが、こちら

につきましては、県の広報に加えて、テレビで
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あるとか、新聞、ウェブ、説明会、作成したリ

ーフレット等を組み合わせた大規模かつ効果的

な広報を実施予定でございます。 

 当然、各地の商工団体にも周知についてご協

力をいただきたいと考えております。 

 また、専用のホームページも設置いたしまし

て、ＡＩチャットボットであるとか、オンライ

ン説明会の活用というのも想定をしているとこ

ろでございます。 

【松尾水産経営課長】 私たちの事業も産業労働

部さんの事業に合わせて、足並みをそろえて開

始をしたいというふうに考えているところです。 

【村上農業経営課長】 農林部といたしましても、

水産部さん、産業労働部と協調しながら、速や

かに給付ができるように対応していきたいとい

うふうに考えております。 

【冨岡分科会長】 ほかに質疑はございますか。 

【中山委員】 長崎県製造業サプライチェーン強

靱化事業について、お尋ねいたします。 

 事業費が5億円ということになりましたし、先

ほど説明があった補助額が、上限1億円、下限が

3,000万円ということもありますし、何といって

も補助率が3分の2という非常に魅力的な補助額

ではないかな、補助率ではないかなと思ってい

るわけでありますが、大変この事業について、

成果を期待するものでありますが、それで、ま

ず、この事業に関わるサプライチェーンに関わ

る企業数、これは幾らあるのかという問題と併

せて、そこに、どれだけの従業員がおって、ど

れだけの売上げというか、昨年度比ですけども、

それを概要をちょっと説明してくれませんか。 

【香月企業振興課長】 今回のサプライチェーン

のこの事業で、製造業を給付対象としておりま

して、対象として、要件の中で、今回、100億宣

言を要件化しております。 

 この100億宣言というのは、国の方で売上高10

億円以上100億円未満の企業が対象で宣言がで

きるというようなことになっておりまして、こ

の10億円から100億円というところは、県内に対

象がおよそ150社ございます。 

 今回、補助上限を1億円と設定をしていまして、

予算額が5億円というふうなことで、最大で支援

をすると、5件で、対象は5つの案件というふう

なことにはなるんですが、この中で、地場発注

要件を課していまして、地元の企業に発注をし

ながら、取組を進めていただくというふうな要

件をつけてございます。 

 これまでの発注の実績で、前回、令和7年2月

の補正で承認いただいた取組の中では、6件採択

をしておりまして、この中で、地元の発注を行

った計画というのが160社に発注がなされると

いうような計画になっております。 

 今回も、こうした波及効果の高い取組を支援

ができるように想定をしておりまして、我々と

しては、今回の採択したところから県内企業へ

の発注をしていただくことによって、波及効果

を高めていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

【中山委員】 ご丁寧な説明いただきましたけれ

ども、まず質問したことに的確に答えてもらわ

ないといけないわけです。 

 企業数は150社とかありましたけれども、その

中で、これ関連する従業員、売上げについては

答弁ございませんでしたけれど、後で資料提供

を求めておきたいなというふうに思います。 

 そこで、この計画、認定の要件についてお尋

ねしたいと思いますけれども、県内発注拡大計

画の策定については、2年間で、補助額以上とい

うことで、これは理解いたしました。 

 100億宣言についても、ある程度理解いたしま
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したし、問題はこの2番目の賃金引上計画の策定、

これ一定の何か当てがあるのかどうか、これに

ついて少し説明してくれますか。 

【香月企業振興課長】 賃金引上計画の中身につ

いてですが、2年間で従業員1人当たり12％を達

成していただくというような要件の設定を考え

ております。 

 これは、前回と同じような要件でございまし

て、前回と変更はないというような状況でござ

います。 

【中山委員】 そうすると、結構2年間で12％で

すから、6％だから、かなりハードルが高いなと

いうのは感じがいたしますが。 

 そこで、この計画、この認定要件の中に、ち

ょっと僕が、僕も知らんのだけれども、この各

製造業含めて、この各企業というのは、生産性

を上げるというのは、中小企業は至上命題、常

に、これは。 

 そういう中で、やはりこの中心になっていく

のが、設備投資ですよね。その後、設備投資は

毎年、各企業立てていると思うので、僕は。 

 そうなると、その中で、自社がそういうふう

に設備計画の中で、例えば、こういう部分があ

ったらもっといいんだ。それを補助金を使って

やっていくというのが、非常に理解しやすいん

ですよね。 

 そういう形で、この応募要件の中に、その設

備計画、その自社の、自社というか、150社の設

備計画、これを提出してくれ、欲しいと、こう

いう要件が入れば、非常に私としては、分かり

やすいなと思うんですけれども、その辺がやっ

ぱ入れにくいんですかね。それについて教えて

ください。 

【香月企業振興課長】 実際に、補助を申請いた

だくに当たって、具体的な取組を記載していた

だく、事業計画というふうなことです。提出を

していただくようお願いしておりまして、その

中で、こういった新たな取組を行います。それ

に従って、例えば、加工に必要な機械を購入し

ますとか、検査に必要な検査機器を購入します

とか、そういった具体的な計画を出していただ

いて、外部の審査で諮って、内容確認をして、

細部関係を決めているというふうなところでご

ざいまして、今、説明の中では、具体的な事業

計画というのは申しませんでしたですけれども、

もう企業からは、取組の具体な計画を出してい

ただくというふうなことは行っているところで

ございます。 

【中山委員】 当然その事業計画の中で、売上げ

を目指しますよと。そのために設備はこうしま

すよ。こういう計画が出てくると思うんです。

その中に、そういう設備計画についてもあると

いうことでありましたので、理解したいなと思

います。 

 そこで、問題はどういう成果が出てくるかと

いうことについてが、一番私は聞きたいわけで

ありますけれども、先ほど、課長の答弁の中で、

令和7年2月の補正で、6社の補助をしたと。 

 そして、何か県内に160社程度発注したという

ような話ございましたけれども、この辺の成果

について、もう少し詳しく説明いただければ大

変ありがたいなと思いますが、いかがですか。 

【香月企業振興課長】 前回の例で申しますと、

補助事業完了後2年間で地場発注の要件を課し

ておりまして、ここは、地場発注の計画を出し

ていただいておりまして、そこの数が160社とい

うようなことでございまして、まだ実際に、実

績の確認期間というのは、迎えてはいないとい

うような状況でございます。先ほど160社という

のは計画の数字でございます。 
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 ただ、一方で、実際に設備を、この補助を使

って、既に受注の実績が上がっておりまして、

その中で、地場発注を行いながら、取組がなさ

れているというふうな状況は確認ができており

ます。 

 最終的には、この計画に基づいた実績の確認

をしながら、数字を押さえていきたいというふ

うに思ってございます。 

【中山委員】 計画は160社だということであり

ましたけれども、これを確認していくというこ

とありましたけども、あとは確認の方法ですよ

ね。 

 この前、私は現場主義を徹底しなさいという

こともありましたし、確認の仕方として、報告

をもらうということも大事でしょうけれども、

直接担当者が出向いていって、その状況を聞き

取るということも必要ではないかなと考えてお

りますが、確認を行って、そういう現場に出向

いていって、直接話を聞くと、そういうことに

ついて、どのように考えておるのか、お尋ねし

たいなと思います。 

【香月企業振興課長】 先ほど委員から、現場主

義というふうなお話もありましたとおり、これ

までも、実際の産業の効果的な施策というふう

なところをどうしていくかという点では、我々

も企業を実際訪問して、ヒアリングを行いなが

ら取り組んでいるところでございます。 

 特にこの案件でというふうなところではなく

て、これまでと同様に、企業訪問を行いながら

効果の実績ですとか、今後の施策、こういった

声を聞きながら、今回は実績を確認しながらと

いうふうなことになりますが、企業訪問が中心

だと思っておりますので、引き続き、現場に足

を運んで、確認をしていきたいと思っておりま

す。 

【中山委員】 ぜひ、現場に足を運んでいただい

て、十分に意見を聞いて、そして、今年度のよ

うなこういう強靱化事業に、言葉的には高めと

るわけね。だから、そういう形でどんどんどん

どん、これで終わりじゃないと思うんですよね。 

 そこで、今年度の5億円のその補助金を出して

いかないといけないからと思いますけれど、こ

の計画に当たって、その成果目標というか、ど

ういう成果を求めておるのか、県内発注につい

ても含めて、どういう成果目標を設定して、こ

の5億円というのをつくっているのか、そこをち

ょっとお聞きしたいなと思いますが。 

【香月企業振興課長】 まず、この事業での成果

というか、目標については、要件に掲げており

ます補助額と同額以上の地場発注を行っていた

だくというふうなことと、国の大型の補助要件

となっています100億宣言を行っていただくと

いうふうなところは、確実に求めていって、国

の大型補助を使いながら、成長につなげていく

企業を増やしていきたいというふうな思いでご

ざいます。 

 5億円の設定については、これまでの支援の額、

規模を見ながら、限られた予算の中で工夫しな

がら、今回の予算の事業化に至ったというふう

なところでございます。 

【中山委員】 明確な答弁はしにくいだろうとい

うふうに思いましたけれども、やはり従来の2年

間で補助金以上ということがありましたけれど

も、売上高については、正直に言って、非常に

物価が上がっているんです。同じものにしてで

も上がっているわけだから、それを加味して、

やはりこの2年間で補助額以上というのが、以上

だからね、それを含めて、やはりこの令和7年2

月にやったものを参考にしながら、今後につい

ては、この辺のやはり見直しも、僕は必要では
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ないかなと実は考えておりますので、ひとつこ

れは提案しておきたいなと思います。 

 それともう一つ、これは私の提案の一つにな

っているんですけれども、確かに生産性を上げ

ていくためには、設備をやらないといけない。

そのために補助金を出すのだから、この事業自

体については、僕は良だと思っているので、そ

こだけは、僕はそうであって。 

もう一つ企業経営とすれば、その人材ですよ

ね。今までの従業員がどれぐらいいるか分から

ないけれど、1万人いれば1万人、ここをどうス

キルアップして、やる気を出してスキルアップ

するかという問題とか、優秀な人材を確保して

くるとか、こういう人材を活性化するために、

仮にこれを5億円をこういうふうに使った場合、

どういう効果が出てくるのか。私は、今後は、

やはり設備についてもそうだけれども、やはり

人的な支援というか、この辺も少し思い切って

やっていく方が、より企業にとっては、活性化

というか、生産性が上がっていく可能性がある

のではないかと思っておりますが、今後の問題

として、この思い切った人的支援、これについ

て、ひとつ切り込んでいくことは可能なのかど

うか、担当違うかな。それに一つ説明いただき

たいなと思いますが。 

【宮地産業労働部長】 今、中山委員おっしゃら

れたとおり、私どもも同じような問題、課題認

識を持ってございまして、実は今回、本日ご提

案しております中の私どもの補足説明資料で言

いますと3ページの職場づくりの推進事業とい

うことで、これ環境整備、中小・小規模事業者

様の環境整備をやるという事業でございまして、

国においては、やっぱり生産性が上がるような

取組にしか支援が届いていないという状況がご

ざいます。 

 一方で、私ども、先ほど中山委員からもあり

ましたとおり、企業訪問を重ねておりますが、

私も直接、例えば今回でありますと、造船で話

がありました。国が造船の支援を強化するけれ

ども、人が採れないんですよという話がござい

まして、中身を具体的に聞きますと、やっぱり

環境を整えたいと。女性を採用したいんだけれ

ど、女性を受け入れるような環境が整っていな

いとか、学生さんが視察にお越しいただいたと

きにご案内する会議室もないとか、そういう具

体的なお話をお伺いしておりましたので、確か

これ、私ども産業労働部としては、初めて、職

場環境づくりに直接補助金を入れていって、そ

ういう人材確保の面もご支援したいということ

で、今回ご提案を差し上げております。 

 製造業に限らず、ほかの企業様については、

デジタル化等で生産性を上げて、待遇を上げて

いただいて、人材確保もご支援するということ

で、そういう両面の方から考えて、いろいろ施

策を講じていきたいと思っているところでござ

います。 

【中山委員】 今、部長の答弁、よく分かりまし

た。魅力ある職場づくりを推進していこうとい

うことで、やるということでありましたんで。 

 確かに、環境を整えるということも非常に大

事だと思うんです。 

 問題は、僕は、もう本質を言いたいのは、や

はり、現在、そこに従事している人です。従事

している。どっちかと言うと、企業がなかなか

長期的な人材育成が苦手だというような、そん

な話も聞くわけであって、現在働いている人を

どうスキルアップしていくのか、ここにもう少

し視線を当てて、ここに思い切って資金を投入

して、支援をしていくということが、ひとつ考

えられるんじゃないかと思っていますので、ぜ
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ひ、今後、ひとつ前向きに取組を進めていただ

くことを要望しておきたいなと思います。 

【冨岡分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

【大久保委員】 質問をさせていただきます。 

 今回のこの重点支援交付金に係る物価高騰の

対策ということで、こうして3部署あるので、な

かなかやりにくいんですけれど、委員会として

はですね、それぞれに、本当に先ほどからもあ

りますように、職場の改善であったり、エンジ

ンのオーバーホールであったり、また特定技能

人材についてと、それぞれの部署で思い切った

支援をされたなというふうに思っております。 

 その中で、今回は第二弾でございまして、12

月に第一弾がございました。ちょっとその関連

性というか、まず、それぞれに、第一弾が幾ら

で、そして、ここ二弾が最後なんでしょうけれ

ども、幾ら幾らという内訳をそれぞれに教えて

いただければというふうに思っております。そ

れで100％なんでしょうけれども、お願いします。 

【福重産業政策課長】 重点支援地方交付金を活

用した物価高騰対策の事業に関しましては、産

業労働部といたしましては、まず、11月補正に

おきまして、補正予算額30億1,284万1,000円の

予算を計上しているところです。 

 これは、事業数で4事業の方、ご提案させてい

ただいております。 

 そして、今回の3月補正に関しましては、補正

予算額の総額が75億1,861万3,000円、10事業を

ご提案させていただいたところでございます。 

 それで、その11月補正、3月補正の合計が105

億3,145万4,000円となっております。 

 交付金全体が約178億円となっておりまして、

こちらの約6割を産業労働部の方で予算計上し

ているところでございます。 

【小川漁政課長】 水産部の関係なんですけれど、

細かい数字の方をちょっと今持ち合わせており

ませんので、後ほど資料としてお持ちしたいと

思うんですけれども、11月の補正の中での経済

対策としまして、やはり、物価高騰、特に燃油

の高騰等とございましたので、そこに対するセ

ーフティーネットに加入するための経費等々を

計上させていただいて、今、そこの執行に向け

て漁協の皆さん方、漁業者の皆さん方と申請に

ついて進めているという状況でございます。 

【峰松農政課長】 農林部におきましての経済対

策補正の状況でございますけれども、11月の経

済対策につきましては、重点支援交付金の金額

のみですけれども、1億434万8,000円、今回の3

月の経済対策補正につきましては、農林部合計

で42億2,073万円なんですが、このうち重点交付

金については、15億6,899万円ということで、重

点交付金だけで、合計しますと16億7,333万

8,000円という状況になっております。 

【大久保委員】 ありがとうございます。産労が

6割ということでございますけれども、全てこの

今回と前回と合わせたこの重点交付金の使い方

の確認をさせていただきたいんですけれども、

前回は、例えば農水であったらセーフティーと

いうことで、なるべく裾野を広く、生産者を支

援するということで、まず第一段されたという

ふうに思っております。 

 産労についても、それぞれに、例えば、電気、

ガスの支援とか、そういったところで裾野を広

くされているというふうに思っております。 

 今回、先ほど言ったように、業種だとか、ま

たそれぞれのサプライチェーンを生むような大

きな会社だとかというところに重点的にされた

のかなというふうに、第二弾の感想は思ってお

ります。 

 それと併せて、雇用については、本当に私ら
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も地元で、この賃上げに追いつかないというこ

とを聞いておりますので、まさに時期を得た、

的を射た施策だというふうに思っております。 

 そこでちょっと、一方、先ほど中村委員から

もあったように、そこに入っていないところ、

要は雇用を生んでないところ、それは事業者も

そうですし、生産者も、そこがかなりの数ある

というふうに思っておりますけれど、ちょっと

そこの数字をもう一度それぞれに教えていただ

きたいというふうに思います。産労であったら、

先ほどは1万6,000社がこの対象に入ってないと

いうことで、メモったんですけれども、もう一

度確認だけさせてください。先ほどと違うので

あれば。 

【福重産業政策課長】 先ほどの1万6,000社につ

きましては、産業政策課が所管します中小・小

規模事業者賃上げ対策緊急支援事業費、これは、

従業員1名以上を雇用している方々を対象にし

ている事業でございまして、そこには対象にな

らないという意味でございます。 

産業労働部で申しますと、県内中小・小規模

事業者の数が全体で約3万8,000社いらっしゃい

まして、うち従業員1名以上雇用されている方が

2万2,320社、それ以外、正確には1万5,916社が

一人親方、いわゆる雇用していない方々となっ

ております。 

【松尾水産経営課長】 中小漁業賃上げ対策緊急

支援事業につきまして、対象外というふうにな

っていますのは、一人親方という、一人漁業者

ということで、センサス上は、2,499経営体ござ

います。 

【村上農業経営課長】 長崎県内の農業経営体で

すけれども、2025年の農林業センサスによりま

すと、1万4,330経営体となっております。その

うち、先ほど申しました中心的な経営体である

認定農業者というのが、ちょっと年度がずれま

すが、令和6年で約4,900経営体ということです

ので、雇用につきましては、一定規模が必要と

いうことですので、認定農業者の数をベースで

算定をしているところでございます。 

【大久保委員】 1万ぐらいということですね。

【村上農業経営課長】 1万4,330経営体です。 

【大久保委員】 今の話では、1万経営体ぐらい

が、未満でしょうけれども、今回対象に入らな

いところということですかね。 

【村上農業経営課長】 農業経営体として1万

4,330経営体がありますが、そのうちに雇用で一

定、今回している、雇用を一定規模雇っている

経営体というのが、常時雇用と臨時雇用を合わ

せまして、2,400経営体ということで、今、把握

をしているところでございます。 

【大久保委員】 それぞれに、今、ご説明ありま

したけれども、産労でも1万6,000と、水産2,490、

そして2,400ということですけれども、2万、生

産者だったり、経営体以上のところが、この政

策には入らないということですけれども、ちょ

っと確認したいのが、前回、そういったこのセ

ーフティーネットの支援をしたりすることによ

って、この依然として物価高騰というのは続い

ておりまして、特に、町部というより、こうや

って経営を1人でしている方、１経営体で、そう

いってされている方というのは、離島であった

り、半島であったり、郡部が多いというふうに

思っております。 

 そうすると、やっぱりこういった経営体があ

ってこそ、それぞれの市町の事業者というのは

成り立っている。 

 今回は、そこの支援というのが少し薄いのか

なと思うんですけれど、ただ考え方としては、

これ二弾目ですか、第一弾で、しっかりとそこ
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は下支えをされているんだ、ということであれ

ば、私はそこを良としたいというふうに思って

おりますけれど、一度この考え方をどのように

精査されて、今回、こういった支援をされてい

るのかというのを教えていただきたいというふ

うに思います。 

【宮地産業労働部長】 産業労働部で申し上げま

すと、第一弾で、私ども大体ご支援できたのが、

生活者支援でございます。プレミアム商品券の

支援に27億円ということで、我々としては、30

億円のうち27億円がプレミアム商品券でござい

ましたので、生活者支援の方をまず第一弾でや

らせていただいたと、第二弾は、当然として、

事業者のご支援をしないといけないということ

で、実を申し上げますと、大久保委員おっしゃ

られますように、我々もお1人のところをご支援

したいと思ってございました。 

 一方で、財源に限りがあるという中で、従業

員を雇われてお仕事をされているというところ

が、従業員をお雇いできなくなると、すぐやっ

ぱり経営に支障が出るだろうということで、や

っぱり経営の影響度を一定考慮させていただい

て、我々としては、そこは、課題認識はあるん

ですけれども、今回はちょっと、先ほどの直接

支援の事業からは対象として外させていただい

たという経過がございます。 

 また、今回のこちらにお示ししている事業以

外も、生活支援もやりたいと、我々思ってござ

いましたけれども、これもやっぱり、先ほど申

し上げましたように、178億円のうち6割、産業

労働部も予算付けしていただいておりますので、

その中で、優先順位を考えて、今回ご提案した

事業としている次第でございます。 

【吉田水産部長】 昨年の補正で、私ども物価高

騰、あと輸入料金の高騰に伴いまして、養殖飼

料の高騰、これにつきまして、セーフティーネ

ットの積立金に対して、その3分の1を支援いた

しました。 

 このセーフティーネットの加入というのが、

私どもやっぱり事業者のやはり一つの自己責任

として、この経営をしっかり将来にわたってや

っていくぞと思われている方々は、やはりこう

いった全国で、国も含めて制度を構築したとこ

ろに入られている、そういう意思の表れの一つ

の制度だと思っております。 

 そこの中で、11月補正では、対象者は3,176経

営体、特に燃油についてはですね、養殖につい

ては、もうほぼ対象者が100％でございますので、

そういった方々をまず第一弾で行わせていただ

いた。さらに今回は賃上げの問題がございまし

たので、やはり人を支えて地域をしっかり支え

ておられる方、この方々がやっぱり非常に窮し

ておられますので、そこに1点スポットを当てる

とともに、それぞれの経営体が、例えば先ほど

言われましたオーバーホールとか、いろんなも

の、これもまた漁業、沖に行って頑張るぞと言

われる方の、生産活動を支えるという意味で、

それぞれの状態に合わせた形で、今回補正をお

願いしたというところでございます。 

【渋谷農林部長】 農林部といたしましては、ま

ず11月の補正につきましては、先ほど委員がお

話をされたように、セーフティーネット的なも

ので、燃油、それから肥料等高騰しておりまし

たので、燃油については、国のセーフティーネ

ットにほぼ長崎県内加入しておりますので、そ

ちらについても、国の方にお願いをして、肥料

が上がった分については、肥料価格安定基金の

生産者負担1トン当たり200円増えたんですが、

その部分について、支援をさせていただいてお

ります。 
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 それと併せまして、キノコの事業者の電気代

高騰についても、11月の方で対応させていただ

いたということになっております。 

 今回の補正につきましては、特に、農業の場

合は、夏が集荷物がないということで、1年まと

めて周年雇用というものが少ないものですから、

農業については、臨時雇用、それは日数に応じ

て単価が変わってくるんですけれども、そうい

う臨時の雇用をしている方についても、できる

限り拾おうということで、対象として、今回、

支援に上げさせていただいているところです。 

 その他、いろんな事業で、今、資材等高くな

っている中で、前向きにこんなものを導入して

いきたいとか、そのものについても、今回の補

正予算の中で、支援対象としてメニュー化して

入れております。 

【大久保委員】 それぞれにありがとうございま

した。今回は、この重点支援は、物価高騰とい

う意味合いが、目的が、一義的なところだとい

うふうに思っております。 

 そういった中で、やはり先ほども言いました

ように、津々浦々県内見ても、1人でされている

商店が、その地域の買物弱者を解消されている

こともありますし、1人で生産をされている農業

者も、また1人で1本釣りされている方も、やっ

ぱそういった1人1人があって、漁協が、そうい

った組織として成り立ったり、また、農業もそ

ういったそれぞれの畜産だったり、守られてい

るというふうに思っております。 

 そういった観点で見れば、やはりそれぞれの

支援というのは、県も見ていく必要があるとい

うふうに思っております。 

 ただ一方、やはり限られた財源と、そして強

弱をつけながら、そういった成長産業だったり、

成長分野だったり、そういったことも、押して

いかないと、この経済対策にもならないという

ふうにも思ってはおります。 

 そういった意味においては、やはり県だけで

はなくて、各市町の重点支援も決められている

とは思うんですけれども、そこ辺りの連携がど

のように推し量られたか、そしてまた、今後、

そこの足りていない部分を市町にしていただく

というところも、やはり県としても重要なんじ

ゃないかなというふうに思うときに、そういっ

た支援を県も予算をつけて、各市町にしてもら

うとか、そういったところもあるのかどうか、

ちょっとそれぞれ最後に教えていただいて、こ

の重点支援交付金の考え方と、そしてこれから

の展望をお聞かせいただければというふうに思

っております。それで終わりたいと思っていま

す。 

【渋谷農林部長】 農林部の説明資料の3ページ

目を見ていただいてよろしいでしょうか。 

 産地総合整備対策事業費というのがあるんで

すが、例えば、ライスセンターのように、たく

さんの農家の方が使われているものを集約化と

するものにつきましては、一番右の下の方に書

いてあるんですけれども、国の50％プラス国が

8.3％出すんですが、それと合わせまして、県と

市で、合わせて支援をして、受益者の負担を減

らすような仕組み、これは、県と市と一緒に支

援をするような仕組み。 

 特に、これはもう広い受益者がありますので、

こういうものに対して、県と市で支援をするよ

うな仕組みについて、今回は挙げさせていただ

いております。 

【宮地産業労働部長】 産業労働部では、大久保

委員おっしゃられた市、町との連携で、プレミ

アム商品券がまさに、市、町が取り組んでおら

れるところに、我々がご支援をしてということ



令和８年３月定例会農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（３月１２日） 

- 27 - 

で、大きい形で県民の皆様に届くように、制度

設計した事業でございます。 

 あと、そのほかにつきましても、これ我々手

前みそでございますが、今回の直接支援という

のは、たしか九州で初めてだと思います。 

 東日本では、少しやられるところが、これま

でもありましたけれども、九州ではたしか初め

てだと思いますし、我々としては、一つ段階を

上げたと思ってございます。 

 我々のこういう取組を見て、また今後、市、

町と連携をして、直接支援的な取組を含めて、

より効果的な取組になるように、取り組んでま

いりたいと考えてございます。 

【吉田水産部長】 水産部におきましては、11月

補正、今回お願いしております補正につきまし

ても、アイデア段階から、市、町とは、いろい

ろやり取りをしておりまして、経済対策に限ら

ず、例えば、昨年いか釣りをやりましたけれど、

いか釣りが採捕停止になったときも、市、町さ

んと連携して、融資関係で協調して、末端金利

をゼロにするとか、そういったところを個別個

別に協調しながらやってきております。 

 今回につきましては、少し私どもの理解と、

市、町さんとの理解が少しずれた関係で、今回

のこのスキームの中でどこがやったかというの

は、なかなかしっかりできてはおりませんけれ

ど、引き続き、足らざる部分、また次は当初予

算の中で、しっかりと連携してやっていきたい

と思っております。 

【峰松農政課長】 先ほど答弁しました数字に1

件間違いがございましたので、答弁を修正させ

ていただきたいと思います。 

 11月補正の農林部の重点交付金の予算額です

けれども、ちょっと1事業漏れておりまして、訂

正後は、1億2,134万8,000円となっております。

訂正させていただきます。 

【小川漁政課長】 先ほど12月の補正予算、水産

部関係なんですけれども、失礼いたしました。

12月の補正予算、水産部全体としまして、57億

1,642万1,000円を計上させていただいておりま

した。そのうち多くが、漁港漁場関係なんです

けれども、それに加えまして、漁協者ですとか、

養殖業者の皆様方へのセーフティーネットとい

うことで、この当時の金額ということで計上さ

せていただいておりました。 

【大久保委員】 ありがとうございます。それぞ

れに、日頃よりしていただいているということ

も再確認させていただきました。 

 今回、こうしてお話しさせていただいたのも、

やっぱり事業者、また生産者、仕入れから、ま

た飼料だったり、それぞれ燃油もそうでしょう

けれども、人件費も高くなっておりますし、お

まけに借入れの利息も高くなっております。 

 本当に、二重、三重、四重苦でもあるという

ふうに思っておりますので、どうか、今回この

支援が決まったとしても、あと今後とも、依然

として物価高騰が続いておりますので、裾野を

広く、ご支援いただきますようによろしくお願

いを申し上げて、終わりたいと思っております。 

【冨岡分科会長】 ほかに質疑はございませんで

しょうか。 

【宅島委員】 農林部の未利用ビーフミール飼料

化促進事業費、5億8,150万円、この件でお伺い

をしたいと思います。 

 レンダリングという聞きなれない言葉、今さ

っき調べたら、アメリカ由来の言葉だと、単語

であると、脂肪を一回溶かして、もう一回作り

直すというか、そういったことが説明に書いて

あるんですけれど、これ畜産課ですかね。ちょ

っと詳しく、このレンダリング施設、事業者、
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これについての説明をお願いいたします。 

【森畜産課長】 宅島委員の方からご質問いただ

きましたが、レンダリング業というのがどうい

うものかということが、まずありますけれど、

牛、豚、鶏、家畜屠畜した後の骨とか副産物等

取り除いた後のものを煮出して、煮出した脂分

を取り除いた後の骨とか肉の残り物を、それを

抽出する業務を行っている業者がレンダリング

業者というところがあるんですけれど、長崎県

には2か所ありまして、全国では30か所程度のレ

ンダリング業者があるんですけれど、うち2件は

長崎県の方にあります。諫早の方と川棚の方に

あります。 

 そこで、今までは、平成13年なんですけれど

も、当時、牛の病気で、狂牛病と言っていたん

ですけれど、今、ＢＳＥと言うんですが、牛が

ふらふらする病気です。そういう病気が発生し

たときに、当時その頃は、屠畜後の家畜の骨等

を使った肉骨粉というものが、飼料の原料とし

て使われていたんです。 

 しかし、そのＢＳＥが発生した以降は、その

原料を飼料利用することは、もう駄目だと、う

つってはいけない、感染しないようにというこ

とで、一時もう使用が禁止になっていました。

それが、先ほど説明しましたけれども、令和6年

度に入ってから、牛用としては使ってはいけな

いんですけれど、豚、鶏用として、牛の肉骨粉

は使っていいですよという規制が緩和されたこ

とで、飼料原料として使えるようになったと。 

 もともと、そのレンダリング業者というのは

そういうことで、肉骨粉を製造する処理をやっ

ているところだったんですけれど、牛の肉骨粉

は何の原料にも使えなかったので、処理後は、

今まではずっと焼却処分をしていました。もう

特に処理費用が逆にかかるようなものだったん

ですけれど、使えることになれば、利用価値は

高いんですが、利用ができなかったということ

で、焼却処分していた。それが、国の規制緩和

もあって、飼料利用が、鶏用と豚用で使えるよ

うになったので、それを飼料として使えるよう

に持っていくためのその整備をレンダリング業

者の方が、機械とか施設とか、そういうものを

整備できる国の事業ができましたので、それを

活用して、取り組んでいくということでござい

ます。 

【宅島委員】 県内に2事業所あるということで

すね。その2事業者が、こういった新しい制度が

できたので、きちっと設備を整えるための補助

をするということで理解していいですか。 

【森畜産課長】 委員おっしゃるとおりでござい

ます。 

【宅島委員】 ありがとうございました。 

 しっかりこの事業が成功するように、いろん

な事業者の方と綿密に打合せをしていただきた

いと思います。 

 あと1点、産業労働部のＡＩ活用力向上支援事

業費、2億1,200万円ですね、先ほど中村委員か

らも、ＡＩで調べたところとか、すぐもう一瞬

でいろんな答えが返ってくるのは、今世の中に

なっていて、2億1,200万円かけて、どのような

ことを県内事業所にさせたいのか、そこをちょ

っとご説明お願いします。 

【原田新産業推進課長】 ＡＩ活用力向上支援事

業費についてのご質問でございます。ありがと

うございます。 

 最近、生成ＡＩで何でもできるようになって

きている中で、今日の新聞にもありましたけれ

ども、なかなか会社の方で便利なのに、活用が

進んでいない。 

 例えば、今日の新聞で、大同生命保険の方で、



令和８年３月定例会農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（３月１２日） 

- 29 - 

中小企業の6割が業務に活用できていないとい

うことでございましたので、まずは、生成ＡＩ

の活用を広げていきたいということで、この事

業は考えております。 

 具体的には、生成ＡＩを使うことで、小売業

であれば、売上データからＡＩが自動的に売れ

筋や、死に筋を自動抽出して、仕入れの最適化

を図ったり、売れ残りの値下げ提案を自動的に

できるようになる。製造業であれば、ＡＩによ

る画像解析によって、検査の業務がかなり効率

化されたりとか、そういった使い方ができるの

ではないか、生産性向上につながるのではない

かということで、この事業を推進していこうと

いうことでございます。 

【宅島委員】 分かりました。 

 ＡＩの世界も、今からどんどん加速していっ

て、進んでいくと思います。 

 その中で、これは補正予算なので、2億1,200

万円の補正、結構大きいんですけれども、補助

対象者がデジタル力向上支援事業費補助金など

を活用した実績がある事業者、このように限定

されているんです。これ限定されているんです

けれども、今般の色んな世界情勢とかの影響を

受けて、この物価高に苦しんでいる事業者も多

数出てきている中で、せっかくＡＩを活用して、

生産性の向上力とか、向上を目指していこうと

いう事業者にとってみたら、ここで制限がかか

ってしまったら、せっかくいい予算があっても

活用できないということで、もったいないなと

思うんですけれども、ここの見解について、ご

意見を伺いたいと思います。 

【原田新産業推進課長】 ＡＩ活用力向上支援事

業費の対象者は、委員おっしゃいますように、

限定されているんですけれども、初めて県の補

助事業を使い、ＡＩの導入とかをされる場合に

は、補足説明資料の5ページにありますデジタル

力向上支援事業費を使うことで、同じような補

助率3分の2、上限100万円の支援ができます。 

 一方で、6ページのＡＩ活用力向上支援事業費

については、一旦デジタル化に取り組まれた企

業様が、一歩踏み込んで、さらに高いレベルの

生産性向上の取組を推進される場合に使ってい

ただこうという趣旨でございまして、こちらの

ＡＩ活用力向上支援事業費については、過去に

県の補助事業を使って、一旦デジタル化に取り

組まれている方を対象にさせていただいている

ところでございます。 

【宅島委員】 だから、要は補正だから、その実

績をもう持っているところしか駄目ですよとい

うものなのか、また、新たなきちっとした令和

8年度の予算が通ったときには、新規のところも

受け付けますよという理解でいいのか、そこを

ちょっとお願いします。 

【宮地産業労働部長】 我々の趣旨としましては、

小さな企業様のデジタル化を、段階を踏んでご

支援していきたいということで、一定そういう

ふうな想定をしてございますが、宅島委員おっ

しゃられますように、事業者の意欲を損ねると、

我々の狙いと外れてしまいますので、そこは各

企業の実情に応じて、対応してまいりたいと思

ってございます。 

【宅島委員】 ありがとうございました。本当に、

気になったのが、今のデジタル力向上支援事業

補助金を活用した実績がある事業者というよう

に、もう限定されているので、今からこう意欲

がある事業者の方たちにとってみたら、もう参

加する資格がないというか、ここで切られるの

で、そこはやっぱりきちっと、新年度の予算、

これはあくまでも補正予算ですので、しっかり

令和8年度の予算で対応できるようにしていた
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だきたいというふうに思います。終わります。 

【冨岡分科会長】 ほかに質疑はありますか。 

【峰松農政課長】 何度も申し訳ございません。

先ほど、11月補正の重点交付金の金額について

訂正をさせていただいたんですけれども、私の

方が内訳を間違っておりまして、再度、当初の

金額、11月補正の重点交付金の金額は1億434万

8,000円に訂正をお願いいたします。申し訳ござ

いませんでした。 

【冨岡分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

【坂本委員】 そうしたら、3点質問させて、2点

か、質問させていただきます。 

 産労の中小事業者向けの賃上げ対策緊急支援

事業費です。先ほどからいろいろやり取りあっ

ておりました。 

 それで、これ参考として、支給額15万円の考

え方ということで、2点挙げられております。 

 1点目の長崎県の中央最低賃金審議会の目安

に14円を上乗せというふうなことで、これを年

間この計算式がありまして、従業員5人分として

14万5,600円ということになっております。 

 小規模事業者は、その5人以下が多いというふ

うなことのようでありますけれども、そうであ

ったにしても、いわゆるその5人という一括りじ

ゃなくて、何で1人という、例えば5人で15万円

だったら、1人だったら3万円ですよね。何でそ

ういう1人3万円で、その事業を従業員数に応じ

てというふうにしなかったのか、ちょっとそこ

ら辺を教えてください。 

【福重産業政策課長】 今回の制度の人数の設定

につきましては、先ほどおっしゃったとおり、

いろいろなケースで、例えば1人しか雇ってない

企業者さんもいらっしゃると思うんですが、

我々としては、ある程度の額を確保したいと思

いまして、そういった中で、サービス業等の小

規模事業者の定義である5名以下を用いまして、

計算をしているところでございます。 

【宮地産業労働部長】 ちょっと補足でご説明申

し上げます。 

 実は、委員おっしゃられますように、お1人の

とこはお1人とか、お2人のところはお2人とか、

精緻な制度設計をやるということもあるんです

けれども、そうしますと、非常に事務的に耐え

られないと。 

 これは、我々産業労働部で、コロナのときに、

奨励金を皆様にお配りする事務をしまして、も

うそれはものすごく大変な作業でして、そうす

ると、広く皆様をご支援する事業自体がやれな

いというジレンマの中で、一定奨励金という形

で、定額でお願いしようと、そうすると、先ほ

ど申し上げましたような事務コスト、それでも

1億3,000万円ほどかかってしまいますけれども、

合計で2万を超える事業者様にお配りができる

だろうということで、部内の中でいろいろ検討

した上で、今回のご提案としているところでご

ざいます。 

【坂本委員】 分かりました。どちらかと言うと、

1人当たりの単価というよりも、事業所に対する

賃上げの原資の少しは足しにしてくださいとい

うふうな趣旨で奨励金みたいな、そういう位置

づけというのは、財政の予算の関係もあるでし

ょうから、これだけで34億円設定しております

し、そこのところは、一定理解をいたします。 

 ただ、この2万2,320社で、中小企業、小規模

事業者というふうなことですけれど、そこら辺

で、従業員の雇用数、それぞれの事業所の雇用

数というのは、ある程度把握した上での今の判

断ということでいいんですかね。 

 例えば、普通、中小企業と言えば、300人以下

だとかという1つの基準があるじゃないですか。
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だから、そこら辺の県内のその2万社については、

大体把握した上で、1事業者について15万円とい

うことが適当だというふうに判断したというふ

うな、何らかの根拠があるんじゃないかなと思

うんですけれど。 

【福重産業政策課長】 統計によりまして、県内

中小企業者の数も特定しておりますし、県内企

業に従事している従業員数につきましても把握

しています。あとは、やはりその一人親方の数

を引いた部分、実際に、人を1人以上雇用してい

る企業さんというところの数は把握しておりま

すが、それぞれ正確な分布につきましては、ち

ょっと把握していないところでございます。 

【坂本委員】 分かりました。今回は、特に、い

わゆるその最低賃金額の近年、大幅に、県内で

も、長崎県でも上がってきたと。昨年は12月1日

で、目安は10円ですけれども、総額で時間単価

で78円上がっておりますので、そういう意味で

いくと、本当に小規模のところが一番この原資

を何とかやりくりするのに大変だという、そこ

に対する短期的な、短期的と言いますか、緊急

支援という内容ということで、理解をいたしま

す。 

 ただ、これ昨年、今年度と言いますか、今年

度の最低賃金の問題だけじゃなくて、多分、今、

春闘あっておりますけれども、ほぼ5％、6％と

いうことが言われておりますので、そうすると、

今年の8月ぐらいから始まる、長崎県の最低賃金

審議会でも、昨年に匹敵するような、そういう

賃上げというのも、普通予想されるわけであり

ますので、ぜひ、今後もどういった形が、一番

支援に全業種つながっていくのかということを

改めて、精査をした上での、今後の継続した取

組を要望をいたします。 

 それから、魅力ある職場づくりの推進事業費

なんですけれども、これ先ほど補助額が上限300

万円で、750件ぐらい想定をしているというふう

なことでありました。 

 この対象となるのは、先ほどの賃上げの支援

と同じ、県内の中小・小規模事業者1人以上雇用

ということでありますので、恐らく2万社以上あ

るというふうなことでの750件を想定をしたと

いうふうな根拠といいますか、そこら辺を教え

てください。 

【黒川雇用労働政策課長】 ただいまの750社の

想定でございますけれども、まず、日本政策金

融公庫の小規模設備投資動向調査というのが、

2024年度版がございます。全国の調査で6,500社

ほどから回答を受けているものでございます。 

 その調査結果をベースに、まず、設備投資を

していない企業というのが全体の72.9％ござい

ました。そのうち、実施したいができていない

企業の割合が72.9％のうちの33.3％、全体の

6,500社の比率でいいますと、全体の24.3％ほど

が投資をしたいけどできていないという企業の

割合でございます。 

 また、設備投資を実際に行った企業というの

が、全体の27.1％ございます。このうち職場環

境改善に関する投資の割合というのが28.3％、

約3割弱でございました。 

 これらを根拠にしまして、先ほど2万2,000社

ほどの県内の対象者ですね、1社以上の雇用をし

ている事業者に対しまして、試算したところ、

大体1,500社強ぐらいの事業者数になるという

ことで、これが全部は申請しないだろうという

想定で、その5割の750社という想定をしてござ

います。 

 ただ300万円の事業ということで、今回の事業

に関しましては、100万円とか200万円の事業も

かなり出てくるのではないかというふうに考え
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ておりますので、予算の範囲内で、1,000件を超

えるような事業になるかと思いますけれども、

それらについて対応していきたいというふうに

考えているところでございます。 

【坂本委員】 分かりました。これ、何らかのや

っぱり考え方があるでしょうから、それはそれ

で理解をいたしますけれども、業種的には、こ

ういう職場環境を改善するというようなことで

ありますので、ほぼ、どういった業種が多いと

いうのは、それはよく分からないんですか。 

【黒川雇用労働政策課長】 業種に関しましては、

製造業、建設業、医療、福祉、あとサービス業

等も含めて、幅広い業種で対応する予定として

ございます。 

【坂本委員】 分かりました。これもぜひ、いわ

ゆる設備投資と、今までの設備投資とか、それ

からデジタル化とか、やっぱそういうのを支援

をやって、そこに中小・小規模事業者の賃上げ

の原資だとか、そういう取組を、この間されて

きたというふうに思いますので、こういった職

場環境づくりに、直接的な支援というのは初め

てじゃないかなというふうに思いますので、ぜ

ひ内容の精査も含めてお願いを申し上げます。 

 それから、最後ですけれども、先ほどちょっ

と宅島委員からもありました、デジタル力の向

上支援事業費というふうなことで、これを使っ

ている事業者が、そのＡＩにつなげてというふ

うなことのようでありますけれども、そもそも、

すみません、このデジタル力向上支援事業費で、

県内中小事業者宛てに、過去の支援実績という

ことで、5ページに、これ延べですかね、3つの

補正で、845社ということでありますけれども、

平均とすれば、200社とか300社とか、補正ごと

にというようなことになるのかなと思うんです

が、この成果というのかな、そういうふうにや

っぱり、これが成果があったから、ＡＩにさら

につなげようというふうなことだというふうに

思いますので、そういった成果というのが、何

か具体的に、人材育成とか、ＩＴ機器デジタル

ツールの導入経費ですとか、そう見えないとこ

ろもあろうかと思うんですけど、そこら辺が、

もし分かれば教えていただければと思います。 

【園田経営支援課長】 デジタル力向上支援事業

につきましては、過去3回実施して、これまでで

845社を支援しております。 

 補足説明のときにも申し上げましたけれども、

人材育成の経費を必須としておりまして、人材

育成を受講された方が1,300人以上の方が、この

3年間でスキルを身につけられております。 

 具体的な成果としましては、個別はございま

すけども、アンケートを取った際に、令和6年度

の実施事業者につきましては、売上自体が増加

したというところが53％いらっしゃいまして、

この際に、新たなツールを導入したいという方

が、61％ということで、一度効果を実感されて、

さらに使いたいという方がいらっしゃったとい

うことで、今回、ＡＩの活用につきましては、

一度実感して、効果を実感された方が、さらな

る生産性向上を求める方に対応するために、制

度としてつくったものでございます。 

【坂本委員】 分かりました。5割以上が、売上

が上がったということもありますし、それから、

人材についても、1,300人というふうなことで、

活用されているということでありますので、ぜ

ひ拡充を含めたさらなる取組をお願いしまして

終わります。 

【小川漁政課長】 大久保委員にご答弁いたしま

した補正予算なんですけれども、全体額をお伝

えしてしまいまして、重点支援交付金のみにな

りますと、漁業者向けとあと養殖業向けのセー
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フティーネットの合計になりまして、総額で5億

8,708万2,000円ということになります。どうも

失礼いたしました。 

【田川委員】 すぐ終わります。 

 水産加工流通課、11ページの資料でお願いし

たいんですけれども、ここで、赤潮発生という

ことで、予算が計上されておりますけれども、

この赤潮発生のこれまでの数、そしてまた被害

額、場所、これについて、お聞かせください。 

【門村水産加工流通課企画監】 赤潮のこれまで

の数、被害、ちょっと統計、かなり遡りますの

で、今、手元にございません。直近で大きな被

害が出ておりますのは、3か年出ておりますのは、

令和5年以降でございまして、令和5年が、被害

額で約11億円、それから、翌年、令和6年度が15

億円、これが長崎県直近の被害額で、いずれも、

赤潮被害が出た年には、これまでの統計で確認

しています被害を超える過去最高の被害額とい

うことで、令和5年、6年と続いて、過去最高を

超えるような大きな被害が出たという状況でご

ざいます。 

【田川委員】 場所。 

【門村水産加工流通課企画監】 失礼しました。

地域につきましては、令和5年度の赤潮について

は、橘湾を中心に、大きな被害を出しました。 

 翌年、令和6年度は、橘湾も含め、海流に乗っ

て、今度長崎県沿岸の西側を北上しましたので、

県北地域、それから伊万里湾辺りまで、赤潮が

流れていて、被害を発生させたという状況がご

ざいます。 

【田川委員】 ありがとうございます。もうこれ

で、結局、この対策として、防除剤を散布する

ということですけれども、それ自体が、どの程

度の効果が予測されるのか、そしてまた、その

防除剤によって、海底の土壌の質、それに影響

がないのかどうか。 

 もう1点、起こってから収めるという、その発

想で果たしていいのかどうか、これだけの漁業

者が11億円、あるいは15億円の損害を被るので

あれば、もう抜本的な対策が必要になると思う

んですけれど、それについての見解をお尋ねし

ます。 

【門村水産加工流通課企画監】 まず、防除剤の

効果ですけれども、委員おっしゃられるとおり、

防除剤をまけば赤潮の被害が完全に抑えられる

というようなものではございません。 

 使い方としましては、やはりモニタリング、

自分の漁場に赤潮が来るかどうか、それをモニ

タリングをしながら、いかに早く見つけて、そ

れが広がらないうちに、防除剤で数を少なくす

る、消滅させるということが、一番基本的で大

切なところです。 

 ですので、数が増えて、大きな赤潮になって

から、防除剤をまくというのではなくて、なる

べく早く、小さいうち、初期発生を捉えて、防

除剤で抑えるというのが基本の対策でございま

す。 

 それから、海底、環境に対する影響というと

ころのご質問ございましたけれども、防除剤の

標準的な使用方法であれば、生物には影響がな

いと言われておりますので、その範囲で、やは

り赤潮対策として使う限りは、特段その底質に

大きな影響が及ぶというようなことは考えてお

りません。 

【田川委員】 最後にしますけれども、10ページ

の水産加工流通課の海洋環境の変化に大きな影

響を与えると、新しい養殖実証とか書かれてい

ますけれども、この新たな養殖手法の実証とい

うのは、具体的にもう少し貝類、藻類というこ

とで、提示されていますけれども、それについ
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て、お尋ねいたします。 

【門村水産加工流通課企画監】 新しい手法の具

体的なところということでございます。 

 今回、環境変化に対応して、その地域でこれ

までに実績がない新しい手法を導入するという

ような場合が支援の対象となっておりまして、

今回の予算で想定しておりますのは、メインと

しましては、三倍体のマガキで、これは、これ

までも報道等でありますけれども、高水温など

の影響で、通常二倍体なんですけど、通常のカ

キの生産率が非常に悪くなっているという状況

がある中で、三倍体を導入して、新たに取り組

んでみようというようなことで、三倍体マガキ

を導入される地域がございます。 

 それから、手法としましては、マガキ養殖、

非常に一般的で多いのは、垂下式いかだから吊

るして養殖をする、そういった形態が多くござ

いますが、今回の事業で支援するのは、バスケ

ット式、かごに入れて、かごの設置方法も、支

柱式、支柱で固定をしたり、延縄式で、ロープ

に固定して、水面であったり、水中に固定をす

るというようなやり方を導入しようというもの

を、今回支援対策としております。 

【田川委員】 今の三倍体マガキの話でしょうけ

ど、それについては、これは一般質問にも関連

しますので、また改めて、ゆっくりご相談した

いと思いますけれども、この養殖適地の調査と

いうのは、どういう場所をある程度、選定され

ていると思うんですけれど、具体的に教えてい

ただければと思います。 

【門村水産加工流通課企画監】 適地の調査、先

ほど申しましたとおり、これまでその地域で実

績がない品種であったり、手法、それが、実施

をしてみて事業性があるかどうかというところ

を確かめる事業です。 

 今回、想定しておりますのは、有明海、九十

九島、西彼、それから壱岐、これらの海域で、

それぞれ新しい取組として、養殖適地であるか、

成長生産がどういったデータになるかというよ

うなところを確かめるということをこの事業で

行うことを想定しております。 

【田川委員】 ありがとうございました。 

【冨岡分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

【石本委員】 1点確認したいと思います。 

 先ほども、ちょっと赤潮対策が出たんですが、

今回2億円の補正予算上げられております。この

中で、事業概要の②で赤潮被害軽減対策で、前

回の県北の赤潮でも、この被害を軽減するとい

う対策として、この足し網というのが出ていま

すけれども、現在、この足し網の対象者、対象

業者というのか、網の数というか、それに対し

て、今回この足し網をしたよという実績が分か

れば、そこら辺教えてください。 

【門村水産加工流通課企画監】 県北地域で、足

し網をされた事業者、伊万里湾、新松浦漁協管

内で申しますと、事業者としては3事業者が、そ

れぞれ足し網であったり、網かけの深い網であ

ったりを導入されております。 

 マグロで大きな被害を受けられた事業者が、

3事業者ぐらいだったと、正確なちょっと事業者

数は覚えておりませんが、3事業者、失礼しまし

た。県内で申しますと、足し網、それから深い

網等の導入実績が158ございます。県内で、養殖

魚類を使っています推定のいかだの台数という

のが、全体で約2,000台ございますので、足し網、

深い網を導入した割合、カバー率で申しますと、

県内全域の約8％程度が、現在導入ができている

という状況でございます。 

【石本委員】 せっかくこうした事業費がありま

すので、多分県北というか、新松浦漁協管内で
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は3社が被害が大きかったということで、そこの

3社という対象だと思うんですけれども、延べで

言えば、その3社だけじゃなくて、ほかにもいか

だあるわけですよね、業者もおられます。多分

20ぐらいあったのかなと思いますけれども、業

者がですね、結構、大規模な養殖を今、伊万里

湾内でもやっていますので、そこら辺のその認

識というか、しっかりと、その3社、今回被害を

受けた3社ということじゃなくて、やっぱり全体

の養殖業としては、やっぱり、いつなんどき、

またこの大きな赤潮被害が起こるとも限らない

わけですので、そこはしっかりと、今後も、そ

の赤潮の未然防止対策というのを、しっかり取

り組んでいただきたいということで、確認した

わけですけれども、今聞くところでは、まだま

だ十分でないというような状況であると思われ

ますので、今後ともしっかり、業者とも指導し

ながら、どうしたら赤潮被害を、今後、最大限

に防げれるかという対応についても、指導を含

めて、しっかり対応をお願いしたいというふう

に思います。 

【冨岡分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

【山本副会長】 すみません、1点だけ。 

 賃上げ対策の関係なんですけれども、先ほど

産業政策課長の方から、スケジュール的なとこ

ろで、4月に委託業者募集で、5月申請、6月支給

というふうな、ちょっとそういうふうに聞き取

りましたけれども、それから、水産部、それか

ら農林部の方も、基本的には足並みを揃えるよ

うなお話だったんですけれども、ちょっと遅く

ないかなという感じがありまして、1つは、やっ

ぱり今回、もう先議をしているということです

から、明日、順調にいけば可決をするという中

で、それからもう1点が、例えば水産部の場合に、

これ漁協、漁連さんに委託をして、漁協さんの

ほうが手続をするということであれば、それほ

ど時間がかからないのではないかと。 

 それから、産労部さんの方の件数が多いとい

う問題はありますけれども、これも、例えば、

謄本であったり、雇用保険の領収書とか、そう

いう証明があれば、簡単にいくのではないのか

なと。 

 むしろ、農林部の方の臨時雇用支援金とかに

は、ちょっとかなり時間かかるような感じがす

るんです。ですから、足並みを揃えるというよ

りも、とにかくスピーディーに、もちろん原則

は公正にやらないといけないので、不正があっ

てはいけないんですけれども、どうしても、や

っぱり迅速に、それから、できるだけ簡素に、

最低限の書類をもらって、簡素にやっていって

いただきたいというふうに思いますけれども、

誰に聞けばいいんでしょうかね。お答えいただ

けますか。できるだけ早くということでお願い

したいです。 

【福重産業政策課長】 産業労働部所管の直接支

援の事業につきましては、なるべく早くスター

トしたいと考えております。 

 ただ一方で、支援数も相当多くなると思われ

まして、申請は時間がかかってしまうと、そこ

はそれでまたかなりご負担をおかけするという

こともありますので、十分先に体制を整えた上

でスタートしたいという観点から、6月に申請受

付開始というのを先ほど申しましたけれど、な

るべくこの時間軸につきましても、受託事業者

が決まりましたら、なるべく早めにできるよう

にしたいと思っております。 

 また、申請の書類等も、山本副委員長ご指摘

のとおり、かなり簡単にしないと、なかなかこ

の件数、申請いただけないなというふうに思っ

ておりますので、ウェブ申請と郵送、両方受け
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付けるであるとか、極力申請書類につきまして

も、もちろん不正があってはいけませんので、

そこは必要最低限の部分を求めますが、なるべ

く簡素化した対応を取ってまいりたいと考えて

おります。 

【松尾水産経営課長】 足並みを揃えるというふ

うにお話を回答しましたが、雇用保険の加入非

加入という部分で、入り口整理が必要というこ

とで、そういうふうに足並みを揃えようとして

いますが、可能な限り、何らか工夫して、いち

早く漁業者に、この事業が利用できるように工

夫をしていきたいと思っております。 

【村上農業経営課長】 農林部といたしましても、

常時雇用については、雇用契約書など、簡易な、

雇用期間等確認ができるものについては、確認

するとともに、臨時雇用につきましては、どう

しても実績に応じた形になりますので、賃金台

帳や給与明細等の確認が必要と考えております

が、農繁期のところで、春先に終わる農家の方

もいらっしゃいますので、そういう方々には、

早急に、提出を促しながら、速やかに給付でき

るような体制を整えてまいりたいと思います。 

【冨岡分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【冨岡分科会長】 ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【冨岡分科会長】 討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑討論が終了しましたの

で、採決を行います。 

 第65号議案のうち関係部分は、原案のとおり

可決することにご異議はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【冨岡分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、第65号議案のうち関係部分は、原案

のとおり可決すべきものと決定されました。 

 審査結果について整理したいと思いますので、

しばらく休憩いたします。 

 

― 午後 零時１５分 休憩 ― 

― 午後 零時１５分 再開 ― 

 

【冨岡分科会長】 分科会を再開いたします。 

 これをもちまして、分科会の審査を終了いた

します。 

【冨岡委員長】 引き続き、3月23日からの委員

会の審査内容等を決定するための委員間討議を

行います。 

 理事者退室のため、しばらく休憩いたします。 

 お疲れさまでございました。 

 

― 午後 零時１５分 休憩 ― 

― 午後 零時１７分 再開 ― 

 

【冨岡委員長】 委員会を再開いたします。 

 次に、令和8年3月定例会における本委員会の

審査内容等を決定するための委員間討議を行い

ます。 

 審査方法について、お諮りいたします。 

 審査方法は、委員会を協議会に切り替えて行

いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【冨岡委員長】 ご異議ないようですので、その

ように進めることにいたします。 

 それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。 
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 しばらく休憩いたします。 

 

― 午後 零時１７分 休憩 ― 

― 午後 零時１８分 再開 ― 

 

【冨岡委員長】 委員会を再開いたします。 

 それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、理事者へ正式に通知することといたし

ます。 

 ほかにご意見等はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【冨岡委員長】 ほかにご意見等がないようです

ので、これをもちまして、農水経済委員会及び

予算決算委員会農水経済分科会を終了いたしま

す。 

 大変お疲れさまでございました。 
 

― 午後 零時１９分 閉会 ― 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１日目 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  令和８年３月２３日 

自  午前 ９時５８分 

至  午後 ２時５６分 

於  委 員 会 室 ４ 

 
 

２、出席委員の氏名 

冨岡 孝介 委員長（分科会長） 

山本 由夫 副委員長（副会長） 

中山  功 委 員 

宅島 寿一  〃   

坂本  浩  〃   

石本 政弘  〃   

中村 泰輔  〃   

大久保堅太  〃   

湊  亮太  〃   

田川 正毅  〃   

 
 

３、欠席委員の氏名 

下条 博文 委 員 

 
 

４、委員外出席議員の氏名  

な  し  

  
 

５、県側出席者の氏名 

宮地 智弘 産 業 労 働 部 長 

石田 智久 
産業労働部政策監 
(産業人材確保・育成担当） 

井内 真人 産業労働部次長 

福重 武弘 産業政策課長（参事監） 

香月 康夫 企 業 振 興 課 長 

小宮 総一 
企業振興課企画監 
(企業誘致推進担当) 

原田 啓輔 新産業推進課長 

石川 拓朗 新エネルギー推進室長 

園田 圭介 経 営 支 援 課 長 

松尾 由美 未 来 人 材 課 長 

髙見  誠 
未来人材課企画監 
（外国人材担当） 

黒川恵司郎 雇 用 労 働 政 策 課 長 

 
 

６、審査事件の件名 

〇予算決算委員会（農水経済分科会） 

第1号議案 

 令和8年度長崎県一般会計予算（関係分） 

第3号議案 

 令和8年度長崎県農業改良資金特別会計予算 

第4号議案 

 令和8年度長崎県林業改善資金特別会計予算 

第5号議案 

 令和8年度長崎県県営林特別会計予算 

第6号議案 

 令和8年度長崎県沿岸漁業改善資金特別会計

予算 

第7号議案 

 令和8年度長崎県小規模企業者等設備導入資

金特別会計予算 

第9号議案 

 令和8年度長崎県長崎魚市場特別会計予算 

第52号議案 

 令和7年度長崎県一般会計補正予算（第9号）

（関係分） 

第53号議案 

 令和7年度長崎県農業改良資金特別会計補正

予算（第1号） 

第54号議案 

 令和7年度長崎県林業改善資金特別会計補正

予算（第1号） 

第55号議案 

 令和7年度長崎県県営林特別会計補正予算

（第2号） 
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第56号議案 

 令和7年度長崎県沿岸漁業改善資金特別会計

補正予算（第1号） 

第57号議案 

 令和7年度長崎県小規模企業者等設備導入資

金特別会計補正予算（第1号） 

第59号議案 

 令和7年度長崎県長崎魚市場特別会計補正予

算（第1号） 
 
 

７、付託事件の件名 

〇農水経済委員会 

（1）議 案 

第29号議案 

 長崎県の事務処理の特例に関する条例の一部

を改正する条例（関係分） 

第33号議案 

 長崎県園芸農産物規格条例を廃止する条例 

第34号議案 

 長崎県県民の森条例の一部を改正する条例 

第43号議案 

 直轄特定漁港漁場整備事業に対する県の負担

について 

第50号議案 

 ながさき産業振興プラン２０３０について 

第51号議案 

 長崎県水産業振興基本計画について 

（2）請 願 

な し 

（3）陳 情 

   な し 
 
 

― 午前 ９時５８分 開会 ― 
 

【冨岡委員長】 おはようございます。 

 ただいまから農水経済委員会及び予算決算委

員会農水経済分科会を開会いたします。 

 なお、下条委員から欠席する旨の届けが出て

おりますので、ご了承をお願いいたします。 

 それでは、これより議事に入ります。 

 今回本委員会に付託されました案件は、第29

号議案「長崎県の事務処理の特例に関する条例

の一部を改正する条例のうち関係部分」ほか5件

でございます。 

 なお、予算議案につきましては、予算決算委

員会に付託されました予算議案の関係部分を農

水経済分科会において審査することになってお

りますので、本分科会として審査いたします案

件は、第1号議案「令和8年度長崎県一般会計予

算」のうち関係部分ほか13件であります。 

 次に、審査方法についてお諮りいたします。 

 審査は従来どおり、分科会審査、委員会審査

の順に行うこととし、部局ごとにサイドブック

スに掲載しております審査順序のとおり行いた

いと存じますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【冨岡委員長】 ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。 

 なお、議案外の質問につきましては、各部局

の審査における委員1回当たりの質問時間は、理

事者の答弁を含め20分を限度とし、1巡した後、

審査時間が残っている場合に限って再度の質問

ができることといたしますので、よろしくお願

いいたします。 

 これより産業労働部関係の審査を行います。 

【冨岡分科会長】 まず、分科会による審査を行

います。 

 予算議案を議題といたします。 

 産業労働部長より、予算議案の説明を求めま

す。 
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【宮地産業労働部長】 おはようございます。 

 産業労働部関係の議案について、ご説明をい

たします。 

 資料としましては、予算決算委員会農水経済

分科会関係議案説明資料でございます。2ページ

をご覧ください。 

 今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

1号議案「令和8年度長崎県一般会計予算」のう

ち関係部分、第7号議案「令和8年度長崎県小規

模企業者等設備導入資金特別会計予算」、第52

号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予算（第

9号）」のうち関係部分、第57号議案「令和7年

度長崎県小規模企業者等設備導入資金特別会計

補正予算（第1号）」であります。 

 初めに、第1号議案「令和8年度長崎県一般会

計予算」のうち関係部分及び第7号議案「令和8

年度長崎県小規模企業者等設備導入資金特別会

計予算」について、ご説明いたします。 

 本予算は、知事選挙に係る予算編成時期の関

係などから骨格予算となっており、1.人件費等

の義務的経費、2.経常的な管理経費及び継続事

業費、3.その他事業の執行上、当初予算に計上

を要するもの及び緊急を要するものなどについ

て予算を計上いたしており、歳入予算、歳出予

算は記載のとおりであります。 

 3ページ中段をご覧ください。 

 一般会計予算の主な内容についてご説明いた

します。 

 産業政策課、工鉱業試験場費について。 

 公設試験研究機関の運営や研究機器整備、試

験研究等に要する経費として、工業技術センタ

ー費1億2,145万6,000円、窯業技術センター費1

億2,964万円等を計上いたしております。 

 企業振興課、工鉱業振興費について。 

 県内の中小製造業企業の需要獲得を目指した

設備投資の支援や、地場企業の新たな雇用を伴

う規模拡大等の支援に要する経費として、地場

企業総合支援事業費15億5,982万3,000円、誘致

企業に対する助成や企業誘致活動の推進等に要

する経費として、企業誘致推進費3億5,599万

2,000円、市町が実施している工業団地整備の支

援等に要する経費として、新工業団地整備事業

費1億8,283万円等を計上いたしております。 

 新産業推進課・新エネルギー推進室、ふるさ

と産業振興費について。 

 地域の雇用や経済を支える食料品製造事業者

の生産性向上や売上・収益確保の取組への支援

に要する経費として、食品製造業パワーアップ

事業費3,254万2,000円等を計上いたしておりま

す。 

 工鉱業振興費について。 

 スタートアップの資金調達や県内における起

業の機運醸成に向けた投資家とのマッチングイ

ベントの開催に加え、県内に立地している有望

なスタートアップを対象とした首都圏大企業等

との取引拡大の支援等に要する経費として、創

業・起業支援事業費989万5,000円、脱炭素社会

の実現に向けて急成長が見込まれる海洋エネル

ギー関連産業や水素関連産業について、県内企

業の新規参入や受注獲得を後押しし、県内サプ

ライチェーン構築の推進に要する経費として、

新エネルギー関連産業拠点形成事業費2,486万

3,000円等を計上いたしております。 

 経営支援課、商業振興費について。 

 商店街が地域の関係者や外部人材と連携しな

がら実施する地域課題の解決等につながる取組

への支援に要する経費として、商業振興対策費

2,335万円を計上いたしております。 

 中小企業振興費について。 

 商工団体の伴走支援など経営指導の強化を図
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ることにより、県内中小・小規模事業者の業務

効率化や売上拡大等の支援に要する経費として、

中小企業団体指導育成費18億5,991万1,000円等

を計上いたしております。 

 工鉱業振興費について。 

 海外展開の進捗状況に応じた支援や、現地で

の活動サポートなど、県内中小企業の海外ビジ

ネス展開への支援に要する経費として、中小企

業海外展開支援強化事業費1,481万円を計上い

たしております。 

 中小企業金融対策費について。 

 中小企業の経営基盤の安定等に必要な資金の

貸付に要する経費として、金融対策貸付費271億

3,195万円、融資枠見込額1,572億3,140万円等を

計上いたしております。 

 未来人材課、雇用安定対策費について。 

 地域産業を担うリーダー的人材の確保・定着

に向けた、大学生等の奨学金返済への支援に要

する経費として、産業人材育成奨学金返済アシ

スト事業費9,039万7,000円、外国人材の受入れ・

定着に向けた、相談窓口の設置やセミナー開催、

企業の受入れ環境整備への支援などに要する経

費として、外国人材確保総合支援事業費3,171万

2,000円等を計上いたしております。 

 雇用労働政策課、労働福祉費について。 

 労働者及び使用者からの労働問題全般の相談

に応じ、関係機関への助言支援を行う労働相談

情報センターの運営等に要する経費として、労

使関係調整対策指導費1,120万5,000円等を計上

いたしております。 

 職業能力開発運営費について。 

 県立高等技術専門校の管理運営、新規学卒者

や中小企業の在職者等に対する職業訓練等に要

する経費として、職業能力開発校費4億6,029万

5,000円、離職者等に対し、就職支援のために実

施する職業訓練に要する経費として、緊急離職

者能力開発事業費6億12万4,000円等を計上いた

しております。 

 雇用安定対策費について。 

 県内求職者の就労促進や非正規雇用者のキャ

リアアップを図るため、求職者の就職相談や各

種セミナー等の実施に要する経費として、人材

確保総合支援事業費3,157万4,000円等を計上い

たしております。 

 債務負担行為について。 

 債務負担行為については記載のとおりであり

ます。 

 7ページ中段をご覧ください。 

 小規模企業者等設備導入資金特別会計につき

まして、歳入予算、歳出予算は記載のとおりで

あります。 

 次に、第52号議案「令和7年度長崎県一般会計

補正予算（第9号）」のうち関係部分及び第57号

議案「令和7年度長崎県小規模企業者等設備導入

資金特別会計補正予算（第1号）」についてご説

明いたします。 

 一般会計における歳入予算、歳出予算は記載

のとおりであり、歳出予算の主な内容について

ご説明いたします。 

 8ページ中段をご覧ください。 

 産業政策課、工鉱業試験場費について。 

 公設試験研究機関の運営や研究機器整備、試

験研究等に要する経費の減に伴う、工業技術セ

ンター費4,147万1,000円の減、窯業技術センタ

ー費1,437万3,000円の減等を計上いたしており

ます。 

 企業振興課、工鉱業振興費について。 

 地場企業の規模拡大に対する補助金の減等に

伴う、地場企業総合支援事業費2億7,693万4,000

円の減、市町が実施している工業団地整備の支
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援に対する補助金の減に伴う、新工業団地整備

事業費1億5,683万4,000円の減等を計上いたし

ております。 

 新産業推進課、工鉱業振興費について。 

 国の新しい地方経済・生活環境創生交付金の

令和7年度予算を活用するため、創業・起業支援

事業費4,636万1,000円の増等を計上いたしてお

ります。 

 経営支援課、中小企業振興費について。 

 商工会・商工会議所による小規模事業者への

支援に要する補助金の増等に伴う、中小企業団

体指導育成費2,749万4,000円の増等を計上いた

しております。 

 中小企業金融対策費について。 

 中小企業向け制度融資の貸付額の減等に伴う、

金融対策貸付費31億6,191万6,000円の減等を計

上いたしております。 

 未来人材課、雇用安定対策費について。 

 国の新しい地方経済・生活環境創生交付金の

令和7年度予算を活用するため、プロフェッショ

ナル人材戦略拠点事業費3,336万9,000円の増等

を計上いたしております。 

 雇用労働政策課、職業能力開発運営費につい

て。 

 県立高等技術専門校の管理運営、新規学卒者

や中小企業の在職者等に対する職業訓練経費の

減に伴う、職業能力開発校費7,081万6,000円の

減、離職者訓練に係る訓練実施経費や就職支援

経費の減等に伴う、緊急離職者能力開発事業費

2億1,622万8,000円の減等を計上いたしており

ます。 

 10ページ中段をご覧ください。 

 繰越明許費につきましては、国が新しい地方

経済・生活環境創生交付金の令和7年度予算を活

用する事業であり、次年度にかけて引き続き取

り組む必要があることなどから、記載の事業に

ついて繰越明許費を設定しようとするものであ

ります。 

 11ページ中段をご覧ください。 

 債務負担行為の内容につきましては記載のと

おりであります。 

 次に、小規模企業者等設備導入資金特別会計

につきまして、歳入予算、歳出予算は記載のと

おりであります。 

 最後に、令和7年度の予算につきましては、本

議会へ補正をお願いしておりますが、国庫補助

金等に未確定のものがあり、また歳出面におい

ても年間の執行額確定に伴い、整理を要するも

のもあります。 

 したがいまして、これらの調整、整理を行う

ため、3月末をもって令和7年度予算の補正につ

いて専決処分により措置させていただきたいと

考えておりますので、あらかじめご了承賜りま

すようお願い申し上げます。 

 以上をもちまして、産業労働部関係の説明を

終わります。よろしくご審議賜りますようお願

いいたします。 

【冨岡分科会長】 以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【坂本委員】 そしたら、私の方から何点か分か

らないところがありましたのでお尋ねいたしま

す。 

 まず、当初予算の方なんですけれども、横長

資料のまず37ページですね、事業名が中小企業

経営改善推進事業費ということで、これ経営支

援課になります。前年度に比べて約1,100万円ほ

ど予算額が少ないというふうなことで、これア

トツギ早期承継促進事業費というふうなことで

非常に重要な事業じゃないかなと思いました。 
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 それと次が41ページですね。これも事業名が

高校生の県内就職促進事業費、これも前年度に

比べて3,600万円ほど少ないということになっ

ております。 

 それと三つ目が42ページ、これ未来人材課で

すね、事業名がプロフェッショナル人材戦略拠

点事業費、これが前年度に比べて4,800万円の減、

それからその下の段の地域活性化雇用創造プロ

ジェクト事業費、これが前年度に比べて約8,300

万円減ということになっております。 

 この三つについては先ほど部長説明ありまし

たように、3月議会がいわゆる骨格というふうな

ことで、今の分のその減額が結構大きかったん

ですけれども、それは次の議会に向けてのいわ

ゆる肉づけでそこら辺は補正というふうな形に

なっていくのかな、ちょっとそこら辺について

教えてください。 

【園田経営支援課長】 私の方からは、37ページ

のアトツギ早期承継促進事業費の減額について

説明いたします。 

 これは35万円ということで、前年度から大幅

に減っている形になっておりますけれども、ま

ず一つは単年度の7年度の補正の方で前倒しで

事業化している部分がございまして、実際は138

万3,000円の事業、合わせてなります。 

 それを減額はされているんですけれども、こ

の跡継ぎの事業につきましてはこの2年間取り

組んでまいりました。跡継ぎの方のロールモデ

ルを創出するような事業ということで、これま

で令和6年に11人、令和7年に12人ということで、

2年間もう既に事業として進めてきたものがご

ざいます。 

 その中で今後、ちょっと事業のやり方という

か内容を見直した結果、これまで育ててきた方

を活用しながら跡継ぎの方の掘り起こしと安心

を高めていくということで、セミナー等を実施

するような形で事業の内容を変更しております。 

 そのため、事業費としてはかかっていません

けれども、幅広く多くの方に事業承継に関心を

持っていただくというようなものにシフトして

いるという状況でございます。 

【松尾未来人材課長】 未来人材課所管部分につ

いてご説明いたします。 

 まず、41ページの高校生の県内就職促進事業

費につきましては、これは国の交付金が令和7年

度予算で措置されるようになりましたので、こ

れに合わせて県においても令和7年度の補正予

算で計上しております。 

 令和7年度3月補正で2,756万8,000円計上して

おりますので、合計3,152万4,000円ということ

で、実質850万円の減でございますが、これはこ

の中に含まれている人件費をほかの予算に財源

を振り替えましたので、大体今年度と同程度の

予算規模となっているところでございます。 

 それから、42ページのプロフェッショナル人

材戦略拠点事業費、これにつきましても国の交

付金が令和7年度予算で措置されるようになっ

たため、これに合わせて7年度補正予算で計上し

ているものです。 

 令和7年度3月補正予算で4,218万8,000円計上

しておりますので、合計4,276万4,000円という

ことで大体今年度並みで計上しているところで

ございます。 

 それから、地域活性化雇用創造プロジェクト

事業費、この事業が令和5年度から7年度までの

3年事業で、今回令和7年度で事業が終了し、ま

た令和8年度から3年間、国の予算を取りにいき

ました。国からは内示をもらっておりますので、

6月補正予算で追加計上させていただく予定で

準備をしているところでございます。 
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【井内産業労働部次長】 全体的な補足で申し上

げますが、事業によって取扱いも一部異なる部

分があるんですが、先ほどの説明の中でもあり

ましたように、今年度の3月補正において国の交

付金を有効活用するという側面もあります。 

 当初だけで比べると、どうしてもその部分が

見えない部分があるんですが、必要な予算をし

っかり措置していこうというところは変わりは

ございません。 

【坂本委員】 ありがとうございました。大体概

要については理解をいたしました。令和7年の補

正で対応している分とかそれらの分、それから

6月でまたきちんと予算化するというふうな部

分もあったというふうに思います。ありがとう

ございました。 

 それからもう1点、横長資料の40ページの事業

名が産業人材育成奨学金返済アシスト事業費で

すけれども、当初予算等これ2,000万円含めて変

わらないぐらいの予算計上されておりますけれ

ども、財源の内訳のところで特定財源というこ

とで国庫支出、地方債、その他とありますけれ

ど、一般財源が約4,000万円ぐらい足しているん

ですけれども、5,000万円ですね、その他という

ことになっておりますけれども、このその他と

いうのは何なんですかね、ちょっと教えてくだ

さい。 

【松尾未来人材課長】 企業からの寄附になって

おります。 

【坂本委員】 分かりました。重要な内容という

ことですね。了解いたしました。 

 それからもう1点ですね、これ今年度の通常の

補正予算にも関わってくるんですけれども、先

ほどの部長説明の中の10ページから11ページに

かけて、新しい地方経済・生活環境創生交付金

というふうなことで、繰越明許費を設定してい

るというふうなことでありますが、先ほど説明

があった、例えば高校生の県内就職だとか、そ

れからプロフェッショナル人材確保とかですね、

そういったものが今年度の補正で措置している

というようなことで、先ほど説明があったと思

うんですけれども、この国の交付金っていうの

は、今言った新しい地方経済・生活環境創生交

付金っていうふうなことでいいんですよね。い

わゆる先議をした、この間、開会直後に先議を

したその分のいわゆる重点支援交付金か、それ

と違う新しい地方創生の分というふうなことで

すよね。そこら辺ちょっと確認させてください。 

【福重産業政策課長】 坂本委員のご質問ですが、

先議いただいた経済対策交付金とは別の新しい

地方経済・生活環境創生交付金という別の交付

金となっております。 

【坂本委員】 分かりました。 

 それですみません、私ちょっと認識がなくて、

国の新しい地方経済・生活環境創生交付金とい

うのは、これはいつ頃国で創設されて、これ多

分今年度の国の補正予算というか去年の臨時国

会で決定された、今言った重点支援交付金、一

方3月議会で約123億円ですかね、措置した分だ

と思うんですけれども、それ以外にこういう創

生交付金があったかなってちょっと認識不足で

申し訳ありません。令和6年度だったのかな、令

和7年、今年度だったんですかね、そこら辺もち

ょっと内容含めて教えてもらえますか。 

【福重産業政策課長】 今回3月補正で計上して

おります交付金の部分につきましては、これは

国の令和7年度の当該交付金でございます。 

 令和7年度の予算自体が十分な確保をされて

おりまして、国の方からもできれば令和7年度に

前倒しで受け入れていただいて、8年度事業の方

に活用いただきたいっていう要望がございまし
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たので、県としても国庫補助金の活用を最大限

行うという観点から、国の求めに応じまして3月

補正で計上して令和8年度事業の方に活用する

といったことを考えているところでございます。 

【坂本委員】 分かりました。 

 そしたら今年度の国が創設した、いわゆる地

方創生交付金というふうな当初予算に組み込ま

れていた分を何とか今年度中に財政措置をして

翌年度に繰り越して繰越明許でするというふう

な、そういう考え方でということですね。 

【福重産業政策課長】 委員のご理解で合ってい

ると考えております。 

【坂本委員】 分かりました。そういう意味でい

くと、今言われた分は国の交付金ですね、積極

的に活用していくというふうなことで理解いた

しました。どうもありがとうございました。 

【松尾未来人材課長】 すみません、先ほど坂本

委員からのご質問で、産業人材奨学金返済アシ

スト事業費のその他の財源の部分なんですけれ

ど、企業からの寄附が2,000万円、それと基金か

ら繰り入れて支援をする事業費が2,770万3,000

円、基金の預金利息が234万3,000円ということ

で、合計5,004万6,000円ということになってお

ります。大変失礼いたしました。 

【冨岡分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

【田川委員】 おはようございます。 

 1点だけちょっと教えていただきたいんです

けれど、新エネルギー関連産業拠点形成事業費

2,200万円、これを少し具体的に教えていただけ

ればと思いますけれど。 

【石川新エネルギー推進室長】 田川委員から質

問ございました新エネルギー関連産業拠点形成

事業費の部分ですけれども、令和8年度当初とし

ましては2,486万3,000円を計上いたしておりま

す。 

 この事業につきましては、先ほど、表現が出

ております国の交付金、令和7年度に6,300万円

を補正で計上いたしておりまして、これを繰り

越して合算して8,786万3,000円で令和8年度事

業を実施するということにしてございます。 

 その事業の中身でございますけれども、大き

く四つございまして、海洋エネルギーの関連産

業の企業が3者以上連携して取り組むと、設備投

資等に支援する補助金、これが4,000万円でござ

います。 

 それから受注確保するためのマッチング支援

等につきまして、産業振興財団にコーディネー

ターを2名配置してございますけれども、この人

件費、活動費、これが1,801万3,000円。 

 それから、洋上風力の現場で建設とかメンテ

ナンスとかに従事する従業員の訓練というのが

ございますけれども、洋上作業員の訓練受講を

支援する補助金というものがございまして、こ

れが300万円。 

 それと水素関係ですけれども、水素の関連で

大手企業と連携して技術開発等に取り組む県内

企業を支援するための補助金、これを2,000万円

計上しております。あと残り685万円が活動費、

事務費等でございます。 

【田川委員】 ありがとうございました。 

 そこで、海洋エネルギーの関連企業とか水素

の関連企業、具体的には県内にどういう対象の

件数があるのか、企業ですね。ちょっと教えて

いただければと思います。 

【石川新エネルギー推進室長】 企業に対する補

助金の事例ということでございますけれども、

海洋エネルギーの補助金、それから水素の補助

金、どちらも継続して実施している事業でござ

いまして、基本的に制度としては計画を採択し

て2年間支援をするというような立てつけにし
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てございます。 

 まず、海洋エネルギー関連の方の補助金でご

ざいますけれども、令和7年度と今年度ですね、

2グループの計画を認定してございまして、二つ

とも浮体式の洋上風力の浮体基礎のサプライチ

ェーンですね、これに参入しようというふうな

意向があって、そのサプライチェーンの体制構

築に取り組むということで設備投資等を実施す

るグループ、これ2グループ実施してございます。 

 それと水素の関係ですけれども、水素につき

ましては大手企業との連携の下で、新たな水素

市場への参入を目指すというふうな取組がござ

いまして、今年は2件、今年度認定をしてござい

ます。 

 一つは水素を活用した小型船の開発を行う企

業、それからもう一つはハウステンボスさんが

テーマパークの中で水素を活用した次世代のテ

ーマパークをつくっていく、その実証等を含め

た計画ということで、2件認定してございます。 

 この2件はどちらも2年間の支援としてござい

ますので、令和8年度予算も支援をしております。 

【田川委員】 ありがとうございました。 

 今ご説明いただいたその2グループですね、海

洋の方ですけれども、そのグループの中にそれ

ぞれ2グループということであれば、県内企業が

それぞれ何社ぐらい入っているのか、お願いし

ます。 

【石川新エネルギー推進室長】 2グループとも

3社で構成されておりまして、合計6社でござい

ます。 

【田川委員】 ありがとうございました。 

【石川新エネルギー推進室長】 ちょっと補足で

すみません。どちらも全て県内企業で6社が認定

されております。 

【冨岡分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

【中村(泰)委員】 横長当初の26ページでござい

ます。企業振興課さん、地場企業総合支援事業

費ですけれども、16億7,400万円の予算額ですけ

れども、前年度に比べて減となっておりますけ

れども、その状況につきましてお知らせ願いま

す。 

【香月企業振興課長】 地場企業総合支援事業費

の減の理由でございます。 

 この事業費では、横長の右側に事業概要とい

うふうなことで記載をさせていただいておりま

すが、特に三つ目、一番下の地場企業立地推進

助成事業というのがございます。 

 ここが企業誘致の場合と同様に、県内企業が

雇用で投資をやって、一定規模以上の投資、雇

用、地場発注を行う場合に補助をするというふ

うな制度、事業をやっておりまして、令和7年度、

今年度については、県央地区のちょっと大手の

半導体の補助がありまして、ここの額が去年の

計上では28億9,600万円というふうな補助で予

算を計上しておったんです。 

 令和8年度に支出予定のところが14億円とい

うふうなことで、その差額が大きな理由となっ

てございます。 

【中村(泰)委員】 承知いたしました。ありがと

うございます。 

 続きまして、同じく企業振興課さん、横長当

初27ページですけれども、企業誘致推進費とい

うことで、若干ですけれども令和8年度が令和7

年度に比べて少し減となっておりますが、企業

誘致を積極的に進めていただきたいという考え

の下ですね、これが減っていることにつきまし

てお尋ねいたします。 

【小宮企業振興課企画監】 横長資料27ページ、

企業誘致推進費でございます。 

 今年度3億5,599万2,000円、前年度が3億7,818
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万9,000円、差額が2,219万7,000円でございます

けれども、この当初予算の構成ですけれども、

右側に記載しているとおりでございますが、企

業に対する立地の助成金が2億921万8,000円ご

ざいます。 

 それから、下の企業誘致推進特別強化対策費、

企業誘致総合展開推進事業費、国境離島企業誘

致強化事業について、これについては産業振興

財団の活動費になります。合わせまして1億

4,677万4,000円でございます。 

 減額の主な理由ですけれども、立地企業に対

しまして誘致後に雇用の実績ですとか設備投資

の実績に合わせて、おおむね5年間で企業の方が

補助金の申請をしてきますけれども、毎年その

申請に差が出てくる状況でございますので、今

年度、その前年度との差で2,200万円余りが減額

ということでございます。 

【中村(泰)委員】 続きまして、横長当初、新産

業推進課・新エネルギー推進室さんの31ページ

ですね。サービス産業活性化事業費ですけれど

も減額となっておりますけれども、これが今後

肉づけの方でフォローされるものなのか、ご確

認をさせてください。 

【原田新産業推進課長】 サービス産業活性化事

業費についてですが、こちらは先ほども説明が

ありましたとおり、国の交付金、新しい地方経

済・生活環境創生交付金が令和7年度で付くとい

うことで、3月補正に前倒しさせていただいてい

る分でございます。その分が3,589万8,000円ご

ざいますので、合計すると3,670万2,000円とい

うことで、ほぼ前年度並みの予算を確保してい

る状況でございます。 

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。 

 続きまして、横長3月補正でございますけれど

も、企業振興課さんの地場企業総合支援事業費

です。これで地場企業立地推進助成事業で3億

5,008万円ですかね、これが減になって、先ほど

と同じような話なんでしょうか。 

【香月企業振興課長】 減額の主な理由としまし

て、先ほど申しました地場企業の立地の場合に

当初予算で確保しておりまして、実際に支出に

当たっては補助の実績を確認して実績に応じて

支払っているというようなことでございます。 

 今回のケースでいうと、ちょっと地場発注の

額が想定よりちょっと低くなったというふうな

ことで減額が発生して、補助の交付が減ったと

いうふうな状況でございます。 

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。 

 最後ですけれども、横長3月補正40ページ、雇

用労働政策課さんの緊急離職者能力開発事業費

ですけれども、こちらで2億1,600万円減になっ

ていますが、理由を教えてください。 

【黒川雇用労働政策課長】 緊急離職者能力開発

事業費の約2億円の減額の理由でございますけ

れども、この緊急離職者能力開発支援事業とい

うのが基本的には国からの100％委託を受けま

して、離職者の方がハローワーク等に行ったと

きに就職のいわゆるあっせんを受けます。その

際の職業あっせんの前に職業訓練を受けるケー

スがございまして、その職業訓練のあっせんを

受ける場合の助成でございます。 

 これは国から委託で100％いただいておりま

すけれども、年間で見込額がこれセーフティネ

ットの事業でございますので、大体年間に千五、

六百人ほどの予算分をいただいてございます。 

 実際にハローワークからあっせんを受けて、

県から民間の機関にＯＡですとか介護ですとか、

そういったところの訓練の委託を行っておりま

すけれども、そういったところで受講される方

の実績が減って、その分が減額されているとい
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うことで、最終的にその実績に応じて国から支

払われておりますので、その分で2億ほど減額が

されているということでございます。 

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。 

 実績ということでそこは理解をしたところで

すけれども、実績に応じて国から支払われると

いうことなのかなと思いますが、当初の予想に

反して3分の1が使われていないという状況で、

そこが仕方ないと捉えるものなのか、例えばそ

の周知が不足していたということが考えられる

のか、その辺りについての見解をお願いいたし

ます。 

【黒川雇用労働政策課長】 本事業につきまして

は、毎年度一定のこういった減額処理しており

ますけれども、実際に年度当初に国の方から目

安額というのを示していただいております。毎

年度の状況で、また令和7年度についても1,600

人ほどの受講対象者あっせんに対しての予算が

下りておりまして、実際に実施する際にはハロ

ーワークの方で受講式というのを行うんですけ

れども、それに先んじてハローワーク、労働局、

そして我々の方で毎年度、就職ニーズに応じた

どういった訓練を行うべきかというところの計

画をしっかり練っております。 

 実際に就職につながっている件数というのが、

令和7年度がまだ今集計中ですけども、令和6年

度でいうと79％という数字が出ております。全

国が大体70％ちょっとですので、毎年度大体長

崎県はその数字はクリアしておりまして、引き

続きなるべく就職につながる、またその受講に

つながるようなことができればいいんですけれ

ども、実際に先ほども申しましたように、ハロ

ーワークに行きますと今やはり人手不足という

ことで、直接就職される方というのがかなり増

えておりまして、受講に至っていないケースと

いうのもございます。 

 そういったところでしっかり我々も見直しを

しながら、国と計画をつくっていきたいという

ふうに考えております。 

【冨岡分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

【石本委員】 2点ほどちょっと確認をさせてい

ただきます。 

 まず、横長資料の26ページですが、工鉱業振

興費の中で支援体制整備事業費、その中で概要

の中で電源立地地域振興のため市町への助成に

要する経費として5,600万円計上されています

が、この具体的内容について教えてください。 

【香月企業振興課長】 電源立地交付金を財源に、

市町の産業振興の事業支援をしておりまして、

この中で5,600万円のうち、5万4,000円は事務費

というようなことになりますが、県内の3市に交

付を今要請しております。松浦市が前年とほぼ

同額の3,500万円、西海市が1,100万円、あと工

業用水の関係で水源の調査を行うというふうな

ことで、島原市の水源の調査を1,000万円予定を

しているところでございます。 

【石本委員】 もう1点が、同じく横長の28ペー

ジですね、新工業団地整備事業費の中で市町営

の工業団地整備支援事業費1億8,000万、これに

ついてもちょっと内訳が分かれば教えてくださ

い。 

【冨岡分科会長】 暫時休憩します。 
 

― 午前１０時４２分 休憩 ― 

― 午前１０時４２分 再開 ― 
 

【冨岡分科会長】 分科会を再開します。 

【小宮企業振興課企画監】 横長資料28ページの

市町営工業団地整備支援事業費ですけれども、

この内訳につきましては諫早市の工業用水補助

金が1億8,038万円でございます。 
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 もう一つは大村市の工業団地、第2大村ハイテ

クパークになりますけれども、そこの起債の利

子補給が25万9,000円、合わせて1億8,063万

9,000円でございます。 

【冨岡分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【冨岡分科会長】 ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【冨岡分科会長】 討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑討論が終了しましたの

で、採決を行います。 

 第1号議案のうち関係部分、第7号議案、第52

号議案のうち関係部分及び第57号議案は、原案

のとおり可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【冨岡分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算議案は、原案のとおりそれぞれ

可決すべきものと決定されました。 

【冨岡委員長】 次に、委員会による審査を行い

ます。 

 議案を議題といたします。 

 まず、産業労働部長より総括説明を求めます。 

【宮地産業労働部長】 産業労働部関係の議案等

について、ご説明いたします。 

 資料としましては、農水経済委員会関係議案

説明資料当初版と追加1でございます。 

 当初版の2ページをご覧ください。 

 今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

50号議案「ながさき産業振興プラン2030につい

て」であります。 

 第50号議案「ながさき産業振興プラン2030」

につきましては、「長崎県総合計画」の部門別

計画である「ながさき産業振興プラン2025」が

本年度で終期を迎えるため、民間企業、大学、

商工団体や県民の皆様からご意見をいただきな

がら検討を進めてまいりました。 

 本プランは、令和8年度から5か年計画として

策定しようとするものであり、3つの大きな基本

方針の下、本県の製造業、サービス産業等の付

加価値の向上を図ろうとするものであります。 

 一つ目は、「基幹産業の振興」を柱としてお

り、基幹産業である半導体関連産業、航空機関

連産業、造船関連産業、海洋エネルギー関連産

業の振興を図っていくとともに、地場産業に対

する波及効果が高まるように、企業誘致やサプ

ライチェーンの強化、生産性向上に向けた設備

投資への支援等に取り組んでまいります。 

 二つ目は、「中小・小規模事業者の持続的発

展」を柱としており、デジタル化や創業・事業

承継、価格転嫁の促進等について、事業者のニ

ーズに応じた支援を商工団体等と連携して実施

してまいります。 

 三つ目は、「産業人材の育成・確保」を柱と

しており、誰もが働きやすい職場環境の整備や

産業人材の育成に加え、県内外からの県内就職

の促進・支援に取り組んでまいります。 

 次に、議案以外の報告事項について、ご説明

いたします。 

 損害賠償の額の決定について。 

 令和8年1月28日、長崎デザインアワードに関

するアドバイザーを対馬市へ派遣予定でありま

したが、派遣先事業所での感染症発生が疑われ、

派遣を中止したことにより、アドバイザーの航

空券の払戻しが生じたことから、それに伴い発

生した損害賠償金9,060円を支払うため、地方自

治法第180条の規定に基づき、去る2月26日付で
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専決処分させていただいたものであります。 

 次に、議案外の主な所管事項について、ご説

明いたします 

 今回ご報告しますのは、国と連携したサプラ

イチェーン強靱化への取組について、造船関連

産業の振興について、企業誘致の推進について、

情報関連産業の振興について、スタートアップ

の集積促進について、海洋エネルギー関連産業

の振興について、中小・小規模事業者支援につ

いて、産業人材の確保について、外国人材の受

入れ促進について、高等技術専門校におけるも

のづくり人材の育成等についてであります。 

 このうち、新たな動きについて主なものをご

紹介いたします。 

 3ページをご覧ください。 

 国と連携したサプライチェーン強靱化への取

組について。 

 国においては、官民連携による先手の戦略投

資を促進し、さらなる我が国経済の成長を実現

するための「日本成長戦略」を策定中であり、

県においては、国が定める「戦略17分野」のう

ち、本県が強みを持つ分野において、国の支援

の獲得を目指しているところであります。 

 また、成長分野への大胆な投資促進とインフ

ラ整備を一体的に講じ、地域ごとに産業クラス

ターを戦略的に形成することにより、我が国全

体の産業競争力を高めるため、現在、九州経済

産業局において、「戦略17分野」に係る「戦略

産業クラスター計画」の策定が進められており

ます。 

 本県においては、大手造船所と地域の中小企

業がサプライチェーンを形成し、商船や艦艇の

建造・修繕等の取組に加え、浮体式洋上風力の

分野へも進出していることから、本県のサプラ

イチェーンを強靱化することにより、造船をは

じめ、資源・エネルギー安全保障・ＧＸ、防衛

産業について、効率的・効果的に国の成長を実

現することができるものと考えております。 

 今後とも、本県としては、国や関係自治体、

産業界と連携し、本県の強みを最大限生かしな

がら、地域の産業クラスター形成を通じた成長

分野の振興に努めてまいります。 

 造船関連産業の振興について。 

 本県の基幹産業である造船並びに防衛産業に

ついては、国が定める「戦略17分野」へ位置づ

けられ、現在、官民が連携する投資を迅速かつ

効果的に進めるため、実効性のあるロードマッ

プ策定に向けた議論が加速しております。 

 このうち、防衛産業においては、地方自治体

として唯一、本県の馬場副知事が日本成長戦略

会議における防衛産業ワーキンググループの委

員に就任しており、去る2月20日に行われたワー

キンググループにおいては、大企業のみならず、

中小企業も含めたサプライチェーンの強靱化が

必要であることや、国において人材確保に向け

た支援を強化してほしいことなどを提案いたし

ました。 

 また、造船関連産業については、昨年10月に

本県の造船業に対する設備投資や人材確保等に

ついて、国土交通省、経済産業省及び防衛省に

対して要望を行った結果、昨年末には経済安全

保障推進法の特定重要物資に「船体」が追加さ

れたほか、2月には地方では初となる米艦船修理

に関する官民マッチングイベントが本県で開催

されるなど、本県の要望内容の一部が早くも実

現し始めております。 

 これらの造船関連産業については、環境対応

船や過去に大量建造された船舶の代替需要、防

衛予算の増額を背景とした艦艇建造・修繕需要

の高まりなど、県内企業は活況にあり、引き続
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き国との連携を深めながら、県内中小企業の設

備投資を支援するとともに、産学官連携による

人材確保・育成に努めてまいります。 

 次に、7ページをご覧ください。 

 海洋エネルギー関連産業の振興について。 

 本県は、洋上風力発電の適地であることに加

え、県内企業が造船業で培った技術や人材を生

かせる産業であることから、県では全国に先駆

けて、産学官連携で海洋エネルギー関連産業の

振興に取り組んでまいりました。 

 このような中、去る1月5日、五島市沖の浮体

式洋上風力発電が、再エネ海域利用法に基づく

促進区域として全国で初めて運転を開始された

ところであります。 

  また、県内では、住友商事や日揮、大島造

船所など大手企業が連携し、浮体式について世

界初の量産サプライチェーン構築を目指す取組

が進んでおり、海外案件の受注獲得に向けた県

内企業の動きも出てきていることから、県では、

浮体式に取り組む県内中小企業の支援を強化し

ております。 

 さらに、専門人材の育成については、去る1月

29日、五島市の地元企業を主体とする団体を、

全国で初となる「洋上風力等の風車メンテナン

スに係る職業訓練機関」として認定いたしまし

た。 

 今後とも、県では、世界的に成長が期待され

る浮体式洋上風力発電分野において、国内外の

需要獲得に向けた県内企業の取組を支援してま

いります。 

 中小・小規模事業者支援について。 

 県内企業の多くを占める中小・小規模事業者

の経営環境は、構造的な人手不足に加え、原材

料費や人件費、金利の上昇などにより一層厳し

さを増している中、今後とも持続的に発展を図

るためには、事業者のニーズに応じたきめ細か

な支援を進め、生産性向上を図る取組を強化し

ていくことが重要と考えております。 

 こうした中、県において今年度、事業者に最

も身近な支援機関である商工会及び商工会議所

の職員を20年ぶりに12名増員した結果、事業者

への指導件数が21％増加するなど、支援体制の

充実に取り組んでまいりました。 

 また、売上拡大や新分野進出に取り組む事業

者に対しては、中小企業診断士協会と連携し、

各種補助金の獲得を支援する事業を展開してい

るところであります。 

 引き続き、生産性向上や事業承継の促進、価

格転嫁への対応など、複雑化・高度化する事業

者の課題の解決に向け、商工団体等による伴走

型支援の強化を図ってまいります。 

 さらに、県内事業者の生産性向上に向けたデ

ジタル化支援については、令和5年度から福祉や

建設関連も含め全業種を対象とした「デジタル

力向上支援事業費補助金」により、今年度も300

者を超える事業者を支援したところであります。

来年度においても、国の経済対策補正予算を活

用し、本補助金を継続することとしており、商

工団体等によるプッシュ型の支援を通じて、県

内事業者のデジタル化を加速してまいります。 

 中小・小規模事業者の資金繰り支援について

は、昨年7月に、米国の関税措置に対応する資金

を創設するなど、経済環境の変化に応じた、き

め細かな対応を進めてまいりました。資金需要

としましては、一昨年12月に取扱いを開始した

経営力強化のための資金の利用が大幅に増加し

ており、厳しい経営環境においても売上拡大を

目指す前向きな利用も見られるところでありま

す。 

 今後とも地域経済の状況を注視し、関係機関
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と連携を図りながら県内事業者への適切な資金

繰り支援に努めてまいります。 

 次に、10ページ中段をご覧ください。 

 高等技術専門校におけるものづくり人材の育

成等について。 

 高等技術専門校においては、指導員による熱

心な指導により、国家検定である技能検定2級実

技試験において、全国の合格率が3割程度である

中、合格率100％という快挙を達成するなど、県

内企業のニーズに応じた若手技能者の育成に努

めてきたところであります。 

 今後も持続的に入校生を確保していくため、

ホームページの開設やＳＮＳによる情報発信に

努めてきたところ、インスタグラムによるフォ

ロワー数は両校で2,000名を超え、昨年度と比較

して約4割増加いたしました。引き続き、各種媒

体等を通じた周知・広報活動など校の認知度向

上や魅力発信に取り組んでまいります。 

 あわせて、県の産業人材の育成に貢献し、地

域経済の維持・発展に寄与するため、去る1月15

日、県立高校工業科（6校）と連携協定を締結い

たしました。今後、相互に連携し、生徒や訓練

生の教育・訓練、教員や指導員の資質向上等に

取り組んでまいります。 

 その他の項目については記載のとおりでござ

います。 

 以上をもちまして、産業労働部関係の説明を

終わります。よろしくご審議賜りますようお願

いいたします。 

【冨岡委員長】 次に、産業政策課長より補足説

明を求めます。 

【福重産業政策課長】 私の方からは、第50号議

案「ながさき産業振興プラン2030について」ご

説明させていただきます。 

 なお、議案として提出しているプランの全文

はページ数が多いこともございまして、本日は

別に用意しております概要版を使ってご説明申

し上げます。 

 補足説明資料、ながさき産業振興プラン2030

概要版をご覧ください。 

 この本プランは、昨年9月の農水経済委員会に

おいて骨子案をお示ししまして、11月の委員会

において素案についてご審議いただきました。

また、別途開催いたしました有識者会議におき

ましてもご意見をいただきつつ、パブリックコ

メントを実施した後に今回議案としてお諮りす

るものでございます。 

 それでは、資料の2ページをお開きください。 

 こちらの方、プラン策定の趣旨、位置づけ及

び計画期間についての記載をしております。 

 本プランは、現行ながさき産業振興プラン

2025の後継計画として、令和8年度から令和12年

度までの5年間を対象に策定するものでござい

まして、長崎県総合計画の部門別計画に位置づ

けられております。 

 人口減少、高齢化が全国でも早く進む本県で

は、県内企業を取り巻く環境は人材不足や物価

高騰など、非常に厳しい状況にございまして、

現行の産業振興プランによる産業施策を展開す

ることにより、バックオフィス、ＩＴ関連企業

の誘致の実現であるとか雇用の創出など、一定

の成果を上げているところではございますが、

高付加価値化や経営基盤の強化の遅れ等、依然

として大きな課題を抱えております。 

 こうした状況を踏まえて、本県産業の持続的

な発展を実現するための指針として本プランを

策定するものでございます。 

 3ページの方には、本県産業を取り巻く潮流・

課題として、持続的な経済成長に向けた国の方

向性と、本県産業の課題を解決しつつ、国の方
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向性と一致した産業振興を図っていく旨を記載

しております。 

 次の4ページをご覧ください。 

 本プランでは、本県産業振興の重点課題につ

いて、県外需要の獲得、そして中小・小規模事

業者の厳しい経営環境、人材不足の深刻化の3点

を整理しております。 

 これらの課題に対応するために、5ページに記

載しております産業振興に向けた基本方針とい

たしまして、基幹産業の振興、中小・小規模事

業者の持続的発展、産業人材の育成・確保とい

った三つの基本方針を掲げ、具体的な施策を講

じていくこととしております。 

 従来のプランと異なる本プランの特徴は、こ

の中小・小規模事業者の支援を基本方針の一つ

に位置づけまして、地域を支える県内中小企業

の支援を施策の中核に据えているという部分で

ございます。 

 6ページ目に、施策全体の体系図を掲載してお

ります。三つの基本方針にぶら下がる形で施策

の柱を立てて、さらにその下に事業群を整理し

ております。 

 基幹産業の振興においては、カーボンニュー

トラル社会に向けた産業振興と幅広い世代に魅

力的な企業の誘致に取り組んでいくこととして

おりまして、中小・小規模事業者の持続的発展

においては、地域経済の持続的発展につながる

支援を実施するとともに、スタートアップ関連

の企画もこの中で整理をしております。 

 産業人材の育成・確保については、県内企業

の育成・確保の支援の下、外国人材の受入れ・

定着、そして魅力ある職場環境づくりについて

取り組もうとするものでございます。 

 続きまして、7ページ目以降に記載しておりま

す六つの重点推進プロジェクトについてご説明

申し上げます。 

 まず、6ページの体系図の右側の事業群の重点

というマークをつけておりますが、これらは今

後5年間、県として予算と組織体制をしっかり確

保した上で重点的に取り組むものでございます。 

 7ページに記載の一つ目が、半導体関連産業振

興プロジェクトでございます。 

 世界的に半導体市場の拡大が見込まれる中、

九州では熊本県を中心に大規模な投資が進んで

おります。 

 本県においては、創業に対する公的支援や設

備投資などにより、順調に産業としての規模拡

大が図られており、本プランにおいても売上高

1兆円規模を目標に、県内企業の規模拡大支援、

参加企業の誘致、産学官連携による人材育成な

どを進めまして、県内サプライチェーンの充実

強化を図っていくこととしております。 

 続きまして、8ページの二つ目が、航空機関連

産業振興プロジェクトでございます。 

 民間航空機市場では今後、中長期的な成長が

見込まれておりまして、本県では造船業で培っ

た金属加工技術を生かして、航空機産業への参

入が進んでおります。 

 今後は、中小企業への技術力の向上、そして

サプライチェーンの強化、新たな中核企業の育

成・誘致を通じまして、売上高の倍増を目指し

てまいります。 

 次の9ページ、三つ目が、造船関連産業振興プ

ロジェクトでございます。 

 造船業は、本県産業において大きなウエート

を占める基幹産業であり、環境対応船や防衛関

連の需要の高まり等を背景に、受注環境が好況

な状況が続いております。 

 一方で、人手不足が大きな課題となっており

ますことから、産学官連携による人材育成・確
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保、生産性向上に向けた設備投資支援、需要獲

得に向けた取組支援、設備投資等の事業拡大支

援などを通じまして、過去最高の売上高の達成

を目指してまいります。 

 10ページの四つ目が、海洋エネルギー関連産

業振興プロジェクトでございます。 

 本県は、浮体式洋上風力発電におきまして、

全国に先駆けた取組を進めており、五島市沖で

既に商用運転が開始されております。 

 また、着床式につきましても、西海市で江島

沖が促進区域に指定されているところでござい

ます。 

 今後は、県内企業の企業間連携の促進、先行

投資支援、スキル等の人材育成などを通じまし

て、浮体式洋上風力発電分野における世界初の

量産サプライチェーンの構築を目指し、国をリ

ードする産業集積を形成してまいります。 

 次に11ページ、五つ目が、中小・小規模事業

者関連プロジェクトでございます。 

 本県企業の99.9％を占める中小・小規模事業

者においては、先ほどもご説明いたしましたが、

人手不足や物価高騰、賃上げ対応など、取り巻

く経営環境の厳しさが増しているところです。 

 県としても、地域経済を支えていただく中小・

小規模事業者において、稼ぐ力を向上していた

だくためにも、デジタル化による生産性向上に

向けた支援等を実施するとともに、創業・事業

承継支援、そして商工団体と連携した伴走型支

援などを強化しまして、地域経済の維持及び持

続的な発展を図ってまいります。 

 最後に12ページ、産業人材の育成・確保プロ

ジェクトでございます。 

 県内外の大学生、そして高校生の県内就職促

進や中途人材とのマッチング強化などに加え、

外国人材の受入れ定着支援にも取り組んでいく

こととしております。 

 また、高等技術専門校をはじめとする職業訓

練機関の役割を一層強化し、県内産業を支える

即戦力の人材の育成に努めてまいります。 

 13ページと14ページには、各基本方針に基づ

く数値目標を整理しております。売上高や雇用

者数、就職率など、具体的な指標を設定し、進

捗管理を行いながら着実な施策の推進を図って

まいります。 

 以上、ながさき産業振興プラン2030の概要で

ございます。本プランに基づき、産学官が一体

となって本県産業の持続的発展に取り組んでま

いりたいと考えておりますので、よろしくご審

議賜りますようお願い申し上げます。 

【冨岡委員長】 以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【中山委員】 先ほど説明ありました第50号議案

「ながさき産業振興プラン2030について」伺い

たいと思います。特に、説明事項としてやはり

全体的に意欲的な取組だなというふうに思いま

したところでございます。 

 特に、今後課題であった中小・小規模事業者

関連、この辺を期待するわけでありますが、そ

ういう中で今回この数値目標についてどう達成

していくのか、それを含めてとして併せて県民

にその成果を実感してもらう、そういう観点か

ら幾つか質問させていただきたいなと思います。 

 まず最初に、半導体など基幹産業の4分野にお

ける売上高、令和5年度で9,587億円から令和12

年度1兆6,512億円ということで、7,000億円です

ね、非常に意欲的だというふうに考えておりま

すので、これをどう達成するかということが課

題になってきますので、これ7,000億円達成する

ための取り組み方といいますかね、考え方につ
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いて、まずは聞きたいなと。 

【福重産業政策課長】 目標として掲げている4

分野で合計7,000億売上げを伸ばすという目標

設定につきましては、この目標を達成するため

にはそれぞれの基幹産業の中、適切な振興策を

着実に取り組んでいくということが必要だと考

えております。 

 まず、半導体関連につきましては、令和12年

度の売上1兆円を目指しまして、県内企業の大手

企業の規模拡大の支援であるとか、また工業団

地を整備しましてアンカー企業を誘致すること

などによりまして、県内におけるサプライチェ

ーンの拡充を図っていくことが必須と考えてお

ります。 

 また、航空機につきましては、現在の売上高

の倍増に向け、県内で創業されている大手エン

ジンメーカーの規模拡大を支援し、さらに海洋

エネルギーにつきましては、浮体式洋上風力発

電の基礎部材におきまして、世界の量産サプラ

イチェーンの県内構築をしっかりやっていくっ

ていうところを目指しております。 

 最後に、国の戦略的産業につけられた造船業

については、支援強化が検討されております防

衛関連をはじめ、商船関連においても県内企業

の技術力向上や規模拡大などを支援することに

よりまして、過去最高の売上高を目指すことと

しております。 

 これら一連の取組によりまして、約7,000億の

売上げの伸びを達成してまいりたいと考えてお

ります。 

【中山委員】 中身については理解いたしますけ

れども、7,000億円伸ばすことによって、長崎県

の一番課題であるのは県民所得ですね。県民所

得にどの程度貢献できるというふうに考えるの

かお尋ねしたいと思います。 

【福重産業政策課長】 この4分野の売上げの伸

びが県民所得の方にどう影響していくのかとい

うところでございます。 

 売上高の目標値に、各産業の分野における平

均の付加価値っていうのを掛けまして、ここか

ら先ほどの売上げの伸びから付加価値額、いわ

ゆる県民所得の増加額のデータで計算しており

ます。 

 その結果ですね、製造業全体で令和7年から令

和12年の5年間の付加価値額の増加につきまし

ては、1,590億円を見込んでいるところでござい

ます。 

【中山委員】 7,000億円に一定の数字を掛けて

1,590億円という形、そうすると、これ県民1人

当たりにしますとどの程度になりますか。 

【福重産業政策課長】 これを1人当たりの県民

所得の伸びに換算いたしますと、製造業分野に

おける付加価値額の増加によりまして、約12万

3,000円の増加が見込まれると考えております。 

 例えば、これ最新の令和3年度の県民所得が

257万1,000円になりますので、先ほどの12万

3,000円を足すと269万4,000円となる計算であ

り、県民所得の伸びに一定寄与できるものと考

えております。 

【中山委員】 12万3,000円程度ですね、大体上

がることになりますから、ぜひ達成目指して頑

張っていただきたいなと思っております。 

 次に、これだけ7,000億円の生産目標を見ます

と、やはり雇用も意欲的な数字に上げたいと思

いますけれど、令和5年度が1万7,134人、そして

令和12年度が2万273人、3,100人程度雇用が増え

るということでありますので、これとちょっと

僕が気になったのは、企業誘致における雇用を

計画するというのがあるんですけれどね。これ

が令和8年度から令和10年度で2,000人になって
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いるわけですね。これを単純に足していいもの

なのか。場合によっては半導体あたりのアンカ

ー企業を誘致すると、この製造業の方に雇用が

入ってくるということになるんじゃないかなと

いうのが一番大事です。これの関係性について

ちょっとお尋ねしたいなと思います。 

【香月企業振興課長】 まず、雇用の目標達成に

向けて、今令和5年1万7,134から12年度には2万

273と3,139人増やすという目標を立てています。 

 ここは、例えば半導体はほかの産業と先行し

て、産学官連携した半導体ネットワークという

ふうな組織をつくって人材育成の方を進めてき

たところでございまして、造船も今のこの活況

の中で、やはり業界の方とお話しすると、仕事

はあってもやっぱり人材の確保がポイントだと

いうふうなのは我々も伺っていますので、産学

官の連携した協議体を立ち上げて、今後人材確

保・育成の強化をしていくこととしております。 

 実際には、例えば半導体とかですと今後京セ

ラの稼働が始まるですとか、ソニーの増設から

人員の体制が整っていくというふうな現状を踏

まえると、この3,139人、この数字というのは今

の取組を着実に進めて、さらに産学官が連携し

て取り組むことで達成に向けて進めていきたい

というふうに考えているところでございます。 

 先ほど企業誘致の数とのお話がありましたで

すけれども、この成長分野の雇用の人数という

のは、国の統計の実績値から引っ張ってきてお

ります。あわせて、企業誘致の方は今後、雇用

を創出するというふうな計画数でございまして、

実質、国の統計と県の立地協定に基づく雇用計

画ということで連動していないんですが、例え

ば半導体の関連の企業が企業誘致で進出して、

12年までにそこが雇用を生んでくると、この4分

野の雇用の中に数字が入ってくるというふうな

関係性はございます。 

【宮地産業労働部長】 ちょっと1点補足で、地

場企業と誘致企業の人数のところの考え方をご

答弁申し上げます。 

 本会議で知事の方から企業誘致についてご答

弁申し上げましたとおり、地場企業の皆様も非

常に人材の確保にお困りになっているというと

ころで、企業誘致が地場企業の人材確保に影響

を与えるというものは我々も本意ではございま

せん。 

 今回の企業誘致の2,000名は、例えば県央の半

導体企業の大手を見ますと、全体の7割、新卒に

関しては85％から9割程度が県外からお越しに

なっています。今回の成長4分野で我々が基本的

に思っているのは、県外から人材を引っ張りた

いと、当然県内の工業系の人材、優秀な人材が

県外大手に行かれているというのも当然止めた

いと。 

 併せて、この人数で成長していくためには、

半導体に限らず造船については、かつてのよう

に県外から優秀な人材に来ていただいて、県内

の産業を振興していきたいという考えで設定を

しているところでございます。 

【中山委員】 ぜひ今後は県内に限らず、外国か

らも優秀な人材を長崎に引っ張ってくるという

ことがいいと思います。なので、ぜひ一つそう

いう意味で前に進めていただきたいなと思いま

す。 

もう一つ、中小・小規模事業者関連プロジェ

クトというので、ようやくこれに的を当ててき

たなというような感じしますので、そうします

と一番肝腎な話として、その99％を占めておる

この中小・小規模事業者が年間にどのぐらいの

新規の雇用数があるのかというのが今まで僕は

つかんでいないです。これどうなるのかってい
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うのが一つと、あわせて、新規高校採用、そし

て就職がこの分野でどういう形で入ってきてい

るのか、その辺の数字をつかんでいれば教えて

いただきたいなと思います。 

【松尾未来人材課長】 高校生の県内就職につい

てご答弁いたします。 

 長崎労働局の労働市場統計年報によりますと、

公務員や自己就職者を除く令和7年3月新規学卒

者の県内就職率は、高校は55.7％となっており

ます。 

 県内就職者は1,324人に対し求人数は5,486人

で、単純に計算しますと充足率は24.1％となっ

ております。企業の規模別の充足率を見ていく

と、従業員数29人以下の企業が14.7％、299人以

下の企業が19.9％に対し、300人以上の企業が

60.9％と、規模が小さい企業ほど充足率が低い

傾向にあるということになっております。 

【中山委員】 そうすると中小300人以下が充足

率で見ても19.9％ということで、それを考える

と非常に低いんですね。この辺の理由というか

要因についてはどのように分析しているんです

か。お尋ねしたいと思います。 

【黒川雇用労働政策課長】 充足率のギャップで

ございますけれども、基本的には労働局の方は

各公共安定所に出している求人数、それから求

職者数との数字で統計を出しております。 

 この求人数に関しましては、各企業さんから

複数の場所に跨って出ている可能性もありまし

て、企業様が求めている正確な数としているか

というと若干難しいところがございます。 

 ただし、参考としては参考値として検討でき

る数値かというふうに考えてございます。 

【中山委員】 是非ね、この中小企業への就職率

を上げる方向で一つ努力していただくことを要

望しておきたいなと思います。 

 併せて、先ほど言ったように、この中小・小

規模企業の年間の雇用数がどれだけあるのかに

ついても一つ追跡して調査をお願いしておきた

いなと思います。 

 そこでもう一つ、この小規模事業者等の従業

員1人当たりの売上高の順位が九州で3位から九

州で1位ということになっておりまして、これを

どういう形で進めていこうとしているのかとい

う問題と、この売上高の数字ですね、具体の数

字をちょっと挙げていただけますか。 

【園田経営支援課長】 売上高につきましては、

令和5年度が最新の数字となっておりまして、長

崎県が1人当たり546万1,000円となっておりま

す。 

 ちなみに九州で1位のところは佐賀県になっ

ておりまして、581万8,000円ということになり

ます。35万円、7％ほどの差があります。 

 ただ、我々としても、今中小・小規模事業者

支援ということで評価しているところでござい

まして、きちんと政策を行き届かせて、商工団

体と連携しながら目標を共有して達成していき

たいと考えております。 

【中山委員】 是非、目標を立てているわけであ

って、すばらしい目標でありますので、ぜひ1位

を目指していただきたいと思います。 

 それと次に、県内大学生の県内就職率、令和

5年度が40.4％という実績ですけれども、令和12

年度45％以上ということでありますけれども、

これ具体的にどういう形で達成しようとしてい

るのか、その取組についてお尋ねしたいなと思

います。 

【松尾未来人材課長】 お答えします。 

 県内大学の県内就職率は、令和7年度の目標値

50％でありましたけれども、毎年40％程度とな

っているところでございます。 
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 今回、目標値を45％としましたのは、過去5年

の県内就職率の最大値が令和4年度の42.7％と

なっておりまして、県内の11大学の全大学がそ

れぞれ過去最大を達成した場合に45％となりま

すため、45％を維持する目標を決定いたしまし

た。 

 取組につきましては、現在、本県大学生の約

6割を占める本県出身者の就職率については6割

を上回っておりまして、他県出身者の就職率が

令和6年度で11.5％でありまして、県外出身者の

県内就職の促進が課題と考えているところです。 

 情報のグローバル化と人材不足による大企業

からの求人増により、県内の大学生には全国の

大企業から求人が来ている状況でありまして、

現状はいかに他県への流出を食い止めるかとい

う状況であります。 

 これまでは学生へ企業情報の提供に努めてま

いりましたが、インターンシップが就職につな

がるという傾向がありますため、企業を直接見

て体験いただくフィールドワーク事業を今年度

から実施しておりますが、企業へのインターン

シップにつなげるなど、従来の取組と合わせて

県内就職の増加に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

【中山委員】 あくまでも県内大学の最高値を足

したような話でございましたけれども、なかな

かこの線はあろうかと思いますけれども、その

中でも県立大学ですね、県立大学については、

私も口酸っぱく県内就職率を上げてほしいとい

うことを言っていて、県内生を半数以上入れた

らどうかという話もよくしているんですけれど、

なかなかこれうまくいかずに大体33％程度で落

ち着いているんですね。 

 是非ですね、この辺も県立大学、所管は違う

かもしれませんけれども、県立大学とも十分話

ししながらここを上げることが目標達成の近道

だと考えておりますので、ぜひその辺の取組に

ついてはお願いしたいかなと思います。 

 それともう1点ですね、地域の産業をともに支

える外国人材の受入れ・定着推進ということで、

県内の外国人労働者を令和6年度1万1,096人か

ら1万9,100人ということで、8,000人ぐらい増や

そうということでありますので、その計画につ

いては良といたしますが、この中でＩＴ等の高

度人材ですね、人材がこの中にどの程度含まれ

ているのか、その点についてお尋ねしたいなと

思います。 

【髙見未来人材課企画監】 県内の外国人労働者

数のうちですね、今現在1万1,096人ということ

なんですけれど、およそ800人程度というふうに

なってございますので、1万9,100人のところに

ついても同程度の割合で見込んでいるところで

ございます。 

【中山委員】 今現在までの割合について、それ

と同程度ということでございますけれども。 

 それでは県内産業の活性化を、今後はやはり

ＩＴ人材を含めて、高度人材をできるだけ引っ

張ってくると、そのために何が必要かというこ

とも考えないといけないと思いますけれども、

もう少し意欲的な取組が求められるというふう

に考えておりますけれども、今後の取組につい

て再度お尋ねしたいなと思います。 

【髙見未来人材課企画監】 県では現在ですね、

バングラデシュの方から令和6年度からＩＴ人

材の受入れを進めているところでございます。 

 実績としましては、昨年度が県内企業3社に3

名受け入れております。今年度は県内企業2社に

3名の受入れということで今、県内企業の理解促

進を図りながら現在進めているところでござい

ます。 
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 もう一つ、高度人材といいますと県内大学の

留学生についても高度人材ということになりま

すので、今年度から県内企業と留学生の交流会

を開催しまして、留学生の方にも県内企業を知

っていただくと、それから県内企業にも留学生

のことをしっかりと理解をしていただいて、ど

ういった日本語レベルにあるのかといったとこ

ろも含めて今そういう交流会を開いて、県内就

職促進に取り組んでいるところでございます。 

 引き続きそういった高度人材と接する機会を

設けまして、高度人材の受入れについても伸ば

していきたいというふうに考えてございます。 

【中山委員】 是非ですね、高度人材の確保を期

待したいかなと思います。 

 長々と質問いたしましたけれども、やはり何

が言いたいかというと、皆さん方は目標を達成

することによって、事業成果ですね、これを県

民にやはり共感というか実感してもらいたいな

と思うんですよね。そのために取組を強力に進

めていただきたいなと。 

 そのためにはやはりこれまでの行政運営から

この行政経営という視点、出口戦略というか、

成果についての視点が非常に重要なところとい

うふうに考えるところでございまして、そうし

ますと現在の職員が取り組むことを否定するわ

けでございませんけれども、もともと各職員に

は能力があるというふうに私は見込んでいるわ

けであります。そして、そういう職員のやはり

新たな挑戦をするとか、やる気を起こすとか、

そしてチームとして取り組んでいくとかこうい

う姿勢を造成するためには、やはり意識改革を

もう一回、やはり知事も変わりましたので、こ

の辺でやはり産業労働部と一体となって意識改

革に取り組む必要があろうと考えておりますが、

その意識改革の取組についてお尋ねしたいと思

います。 

【宮地産業労働部長】 今、中山委員からお話が

ございましたけれども、全体的な政策の我々の

目論見としましては、やっぱり成長産業をしっ

かり伸ばして、それをサプライチェーン、中小

企業の方にしっかり効果を波及させて全体を底

上げしていくと。 

 やはり全体人口が減少する中では、サービス

産業系はやっぱりなかなか厳しいと思いますの

で、世界から需要を獲得できる製造業をしっか

りまず伸ばしていくというのが一つ、頭にござ

います。 

 あと中小・小規模事業者の人材確保につきま

しては、これ我々も日頃から県内企業の皆様と

よく話をしておりますが、人材確保のためには

職場環境の整備が大事だということで、今回の

経済対策で職場環境整備というものもお認めを

いただきましたので、こういうところをしっか

り具体的にご支援をして、全体の底上げを図っ

ていくということで政策的には考えております。 

 あと意識のところでございますが、私ども産

業労働部は常日頃から現場の企業様のところを

お訪ねして、そこにある具体的な課題を政策に

してご支援をしていくというのを心がけており

ましたけれども、今回平田知事がご就任をされ

て、1度熱量を上げて2倍のスピードで3歩近づく

というお話もございました。非常に私個人とし

ても、知事がおっしゃることがよく腹に落ちる

ところがございますので、そういう思いを産業

労働部職員、これは現場も含めて皆さんにお持

ちいただいて、県民に具体的な効果、成果を感

じていただけるように引き続き努力していきた

いと考えてございます。 

【中山委員】 今の産業労働部長の答弁は良とい

たします。平田知事が新しく誕生いたして県政
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を前に進めていこうと。本人が選挙期間中もあ

ちこち現場を回ったときがありましたけれど、

より一層現場を重視した、自ら現場に入ってい

って直接聞こうという姿勢を明確に示されたん

だろうと考えておりまして、特に今まではしば

し産業労働部自体は駄目でしたけれども、しか

し一方、県政全体がいろいろ少しその辺が弱ま

ったというような取り組み方というのがありま

すので、ようやく日が当たるところに来たんじ

ゃないかと思いますので、それからしまして、

やはり何といいましても職員の皆様方が現場に

出向いていることは承知していますけれど、も

う一回ですねやはり現場に出て生の声をやはり

直接聞くということが大事になってきますし、

併せて、やはりもう一つ事業を打った関係の成

果が感じられるかどうか、感じるように聞き取

りをしていくというか、これのやり取りがやは

り今後必要になってくると思いますし、これが

できればできるほどパワーアップしてくるとい

うことを考えておりますので、やはり企業者と

皆様方の信頼関係をさらに強くすることによっ

てこれが実現できると考えておりますので、よ

り一層の雰囲気を期待して質問を終わります。 

【冨岡委員長】 ほかに質疑はありませんか。 

【湊委員】 私は、ながさき産業振興プラン2030

の中の造船関連産業振興プロジェクトについて

質問いたします。 

 造船業は長崎県にとって基幹産業でございま

すが、国は積極的に動いている中、なかなか人

材不足というところで苦しんでいるというとこ

ろで、令和7年の6月に将来の造船業の人材確保

育成を目的とした産学官を連携して、全国で初

めて県内での取組、長崎県造船振興連絡会議を

設立されたとこちらにございますが、これがで

きてもう9か月ぐらいでございますけれども、こ

の間どういった活動内容をされたのか。それで、

そういう会議の中でいろんな課題も新しく出て

きたと思うんですけれども、それについて教え

てください。 

【香月企業振興課長】 6月に会議を立ち上げま

して、まずやはり長崎の造船が今どんな状況か

というのを知っていただきたいというふうなお

声がありまして、まず高校生、大学生を対象に

造船の見学会を行っております。 

 併せて、県の広報誌ですとか就活情報誌、こ

ういったことを活用して、造船業の魅力発信で

すとか、あと実際に将来、高校から工業高校を

目指すような人も増やしていく必要があるとい

うのは、これ実際の会議の中でもそういった発

言もありまして、小学生を対象に見学会を開催

したところでございます。 

 こうして人材確保、育成に努めながら、実際

企業と話をすると、やっぱり造船というのは物

が大きくて、設備投資に結構お金がかかるとい

うようなこともありまして、国に支援を求める

意見などもあって、国への要望なども行ってき

たところでございます。 

【湊委員】 ありがとうございました。 

 小さな子どもの頃から魅力を伝えていくとい

うところは、私も個人的には子どもの頃はやっ

ぱり大きな船とかそういうのを見たらすごいな

と思ったし、それで危ない、きついだけではな

くて、クリエイティブな仕事もいろいろあると

思いますので、そこら辺も魅力を発信していた

だけたらと思います。 

 そして、この世界の新造船需要予測ですか、

こちらグラフがございますけれども、2049年ま

で右肩上がりだと。だから過去最高の売上高を

目指すというのはもちろんこれはしっかりやっ

てほしいと思っていますけれども、他県に負け
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ないスピード感を持ってこの会議を設立もしま

したし、これもしっかり活用して造船業を盛り

上げてほしいと思っております。よろしくお願

いします。 

【冨岡委員長】 ほかに質疑はありませんか。 

【大久保委員】 続けて質問をさせていただきま

す。 

 造船関連ということで湊委員と同じところで

ございます。そのまま資料の方、提示していた

だければと思います。 

 この造船関連の国のアプローチも今あって、

長崎県も造船として輝いた時代から今があるん

ですけれども、これがＶ字奪還として明るい兆

しがあるなという感じがしております。 

 この背景を見ますと、世界の造船市場という

のは、中国と韓国で今8割強を占めていると。過

去には日本が半分を占めていたということであ

ります。今は1割程度というふうに思っておりま

す。 

 ちょっとここ確認だけさせていただきたいの

が、先ほどＶ字奪還としてと私も言ったように、

過去の方が私は売上げが高かったんじゃないか

なと思っているんです。それがなかなか厳しい

状況にあって、またこれからＶ字という過去の

売上高に戻っていくというイメージをしていた。

過去最高を目指すということにこの5年でなっ

ているので、ちょっとそこ辺りが私はしっくり

きていないところがあって、過去最高が幾らだ

ったのか。そして、今の目標として幾らぐらい

を目指されているのかというところをちょっと

教えていただきたい。 

【香月企業振興課長】 造船の過去最高の売上高

でございます。これまで最高が平成22年ですの

で15年ぐらい前ですかね、5,500億円になってお

ります。足元4,060億円とかというふうな数字な

ので、ここを今の造船の事業、防衛関係の事業、

こういったことを取り込んで造船業の成長につ

なげていきたいと思っております。 

【大久保委員】 ありがとうございます。 

 過去最高が5,500億円ということであれば、要

は物価のこともあるんでしょうし、やっぱりど

んどん造船の需要というのが世界的に上がって

いるというふうに見ないといけないかなという

ふうに今ちょっと思いました。 

 それに合わせて、今度は雇用数ですね。雇用

数も数値目標でも造船関連が令和5年の9,009人

から令和12年で9,708人ということで、700人ぐ

らい上がっているところですけれども、これも

過去最高で何人雇用があっての今の計画になっ

ているのでしょうか。 

【香月企業振興課長】 直近の20年のスパンで申

し上げますと、従業員のピークは平成29年が1万

633人というふうな数字がございます。 

 業界は事業拡大に伴って、生産性向上という

ことで自動化を取り入れるといった話もござい

ますが、まだまだやはり企業の方とお話をする

と造船業というのは、物が大きくて一品一様、

物によって特殊性もあってというようなことで、

やっぱり人手がかかるというふうなことも伺っ

て、やはりここは当時の1万人規模の全体で雇用

が必要というふうな見込みで目標を立てている

ところでございます。 

【大久保委員】 ありがとうございます。 

 ちょっと私もイメージとしては造船というの

は相当人数も必要になる、だからこそ国内だけ

ではなくて、やっぱり外国人材というのもこの

造船に力を入れるのであれば必要になってくる

のではないかな。これ要は、こなせなくなると

いうふうに、力を入れれば入れるほどというふ

うに思っているんですけれども、やはり外国人
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を入れてもこれぐらいの700人ぐらいの雇用増

にとどまるのでしょうか。もう少し上がるんじ

ゃないかなというふうに造船業としてのイメー

ジがあったんですけれども、ちょっといかがで

しょうか、その展望として。 

【香月企業振興課長】 造船の人材確保の状況を

伺いますと、委員おっしゃいますように確かに

外国人もご活用がなされているというような状

況がございますが、一方で中小の方を見ますと、

今後迎える退職のせめて補充、そこをいかにや

っていくかがやっぱり課題ということを伺って

おりまして、先般の先議の経済対策の中でも、

やっぱり労働環境の改善を行って何とか入って

くる人を職場の環境を改善して採用につなげた

いというふうなことで、大手は今の流れの中で

拡大は期待できるところがあるとは思っており

ますが、中小については何とか現状維持、退職

をしっかり補充する、こういったところで今回

伸びの設定は中小・小規模は現状維持というふ

うなことで、大手はこれまでの実績を踏まえな

がら伸びの設定を行ったところでございます。 

【大久保委員】 ありがとうございます。 

 長崎市をはじめとする長崎県域、そしてまた

県北も大変厳しい状況、経済状況だというふう

にありますけれども、やはり造船業というのが

やっぱり一番ベースにしっかりと素地としてあ

る県北でもありますので、今後ですね、それの

力の方をさらに入れていただければというふう

に思っております。よろしくお願いします。 

【冨岡委員長】 ほかに質疑はありませんか。 

【坂本委員】 何点か確認させてください。 

 まず、先ほどのちょっと中村委員の方の質疑

にも関連するんですけれども、もし分かれば教

えていただきたいんですが、このプラン概要版

の13ページの数値目標のところなんですけれど

も、基幹産業4分野における売上高ということで、

これが県民所得への影響がというようなことで、

1,596億増の1人換算すると12万3,000円という

ふうなことでありました。 

 これは県民経済計算に基づく県民所得だとい

うふうに思うんですけれども、そうするとこれ

は生まれたての赤ちゃんからもう要するに全人

口というふうなことが対象になると思います、

県民経済計算だと。 

 例えば、これを基幹産業における売上高の影

響でありますので、例えば労働力人口というの

かな、そこら辺で反映というのかどれぐらいな

のかというのが把握できているというか、分か

ればちょっと参考までに教えていただけないか

なと思うんですけれども。もしなければいいで

す。 

【福重産業政策課長】 県民の人口を分母にした

1人当たりのという視点ではなくて、例えばその

作業に従事している方々の1人当たりのという

観点でございましたら、13ページの指標の中に

県内製造業の従業員1人当たりの付加価値額と

いうところがございます。 

 こちらは付加価値額イコールほぼ県民所得と

いうふうに計算をできますので、この手法は一

定、坂本委員のおっしゃるようなその産業に従

事する方々を分母としたアウトプットとしてご

参考になればなと考えております。 

【坂本委員】 なるほどですね、ここの3段目の

ところですね、県内製造業の従業員1人当たり付

加価値額ということで、これが目標として1,543

万4,000円ということでありますけれども、例え

ばこれは付加価値額でしょうから、これをいわ

ゆる所得というのかな、ということには何か反

映はするというのは分かるんですか数字として、

もしそこ分からなければいいですけれど。 
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【福重産業政策課長】 我々その県民所得の計算

としては付加価値額、ほぼイコールで付加価値

額と考えておりますので、そのまま考えていた

だければ大丈夫でございます。 

【坂本委員】 分かりました。そうすると200万

円ぐらい。分かりました。 

 それと、下から2段目の誘致企業による雇用計

画数というようなことで、先ほどもちょっとや

り取りがありました。その答弁でも一定理解す

るんですが、ただ、この企業誘致による雇用計

画というのは、先ほど県外卒の方が7割ぐらいで

すか、これまでの実績としてあるというふうな

ことなんですけれども、なるほどなと思ったん

ですけれど、何か僕らの感覚としてはやっぱり

そういう雇用力のある企業が県内にきて、誘致

されて、そうするとそこでいわゆる地元の就職

口が広がるというふうな、地元採用というふう

な、よくそういうことも担当課から聞くわけで

すよね。 

 今回長崎市にこういう企業を誘致をして、例

えば5年間で100人とかですね、そういうそれが

僕らの感覚としてその地元の採用だと、地元か

らそれだけ雇用が働く場が確保できるんだなと

いうふうなそういうイメージがずっとあったも

のですから、今聞いたらなるほどなというよう

なことで、その地元とのその整合性というのか

な、あまりそれを圧迫しないというようなこと

なんですけれど。 

 そうするとですね、この県外卒の方が7割ぐら

いで今後推移すると、あまり地元を採用すると

いうのがあの数字、例えば5年間で100人とかい

った場合に、もちろん企業によって違うんでし

ょうけれども、そうするとあんまり地元の採用

というのは今までそこそこ期待していたんです

けれど、期待していてできるだけそこに長く定

着するようにと結構離職率も多いということも

前聞いていたもので、定着すればいいと思って

いたんですけれど、あまりそれぐらい期待値は

そうすると下がるなというような感じもしたん

ですけれど、そこら辺はどう理解すればいいで

すか。 

【宮地産業労働部長】 今、坂本委員のお話がご

ざいましたけれども、成長産業で申し上げます

と一般的に理系人材ということになりまして、

今我々製造業の世界の人材の状況をどう考えて

いるかと申し上げますと、例えば造船業は国の

方が支援を強化する、頑張りましょうという話

をすると、これもう企業の大小にかかわらず、

それは部長、人がいたらやりますよという状況

で、やっぱり非常にその採用に困窮されている

という状況がございます。 

 そこに例えば先ほど例として申し上げました

のは、大手半導体企業の例を申し上げましたけ

れど、そこに同等の大手半導体企業で申します

と、例えば1,000名ですと7割県外としても地元

から300という話になってきますので、やっぱり

ある程度そこの人材が取り合いになってくると

いうことがございますので、やっぱり地元の企

業さんの状況を考えると今はやっぱり非常に取

り合いの状況がありますので、誘致のところで

創出する職場と地元の企業様にしっかり入って

いただく職場と、しっかり我々頭の中で整理を

しながら政策を進めていくのが適当かと考えて

いるところです。 

【坂本委員】 分かりました。ここはいわゆる基

幹産業の振興というふうな部分のところですか

ら、今部長が言われた内容については一定理解

いたしました。ありがとうございました。 

 それから、中小企業のところです。今回は産

業振興に向けた基本方針の三つの柱の一つに、
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この中小・小規模事業者の持続的発展というよ

うなことで位置づけられているというふうなこ

とで評価したいと思います。 

 特に、企業数の99.9％が中小・小規模事業と

いう中でも、小規模事業者が全国と比べて高い

というふうなそういう分析の下でのプロジェク

トというふうなことだというふうに理解をいた

しました。 

 それで中小企業をめぐっては、この間の先議

の経済対策でいわゆる賃金引上げ分の緊急措置

というふうなことで、30数億円ありました。持

続的には技術力を持続するためには、このプロ

ジェクトのところにも書いてありますように、

その価格転嫁の促進というのが非常に重要じゃ

ないかなというふうに思っています。 

 これを県の方もいろんな取組をされていると

いうふうに思います。この数年ですね、特に賃

金引上げがベースといいますか賃上げになって

おりますので、この価格転嫁の取組をされてい

ると思いますけども、ちょっとそこら辺の具体

的な内容について幾つか教えていただければと

思います。 

【福重産業政策課長】 委員ご案内のとおりです

ね、賃上げの実現にはデジタル化とか設備投資

支援等による生産性向上に合わせて、しっかり

価格転嫁についても県内企業の皆様に取り組ん

でいただく必要があると考えており、本県では

まず、関係団体と連携して取り組んでいくこと

が重要と考え、二つの協定を締結しております。 

 まず、価格転嫁の円滑化に関する協定につき

ましては、行政機関、経済団体、労働団体と計

13者で価格転嫁に関する機運を醸成していくた

めに、令和5年度に協定を締結しているところで

ございます。 

 そして、その後ですね、中小・小規模事業者

など価格転嫁に向けた受注者側の支援を強化す

るために、よろず支援拠点であるとか下請かけ

こみ寺、中小企業診断士協会などと協定を令和

6年度に締結いたしまして、具体的に企業の価格

転嫁に向けた行動を促していく取組を促進する

こととしております。 

 特に後者につきましては、当時全国でも初の

取組でございまして、企業の価格転嫁の機運を

醸成しながら具体的な行動を促していくよう、

この二つが両輪となりまして、県内企業レベル、

価格転嫁の取組が促進されるように連携を図っ

ているところです。 

 さらにですね、県内企業が価格転嫁の具体的

な交渉に臨む際に課題となる原価計算であると

か交渉のノウハウなど、こちら中小企業診断士

に無料でご相談していただける制度を構えてお

り、多くの県内企業にご活用いただいておりま

す。 

 またですね、昨年11月には価格転嫁推進シン

ポジウムというのを県庁の方で開催いたしまし

た。自治体がこれ公正取引委員会、地方経済産

業局、消費者庁と連携して、今年は全国初とし

て開催したものでございまして、こういったシ

ンポジウムの中では企業間取引における価格転

嫁の事例紹介のほか、価格転嫁はなかなか難し

いと言われている一般消費者向けの事業におけ

る価格転嫁の事例等についてもご紹介いただく

など、より広い価格転嫁に取り組んでいただく

ためのヒントになることと考えております。 

 価格転嫁につきまして、発注元企業との交渉

を行うことで発注を減らされたり他の企業に切

り替えられることをおそれ、なかなか取り組み

にくいと考えていらっしゃる企業様もいらっし

ゃいますけれど、企業間取引を持続的に実施し

ていくために必要な取組だということを発注者
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側、そして受注者側の双方がご理解いただき、

それぞれが相談しやすい状況を調整することが

最も大事だと考えております。 

【坂本委員】 分かりました。ありがとうござい

ます。 

 ずっと毎年いろんな取組を、連携協定を締結

したりとか中小企業診断士による様々な個別の

取組、それから去年の11月ですかね、価格転嫁

推進のシンポジウムというふうなことで、これ

も全国に出始めているんですか、ということで

取組されているということと思います。 

 ただ、こんな取組をやりながらも、実態とし

てこの価格転嫁が進んでいくかというと、なか

なか地場の小規模のところはそう簡単にはいか

ないというふうな声も聞いているところであり

ます。 

 今後も持続的な賃金引上げにつながるような

価格転嫁、実効ある価格転嫁の取組をぜひ国あ

るいはいろんな経営者団体等も連携をしながら

取り組んでいただきたいというふうに思うんで

すけれども、これまで今課長の方から答弁あっ

た内容の中で、具体的な効果というのかな、そ

の実効性というのはこれぐらい出ましたよとい

うふうなのは、そこら辺は数字含めてなかなか

出てこないですよね。そんなことも、もしあれ

ば答弁いただきたいんですけれど、なければ要

望に代えさせていただければと思いますがいか

がですか。 

【福重産業政策課長】 価格転嫁に取り組む企業

様どれほどいらっしゃるかというところの目安

の一つとして、パートナーシップ構築宣言者数

というのが推移をおっております。 

 まず、先ほどご説明しました最初の協定です

ね、令和5年6月に協定を締結した際は、これ189

者だったのですが、直近ですね令和8年3月につ

きましては1,024者となっており、5倍以上に増

加しております。 

 協定締結から現在における増加率につきまし

ては九州でも1位、県内企業に占める宣言者数も

九州で1位となっておりまして、こういった状況

からも一定、県内からの機運醸成が図られてい

るものと考えております。 

【坂本委員】 分かりました。ありがとうござい

ます。ぜひ今後もこの取組については、新たな

プランの柱の一つでありますので、取り組み方

を促進いただきますようにお願いをして私の質

問を終わります。 

【冨岡委員長】 産業労働部関係の審査の途中で

すが、午前中の審査はこれにてとどめ、午後は

1時30分から再開し、引き続き産業労働部関係の

審査を行います。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 零時 １分 休憩 ― 

― 午後 １時２８分 再開 ― 
 

【冨岡委員長】 委員会を再開いたします。 

 午前中に引き続き、産業労働部関係の審査を

行います。 

 質疑はございませんか。 

【田川委員】 ちょっとお尋ねしたいんですけれ

ども、先ほど基幹産業ということで、造船、洋

上風力等新産業も含めて推進しているというこ

とでしたけれども、航空機産業については25社

以上関連企業ですね。造船にはどの程度関連企

業があるのか。また、もう一つ防衛産業につい

て、今後まだしっかりしたものがないと思いま

すけれども、今からということで、既にどの程

度あって、将来的にはどのくらいの関連企業が

生まれるのか。これについてお聞かせいただき

たいと思います。 
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【香月企業振興課長】 令和7年、昨年ですね、

8月に国が公表した統計の数字を申し上げます

と、造船関連の事業所数は174ございます。この

中で大手ですね、三菱長崎造船所、大島造船所、

佐世保重工業、こちらが県内の中でも大手の３

社ということで、ここのサプライチェーンに属

している企業というのは150を超える状況が確

認できております。 

 防衛については、150の半数程度、正確な統計

の数字はございませんので、我々が訪問しなが

ら確認をしている状況でございまして、半数程

度が防衛のサプライチェーンに向けて参入して

いるといったところでございます。 

 どこまでこの企業が増えていくのかというと

ころは、参入の状況にもよると思いますが、基

本的には今既存のサプライチェーン、造船のサ

プライチェーンを生かしてですね、これ一番多

いのは艦艇の取組が進んでおりまして、非常に

やっぱりサプライチェーンを生かしながら取組

が進められているといった状況でございます。 

【田川委員】 艦艇というお話ですけれども、防

衛産業と言えば最近の紛争等を見るとドローン

もその部類に入るんじゃないかと思うんですけ

れども、そこについての今後の国の方針もある

と思いますけれども、県としての働きかけ、あ

るいは現状について伺いたいです。 

【香月企業振興課長】 ドローンについてはです

ね、国も力を入れているといったところは我々

も承知をしておりまして、3月10日に国の日本成

長戦略会議が開かれておりまして、この中でも

優先的に支援を強化するという分野の中で、小

型無人機というようなことでドローンが指定を

されているといった状況を確認はできておりま

す。 

 防衛産業の中で、特にやっぱり国も投資を後

押しするというような方針を掲げているという

ことで、今のところなかなか県内の中にドロー

ンに携わっている企業というのはあまり多くな

いというような状況ではあるんですが、こうい

った動きを我々も注視しながら取組を確認して

いきたいと思っています。 

【田川委員】 ドローンについては、それが本当

に今現時点で日本で防衛産業と捉えていいのか

どうか見解も分かれるところだと思いますけれ

ども、航空機、空のドローンだけじゃなくて今

浮体式洋上風力も含めて、海底の海中のドロー

ンというのも必要になってくると思うし、話を

聞くと2,000万、3,000万するようなドローンも

開発されているということでございますので、

これドローンっていう捉え方だけじゃなくて、

洋上風力を進めるに当たってもこのドローンの

開発は必要じゃないかなと。 

 また、長崎県においては、この運用について

特区をもらっていますけれども、やはり製造す

るということが雇用につながるし、産業発展に

も寄与すると思いますので、その点についてよ

り働きかけをしていただきたいと思います。 

 これはもう要望としますけれども、先ほど部

長の方から答弁の中で、雇用を促進するために

は職場環境を改善する必要があるというお話で

したけれども、これはもう何十年も前からそれ

は言われていることで、より一層されるという

ことでしょうけれども、インフラ整備で住環境

も公営住宅含めて、あるいは会社の社宅等も老

朽化している。 

 果たしてその日本に対して外国人人材が不足

している中で、今外国の方がどの国に行くのか

という選択をする時代になっている。この分野

については外国人人材確保については、介護福

祉ですね、介護分野でも非常に人材不足という
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ことで、以前は日本に来ていた東南アジアの

方々が円安等もあってヨーロッパに行っている

っていうお話もございますので、そこでそうい

う人たちを外国人人材が、そしてまた優秀なＡ

Ｉも含めてＩＴの専門的な若者が長崎県に来て

働くためには、やはり住環境も必要じゃないか

なと思いますので、その点について住環境の整

備はある企業の幹部の方からも市町と連携して、

住環境の整備やっていただきたい。 

 この事業推進、設備投資については、確かに

いろんな施策を講じていただいているというお

話がありましたけれども、この住環境の整備と

いうことについてはまだまだ足りない部分があ

るんじゃないかなというそういうお話がござい

ましたので、それに対してその住環境で部を跨

いで活動していただきたいと思うんですけれど、

まずはその職場環境の整備について現在どのよ

うになっているのか、そして今後の方針ですね、

2点お願いします。 

【黒川雇用労働政策課長】 ただいまご質問あり

ました職場環境の関係でございますけれども、

まず我々これまで県内企業様の職場環境づくり

を支援するためにソフト面での支援を行ってき

てございます。これは、経営者向けの就業規則

の改正ですとか、もう一つ我々もＮぴかという

ものを進めておりますけども、職場環境づくり

の認証制度というものを実施してきております。

そういったところで意識の醸成を図ってきたと

いうところでございます。 

 一方で、実際にやはり企業様からは今委員お

っしゃいましたように、まずは職場の環境づく

りというところの要望も非常に多くございまし

た。 

 今回の大きな経済対策の予算もつきましたの

で、思い切ってここは職場環境づくり、本来こ

れは企業が実際に職場環境や福利厚生というの

はしっかり設けないといけないというところで

ございますけれども、やはりこれだけ人手不足

に困っている、県外との企業との競争で、なか

なか職場の魅力を伝えることができないといっ

た企業さん向けに、今回職場環境づくりの補助

金を整備して支援することとしてございます。 

 これによってですね、実際の取組もそうです

けれども、例えば工場のクーラーを取り替える

ですとか、男女のトイレを別にするですとか、

更衣室も分けるとか、いろいろ皆さんの働きや

すい職場をしっかりご支援することで人材確保

に努めていければというふうに考えてございま

す。 

【香月企業振興課長】 住環境に関してでござい

ます。 

 実際に造船関連の企業で新たな場所で事業を

する際にやはり住む場所、住環境でご相談があ

りまして、実は長崎市と我々協議をしながらで

すね、例えば市の住宅、市営住宅とかそういっ

たものをご紹介しながら住環境の整備ですね、

何かお手伝いはできないかというような取組は

進めたことがございまして、ただ結果、別の場

所で事業はなさったというふうな状況がござい

ましたですけれども、今何ができるかというと

ころは地元の市町も含めて協議をしながら進め

ていければというふうに考えてございます。 

【田川委員】 ありがとうございます。 

 何ができるか今から考えるということですけ

れども、本当にもう危機的状況、いろんな会社

を企業誘致する、あるいは発展させる、防衛産

業もそうですけどね、さあやろうとしたときに

働く人がいない。 

 さっき言ったように福祉環境のところでも、

いい部屋に住みたい、いい環境の中で仕事をし
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たい、こういう長崎県は四方海に囲まれて自然

豊かなところでございますので、そうであれば

都会にない新しい住居の在り方、これはちょっ

と一般質問でも言いましたけれどね、木を使っ

て星空を見ながらゆっくり休んで仕事に励んで

もらう、それを一つの選択するときの私は判断

の材料になるんじゃないかなと思っております。

これはもう早急に進めていかないと、また長崎

市、佐世保市については、そういう大きな戸建

てというのは難しいとは思うんですけれどね。

木質化に変えるとかですよ、新たにここで働い

てみたい、もう自ずと皆さんおいでください、

給料がいいですよとかそういうことだけじゃな

くて、もう何かここで働いてみたいね、住民と

のつながりというのも大事なんですけれども、

それを踏まえてもっと一歩進んでこれを総合的

に取り組んでいかないと、もうどの部署に行っ

ても働き手がいない、もう何年も言われて、そ

してこれからもずっと言われる。 

 しかし一方で、人口減少は着実に進んでいく

わけですよね。それを他国に負けないように、

あるいは悲しい話ですけれど、他県に負ける、

取り合いというのは私はどうかなと思うんです

けれど、それでもやはり長崎県が生き残ってい

くために産業をつなげていくためには、そうい

う住環境も含めてもう本当に温度を、体温を1度

ぐらい上げて取り組んでいただきたいと思いま

すけれど、もう一度それに対して、今後考えて

いくぐらいではもう既に間に合わないと私は思

いますので、早速2倍のスピードでやっていただ

きたいと思いますけれどいかがでしょうか。 

【石田産業労働部政策監】 今、住環境の整備、

確かに企業、人を確保する上で大変重要なこと

だと思っています。 

 我々県では、いろんなマッチングイベント等

をやるんですが、大きくやっぱり二つあって、

一つはやっぱり学校でいかに企業の情報を伝え

るかということ、もう一つは企業の魅力を高め

るところでございます。その中に住環境も入る

と思います。 

 我々としては、まずやっぱり企業がしっかり

と稼げる力を持っていただいて、それを例えば

賃上げですとか環境整備、あるいは住環境の方

に回していただきたいということがあって、生

産性向上に向けたいろんな取組を各種やってお

ります。 

 今回ですね、新たに環境整備ということで、

職場環境の整備に取りかかり、さらに人材確保

定着に向けた企業の取組を後押しするというこ

とにしておりまして、確かに大切な、今委員の

指摘というところはあるんですけれども、それ

は一つの課題として、まずは自分のところで稼

げる力、生産性を上げて回していただけるよう

なお金をつくっていく、こういったやり方をし

たいと考えております。 

【田川委員】 今からチャレンジする企業が、ま

ず儲かってと言われますが、儲かるまでに時間

がかかるわけですよね。しかし、働き手は既に

いない。もう喫緊の課題になっているわけです

けれども、企業が儲けて確かにおっしゃるよう

に、企業がきちんと職員の社宅提供する、住み

たくなるような社宅を造る、これは分かるんで

すけれども、一方でこの時代、いい立地条件、

それはやはり行政、市町に還元することでござ

いますので、十分協議して市町と連携して、で

きれば県もあるいは国もサポートしていただけ

ればと思いますので、それぞれについて最後に

一言ご見解をいただければと思います。 

【石田産業労働部政策監】 確かに住環境、先ほ

どから言っております重要な取組だと思ってお
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ります。今後の一つの課題とさせていただきた

いと思います。例えば、住環境と同じようなも

のに住居手当もあり、賃金もその一部でもあり

ます。 

 ですから先ほど言いましたように、生産性と

いうのを上げていかないといけないという話を

しているわけございまして、ただ冒頭言いまし

たように大変重要な課題でございますので、今

後もしっかりと委員の指摘を受け止めて、どう

いったことができるか考えていきたいと思って

おります。 

【冨岡委員長】 ほかに質疑はありませんか。 

【石本委員】 別途二、三点ちょっと確認をさせ

てください。 

 まず1点目は、今日も説明がありましたとおり、

今後の成長産業におけるサプライチェーンの構

築が大事だという話でありますけれども、現時

点で具体的にこの成長産業の中で、いわゆる具

体的な動きというか、今後の見通しというか、

いろんな提案がされていますけれども、そうい

った動きがあればちょっと教えてください。今

の時点で結構です。 

【香月企業振興課長】 現状の取組状況というふ

うなことでお答えしますと、造船はご案内のと

おりもう既存のサプライチェーンを生かした取

組を進められている中で、航空機分野は今から

サプライチェーンを創っていく、そこをいかに

して創っていくかというようなところでござい

まして、半導体については今年度、半導体のサ

プライチェーンを強化する事業を立ち上げまし

て、まず大手から受注獲得、国内の半導体製造

装置の大手メーカーが受注を獲得するための県

内の連携した取組を支援しつつ、県外から獲得

した仕事を今度は県内に広げていくために、ま

た補助金の規模はちょっと異なりますが、サプ

ライチェーンですね、またそこからつなげてい

くような事業を取り組んでおりまして、今取組

の内容を見ますと、これまで大きな受注の実績

があるところが、今からそこを県内に波及させ

るための少額の補助の方に一緒にグループの中

に入って、これまであまり実績がない会社に対

して技術指導だったりとか、実際に加工の助言

なんかをしながら一緒に取り組んでいる状況で

ございます。これによって、レベルアップが進

むものと考えているところです。 

 併せて、半導体のアドバイザーになっている

方に県内の訪問、今年度50者ほど訪問いただい

ているんですが、その中で技術のアドバイスで

すとか、あと具体的な取引のマッチングを紹介

しながら事業を拡大しているといった状況がご

ざいます。 

 航空機については、現在大手のエンジンメー

カーがありますので、そこからの仕事をいかに

取っていくかというところが一つ視点としてあ

りまして、まだまだなかなか難易度が高い技術

力がまだ課題というようなところがございます

ので、ここは県内の工業技術センターですとか、

あと航空のメーカーのＯＢの方のアドバイザー

とか、こういった方の力も借りながら技術力ア

ップを図っていきたいと、取組を進めていると

ころでございます。 

【宮地産業労働部長】 各個別の仕事をやってい

ることについては今、課長からご答弁申し上げ

たとおりなんですが、今我々が何を考えている

かと言いますと、実は我が国の産業政策という

のが半導体の支援以来、大きく転換しておりま

す。 

 これは各国との競争の中で、従前は各個別の

企業に対しては補助金というのはあまり打って

こなかったというのが我が日本国でありますけ
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れども、それではなかなか海外との競争で勝ち

抜いていけないということで、他国に負けない

ように半導体についてはご案内のとおりＴＳＭ

Ｃには1兆円の補助金が入っております。それが

高市内閣になりまして17分野、この17分野にあ

る分野については、国が直接支援をしてくると

いうことが今具体的に協議されております。 

 ですので、我々が今考えておりますのは、い

かに国の支援、我々補助金で申し上げますと、

この前、経済対策でお認めいただいたもので上

限1億円ぐらいですが、例えば国でありますと何

十億、何百億円という補助金が期待できます。

そういう国の投資をいかに引き込むかというこ

とを、まず我々今考えております。 

 具体的には、今回平田知事がご就任をされて、

セキュリティコースト構想というのを今打ち出

しておられます。その中に、本会議でもご答弁

申し上げましたけれども我々足元の県内の成長

産業も入ってございますので、そういう中で国

の支援をいかに引込みながら県内企業、あとは

サプライチェーンにしっかり波及させていくか

というところが非常に大事ということで、我々

特に国との連携を今強化しながら具体的な県内

企業の事業活動を後押ししていきたいと思って

いるところでございます。 

【石本委員】 先ほど来お話があっていますとお

り、このサプライチェーンの強化についても単

純なるその受注関係のサプライチェーンだけじ

ゃなくて、やっぱり県内の中小企業の技術力と

いうか、それをやっぱりできるだけ引き上げて

大企業並みというか日本をリードする企業の受

注に入り込めるような、やっぱりそこにしかな

い技術というのはやっぱり磨き上げることが、

一番その中でも大事かなというふうに思ってお

りますので、今回さっきの概要の資料の中でも、

それぞれの分野の今後の取組について挙げられ

ておりますけれども、いずれにしてもいかにこ

の成長産業の中にやっぱり県内の中小企業をで

きるだけ取り込んで、そこでその中小企業の底

力というか、基本的な能力をいかに高めていく

かということが大事になってくると思いますの

で、しっかりと今言った国の資金を本県に導入

して、そういったところの強化を是非とも図っ

ていただきたいというふうに思います。 

 それから半導体には関連して、つい先日も孫

社長がアメリカに81兆円の投資をして、ＡＩの

データセンターの設置というようなことが出て

おりましたけれども、この半導体については我

が国においても将来を見ると、やっぱりこのＡ

Ｉでデータセンター等の設置についても成長産

業の中の一つの取組として本県もぜひ考えてい

ただきたいと思っているわけですが、前回もち

ょっと多分部長の話だったと思いますけれども、

松島火電の跡地にＡＩデータセンターの施設の

動きがあるということで、若干現在足踏みして

いるような印象を受けるんですけれども、ちょ

っとそこの辺について情報を教えてください。 

【香月企業振興課長】 前回、委員会の内容のち

ょっと振り返りも含めですね、ちょっと説明さ

せていただければと思いますが、11月委員会の

中でデータセンターのお話、県からご質問があ

った際に、可能性としてデータセンターは非常

に電力を使用するというふうなことで、電力需

要が高まることによって県内の火力発電所の必

要性といいましょうか、そういった点で可能性

が考えられるというふうなやり取りをさせてい

ただいて、あくまでも火力発電所側の意向も踏

まえながらというふうなやり取りがあったもの

と認識をしています。 

 特にですねその際、どこというふうな場所ま
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では申しておりませんでしたので、以降ですね

J-POWER等を合わせて九州電力と我々協議を進

めたところでございまして、確かに電力会社側

もデータセンターの電力が相当増えるというの

は認識はある一方でクリーンエネルギー、脱炭

素エネルギーの確保が必要というふうなことも

電力会社も思っておりまして、特に例えば松浦

の話ですとＣＣＳの取組が今検討がされている

ようなところでございますが、やはりそこに対

してもっと国が積極的に支援を強化してほしい

というふうな話も電力会社からいただいて、そ

ういうふうな話を伺っていますので、我々とし

てはこれまでも国に対しては火力発電所の高効

率化というふうなところは求めてはおりますけ

れども、さらにちょっとどういった形でそこを

強めた言い方ができるのかということも含めて

検討しながら、国にまずはＣＣＳの取組に対し

ての支援の強化というのを求めていきたいと考

えているところでございます。 

【石本委員】 私も次の質問としては、松浦火電

の今後の取組についても今ちょっとお答えがあ

りましたけれども、九電、それからJ-POWERにつ

いてもそれぞれ1号機の今後の対応について検

討されておりますが、行く行くはカーボンニュ

―トラルの取組になってはいくんでしょうけれ

ども、当面としては、すぐ石炭火力がゼロとい

う話にはならない状況であると思いますので、

先ほど言われたＣＣＳも含めて、また今後の半

導体産業に対する電力の需要の高まりにも備え

たところで、今後の在り方としてその電力会社

等への要望というかですね、そういった話も並

行してやっぱり少しずつでもしていかなければ

ならないというふうに思っていますし、私も個

別にそれぞれ両電力の所長宛てにはそういう話

もまたしていこうかなというふうに思っている

わけでございます。 

 いずれにしても、この半導体産業というのを

一つの頭に持ってきた場合に、どうしてもそこ

に電力というそのつながりですね、切り離せな

いという状況にありますので、そこはしっかり

と県内の火電、電力を抱える地域との連携とい

うか、行政ともしっかりしていただきたいとい

うふうに思っております。 

 それからもう1点ですが、そこの話はちょっと

一回、その対応については。 

【香月企業振興課長】 地元、市とも我々も各電

力の事業所なんかを訪問してお話を伺っている

中で、やはりメンテナンスの関連の際の相当な

方が一定期間ですね地元に来られて宿泊をして

というふうなことを伺っておりまして、非常に

経済効果、高い効果があるというようなことが

地元の市もそういった認識もしておりまして、

これまでも電力会社に一緒に訪問したり国に対

して一緒に要望したりというようなことをやっ

ておりますので、地元とよく連携しながら引き

続き対応していきたいというふうに考えてござ

います。 

【石本委員】 よろしくお願いします。 

 それからもう1点、これも産業人材育成・確保

プロジェクトの関係ですけれど、これも後ろに

も出ておりますけれども、特に松浦あたりで言

いますと外国人労働者が430人程度いるんです

よね。 

 それでこの人たちについても、要するに地元

の企業としては地元の人間というか、当然我が

国の市内の市民の方を雇いたいんだけれども、

なかなか確保できないということで、やっぱり

製造業を中心にその外国人労働者を雇わなけれ

ばならないという状況になって、ある企業でい

えば昨年度30人から40人、1企業で入れたという
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話も聞いています。 

 その中でお話しして問題点というか、各企業

がそれぞれその外国人労働者を確保する場合に、

ある人材紹介ですよね、そこをどこにそういう

確保するための話をしているかというと、今聞

けば福岡の方を中心にそういう人材の派遣する

相談をしているという話で、いや県内また市が

窓口、また県が窓口になって長崎県でもそうい

うトータル的な外国人材の確保をする、相談を

するという窓口がもう少しあれば助かるなとい

う話を聞いています。 

 それにしてもやっぱり数の問題で、どうして

も松浦あたりもどっちかと言いますと福岡の方

が近いということもあり、規模が違うというこ

とで、どうしても福岡の業者とか長崎県以外の

業者に頼っているというような話を聞いており

ます。 

 そこで、本県としてもそういった取組の総合

的な窓口というか相談口というか、そういうも

のが設置されているのか、そういう対応をどの

ようにしているのか。また、今後そういう総合

的な窓口を県として対応していくような考えが

あるのかどうか、そこら辺を少しちょっとお伺

いします。 

【髙見未来人材課企画監】 相談窓口につきまし

ては、在留資格とか雇用手続などの相談対応と

いうことで、7月に民間委託ということで設置を

して今対応しているところでございます。 

 そういった窓口の中で、実際にどういうふう

に入れたらいいのかとかですね、どこか監理団

体を紹介してほしいというような相談もあって

おりますけども、やはり特定の監理団体をご紹

介するということは難しいので、3者程度ですね

県内の監理団体を紹介して相見積りを取ってく

ださいというような形でご対応させていただい

ているところでございます。 

 委員からもお話がありましたけれども、企業

とか技能実習生のサポートっていうところが監

理団体の業務内容になりますので、やはりそう

いった観点からは県内の監理団体を使っていた

だくっていうのが望ましいのかなというふうに

は考えております。 

 ですので、私ども昨年10月に県内事業者に対

して監理団体とか、あと現地の送り出し機関と

関係構築とか情報交換を図っていただく場とし

て、マッチング交流会を開催したんですけれど

も、その際は県内の監理団体に参加を呼びかけ

ているところでございます。 

 さらに今後に向けては、県内の監理団体間の

連携強化や情報共有を図る組織として、長崎県

外国人技能実習生受入連絡協議会というものが

ございますので、ここと連携しながら先ほど申

し上げたようなマッチング交流会とか、私ども

が別途開催しますセミナーを一緒に開催するな

どして、県内監理団体の認知度向上というもの

を図ってまいりたいと思っているところでござ

います。 

【石本委員】 今監理団体があると、3か所ぐら

いの監理団体を紹介してるという話ですけれど

も、そういった監理団体が地元の企業にとって

どれぐらい役に立っているのか、また使い勝手

があるのかというのを県外のそういった監理団

体と比較したときに、どうしてもやっぱり県外

の方が力があるとかそういうことがあって、県

外の業者に頼むということになろうし、今既に

大人数を雇っているところは、もうその企業独

自でやっぱり現地にも足を運んで直接やってい

るところもあります。 

 また、大きな松浦市の企業でも元々本社が福

岡にあるものですから、どうしてもやっぱり福
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岡でという話で、そこで大量に雇っているとい

う状況もありますので、そうは言ってもやはり

県内の企業としてはやっぱり長崎県でしっかり

とそういった外国人労働者も派遣していただく

と安心感があるということと、また途中で県外

に移ったりとかいろんなトラブルもあると聞き

ますけれども、そういったことをできるだけ少

なくして、やっぱり長崎県で信頼できる外国人

労働者の雇用ができると、そういった対策をし

っかりと検討して、ただ委託するだけじゃなく

て、県としても積極的にそういった県内の企業

のそのサプライチェーンもする、高めていくこ

とに取り組むのであれば、やっぱり今後外国人

労働者もそういった取組と併せて、やっぱりし

っかり県内で紹介できるような、また外国人労

働者を提供できるような機能をしっかり持って

もらいたいというふうには思っていますので、

よろしくお願いします。 

【香月企業振興課長】 すみません、ちょっと1

点、先ほどの田川委員とのやり取りの関連で補

足をさせていただければと思うんですが。 

 すみません、私が最初の受け答えのときから

しっかり頭に入れておくべきだったんですが、

ちょっと自信がなかったもので、住宅に対する

補助に関しては、地場企業が設備投資、規模拡

大を図る際に投資の対象として住宅とか寮の整

備費も補助の対象額として含めて支援をさせて

いただくように、これ少し前に改正をしたとこ

ろでございまして、そこは、なので今県は県内

企業の寮とか住宅に関する設備投資に対して支

援を行っていくというようなことが正しい説明

でございました。 

 失礼しました。製造業に関してでございまし

た。 

【冨岡委員長】 ほかに質疑はありませんか。 

【宅島委員】 ここの議案のながさき産業振興プ

ラン2030ですね、概要版の計画を見させていた

だいて、非常によくまとめられているなと思っ

ております。 

 そこで一番本県の産業振興に向けた重点課題

ということで、これは4ページですね、そこでこ

こに県内総生産向上、賃上げ所得向上、良質な

雇用創出による好循環で地域経済の活性化を図

るということが一番の重点課題としてあって、

この下の方にいくところに図があって、地域の

発展に向けた挑戦ということで、県内総生産の

向上ということであるんですけれども、県内総

生産、国内で言うと国内ＧＤＰと言いますけれ

ども、県内の総生産の核がちゃんと把握をされ

ているのかお尋ねいたします。 

【原田新産業推進課長】 今回の新しい産業振興

プランの数値目標の中で、14ページの一番上で

県内サービス産業の総生産額ということで一応

出しております。 

 サービス産業だけなんですけれども、基準年

度、令和4年度で1兆8,491億円でございます。全

産業ですと県内総生産4兆6,536億円でございま

して、私どもが定義させていただいているサー

ビス産業が全産業のうちの39.7％を占めている

という状況でございます。 

【宅島委員】 ありがとうございました。 

 まさしく2022年度で県内総生産額が4兆6,536

億円なんですね。これが県内で見る最新の数値

なんです。そこ先ほどから掲げられている県内

総生産の向上ということであれば、先ほど課長

が産業労働部関係の県内総生産の額をちゃんと

発表していただいたので理解できるんですけれ

ども、できればですね、宮地部長から先ほど発

表があったように約40％がこの産業労働部にま

つわる県内総生産の稼ぎ頭というか、稼げると
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ころの部署になっておりますので、是非ですね、

この図にあるように、まず県内の大枠のその総

生産の向上に向けて数値をきちっとここは部署

ごとに入っているんですけれども、県全体のや

っぱり県内総生産を少しずつやっぱり1％アッ

プなのか3％アップなのか分からないですけれ

ど、そこら辺をきちっと明示をしながら、ぜひ

県民の皆さん方にも分かりやすいようにしてい

ただきたいなというふうに思います。 

 国で言うと一応、最新の資料で国内ＧＤＰが

591兆円これ実質ですね、実質ＧＤＰ、名目で

663.8兆円ということで、長崎県の場合、日本の

大体100分の1経済と申しますけれども、やはり

この100分の1にまだ追いついていないというの

が長崎県の課題であるのかなと私は認識をして

おります。 

 やはりこの100分の1に追いつくには、あと1兆

5,000億円とかそのくらい県内総生産がないと

追いつかない。だからそういった意味で、やっ

ぱりそういった数値目標をしっかり県内総生産

の数値目標を上げていく、そして県民の暮らし

を良くしていくんだというところにつなげてい

ただきたいと思います。 

 よく1人当たりの県民所得とかなんとかもあ

りますけれども、いや私の場合はこれよりも県

内総生産の額でいった方が、より県内でどれだ

け稼いでいるんだ、どれだけお金が動いている

んだというようなことが分かると思いますので、

ぜひ産業労働部におかれても、これ今のちょっ

と分析のところの答弁がありましたらお願いい

たします。 

【宮地産業労働部長】 今、宅島委員からお話が

ございました県内総生産全体の伸び率をどうし

ていくかというのは、具体的な数字を定めてい

くには総合計画でいいますと主務部局の企画部

が中心になって、我々の委員会で言いますと農

林部・水産部等々の数字を設定していくという

ことになろうかと思います。 

 その中で宅島委員が先ほどおっしゃられた、

あと1兆円以上を伸ばしていくというのが、まず

やっぱり目途になるのかなと思ってございまし

て、それに当たっては、やっぱり私ども産業労

働部がエンジンになるべきだろうと考えてござ

います。 

 お金が動くという話も委員からございました

けれども、やっぱり我々隣県の熊本県が半導体

で国の支援を取り込みながら、いい面、悪い面

は当然ございますけれども、やはり地価が上昇

するとか、地価が上昇するということはやっぱ

りそれだけお金が入ってきているということで

ございますので、経済的にはやっぱり非常に成

長しているというのを見てございます。 

 じゃあ長崎県は何で勝負するかということで、

今回成長4分野出しておりますけれど、その中で

もどれも重要なんですが、やっぱり造船関連だ

と思っています。これ本会議でもご答弁申し上

げておりますけれども、造船と防衛と浮体式洋

上風力、この三つができるのは我が国で長崎県

しかないというふうなことも国にも重ねて申し

上げておりますので、しっかり造船関連産業を

当然半導体もございますが、造船関連産業がし

っかりもう一度再興していくことは1兆円への

近道じゃないかと思っているところでございま

す。 

【宅島委員】 ありがとうございました。 

 部長に大変心強いことを言われました。今、

造船業の話もありました。まさしくそうです。

もう昔はやっぱり三菱のまちでこの長崎市は相

当潤っていました。しかし、いつの間にか三菱

の造船関係がどんどん撤退をされて社員の皆さ
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ん方がどんどん減ってですね、長崎市内の経済

が冷え込んでいった。ひいては県内全体の経済

も冷え込んでいくと。 

 ここに来てやっと政府が昨年、造船業にもう

一回力を入れるんだということで発表がありま

した。昨年の12月26日にロードマップが公表さ

れて、国土交通省を中心に造船業をもう一回復

活させるんだと、全国の総トン数ですね、1,800

万総トン数をもう一回国内の造船所で造れるよ

うにするんだという強いご意思を発表されまし

た。 

 基金を3,500億円積んで、その資金を通じて設

備投資の支援とかをしていくというような仕組

みになっているんですけれども、ここはここで

まずは3段階に分けてその支援を充実していく

ということの発表があったんです。 

 これ本当に今さっき部長が言われたんですね、

この造船が長崎の本当に最後のこの歴史がある

んですね。これが造船が一番強みだと思います

長崎県の、何といっても。ですので、ぜひこう

いったこの国の造船に対する支援のメニューを

しっかり把握しながら、真っ先に長崎県が何で

も造船の関係は仕事が真っ先に国から直結して

できるように、ぜひお願いをしたいと思います。 

 とにかく2035年に向けての、この国がもう一

回造船を復活させるんだと、2035年までを一応

最終年度としてやろうとしていますので、是非

この造船に向けても産業労働部全体で取り組ん

でいただきたいというふうに思いますけれども、

いま一度よろしくお願いします。 

【宮地産業労働部長】 今、宅島委員からお話が

ございましたように、今日各委員の皆様方から

いろいろ課題をご指摘いただいていますけれど

も、それを解決していくためにはやっぱり稼ぐ

力を長崎県に取り込まないと解決しないという

ことを我々は思ってございます。 

 産業労働部は、県内の中小・小規模事業者様

の発展を目指すために組織立てされている部署

でございますので、我々一丸となってその目標

に向けて具体的な取組を1つずつやっていきた

いと思ってございます。 

【宅島委員】 ありがとうございました。 

 本当にこの産業振興プラン2030、非常によく

やられているなというふうに思っておりますの

で、ぜひこれを基に県内のもう一回景気が上が

っていくようなことを期待して、質問を終わり

ます。ありがとうございます。 

【冨岡委員長】 ほかに質疑はありませんか。 

【山本副委員長】 1点だけ伺いします。12ペー

ジの産業人材の育成・確保プロジェクトの中で、

取組概要の2段落目になるんですかね。また、中

途人材についても、県内の中小企業等とのマッ

チング等により、県内企業における人材確保の

取組を後押ししますとなっているんですけれど

も、そうするとやっぱり新卒とか中途就職とか

いうところがメインでなっていただく中で、就

職いただいている人もこれ項目を入れていただ

くというのは非常にいいと思うんですが、現在

の中途人材の再就職というんでしょうか、どう

いうところでマッチングをして、どういうふう

な形で採用につなげているのか、そこの流れを

ちょっとご説明いただけますか。 

【松尾未来人材課長】 お答えします。 

 中途人材向けの事業としましては、現在国の

有利な交付金を活用しまして、県内企業と求職

者とのマッチング事業を行っております。 

 例えば、正規就労を前提として労働者を派遣

する紹介予定派遣制度を活用しまして、企業で

の体験就労を通じた正社員就労を支援する体験

型正規就労促進事業、また新たな基幹産業とし
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て成長が期待されているＩＴ情報分野において、

ＩＴ分野の未経験者を対象として、スキルの習

得から正規就労までを一貫して支援するＩＴ人

材育成確保事業、それとオンライン就職フェア

をやったり、企業の採用力向上のための伴走支

援などを行ったりして、求職者と県内企業をマ

ッチングする取組を行っているところです。 

【山本副委員長】 ありがとうございました。 

 結局、県内企業の中の中小・小規模事業者と

いうのは、まず新卒採用で負けるんですね。ま

ず取れませんから、そうするとやっぱりどうし

ても中途人材ということになってきたときに、

何か人が足りない人が足りない欲しいと思って

いるんだけれど、どこにどう、例えばハローワ

ークに出してもなかなかつながらないというこ

とで、そういうマッチングの場所というような

情報がそういうように中小・小規模事業者にき

ちっと届いているのかなというのがあるんです

けれど、その辺の周知はどんな感じでされるん

ですか。 

【松尾未来人材課長】 県のエヌナビというホー

ムページというかマッチングサイトがあります

ので、企業に出していただくとか、あとは先ほ

ども申しました採用力向上支援員を未来人材課

の方で雇っておりまして、その方々が企業を1軒

1軒回って、採用についてのマッチングのお手伝

いをしたりとか、こういう県の事業でこんな事

業がありますよということをお伝えしたり、一

つ一つ回ってやっているような事業もあります

ので、県内企業の採用についての困り事を一つ

一つ聞いてマッチングするように、そういう情

報についても漏らすことなく伝えていきたいと

考えております。 

【山本副委員長】 ありがとうございました。 

 基本的には人が少なくなっている、やっぱり

取り合いになっているという中で、中途人材と

いってもいわゆる都会で働いていて何らかの都

合で帰ってきた、いわゆる中途のＵＩターンと

いうんですかね、県外大学生のＵＩターンじゃ

なくて中途のＵＩターンもいるし、よく言われ

る3年以内に離職したような高校卒業生、大学卒

業生というような方の中途人材というのがある

んですね。 

 だから、そういうふうな人たちがうまくマッ

チングできてきているのかなというのが以前か

らちょっと疑問に思っていて、エヌナビに関し

ても以前私、3年以内に離職した人のページがで

きませんかという話をしたことがあるんですが、

なかなかちょっと難しいということで今多分で

きていないと思うんですけれども、そういうふ

うに欲しいところはこういう人が欲しいという

のをどういうふうに知られたら一番マッチング

がいくのかなというのがなかなか分からない。 

 自分の会社を経営していて、中途人材が欲し

いんだけれどなかなかやっぱり見つけきれない

んです。銀行さんにお願いしたりとかいろんな

ことをするんだけれど、なかなかうまくマッチ

ングというかそういうのができないというよう

なところが、多分たくさん県内にはそういう特

に小規模事業者、そういうとこら辺多分あるん

だろうなというふうに思うので、そこのところ

を今回産業振興プランの中でまた挙げていただ

いていますので、今、未来人材課長がおっしゃ

ったみたいな形で、よりこの情報が事務として

採用力向上支援員さんが例えば島原とか雲仙と

か南島原の方にもきちんと情報を伝えていらっ

しゃるのかということも含めて、これは商工会

議所とか商工会とかにもお願いをしてもいいと

思うんですけれども、そういった形でうまく、

せっかく制度があるんであればそれをうまく使
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ってほしいし、その制度がうまくいっていない

ということであればまたそれを改善していって、

とにかく限りある人材をうまくマッチングして

いただければなと思いますので、これはもう要

望に、答えていただければと思います。お願い

します。 

【宮地産業労働部長】 今、山本副委員長がおっ

しゃられた課題認識は私どももございまして、

県内に4万弱ある中小・小規模事業者の皆様方に

情報をお伝えするには、やっぱり商工団体の皆

様と連携しないといけないということで、今日

私の説明でも申し上げましたけれども、まずは

足元、経営指導員の皆様も増員をして、各企業

に足を運んでいただく回数を増やしていくとい

うのが一つ。 

 もう一つは、今のハローワーク、国のハロー

ワークでもなかなか人材の流動性をつかめない

ようになっている。一方で申しますと、民間の

サービスが非常に発達してきてございますので、

今日時点で私ども確たることをまだ申し上げる

ことできないのですが、実は内部ではそういう

民間のサービスとうまく連携できないかと、そ

ういうサービスも使いながら各県内の企業様の

マッチング支援が強化できないかということも

ちょっと検討してございます。うまくいくと次

の委員会ぐらいにはご報告できるかと思います

が、そういう課題認識の下で我々も今努力して

るところでございます。 

【山本副委員長】 ありがとうございました。 

 今部長が言っていただいたような形で、一時

期多分マイナビですかね、リクナビとかと連携

されてやっておられたことがあったかなと記憶

をしておりますので、そういった形でしていた

だきたい。 

 それから、商工会議所とか商工会も説明にあ

りましたとおり、導入してから本当ありがたか

ったんですね。ところがこの人材が採用できな

いんですね。せっかく枠組みを増やしてもらっ

たんだけれど、そこになかなかそれに適した人

材がうまく来なかったという事例もあります。 

 ただ、その方向としてこういう商工会とか商

工会議所の指導員さんを増やしてくださってい

るのは非常にありがたいことだと思っています

ので、とにかくその人自体は採用しないといけ

ないという部分もあるんですけれども、そうい

う形でとにかく限られた人材と言われてこれ流

動しています。今ちょうど3年ぐらいでころころ

動いています。どこかで多分止まるんだろうと

私は思っているんですけれども、そういった方

をうまく拾っていただければなと思いますので、

どうぞよろしくお願いします。 

【冨岡委員長】 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【冨岡委員長】 ほかに質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【冨岡委員長】 討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。 

 議案に対する質疑討論が終了しましたので、

採決を行います。 

 第50号議案は、原案のとおり可決することに

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【冨岡委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、第50号議案は原案のとおり可決すべ

きものと決定されました。 

 次に、提出のあった政策等決定過程の透明性

等の確保などに関する資料について説明を求め
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ます。 

【福重産業政策課長】 政策等決定過程の透明性

等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に

関する決議に基づく産業労働部関係の状況につ

いてご説明いたします。 

 資料は、農水経済委員会提出資料、産業労働

部差替えの方をご覧ください。 

 今回ご報告いたしますのは、いずれも令和7年

11月から令和8年2月におけるものでございます。 

 まず、2ページにつきましては、1,000万円以

上の契約状況一覧表でございまして、該当の1件

を掲載しております。 

 次に、3ページから12ページでございます。 

 こちらは、知事及び局長等に対する陳情・要

望のうち、県議会議長宛てにも同様の要望が行

われたものに対する県の対応状況を整理したも

のでございます。産業労働部関係の項目につい

て記載をしております。 

【冨岡委員長】 以上で説明が終わりました。 

 次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。 

 まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、ご質問はございません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【冨岡委員長】 質問がないようですので、次に、

議案外所管事務一般について、ご質問はありま

せんか。 

【大久保委員】 議案外で質問をさせていただき

ます。議案にもあったんですけれども、ちょっ

と別に広がりもあるので、ここでさせていただ

きます。 

 支援メニューの中に外国人ＩＴ人材の確保促

進事業、これバングラデシュからの外国人材の

受入れについてでございます。 

 部長の説明でも今年度、県内の企業に2社とし

て3名が内定したということのご説明がござい

ました。 

 令和7年度は1,200万円弱の予算、そして令和

8年は750万円ということだったと思いますけれ

ども、事業の方の概要、またスキームをどうい

った内容に充てられているのかをちょっとまず

はお聞きします。 

【髙見未来人材課企画監】 まず、この事業につ

きましては、県や長崎市、佐世保市、長崎大学、

産業振興財団等の産学官が連携してバングラデ

シュのＩＴ人材を受け入れて、県内に就職につ

なげるということで開始をしております。 

 令和7年度途中からは企業ニーズも踏まえま

して、ＩＴ以外の人材の受入れも対応している

ところでございます。 

 スキームといいますか、企業への就職までの

流れにつきましては、まずＩＴ人材につきまし

ては現地で6か月間の日本語教育等の研修を受

講した人材約20名に対しまして、県内企業が現

地またはオンラインで面接を行って内定を出す

という流れになります。 

 その他の人材につきましては、こちらは県内

企業が求める人材を現地で募集をいたしまして、

その後オンラインでその候補者に対して面接を

行って内定を出した後に、内定者に対して日本

語教育を実施するという流れでございます。 

 その後ですね、ＩＴ及びその他の人材の内定

者が同時に来日をいたしまして、長崎大学で4か

月間の日本語教育やインターンシップを実施し

て、企業に就職する流れとなっております。 

 経費につきましては、こういった現地での面

接、交流会ですとか、あとは旅費ですね、現地

にまいる旅費とかそういったところの経費を計

上しているところでございます。 
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【大久保委員】 この質問は、なぜバングラデシ

ュに限定されているのか、新規事業ではないん

ですけれども、私も委員会を離れていた経緯も

あってですね、このバングラデシュが政治情勢

としてもそんな安定しているところでもないん

じゃないかなと。ほかの国、東南アジアから比

べてもですね。そういったところでのなぜバン

グラデシュか、こういった部分、人材をどう評

価されているのか、そこ辺りをちょっとお聞か

せいただければというふうに思います。 

【髙見未来人材課企画監】 まず、このバングラ

デシュＩＴ人材の確保の取組については、宮崎

市の方が2017年からＪＩＣＡの支援を受けて先

行して実施をされていたということで、その仕

組みを長崎県でも活用しないかということのご

提案を受けまして、本県でも実施したというこ

とでございます。 

 バングラデシュは人口が約1億7,000万人、平

均年齢が20代後半と非常に若い国でございます。

毎年ですね200万人を超える若者が労働市場に

参入する一方で、国内に就職先がなくて多くの

人材が海外に流出をしております。 

 ですので、今後ですね日本にとっても有望な

人材送り出し国の一つになると考えられており

ます。もう1点は、世界有数の親日国としても知

られているという国でございます。 

 その人材の評価につきましては、昨年3名受け

られた企業のお話では、優秀であるのに加えて

真面目で勉強熱心であると、向上心も高いと。

それから採用した理由として、海外でもインタ

ーン経験をされているということで、即戦力に

なると思ったというような評価をされていると

ころでございます。 

【大久保委員】 バングラデシュに特化してされ

ている理由は何となく理解できました。 

 ただ、例えばベトナムだとかインドネシアだ

とか、県内でも主要として外国人労働者として

入っていただいているところのように、人数は

まだまだ入っていないと思うし、多分何年もま

だその他の中にバングラデシュの方も入ってい

るんじゃないかなというぐらいの人数だという

ふうに思っております。 

 そこの将来性、結構ＩＴ人材というところで

入ってくる見込みがあるのかどうか、そこは取

組が早かっただけに、そこら辺の検証はすべき

であるというふうに思っておりますけれども、

いかがお考えでしょうか。 

【宮地産業労働部長】 この事業、私が政策監の

ときに立ち上げた事業でして、経過は先ほど企

画監の方からご答弁申し上げたとおりなんです

が、ＪＩＣＡが我々のところに来たときにおっ

しゃった言い方が、当時宮崎市内ではそういう

優秀なＩＴ人材を連れてきても、なかなか出口

が今度なくなってきたと。長崎はＩＴ企業を非

常に企業誘致できていますよねと、出口として

長崎魅力的なんですけれど、どうですかという

お話でした。 

 私が当時思った見込みとしては、企業誘致を

する際に10人ＩＴ人材が欲しいと言われたとき

に、日本の県内の長崎大学とか県立大学の情報

系の学生さんをそれだけ揃えるのは無理だけれ

ども、例えば5人県内の方で、5人バングラデシ

ュの方、10名揃えることができたら長崎に出る

よという誘致企業さんが増えないかというふう

に目論んで、当時制度設計をいたしました。 

 現在走り出してこの間考えますと、正直我々

が思ったよりはまだ人数は増えていないなと思

ってございます。それは各企業さんのお考え、

またそういうところがあってまだ増えていない

と思いますけれども、ただ当初は情報系のＩＴ
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企業の誘致と思っていたところが、建設関係で

設計の方に人材が採用いただいたりとかですね、

そういう意味ではちょっと広がりもございます。 

 いずれにしましても、このバングラデシュか

らおいでいただいている学生さんは当然、大学

を卒業されていまして、非常に優秀。私も政策

監当時、宮崎市に行って採用されている企業さ

んと、またそこのバングラデシュの方と直接お

話をしました。正直ですね、日本の若い人は負

けるんじゃないかなと思うぐらい、すごくアグ

レッシブで向上心を持たれているという感じが

しました。 

 人数としてはなかなかまだ伸びてきておりま

せんが、いずれにしても高度人材、ＩＴの高度

人材は先ほど申し上げましたように、企業誘致

も含めて長崎の人材が生かせる分野だと思って

いますので、引き続き各企業様のお話をお伺い

しながら努力していきたいと思ってございます。 

【大久保委員】 部長、詳しくご説明ありがとう

ございます。 

 この今の現状の人数で言えば、まだまだなの

かなは思っての質問なんですけれども、ただお

っしゃるようにですね、この相手方としての即

技術だとしても不足はないし、貢献していただ

ける人材、またバングラデシュであるというふ

うに思っております。 

 このことをやっぱり落とし込んでもっと増や

していく、せっかくなら。ここで検証というの

が切るという意味ではなくて、やっぱりもっと

長崎に来てもらう仕組みをつくることで、他県

にはあまり行っていないバングラデシュ人をし

っかりと長崎県とつなげていくということは、

非常に有益なことだというふうに思っておりま

すので、今後ともこの事業がさらに活きるよう

に取り組んでいただければというふうに思って

おります。 

 さらに続けますけれども、この外国人材の受

入れという全体枠の話をさせていただきたいん

ですけれども、全体としても今順調にその人材

不足について先ほどからも各質疑でもあったよ

うに、県内の人材不足にしっかり外国人材が当

て込まれているのか、順調であるのか、そこ辺

りをお聞きしたいと思います。 

【髙見未来人材課企画監】 まず、外国人材の人

数の状況でございますけれども、長崎労働局か

ら公表された令和7年10月末時点の外国人雇用

状況によりますと、本県の外国人労働者数は1万

2,807人、前年より1,711人増加して過去最高と

いう状況です。増加率についても全国10位とい

う状況になってございます。 

 国籍別ではベトナムが3,018人と最も多くて、

前年より59名増加しております。次にインドネ

シアが2,342人と前年より648人増加していると

いうことで、最近はインドネシアからの受入れ

が増加しているという状況でございます。 

【大久保委員】 1,711人増えているということ

で、順調にというか、この需要に対して国外か

ら入って来られているということでございます

けれども、一つちょっと心配事がございます。 

 それは、今この外国人材の制度上で技能実習

制度から育成就労というところで、令和9年4月

から実際に転職や転籍が可能となってきます。

まさに働きやすい企業だけが選ばれて、そして

また地域だけが残っていく、こういった競争の

世界に入ってくるんだなというふうにさらに心

配するところがあります。 

 そこで国内の、もちろん日本人材の競争も激

化しますけれども、外国人材についてのこの育

成就労にあと1年ありますけれども、その体制づ

くり、そういったところを今後1年どのように考
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えられているのかお尋ねします。 

【髙見未来人材課企画監】 委員おっしゃるとお

りですね、国内外で人材獲得競争が激化をして

いくという見込みになっておりますので、我々

としては外国人材の方々に本県を選んで定着し

てもらうということが重要であると考えており

ます。 

 そのためには、就労面ですとか生活面でしっ

かりとサポートをして、長く働き続けたいと思

ってもらえるような環境づくりの方が重要かな

と思っております。 

 そういった環境づくりに向けまして、これま

で相互理解を深める社内研修の実施事例ですと

か、外国人材の生の声を紹介するほかですね、

宗教・文化への理解を深める研修会開催など理

解促進を図ってきたところでございます。 

 それから、企業による受入れ環境整備への支

援ですとか、あと外国人材の方々がここで成長

できると、そういうふうな会社でないと、よそ

に逃げてしまうということもありますので、キ

ャリアアップですとかスキルアップを支援する

ということでそういった取組に対する補助も行

っているところでございます。 

 加えてですね、受入れを積極的に進めている

事業者の見学会を開催して、好事例の共有を図

っているということで、まさに今日、今そうい

う見学会をやっているところでございます。 

 加えてですね、来年度は外国人材の方々に長

崎県で働く魅力の一つとして感じていただける

ように、地域日本語教室と連携をしまして外国

人材同士ですとか、あと地域住民との交流会を

開催することとしております。 

 こうした取組を通じて定着していただけるよ

うにしてまいりたいなというふうに考えてござ

います。 

【大久保委員】 この育成就労については、本当

に今、縷々取組などをご説明いただきましたけ

れども、やっぱりどこも全国これをまたやるん

ですね、同じように取組を、対策を。大体どこ

も同じような取組は、また囲い込みだとか、そ

ういった地域に溶け込んでもらうようにするん

でしょうけれども、やっぱり長崎県は長崎県の

独自の他にはない手立て、対策というところも

やっぱりやっていかないときらりと光らない。

また労働者にとっても代わり映えしない、こう

いったところになるので、是非ともやっぱりそ

ういった観点でこの1年、新たな取組も含めて取

り組んでいただきたいなというふうに思うとこ

ろでございます。 

 もう一つですね、ちょっとＮぴかでお尋ねを

したいんですけれど、これはまさに国内でも国

外でもＮぴかを進めていくことによって、働き

手がその企業地域に残ってくれる、私はこの新

認証制度、すばらしい認証制度が長崎にはある

というふうに思っております。 

 やっぱりこういった取組をしていかないと、

地域のコンビニ一つであってもコンビニの経営

者でも、もうとにかく人がいなくて深夜でも経

営者が入っている。お金よりも休みが欲しい、

睡眠が欲しい、このように言われているぐらい

やっぱり大変な状況であるというふうに思いま

す。 

 平戸は特に大学がないので、そういった働き

手が、学生の働き手もいないので、やっぱり深

夜も入らない、こういったところはやっぱり半

島端々には起きている、このように思っており

ます。 

 だからこそですね、そういった体制をつくっ

ていく必要があるなというふうに思っておりま

すけれども、今年度のその取組や実績などＮぴ
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かについて、ちょっとご提示いただければと思

います。 

【黒川雇用労働政策課長】 Ｎぴかについての取

組のご質問でございますけれども、まず我々Ｎ

ぴかに関しては、一つの職場の環境づくり認証

制度ということで、これを啓発して進めること

で各企業様の職場環境をしっかり整備していく

という意識醸成につなげたいというふうに考え

てございます。 

 まずそのためにですね、我々もまず経営者向

けにもセミナー等を今年度も実施してございま

して、今年度は6団体、箇所数としては長崎と佐

世保と平戸、松浦4か所で実施しておりますけれ

ども、187社244名の方に働きやすい職場づくり

をテーマにセミナーを実施させていただいてお

ります。 

 こちらの参加者の皆さんはやはりＮぴか等の

取組を知って、やはり今人手確保にこういった

ことが必要だというところの認識を非常に深め

ていただいているというふうに考えてございま

す。 

 また、年間を通じまして4回ほど魅力ある職場

づくり研修会ということで、これはオンライン

で労働法の改正ですとか就業規則、こちらの改

正についてもセミナーをしておりますけれども、

この中でもＮぴかなど働き方改革に触れてご説

明しているところでございますが、こちらにも

284社369名のご参加をいただいてございます。 

 こういった取組を通じてやっているわけです

けれども、令和6年度も例えば産業労働部の補助

金関係の要件にも、例えばＮぴか取得を要件に

するとかいったことも取り組んでございまして、

現在Ｎぴかの認定数が3月18日現在ですけれど

も372社となってございます。 

 令和5年度までは大体40社程度の新規登録で

ございましたが、令和6年度はそういった補助金

のインセンティブ等で111社、今年度も現在99社、

年度末には100を超える見込みでございます。現

在こういった取組でＮぴかの認証数を広げてい

るという状況でございます。 

【大久保委員】 各地区にも説明会に行っていた

だいたりして、私もペースも早くこの各企業入

っていただいているのかなというふうに思って

おります。この取組の成果がしっかり出ている

というふうに思っております。 

 ただ、就業規則などというのは、やっぱり10

名以上の企業に義務づけというところで、1桁台

の企業関係はやっぱりそこら辺にまだまだ疎い

ところがあるんじゃないかなというふうに、周

りの企業を見ても思うわけでございます。 

 そこでこのＮぴかの取組というのも、やっぱ

り法的に就業規則義務づけ、優遇関係なしにで

すよね。やっぱりそこは私はＮぴかを土台とし

て基軸として取り組んでいただくことは、零細

企業、小規模事業者にもしっかり雇用者が残る、

このような会社を目指していただきたいという

ふうに思うわけでございます。そこも併せて取

り組んでいただきたいというふうに思っており

ます。 

 冒頭から外国人材のことも言っております。

このＮぴかに外国人材についてのその基準、認

定基準だとか、またはそういった認証関係とい

うのは入っているのでしょうか。その欄として

というか項目。 

【黒川雇用労働政策課長】 現時点で外国人に関

する項目というのは、審査項目の中に含めてご

ざいません。 

【大久保委員】 今入っていないということです

ね。私はこれからはこのＮぴかの認証制度にこ

の外国人材の受入れ環境だとかということをし



令和８年３月定例会農水経済委員会・予算決算委員会農水経済分科会（令和８年３月２３日） 

- 83 - 

っかり入れていくところに差しかかったんじゃ

ないかなというふうに思っております。 

 というのも、このＮぴか制度10年ぐらいにな

りますよね。10年して結構これだけ伸ばしてき

て、少しずつこの意味合いも目的も達成されて

きたのではないかというふうに思っております。

もちろんまだまだ広げていきたいということで

お互いに思っておりますけれども、やっぱりこ

れから外国人材の受入れに関してもそういった

働く方も分かりやすい、また選ぶに当たって基

準となるものがやっぱり外国人にも提供できる

ものがあると、もっと長崎県が選ばれるんじゃ

ないかな、さらには各企業が選ばれるんじゃな

いかなというふうに思っておりますけれども、

そこ辺りは今後ご検討はしていただけないのか

なというふうに思います。 

【黒川雇用労働政策課長】 ただいまのご質問に

関してでございますけれども、現在例えば女性

の参画ですとか育児休業ですとか、社会の環境

づくりの様々な項目設けてございます。 

 外国人の方に関しまして、外国人の方に関す

る項目を設けるのかどうか、あるいは外国人の

方にもご評価いただくような職場環境の評価基

準とかそういったものを設ける、あるいは現状

の認証制度の項目自体が外国人の方に訴求する

ような内容であるかどうかというところは審査

項目等も中身を見ましてですね、しっかりそこ

は検討していきたいというふうに考えてござい

ます。 

【大久保委員】 このことは、例えば他県で岐阜

県においては外国人の活躍企業認定制度とか、

ほかの他県にもいろんな外国人に関わる認定制

度だったりＰＲの仕方がございます。それを

別々につくるよりは、やっぱりＮぴかのような

認証制度を一つの大きな軸として、もちろん外

国人も日本人もその企業で働く働きやすさとい

うのは同じ包含しているということは幾らでも

あると思っています。 

 だから、外国人も受け入れしながら、外国人

にも優しい働き方ですよと、包含はしているか

もしれないんですけれども、やっぱり外国人特

有の受入れ環境、気になるところもあると思う

ので、やっぱりそこはそこの別の欄もＮぴかの

中でやることで、何か別個別個のことよりも包

含的にしっかりと体系化していった方がＮぴか

の中で分かりやすいんじゃないかなというふう

に思っておりまして、一つの提案でございまし

た。 

 いずれにしてもですね、これからはその働き

方改革というところでＮぴかが始まったかと思

うんですけれども、やっぱり人材獲得の戦略に

進化していくところに10年を機に差しかかった

んじゃないかなというふうに思っておりますの

で、そういったご提案も含めて質問と代えさせ

ていただきます。引き続きよろしくお願いしま

す。 

【冨岡委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【中村(泰)委員】 先ほど来ずっと人材難に関わ

るやり取りが続いております。 

 我が県においても特に都市部で働かれている

長崎県出身の方々ですね、東京とか関西地区、

そういったところで働かれている方々が副業と

して長崎県内の仕事であるとか、確か県庁内の

仕事、業務を副業できるような何か一時期そう

いった取組をされていた記憶があるんですけれ

ども、他県ではそういった形で、特に東京、関

東の方々、長崎出身の方々にお声かけをして、

そういうつなぎをそういった機能を県が担って

いるところもあるようです。 

 中途人材というか副業という視点で、特にデ
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ジタルで依頼できるような仕事もあると思うの

で、そういう構築というか検討をこれまでして

きた部分も含めてご意見をいただけないでしょ

うか。 

【宮地産業労働部長】 今、中村委員お尋ねのこ

と、今日も少し話になりましたプロフェッショ

ナル人材拠点の中で副業のご紹介もしてござい

ます。県内企業も採用していただいている企業

様もありますし、副業がいいところは、お一人

雇うと年間自分のところで雇うと例えば1,000

万円かかるのが、副業であればそれよりも廉価

な金額でお力添えいただけるというところが非

常に魅力的だと思っておりまして、私どもとし

ては推進すべき分野だというふうに考えている

ところでございます。 

【中村(泰)委員】 部長自らありがとうございま

す。 

 是非とも、こういった取組を進めていただけ

ればなというふうに思いますし、それがあまり

手がついていないところでして、とにかく東京

に行かれた長崎出身の方々で地元に貢献をした

いと、お金は幾らでもいいからというような方

も中には本当にいらっしゃいますし、そこは産

業労働部さんが一番分かっていらっしゃるんじ

ゃないかなと思うので、何か、是非とも形にし

ていただければ、そういった呼びかけをすると

手伝ってやるわというような方々が何人か出て

くるんじゃないかなと思いますので、是非とも

ご検討をお願いできればと思います。 

【冨岡委員長】 ほかに質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【冨岡委員長】 ほかに質問がないようですので、

産業労働部関係の審査結果について、整理した

いと思います。 

 しばらく休憩いたします。 

 

― 午後 ２時５６分 休憩 ― 

― 午後 ２時５６分 再開 ― 
 

【冨岡委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、産業労働部関係の審査を

終了いたします。 

 本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10

時から委員会を再開し、水産部関係の審査を行

います。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 お疲れさまでした。 
 

― 午後 ２時５６分 散会 ― 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２日目 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  令和８年３月２４日 

自  午前 ９時５８分 

至  午後 零時１４分 

於  委 員 会 室 ４ 
 
 

２、出席委員の氏名 

冨岡 孝介 委員長（分科会長） 

山本 由夫 副委員長（副会長） 

中山  功 委 員 

宅島 寿一  〃   

坂本  浩  〃   

石本 政弘  〃   

中村 泰輔  〃   

大久保堅太  〃   

湊  亮太  〃   

田川 正毅  〃   

 
 

３、欠席委員の氏名 

下条 博文 委 員 
 
 

４、委員外出席議員の氏名 
 

 

な  し  
  

 

５、県側出席者の氏名 

吉田  誠 水 産 部 長 

峰松美津子 水 産 部 次 長 

中尾  直 水 産 部 次 長 

晝間 信児 
水 産 部 参 事 監 
（政策調整担当） 

不動 雅之 
水 産 部 参 事 監 

（漁港漁場計画・漁場環境担当） 

小川 昭博 漁 政 課 長 

伊藤 純一 漁 業 振 興 課 長 

村瀬 慎司 
漁 業 振 興 課 企 画 監
（資源管理推進担当） 

太田  聡 漁 業 取 締 室 長 

松尾 隆男 水 産 経 営 課 長 

鈴木 正昭 水産加工流通課長 

門村 和志 
水産加工流通課企画監
（輸出拡大・養殖振興担当）  

城戸  学 漁 港 漁 場 課 長 

岩永 俊介 
漁港漁場課企画監 
（漁場環境担当） 

森川  晃 総合水産試験場長 

 
 

 

６、審査の経過次のとおり 
 

― 午前 ９時５８分 開議 ― 
 

【冨岡委員長】 委員会及び分科会を再開いたし

ます。 

 なお、下条委員から欠席する旨の届けが出て

おりますので、ご了承をお願いいたします。 

 これより水産部関係の審査を行います。 

【冨岡分科会長】 まず、分科会による審査を行

います。予算議案を議題といたします。 

 水産部長より予算議案の説明を求めます。 

【吉田水産部長】 おはようございます。水産部

長の吉田でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、水産部関係の議案についてご説明

いたします。 

 予算決算委員会農水経済分科会関係議案説明

資料の2ページをご覧ください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「令和8年度長崎県一般会計予算」の

うち関係部分、第6号議案「令和8年度長崎県沿

岸漁業改善資金特別会計予算」、第9号議案「令

和8年度長崎県長崎魚市場特別会計予算」、第52

号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予算（第

9号）」のうち関係部分、第56号議案「令和7年

度長崎県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算

（第1号）」、第59号議案「令和7年度長崎県長
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崎魚市場特別会計補正予算（第1号）」でありま

す。 

 それでは、まず、第1号議案「令和8年度長崎

県一般会計予算」のうち関係部分についてご説

明いたします。 

 令和8年度当初予算は、知事選挙と予算編成時

期の関係もあり、骨格予算でありますので、1.

人件費等の義務的経費、2.経常的な管理経費及

び継続事業費、3.その他事業の執行上、当初予

算に計上を要するもの及び緊急を要するものな

どについて予算を計上いたしております。 

 3ページをご覧ください。 

 歳入合計は84億8,530万1,000円、歳出合計は

142億6,249万3,000円を計上いたしております。 

歳出予算の主な内容についてご説明いたしま

す。 

離島漁業再生支援について。 

離島の漁業集落が行う漁場の生産力向上や新

たな漁法導入等の漁業再生活動、新規就業者に

対する漁船・漁具等のリースの取組、特定有人

国境離島地域における雇用創出の取組等を支援

するための経費として、離島漁業再生支援事業

費9億777万1,000円を計上いたしております。 

4ページをご覧ください。 

漁業取締りについて。 

水産資源の保護及び漁業秩序の確立を図るた

め、漁業取締船による適正操業の指導や海上保

安部、水産庁、県警との連携による漁業違反の

取締りのための経費として、漁業取締費2億

5,652万7,000円を計上いたしております。 

水産物の輸出対策について。 

成長する海外の需要を取り込むため、輸出に

必要なパートナーの発掘や効果的なＰＲの実施、

新たなルートの開拓等を行い、県産水産物の輸

出拡大を促進するための経費として、長崎産水

産物海外マーケット拡大事業費2,647万3,000円

を計上いたしております。 

5ページをご覧ください。 

水産基盤整備について。 

1、公共事業 

漁港・漁場・漁村・海岸整備については、水

産改革に即した水産業の成長産業化に向け、水

産業の競争力強化と輸出促進に向けた生産・流

通機能強化対策、水産資源の維持・回復、大規

模自然災害に備えた漁業地域の強靱化対策、持

続的な漁業生産力の確保を推進するための経費

として、漁場水産基盤整備費で水産環境整備費

等18億8,168万8,000円、県営漁港水産基盤整備

費で水産生産基盤整備費等34億1,731万8,000円、

市町村営漁港水産基盤整備費で農山漁村地域整

備交付金事業費等19億6,602万6,000円。 

2、単独事業 

県単独事業については、修築・維持補修事業

により、漁港及び海岸の整備を図るための経費

として、県営漁港水産基盤整備費で漁港海岸自

然災害防止事業費等2億1,617万4,000円。 

3、漁港災害復旧事業 

漁港災害復旧事業については、災害による被

害を受けた漁港関係施設の復旧に要する経費と

して、8年災害復旧費4億7,000万円。 

をそれぞれ計上いたしております。 

債務負担行為については、6ページに記載のと

おりであります。 

次に、第6号議案「令和8年度長崎県沿岸漁業

改善資金特別会計予算」につきましては、歳入

歳出それぞれ合計8,012万1,000円を計上いたし

ております。これは、沿岸漁業者等が自主的に

その経営や生活環境を改善するため、経営等改

善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確

保資金を無利子で貸し付けるものであります。 
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次に、第9号議案「令和8年度長崎県長崎魚市

場特別会計予算」につきましては、歳入歳出そ

れぞれ合計2億5,040万5,000円を計上いたして

おります。これは、長崎魚市場の維持・管理並

びに生鮮水産物等の取引の適正化等を図るため

の経費であります。 

債務負担行為については、8ページに記載のと

おりであります。 

次に、第52号議案「令和7年度長崎県一般会計

補正予算（第9号）」のうち関係部分についてご

説明いたします。 

歳入は合計10億6,770万6,000円の減、歳出は

合計15億891万9,000円の減を計上いたしており

ます。 

補正予算の主な内容についてご説明いたしま

す。 

9ページをご覧ください。 

水産物の輸出・養殖振興について。 

事業費の精算見込み及び国の新しい地方経

済・生活環境創生交付金の令和7年度予算を活用

するため、長崎産水産物海外マーケット拡大事

業費3,922万8,000円の増、魚類養殖総合対策事

業費204万円の増、持続可能な養殖産地育成事業

費3,015万6,000円の増、養殖技術ブレイクスル

ー促進事業費2,007万2,000円の増を計上いたし

ております。 

水産基盤整備費等について。 

事業費の精算見込み等に伴い、漁場水産基盤

整備費で水産環境整備費等2億6,638万1,000円

の減、県営漁港水産基盤整備費で水産生産基盤

整備費等4億801万円の減、市町村営漁港水産基

盤整備費で農山漁村地域整備交付金事業費等3

億3,681万円の減をそれぞれ計上いたしており

ます。 

繰越明許費及び債務負担行為については、10

ページに記載のとおりであります。 

次に、第56号議案「令和7年度長崎県沿岸漁業

改善資金特別会計補正予算（第1号）」につきま

しては、歳入歳出それぞれ合計2,442万円の減を

計上いたしております。これは、貸付見込額の

減等に伴うものであります。 

次に、第59号議案「令和7年度長崎県長崎魚市

場特別会計補正予算（第1号）」につきましては、

歳入歳出それぞれ17万円の減を計上いたしてお

ります。これは、備品購入費の減によるもので

あります。 

最後に、令和7年度予算につきましては、本議

会に補正をお願いいたしておりますが、国庫補

助金等になお未確定のものがあり、また、歳出

面でも年間の執行額確定に伴い整理を要するも

のがあります。 

したがいまして、これらの調整、整理を行う

ため、3月末をもって令和7年度予算の補正につ

いて専決処分により措置させていただきたいと

考えておりますので、あらかじめご了承を賜り

ますようお願い申し上げます。 

以上をもちまして、水産部関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議を賜りますようお願い

いたします。 

【冨岡分科会長】 次に、漁港漁場課長より補足

説明を求めます。 

【城戸漁港漁場課長】 漁港漁場課所管の繰越し

について、補足してご説明いたします。 

 資料1、予算決算委員会農水経済分科会補足説

明資料の2ページ、繰越事業理由別調書をご覧く

ださい。 

 こちらは、第52号議案「令和7年度長崎県一般

会計補正予算（第9号）」のうち、12ページに掲

載されております農林水産業費の関係部分を理

由別に整理したものです。 
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今回、令和7年度から令和8年度への繰越明許

費として、新たに39億4,831万7,000円を追加し、

11月議会までに承認された71億5,438万2,000円

と合わせて111億269万9,000円を計上しており

ます。これは主に、施設利用者との施工方法や

施工時期の調整等に不測の日数を要したもの、

資材の納入遅れや工事に使用する作業船の手配

に不測の日数を要したもの、入札差金を活用し

て追加発注するものなどについて、今年度内の

完成が困難なため、今回3月議会で繰越しの承認

をいただこうとするものです。 

3ページ目以降に事業ごとの施工箇所、主な工

事概要等を記載しております。 

説明は以上でございます。よろしくご審議賜

りますようお願いいたします。 

【冨岡分科会長】 以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【中村(泰)委員】 それでは、予算につきまして

確認をさせていただきます。 

 横長、当初でございますけれども、25ページ

です。 

漁業取締費が前年度に比べて2億5,300万円の

減となっておりますけれども、これは元々昨年

度に大きいものを購入したとか、何かそういう

ものなのか、内容を教えてください。 

【太田漁業取締室長】 予算が大きく減っている

というのは2つ理由がありまして、1つは、今年

度は取締室が5年に1回の定期検査というのを受

ける必要があるのですが、それと2.5年に1回の

中間検査、それが令和7年度は2回、定期検査1回、

中間検査が1回ありました。それで令和7年度は

金額が膨れ上がっているというのと、あと、骨

格予算ということもありまして金額が減少して

いるわけでございます。 

【中村(泰)委員】 分かりました。ありがとうご

ざいます。 

 続きまして、横長当初、水産経営課さん、29

ページでございますけれども、漁業振興対策融

資費が昨年度から4億4,000万円の減ということ

ですけれども、内容につきまして教えてくださ

い。 

【松尾水産経営課長】 お答えいたします。 

 この4億4,000万円というのは、預託融資をし

ていまして15億円ほど予算があります。ただ骨

格ということで、当面必要な10億円を骨格で上

げ、残り4億5,000万円を6月の肉づけの方で要求

させていただこうということで、この減額が生

じたものです。 

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。 

 続きまして、横長補正の方です。こちらが13

ページですけれども漁政課さん、公設試験連携

研究推進事業費が1,100万円なんですが、3分の

1ぐらい予算に対して使われていないというこ

とですけれども、理由が事業費の精算見込みに

よる減額ということなんですが、こちらについ

て教えてください。 

【森川総合水産試験場長】 この事業は、大学な

どの研究機関と連携して行っております、外部

からの競争的資金による共同研究の事業になり

ます。 

 競争的資金というのは、国であるとか、デジ

タル技術会議であるとか、そういうところが公

募して採択された方について、委託を受けて研

究を行うというふうなことで、県費なしで行う

研究事業という実態がございます。 

 この補正での減額につきましては、この競争

的資金の導入については、予算要求段階では数

字が固まっておらず、採択で予想される課題に

つきましては多めというか、そういう形で見込
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まれる額を想定して予算要求させていただいて

おります。というのは、年度の途中であるとか、

そういうときに増額したりとか、新たに参加し

たりとか、そういうふうなこともございますの

で、余裕を持って予算要求させていただいてお

ります。 

 結果的に、令和７年度の分は予定していた額

よりも金額が下回ったということで、この減額

を組ませていただいたというふうにしておりま

す。 

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。こう

いった予算は全額執行していただきたいという

思いですし、多分そういったつもりでされてい

るというところもあるかと思います。 

 余裕を持って予算をつけられたとは思うんで

すけれども、ぜひとも攻めの施策だと思います

ので、全額執行に向けて引き続き取り組んでい

ただければと思います。 

 続きまして、横長補正の18ページ、漁業取締

室さんですけれども、密漁防止連携啓発事業費

170万円の減なんですが、啓発事業費なので全額

執行に向けて取り組んでいただく必要があった

んじゃないかなというふうにちょっと見受けら

れるんですが、状況についてお知らせください。 

【太田漁業取締室長】 啓発事業を執り行う協議

会というのは、県内に当初13の組織があるんで

すが、今回13のうちの9協議会からこの事業を使

いたいという希望がありまして、その差額が執

行できなかったという状況でございます。 

【中村(泰)委員】 予算を立てる時点では、対象

になる方のところに全て呼びかけようとしたと

思うんですけれど、なかなかそれが実現しなか

った、結果的に限られたところしか事業に至ら

なかったという原因とその対策というのはどう

考えていらっしゃいますか。 

【太田漁業取締室長】 使ってないところの協議

会につきましては、ほかの予算を流用して監視

活動をするというのと、自分たちの独自のお金

で監視をしたいというところがございました。 

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。自分

たちのお金、公費を使わない理由がちょっと私

はなかなか理解がしにくいんですけれども、使

い勝手が悪かったのか、なぜそこに、そういう

ものなのか教えてください。 

【太田漁業取締室長】 自分たちのところで取締

りをしたいというところに関しましては、どう

しても県の事業ですので、誰々がいつぐらいに

哨戒しようというのを大体大枠として決めてお

ります。そうしたら、いわゆる急な違反とかそ

ういう情報に対応できないので、取りあえず自

分たちで様子を見て、動きたいときに動けるよ

うに事業を使いたいという話がございました。 

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。要は、

使われる側がその柔軟性というか、いろいろ縛

られることもあったのかなと思いました。 

 ただ、やはり公費として予算を確保して使っ

ていただくような形でされておられますので、

ぜひとも引き続き、執行されなかったところに

つきましてはまた提供していただいて、使って

いただくように対策を打っていただければと思

います。 

 続きまして、補正の19ページ、水産経営課さ

ん、漁業と漁村を支える人づくり事業費ですけ

れども、こちらが1,700万円の減となっておりま

す。事業内容を見ると、ぜひともやっていただ

きたいというふうな事業かと思うんですけれど

も、割合としては20％ぐらいかと思いますが、

なぜ全額執行というようなところに至らなかっ

たのか教えてください。 

【松尾水産経営課長】 お答えいたします。 
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 私たちも県全体の新規就業者が研修する数を

当初段階で見込んで予算化しております。ただ、

市町の関係、市町も一緒に2分の1を出していた

だくんですけれども、ある市はこういうニーズ、

ある市は別のニーズ、それにちょうどマッチン

グしない状況が発生しまして、どうしてもそこ

が県の予算化と市町の予算ということで合わな

く、使えないという部分が発生している状況で

ございます。 

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。これ、

どちらかというと国の事業なのか、要は、そこ

が多分なかなか市との調整がうまくいかなかっ

たものなのか、その辺りについての反省という

か、対策を教えてください。 

【松尾水産経営課長】 これは県費でやっていま

す、県としてやっている事業でございます。 

 どうしてもやはり継続の方の希望はもう一年

継続していきますので見込めるんですけれども、

新規という方がどうしても、新たにいらっしゃ

る方がどこからどこの市に行きたいというニー

ズがやはりつかみかねるところがございまして、

その関係でこの1,700万円程度の残がどうして

も出てしまうということになります。 

 もういち早く対策としましては、情報をつか

んで何とか予算化をしてくださいというような

お願いをするしかない状態ですので、ちょっと

いろんな情報をとにかく取って、何とか市町さ

んの方にも補正を組んでもらうとかということ

はお願いできればと思っているところです。 

【中村(泰)委員】 分かりました、よろしくお願

いします。 

 すみません、ちょっと長いんですけど、20ペ

ージ、水産経営課さん、漁業経営安定対策融資

費ですけれども、こちらが820万円の減というこ

とで、大体3割ぐらい執行されていないというと

ころなんですけれども、こちらの理由について

教えてください。 

【松尾水産経営課長】 こちらも当初枠をいただ

き、それに対して融資ニーズに対してお応えで

きるように融資しているんですけれども、やは

り最近、この枠についてはニーズが減っている

というところもありまして、こういった減額が

生じているところです。 

 ただ、枠を小さくしてしまうと、いざという

ときに融資できなくなりますので、利子補給で

きなくなりますので、多少余裕を持って計上し

ているというふうになります。 

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。必ず

しも全部この件については、執行されるのがい

いのかどうかというところもあるでしょうし、

幅を持って予算確保をされてきたということで

理解しました。 

 横長の補正の漁港漁場課さん、24ページです

けれども、有明海特産魚介類生息環境調査費で

すけれども、5,700万円の減ということなんです

ね。これは大きな額かなというふうに思います

けれども、なぜこれだけの減になったのか教え

てください。 

【岩永漁港漁場課企画監】 本事業は、国からの

委託を受け、有明海沿岸4県が連携しまして、有

明海産の魚介類の資源回復を目的に生息環境を

行う事業でございます。 

 当初予算につきましては、国からの内示を見

込んで計上しておりましたが、実際の内示額が

当初の予定を下回ったため、事業内容及び執行

状況を精査した結果、事業の精算見込みに基づ

き減額したものでございます。 

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。 

 最後です。 

 25ページ、漁港漁場課さん、農山漁村地域整
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備交付金事業費ですが、こちらが3億5,500万円

の減ということで、予算額に対してかなりの額

が使われていないという状況でございます。内

容について教えてください。 

【城戸漁港漁場課長】 この金額につきましては、

県の当初予算に対する国からの内示差額という

ことになっております。 

【中村(泰)委員】 分かりました。要は、要求し

たけれども、国からお金が振られなかったとい

うような趣旨で理解したところです。 

【冨岡分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

【坂本委員】 当初予算について、いくつか質問

させていただきます。 

 当初予算の横長資料の27ページです。事業名

が新たにチャレンジ水産経営応援事業費が、当

初予算447万8,000円というふうなことになって

います。 

 これは、前年度との比較で1割にも満たないと

いうふうな予算でありますけれども、骨格とい

うのが理由なのか、事業内容の変更なのか、そ

こら辺について教えてください。 

【松尾水産経営課長】 お答えいたします。 

 委員おっしゃるように2点、そのまま両方が要

因としてございます。 

 1つは、この事業は令和8年度から新たな事業

に組み替える予定にしていまして、次の6月に計

上しようということです。うち447万8,000円と

いうことで上げていますが、こちらは経営指導

ということを行っていまして、4月1日から経営

指導を開始したいということで、このお金は中

小企業診断士協会に委託している分ですので、

これを先に計上させていただき、6月の肉づけの

方で本体を計上させていただくという予定にな

っております。 

【坂本委員】 分かりました。この事業は、令和

8年度でも大分変更ということですけれども、大

体3年この間事業をやってきて、新年度で少し内

容を含めて変更するというふうな考え方でいい

ですか。 

【松尾水産経営課長】 委員ご指摘のとおりでご

ざいます。 

【坂本委員】 分かりました、ありがとうござい

ます。 

 次に30ページです。 

 事業名が水産経営構造改善事業費というふう

なことで、当初予算約8,000万円ですけれども、

前年度が2億円ついておりますので、これについ

ても骨格というふうなことなのか、内容を検討

なのか、そこら辺について教えてください。 

【松尾水産経営課長】 これにつきましては、国

庫補助事業を使いました漁協等の施設整備事業

になります。令和8年度は事業1件を予定してお

りまして、8,000万円を上げています。 

昨年度は2億円上げていました。この2億円も

実は補正で全て減額するんですけれども、令和

7年度当初は2億円上げていましたが、実は国が

令和6年度補正で別の予算を立てていただいて、

それで採択しましたので、結論から言いますと、

令和7年度はゼロで来年度8,000万円という状況

になります。 

あとで補正の横長を見ていただければ、その

ことが出ているかと思いますので、ご確認いた

だければ幸いです。 

【坂本委員】 分かりました、ありがとうござい

ます。 

 次に31ページです。 

 一番下の長崎産水産物海外マーケット拡大事

業費、これも今年度に比べて新年度当初が約

40％ぐらいの減になっておりますけれども、こ

れについての理由を教えてください。 
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【門村水産加工流通課企画監】 海外マーケット

拡大事業費の前年度比の内容についてのご質問

でございます。 

 この事業は前年度比で4,200万円下がってお

りますけれども、国の交付金を活用しまして、

令和7年度補正で3,900万円を計上しております。

財源の振り替えに伴う減ということでございま

す。 

【坂本委員】 分かりました、ありがとうござい

ます。 

 それから、最後ですけれども２つあります。 

 32ページです。 

 事業名が持続可能な養殖産地育成事業費、そ

れからその下の養殖技術ブレイクスルー促進事

業費、この2つも前年度に比べて随分と当初予算

が少ないというふうな感じがありましたので、

理由を教えてください。 

【門村水産加工流通課企画監】 同じく2つの事

業についてご質問いただきました。 

 まず、持続可能な養殖産地育成事業費、こち

らは前年度比3,097万8,000円の減になっており

ますが、これも国の交付金活用による減でござ

います。ほぼ同額の3,015万6,000円を補正の方

で計上いたしております。 

 それからもう一つ、養殖技術ブレイクスルー

促進事業費ですけれども、こちらも前年度比約

6,000万円の減額ですけれども、このうち4,000

万円が交付金への振替ということでございます。

残り2,000万円ですけれども、これは養殖現場の

課題を解決するために、民間企業の持つ技術を

利用した技術開発ということで、県が公募をし

て技術開発を委託する事業でございます。 

 事業としましては、1件2,000万円、これを3テ

ーマ公募して委託を行うという形でやってまい

ったんですけれども、そのうちの1テーマ、新魚

種導入というテーマだったんですけれども、こ

れがこれまでの事業の中でなかなか応募が少な

いという実態がございました。応募が少ない事

情を、複数問合せをいただいた企業とやり取り

する中で、どうしても県との委託事業でござい

ますので、年度内に技術開発を完了する必要が

あるんですけれども、新魚種の導入、例えばこ

れまで春に卵を採って稚魚をつくっていたもの

を、卵を採る時期を秋にずらして、新しい魚種

として導入しようとかいうことを考えたときに、

やはり3月で事業を終わらないといけないとい

うところが、提案をする企業側としてはちょっ

と使いづらいというご意見をいただきまして、

過去2年やってまいりましたけれども、やっぱり

なかなかそこが年度を跨いだ事業になってしま

うというところで提案が見込めないという判断

をしまして、今回2,000万円の減額を、それも含

めての前年度減ということになっております。 

【坂本委員】 分かりました、ありがとうござい

ます。 

 この最後の新魚種の、取りあえず年度を跨い

でなかなか採択ができないというふうなことを

言われていましたけれども、そこは今後何らか

の検討というか、そういうふうなことは、年度

を越えてできるか何かですね、やっぱりその時

期があるでしょうから、どうしても4月から3月

までというのに収まらないということがネック

になるのだったら、そこは何か民間業者さんと

も相談して、方法はあるんじゃないかなと思う

んですけれども、そこら辺は検討されるんです

か。 

【門村水産加工流通課企画監】 もちろん制度上

可能であれば、複数年度にわたって事業を実施

していかなければ、県にとって必要な技術開発

といったところでいろいろ検討はしてきたんで
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すけれども、例えば具体的には、委託事業です

ので、かかった費用は県の委託費の中で支払え

る、言ってみれば受託した企業側にはリスクが

ないので、技術開発を細かく区切って年度ごと

にやるような方法も事業者、公募を予定したそ

の中では調整したんですけれども、やはりそれ

でもなかなか手を挙げるというところにはご判

断いただけなかったみたいですので、引き続き

そこはルールの中で事業者が使いやすいような

形で対応できるようであれば、検討を進めてい

きたいとは考えております。 

【冨岡分科会長】 ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【冨岡分科会長】 分科会長を交代します。 

【山本副会長】 分科会長。 

【冨岡分科会長】 ありがとうございます。補足

説明資料の繰越事業理由別調書で、繰越金が合

計111億円ですかね。この繰越しについては会計

年度独立の原則に対する例外ということで、

我々もどういった理由で繰越しをするのかとい

うところをチェックしないといけないかと思う

んですけれども、3ページの方の繰越明許費内訳

としていろいろ書いています、事業名、施工箇

所、主な工事概要と詳細理由となっているんで

すけれども、例えば一番初めを見ると、「藻場

礁に設置する海藻種苗の成長遅れのため」とか、

詳細理由という割にはかなり簡単な理由となっ

ていて、当初のそのご説明の中でもそれぞれの

金額もなかなかこの資料では分からないような

状態になっていて、個人的には、初めて私もこ

ちらの委員会に所属しますけれども、なかなか

これでは何を見ていいのか分からないという状

況だと思いました。 

 そこで財務省の、例えばですけれどもこの繰

越しガイドブックなんかを見てみますと、例え

ばですけれども、当初の完了予定の時期である

とか、あるいは繰越しで次回どのくらいで終わ

る予定なのかとか、多分そういうものが、進展

というんですか、調書としては作成するような

こともあるかと思いますけれども、今後そうい

ったもっと詳細な、特に金額をしっかりとどれ

が大きな金額として繰り越されるのかとか、そ

の辺りをしっかり資料に反映していただくよう

な、要望になるかもしれませんけれども、そう

いう考えはあるのかどうかをお聞かせいただけ

たらと思います。 

【城戸漁港漁場課長】 ご指摘いただいた点を踏

まえまして、次回からは金額、工期等、分かり

やすい資料の作成に努めたいと考えております。 

【冨岡分科会長】 ぜひよろしくお願いします。 

【山本副会長】 分科会長を交代します。 

【冨岡分科会長】 ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【冨岡分科会長】 ほかに質疑はないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【冨岡分科会長】 討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑討論が終了しましたの

で、採決を行います。 

 第1号議案のうち関係部分、第6号議案、第9号

議案、第52号議案のうち関係部分、第56号議案

及び第59号議案は原案のとおり可決することに

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【冨岡分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算議案は、原案のとおりそれぞれ

可決すべきものと決定されました 



令和８年３月定例会農水経済委員会・予算決算委員会農水経済分科会（令和８年３月２４日） 

- 94 - 

【冨岡委員長】 次に、委員会による審査を行い

ます。 

 議案を議題といたします。 

 まず、水産部長より総括説明を求めます。 

【吉田水産部長】 資料は、農水経済委員会関係

議案説明資料と同資料の追加1がございます。 

 説明資料の2ページをご覧ください。 

 水産部関係の議案についてご説明いたします。 

今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第43号議案「直轄特定漁港漁場整備事業に対す

る県の負担について」、第51号議案「長崎県水

産業振興基本計画について」であります。 

初めに、事件議案についてご説明いたします。 

第43号議案「直轄特定漁港漁場整備事業に対

する県の負担について」は、対馬暖流域のマア

ジ・マサバ・マイワシの資源増大を図るため、

対馬海峡地区において、国が行う特定漁港漁場

整備事業に要する経費の一部を県が負担するこ

とについて同意しようとするものであります。 

次に、計画議案についてご説明いたします。 

第51号議案「長崎県水産業振興基本計画につ

いて」は、長崎県行政に係る基本的な計画につ

いて議会の議決すべき事件と定める条例第２条

の規定により、議会の議決を得ようとするもの

であります。 

これは、県議会をはじめ、県民の皆様からご

意見をいただきながら検討を進めてまいりまし

た、令和8年度から5か年間の本県水産業に関す

る政策の指針とする新たな長崎県水産業振興基

本計画を策定しようとするものであります。 

本計画においては、「力強く稼ぎ持続的に成

長する水産業と漁村の賑わいづくり」を基本理

念とし、「持続可能で収益性の高い経営体づく

り」、「国内外に美味しさを届けるネットワー

クづくり」、「水産業を未来につなぐ人づくり」、

「海とさかなの魅力を活用した浜の賑わいづく

り」、「漁業者と浜を支える漁協づくり」の5つ

の基本目標と目標達成に向けた11の事業群を設

定し、水産業が儲かる産業として持続的に成長

するための施策を推進してまいります。 

続きまして、議案外の主な所管事項について

ご説明いたします。 

今回ご報告いたしますのは、「スルメイカの

資源管理について」、「ナマコの不漁について」、

「長崎県沿岸の令和7年春藻場調査結果と長崎

県藻場回復ビジョン改訂について」、「漁業協

同組合の合併について」、「水産物の海外プロ

モーションについて」、「長崎俵物について」、

「高校生向け水産業ガイダンスの開催につい

て」、「公益社団法人日本水産学会の水産学技

術賞の受賞について」、「令和8年度の組織改正」

についてであります。 

このうち、主な事項についてご説明いたしま

す。 

説明資料の3ページをご覧ください。 

スルメイカの資源管理について。 

令和7年4月から令和8年3月までの令和7管理

年度において、国が管理する「小型するめいか

釣り漁業」については、漁獲量がＴＡＣを超過

したため、昨年11月に国により採捕停止命令が

発出されています。 

県では、国に対して「小型するめいか釣り漁

業」への追加配分等による操業再開を要望する

とともに、県内関係漁業者の操業再開を目指し、

国や県内の漁業関係者と協議しながら具体的な

方策を検討してまいりました。最終的には、本

県に割り当てられたスルメイカの漁獲枠を一部

切り分け、資源調査目的で「小型するめいか釣

り漁業」の試験操業に用いることとしました。 

試験操業の開始に当たっては、漁業者の要望
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を受けて、開始時期を1月上旬から12月下旬に早

めたり、また、漁獲枠の制約のため延縄や一本

釣りの餌用に限定せざるを得なかったものを、

12月中に他道県から漁獲枠の融通を受けて限定

を撤廃するなど、県内漁業者に寄り添って対応

してきました。 

令和8年4月から次の令和8管理年度が始まり

ますが、スルメイカのＴＡＣは国全体で今年度

比3.5倍の6万8,400トン、本県に3,100トンが配

分されており、近年の漁獲実績に比べ余裕のあ

る状況で漁期を開始することになります。 

県といたしましては、県内漁業者が安心して

操業できるよう、必要に応じて国と連携しなが

ら、大臣管理区分や他道県に融通等の働きかけ

を行うとともに、スルメイカの適切な資源管理

に努めてまいります。 

説明資料の4ページをご覧ください。 

ナマコの不漁について。 

大村湾の令和6年度のナマコ漁獲量は、過去30

年の中で最低の10トンでしたが、昨年11月中旬

に解禁された令和7年度についても、12月単月の

漁獲量は前年比で4分の1程度と水揚げが少なく、

令和7年度の漁獲量は集計中ではありますが、昨

年度以上の不漁となる見込みです。 

これに対して、地元漁業者からは原因究明や

資源の回復を望む声があり、県は令和7年度から

湾内の水温や酸素濃度の調査点を増やすなど、

夏場のモニタリング体制の強化などに取り組ん

でまいりました。 

不漁の原因についてはまだ特定できておりま

せんが、令和7年の夏も高水温と貧酸素が広範囲

に発生していることがモニタリング結果から確

認されており、2年連続して発生した夏場の高水

温と貧酸素によって、漁獲対象となるナマコ資

源量がさらに減少したことが不漁の主因と推測

されております。 

県といたしましては、昨年度も実施しました

親ナマコや人工ふ化させたナマコ幼生の放流を

昨年度以上の規模となるよう準備を進めるとと

もに、夏場の稚ナマコの生残率を高める手法の

開発にも引き続き取り組むなど、大村湾の象徴

であるナマコ資源の早急な回復に向けて、漁業

者の期待に応えられるよう市町等と連携し、取

組を急いでまいります。 

長崎県沿岸の令和7年春藻場調査結果と長崎

県藻場回復ビジョン改訂について。 

県では、平成28年7月に10年後の回復目標を定

めた長崎県藻場回復ビジョンを策定し、藻場の

回復に取り組むとともに、回復状況を確認する

ため、定期的に藻場分布調査を実施しておりま

す。 

今回、令和7年春に調査を実施した結果、県沿

岸には1万464ヘクタールの藻場を確認すること

ができ、目標としていた1万ヘクタールを上回る

水準に達しておりました。また、藻場の構成種

については、海水温の上昇等に伴い、多年生海

藻を主体とする四季藻場から一年生海藻を主体

とする春藻場へ変化している状況が、前回の令

和3年調査に続いて確認されました。 

こうした中、現行のビジョンは今年度終期を

迎えることから、有識者から構成される検討の

場を設け改訂案について協議を重ね、本年3月に

取りまとめたところです。 

主な改訂点は、①10年後の新たな藻場回復目

標の設定、②海域別の行動計画の策定、③海水

温上昇に対応した藻場造成手法を実践すること

などとなっております。なお、改訂版について

は、3月中に県のホームページに掲載し公表する

こととしております。 

説明資料の追加1の2ページをご覧ください。 
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令和8年度の組織改正について。 

令和8年4月1日付で組織改正を行うこととし

ておりますので、その概要についてご説明いた

します。 

総合水産試験場の研究部門につきましては、

現在1部3センターで構成されておりますが、次

期水産業振興基本計画に定めた研究計画の推進

に必要な調査や技術開発を効果的かつ効率的に

実施するため、海洋環境や資源の変化に対応す

る各種調査に重点的に取り組む「海洋調査部」、

養殖業の持続的な成長産業化等に向けた技術開

発に重点的に取り組む「技術開発推進部」の2部

体制に再編することとしております。 

今後とも新たな組織体制の下、より効率的、

効果的な県政運営の実現に努めてまいります。 

以上をもちまして、水産部関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議を賜りますようお願い

いたします。 

【冨岡委員長】 次に、漁政課長より補足説明を

求めます。 

【小川漁政課長】 私から、第51号議案として提

出をさせていただいております「長崎県水産業

振興基本計画案」について補足説明をさせてい

ただきます。 

 計画案本体につきましてはサイドブックスに

掲載しておりますが、本日は補足説明資料にて、

本計画の概要について説明をさせていただきま

す。 

 資料2、農水経済委員会補足説明資料（水産部）

をご覧ください。 

 本計画は、現行計画が令和8年3月で終期を迎

えることから、「長崎県総合計画みんなの未来

図2030」の個別計画として、令和8年度から12年

度までの5か年を計画期間として、本県水産業の

基本方針と施策の方向性をお示しするものでご

ざいます。 

 計画案策定におきましては、昨年1月から県内

各地域において、漁協や市町等との意見交換会

の開催やパブリックコメントの実施のほか、漁

業者や加工業者、大学関係者などで組織する外

部検討委員会を設置し、議論を重ねてまいりま

した。 

 資料の2ページをご覧ください。 

 2ページ上部に記載しておりますとおり、本計

画におきましては、基本理念を「力強く稼ぎ持

続的に成長する水産業と漁村の賑わいづくり」

とし、5つの基本目標と11の事業群を掲げ、基本

理念の実現に向けた取組を展開してまいりたい

と考えております。 

 まず、基本目標1の「持続可能で収益性の高い

経営体づくり」では、適切な資源管理と水産資

源の底上げを図る漁場づくりによる資源の維

持・増大や、先端技術などの活用によるスマー

ト水産業の促進、新規漁法の導入や経営の多角

化による経営力向上、産学官連携による技術開

発や生産性向上、規模拡大などによる養殖業の

成長産業化、生産・流通の拠点となる漁港等の

整備などに取り組んでまいります。 

 続きまして、基本目標の2「国内外に美味しさ

を届けるネットワークづくり」では、水産業の

集出荷機能の強化や衛生管理の高度化による、

選ばれる産地魚市場づくり、マーケットニーズ

に対応した産地の競争力を高めるバリューチェ

ーンの強化、さらには、多様な国への販路拡大

による輸出促進に取り組んでいきたいと考えて

おり、基本目標1と2の共通のＫＰＩといたしま

して、海面漁業・養殖業産出額を設定しており

ます。 

 3ページをご覧ください。 

 基本目標3「水産業を未来につなぐ人づくり」
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では、新規就業者の確保と定着促進に向けた情

報発信の強化や切れ目のない支援のほか、多様

な人材の活躍を支える、働きやすく暮らしやす

い漁村の環境整備に取り組み、新規漁業就業者

の5年後の定着率向上を目指していきたいと考

えております。 

 資料右側に記載の基本目標4「海とさかなの魅

力を活用した浜の賑わいづくり」では、海や漁

村といった地域資源の価値や魅力の活用、多様

な主体の参画促進などにより、海業のさらなる

展開を図っていきたいと考えております。 

 最後に、資料下段記載の基本目標5「漁業者と

浜を支える漁協づくり」では、本県の水産振興

を図っていく上で、漁村の中核組織として必要

不可欠な漁協について、合併や事業連携などに

よる体制強化や経営改善などに取り組んでまい

りたいと考えております。 

 このほか、基本計画本体では、各海域の特徴

や実情を踏まえた海域別の取組の方向性や、総

合水産試験場を中心とした試験・研究の取組方

針について記載をいたしております。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議を

賜りますよう、お願いいたします。 

【冨岡委員長】 次に、漁港漁場課長より補足説

明を求めます。 

【城戸漁港漁場課長】 令和8年3月定例県議会農

水経済委員会説明資料の3ページ、第43号議案

「直轄特定漁港漁場整備事業に対する県の負担

について」をご覧ください。 

 本議案は、漁港及び漁場の整備等に関する法

律第20条第3項の規定に基づき、国が令和8年度

に行う特定漁港漁場整備事業に要する経費の一

部を県が負担することを同意するに当たり、議

会にお諮りするものでございます。 

 4ページをご覧ください。 

 令和8年度事業では、マウンド礁造成のため、

ブロックの製作・投入を行うこととなっており

ます。その対象事業費は5億7,669万2,000円であ

り、この金額に法令に基づく県負担金の率13％

を乗じて算出した7,497万円が令和8年度の県負

担額となります。 

 5ページをご覧ください。 

 事業概要を説明いたします。 

 本事業は、国が対馬東方沖の排他的経済水域

にマアジ・マサバ・マイワシの増殖を図るため

の湧昇流漁場を整備するもので、事業費は全体

で71億5,500万円、施設の規模は高さ21メートル、

長さ166メートル、天端延長82メートルであり、

事業期間は平成29年度から令和9年度までとな

っております。整備位置は、図に三角印で示し

ている対馬市美津島町黒島灯台から東へ約14キ

ロメートルの地点です。 

 6ページをご覧ください。 

 事業の進捗状況についてご説明します。 

 石材の投入は令和元年度までに完了し、現在

はブロックの製作・投入を継続しているところ

です。 

 下段の構造図のうち、赤色で着色した天端延

長12メートルの部分が令和8年度の施工予定箇

所となります。 

 補足説明は以上でございます。よろしくご審

議賜りますようお願いいたします。 

【冨岡委員長】 以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【坂本委員】第51号議案の長崎県水産業振興基

本計画の概要についてお尋ねいたします。 

 頂いた資料の基本目標3「水産業を未来につな

ぐ人づくり」というふうなことで、このうちの

①新規就業者の確保と定着促進ということで、
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目標値が令和12年に年間210人ということで、新

規漁業就業者数ということになっております。 

この199人というのは、これは令和6年の基準

値というふうな理解でいいんでしょうか。 

【松尾水産経営課長】 お答えいたします。 

 199人の基準値につきましては、令和2年度か

ら令和6年度までの間の新規就業者の平均値を

基準としているところでございます。 

【坂本委員】 分かりました。令和2年から令和

6年の平均値ということですね。 

 この間、この委員会の概要説明がありました

よね。そのときに水産部関係で頂いた資料3、主

要施策の概要というふうなことで、長崎県水産

部関係のいろんな資料を頂いていますけれども、

その中の担い手対策というのがありまして、こ

こに現状とそれから課題、対策というふうなこ

とがあります。 

 それで、その対策の中の数値目標に、確かに

令和12年に210人というふうなことと、それから

定着率も77％ということであるんですけれども、

ただこの資料の現状のところに、2つありまして、

漁業の就業者数が減少している、高齢化率が高

止まりしているというふうなことと、もう一つ、

全国の新規就業者数が近年減少傾向の中、本県

は年々増加しているというふうなのがありまし

て、そこにグラフがあるんですよね。このグラ

フでいくと、令和6年は221人というふうになっ

ていて、そうすると、この基本計画の目標であ

る令和12年の210人というのが、何となく合わな

いのかなという感じがしたものですから、そこ

はどう整理をして理解すればいいか教えていた

だけますか。 

【松尾水産経営課長】 お答えいたします。 

 221人に対して210人というのは若干抑え気味

というようなご意見かと思います。 

 実は221人っていうのはかなり増えた数字だ

というふうに思いまして、ご承知のとおり、高

齢化だとか漁業就業者全体の離職される方とか

いろんな状況を鑑みると、やはりかなり大きい

数字を上げていくのはあまり具現化できないと

いうことで、堅いところをというところでござ

います。 

 一つ考え方としましては、210名を5年間受け

入れていくと、さらに定着率を7ポイント上げる

目標を掲げておりまして、このことを達成しま

すと令和12年時点で、そのときに生産規模を維

持するための必要最低限、これぐらいいれば我

が県の水産業は維持できるだろうというような

見立て、計算をしまして、こういった210名、５

年間で定着率を7ポイント上げるという計算を

しているところでございます。 

【坂本委員】 分かりました。あまり高い目標で

はなくて確実なところ、そして、最低それを確

保することによって、県内の漁業というのを維

持・継続できるという、そういう判断に基づい

てということですね。はい、そこは了解いたし

ました。 

 それともう一つ、基本目標4「海とさかなの魅

力を活用した浜の賑わいづくり」というふうな

ところがありまして、①に「海業」というのが

書いてあるわけです。この「海業」の令和12年

の目標というのを、0件から30件というふうなこ

とになっています。 

 実は漁政課さんの方に、今の海業ってどんな

感じですかね、県内でというふうなことを教え

てもらったんですけれども、今のところ県内で

の海業を取り組んでいるというふうなことを、

34地域というのかな、というふうに資料も頂い

たんですけれども、そうすると、これも何か目

標の設定の仕方と現状と合わないなというのが
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あります。そこもちょっと教えてもらえますか。 

【小川漁政課長】 現在、県内各地で取り組まれ

ている海業の数としては30～34というお話なん

ですけれども、実は今回、この計画の中で設定

しています目標としまして、海業の新たな取組

数というふうに設定をさせていただいておりま

す。この分につきましては、もう地区として新

たに海業を取り組まれる方もそうですし、今海

業に取り組んでいる方々の中でも、また新たな

分野ですとか新たな取組を実施していただく方

というところを想定しておりますので、トータ

ルとしては伸び数としての海業に取り組ませて

いきたいということで、新たな取組ということ

で30件を目指していきたいというふうに設定を

させていただいているという状況でございます。 

【坂本委員】 何か目標の設定の仕方が分かった

ようで分からないようなところが若干あるんで

すけど、いずれにしても今の現状はもちろん把

握をされていて、今やっているところも含めて

新たな取組というふうなのを続けて取り組んで、

令和6年ではその新たな取組を30件に増やして

いくという意味ですね。はい、了解いたしまし

た。 

【冨岡委員長】 ほかに質疑はありませんか。 

【田川委員】 先ほどマウンド礁のお話がありま

したけれども、私はこのマウンド礁は湧昇流を

活用した漁場の育成というのは本当に期待する

ところですけれども、これによってどの程度収

穫が望めるのか、そしてまた、他地域の事例で

すね、その点についてもう少し。 

 それともう一点が、そのマウンド礁でいろん

な工事、資材を使うと思うんですけれども、そ

れはもう県内業者がどの程度入っているのか。

経済波及効果についても併せてお知らせくださ

い。 

【岩永漁港漁場課企画監】 まず最初に、このマ

ウンド礁の効果についてですけれども、国の方

が直轄でやっておりますので、国の方の試算、

考え方についてご説明いたします。 

 国の方はこのマウンド礁の整備におきまして、

1つは水産生産物のコストの削減が先にありま

す。2つ目は、漁獲可能資源の維持・培養効果が

あるとされております。 

 実際に、これは今対馬の方でつくられている

んですけれども、以前、五島の方でつくられて

おりますその分の効果について国が調べた調査

によりますと、本県の五島西方沖に整備された

直轄マウンド礁において、国の調査結果では、

マウンド礁周辺の漁獲量は整備後の2倍になっ

ております。特にサバ類が増加しております。 

 また、マウンド礁で釣獲されたマアジの体重

は、通常の対馬暖流系魚の平均体重に比べまし

て1.5倍大きいということが報告されておりま

す。 

【不動水産部参事監】 もう一つのご質問でござ

いました、事業の中での県内の事業者が受けて

いる分ということですけれども、本事業は水産

庁の方が直轄で発注しているものでありまして、

県の方でその辺りの部分の分けについてまでは

今承知していない状況ではございます。 

【田川委員】 確かに国がマウンド礁を全国各地

で、確か五島が5番目か6番目だったんじゃない

かなと思いますが、それで、その誘致を図るた

めにいろんな働きかけ、要望をされてきたと思

うんですけれども、そうであれば、やはり国が

所管でやるとしても、せっかく長崎でやるので

あれば、そういう海洋事業については長崎県で

というのがこれ当然じゃないかなと思うんです

けれども、そこは知らないというのは、もう少

し県内の土木業者、海洋土木の人たちに対して
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も大きな経済効果があると思いますので、その

点で承知していただきたいし、そこら辺はご説

明ありますか。よろしくお願いします。 

【岩永漁港漁場課企画監】 失礼いたしました。 

 令和6年度が県内の西海建設さんが施工され

ております。また、令和7年度につきましても西

海建設さんが施工を担当されております。 

 もう一つ、他県の事例ということなんですけ

れども、直轄ではこれまでに6箇所のマウンド礁

がつくられております。 

【田川委員】 ありがとうございます。 

 本当にこれはどんどん進めていっていただき

たいし、ほかの場所にも設置するように働きか

けをお願いしたいと思います。 

 もう一点、マウンド礁に、こちらで聞くのは

どうかとは思うんですけれど、洋上風力発電で

すね、何か着床式洋上風力の場合は、これはも

う魚礁になる、そこら辺の洋上風力発電事業と

海づくり、洋上風力をすると低周波で魚が寄っ

てこないとか、そういうお話もあったんですけ

れども、現実には魚が増えているという状況も

見られるようですので、その点の検証等はなさ

れているのかどうかお尋ねいたします。 

 これはなぜかというと、マウンド礁だけじゃ

なくて、そういう風力発電をすることによって

漁礁が増えるのであれば、これはもう一挙両得

ということになるんじゃないかなと思いますの

で、その点についてのご見解をお願いいたしま

す。 

【岩永漁港漁場課企画監】 洋上風力発電の魚礁

としての機能があるかどうかというご質問です

けれども、以前五島の方で試験的に風力発電が

一つありました。そのときにちょうど調査をし

ておりますと、一定の魚礁としての効果は見ら

れているという結果がございます。 

【田川委員】 魚礁については、五島はあまり大

きい発電所じゃないんじゃないかなと。ほかの

地区でもたくさん洋上風力をされていますので、

そういうのを併せて検証していただければ、水

産部関係じゃなくて、そういうエネルギー関係

とも連携することが有効じゃないかなと思いま

すので、これは要望として検証していただけれ

ばと思います。 

 もう一つ、先ほど坂本委員からもございまし

たけれども、海業についてです。この議案概要

にも出てきましたので、ちょっと具体的に、海

業はそもそも何なのか、その成り立ちと目的、

誰のために海業があるのか、そして、それを効

果としてどういうふうになっているのか、お尋

ねいたします。 

【小川漁政課長】 海業についてのご質問でござ

います。 

 まずは成り立ちということなんですけれども、

この「海業」という言葉がまず出てきたという

のが1985年代に、今も全国的な代表的な例で取

り上げられているのが、神奈川県三浦市の市長

さんが造語として「海業」というところを提唱

されてからのスタートという認識をしておりま

す。その頃以降「ブルーツーリズム」ですとか

いろんな言い方があるんですけれども、基本的

には現在の海業も、やはり地域の海ですとか漁

村ですとか、その周辺の地域の価値、魅力を活

用しながら人に来ていただいてお金を落として

いただくということがポイントとなっておりま

す。 

 目的としましては、漁業者の方々の所得の向

上ですとか、新たな雇用の創出というところを

目的に取組を進めているという状況でございま

す。 

【田川委員】 目的は、漁業者が副業といいます
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か、新たな所得獲得ということですけれども、

現実として漁師さんが増えているのかどうか。

これは一般質問でもやりましたけれども、各漁

協さんで若い人が20代2人、30代2人とかですよ。

5か年計画、10か年計画でやったところで、いな

くなった漁師さんのために何をするのか、誰の

ためなのかということを基本的にもう一回考え

ていかないと、これは否定しているわけじゃな

いんですよ、海業推進として予算もついていま

すし。 

もう一回、国の方針として、本来はバブル時

代に観光業として海業があったんじゃないかと。

海業に先進的に取り組んだグループといいます

か、実際漁協がやって破綻している事例もある

ようですので、漁協の信用組合が潰れていて誰

のためだったんですかと。具体的な事例はご存

じかと思いますので、そういうことにならない

ように、もう一回漁師のために、漁師がいて初

めて漁村が成り立つと思いますので、もう一度

そこを、認識を一つにして頑張っていただきた

いと思います。 

その点、本当にそれが観光のためというのが

私は、本来国の考え方じゃないのかなと。それ

プラスアルファで漁師さんにつながれば、しか

し当時、これを進めたバブル時代、観光客のた

めに何だったのか、釣りバカ日誌とかあります

けれど、映画等でも釣りブームがあった。釣り

の遊漁船も含めて4分の1程度に減少している。

スキューバダイビング含めて、それも半分にな

っている。そうした人たちが来るから、その人

たちを招いてそこでお魚を売ろうとか特産品を

売ろう、しかし、その人たちが既にいなくなっ

ている、減っていっているということを、もう

基本的な理念が根底から変わってきたんじゃな

いかなと。 

国は国の方針として、長崎方式としてこれを

どうしていくのか。これを漁民のために使う必

要があるんじゃないかなと。基本的にそう思う

んですけれども、その長崎県が考える、水産部

が考える海業の在り方、国の方針だけじゃなく

て独自に漁師を守る、未来につながる漁業の推

進のためにこの海業をどうやって進めていくの

か、新たな視点が必要になると思うんですけれ

ども、その点についてご見解をお願いします。 

【小川漁政課長】 ご指摘ありがとうございます。 

 本当に委員ご指摘のとおりで、まずは漁業者

をどう守っていくかということが大前提だと考

えております。その中でやはり高齢化していく

中でなかなか漁にも出にくくなるというところ

の中でのやっぱり一つ海業というのが出てきま

して、やはり海業ということではなく、直売所

ですとか加工場なんかを造りますと、取ってき

たお魚をまずはそこで仕入れていただけるとい

うところが確保できるという話で所得につなが

るというところもございます。 

 あと、やはりにぎわいづくりということで漁

村の中にいろいろ若い方々に訪れていただいて、

そこでいろいろ楽しんでいただくという中にな

りますと、地域のにぎわい、活気が出てきます

ので、その中でのやはり地域に定着していただ

ける方ですとか、本当に言えば移住ですとか、

そこに住んでみたいと思っていただける方も出

てくるのではないかなと思うところでございま

す。 

 そういった中で、やはり海業というのは単な

る、漁業者の所得というのは大前提ではあるん

ですけれども、水産業だけの枠にかかわらず、

商工の方ですとか、いろいろな地域の方々を巻

き込みながら地域一体として海業を進めていき

たいということで取組を今やっている状況でご
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ざいます。 

【田川委員】 今おっしゃったように、海業は本

来観光、漁村を守るためということだと思いま

す。おっしゃるように結局、漁協の施設を活用

して、何か今度五島でもやっていましたけれど

も、ヨットで訪れてその地域がにぎわう、それ

はそれで私は結構だと思います。 

 そしてそれは、本来あるべき漁民のため、漁

業従事者を持続して養えるような海づくりにど

うつながっていくのか。 

漁師さんが物を売ったり食べてくださいと、

これはいいと思いますよ。しかし、売る人も少

なくなっている。本来漁に出て魚を取って儲か

る漁業をしなければ、漁業従事者は本当に増え

ない。今おっしゃった話によれば、結局商工業

とかそういう人たちの話をする。 

そこでもう一度お尋ねしますけれども、結局

海業というのは観光、地域発展という捉え方で

あれば、水産と話合いをするだけじゃなくて、

各市町、あるいは商工業者、あるいは土木であ

れば土木の建築業組合とか、そういう大規模な

活動を各市町によってしなければならないと思

うんですけれども、そういう活動はされている

んでしょうか。 

【不動水産部参事監】 先ほどのお問いにつきま

しては、長崎県の方ではそれぞれ海業が進んで

いる地域では、協議会というふうな形の組織体

をつくって、地域が一体となって取り組むとい

う形が取られています。この中には中核となる

漁業者の方々、市、県、またその地域で海業を

実際に動かそうとする民間事業者の方々、そう

いった方々が入った形でこの地域を、漁港や、

水産業を核としてどう振興につなげていくのか

という話合いの場が持たれています。 

例えば上対馬、あと五島の奈良尾といったと

ころが代表になりますけれども、そういった形

で、やはり委員おっしゃるように、その地域全

体で水産業を中核として振興をどうあるべき、

どうしていくべきかということを考えていく体

制というのが非常に重要になってきますので、

県としても各地域にこれから広げていかないと

と思っておりますけれども、そういう視点をし

っかり留意しながら進めていきたいというふう

に考えています。 

【田川委員】 ありがとうございます。決して私

は否定しているわけじゃないんですよ。それは、

地域を発展させるということの主眼が向いてい

る、本来あるべき漁師さんが魚を取って儲ける

というところに必ずつなげていかないと、長崎

県の漁業は衰退するんじゃないかなと。 

 いつも質問すると、長崎県は全国2位という話

になるんですけれども、魚礁づくり、藻場づく

りについても皆さん、長崎県は水産部は全国的

に見てもトップレベルで頑張っていると、私も

かなり評価はしているんですけれども、しかし、

それは今現時点での評価であって、過去と比べ

てどうなのか。10年前、20年前、どんどん減っ

ているわけですよ、漁獲量にしても。魚種によ

っては少し増えている魚種もあると思うんです

けれども、それについても、実は働く人は外国

人労働者であったり、そういうことが出てきて

いる。漁師がいなくなっているということをも

っと真剣に。今、海業を活用して漁師さんが食

べていける、観光で食べていけるんじゃなくて

ですよ、それをつなげて漁師で魚を取って儲け

て、少し時化たときには、漁に出ないときには

そういうことをする、そういう発想が必要じゃ

ないかと思うんです。お願いになりますので、

そういう視点でもって頑張っていただきたい。 

これは部長が海業について、そういった漁師
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さんの新規就業者、あるいは後継者についてど

のような関連があるのかというのを発言してい

ただければ、それで私は質問を終わりますので、

よろしくお願いいたします。 

【吉田水産部長】 本県水産業におきましては、

就業者の減少と高齢化が進行し、今後もこの減

少傾向というのは歯止めがかからないと一定認

識をいたしております。 

そういった中で水産業をどうやっていくかと

いいますと、やはり生産性や収益性を高め、個々

の漁業者さんの所得を上げ、担い手の方がちゃ

んとそういう水産業に憧れて着業し、結果とし

て、本県の水産業の今の生産規模、これをしっ

かりと維持していく、そして、関連産業にもし

っかりその水産業のいろんな副次的なところを

お届けしていく、そういうのが理想だと思って

おります。 

ですので、今回の基本計画におきましては、

力強く稼ぎ持続的に成長する水産業で、その次

に来るのがやはり漁村のにぎわい、そういうふ

うなところで、まずやるのは、漁師さんがしっ

かり稼いで儲けていただいて次の人につないで

いく、そういったところに力をまずは入れてい

きたいと考えております。 

【田川委員】 ありがとうございます。ぜひそう

いうことで進めていただきたいと思うんですけ

れども、そこで最後に確認ですけれども、水産

業を発展させるためには、より新鮮な魚を消費

者に届けるという。ところが、インフラ整備が

非常に厳しくなって、漁協も経営が苦しい状況

の中で、製氷機とか施設の改修、これをちょっ

と視点を変えて、漁師さんが新鮮な魚を出せる

ように、海業として魚を販売できるように、そ

ういう施設改修にも使えるのかどうかというこ

とを最後にどなたか答えていただければと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

【吉田水産部長】 先ほど申しましたように、漁

業者の所得を上げる、これがもう水産部にとり

まして第一命題でございます。 

そういった中、私どもは所得向上のために

個々の漁業者さんへの直接支援、当然流通の一

部を担う漁協さんの施設整備、そういったとこ

ろにつきましては、これまでも計画的に整備を

図ってまいりました。おっしゃいますように鮮

度、これは魚は命でございますので、そういっ

た施設につきましてはもう積極的に今後も支援

をしてまいりたいと考えております。 

【田川委員】 ありがとうございました。 

【冨岡委員長】 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【冨岡委員長】 ほかに質疑はないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【冨岡委員長】 討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。 

 議案に対する質疑討論が終了しましたので、

採決を行います。 

 第43号議案及び第51号議案は、原案のとおり

可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【冨岡委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は原案のとおりそれぞれ可決す

べきものと決定されました。 

 次に、提出のあった政策等決定過程の透明性

等の確保などに関する資料について、説明を求

めます。 

【小川漁政課長】  政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関
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する決議に基づき、本委員会に提出いたしまし

た水産部関係の資料についてご説明いたします。 

 お手元にお配りしております農水経済委員会

提出資料をご覧ください。 

 まず補助金の内示一覧表につきまして、令和

7年11月から令和8年2月までの直接補助金の実

績は、2ページから4ページに記載のとおり、高

級魚クエ資源増大支援事業費補助金など計17件

となっております。 

 次に、1,000万円以上の契約状況につきまして

は、令和7年11月から令和8年2月までにおける建

設工事に関する契約を5ページから27ページに

記載しており、計12件となっております。 

 また、建設工事に係る委託に関する契約を、

28ページから30ページに記載しており計3件、建

設工事以外の契約を31ページから33ページに記

載しており、計2件となっております。 

 次に、令和7年11月から令和8年2月の間におけ

る知事及び部局長に対する陳情要望のうち、県

議会議長宛てにも同様の陳情要望が行われたも

のは、要望書（島原半島振興対策協議会外3期成

会及び令和8年度離島・過疎地域の振興施策に対

する要望）の2件であり、その対応状況を34ペー

ジから70ページに記載いたしております。 

 最後に、附属機関等会議結果報告につきまし

ては、令和7年11月から令和8年2月までの開催状

況は、71ページから81ページに記載のとおり、

10件となっております。 

【冨岡委員長】 次に、漁港漁場課企画監より補

足説明を求めます。 

【岩永漁港漁場課企画監】 本日説明いたします、

長崎県藻場回復ビジョンの構成について、お手

元の資料を基にご説明いたします。 

県ではこれまで、長崎県藻場回復ビジョンに

基づき関係市町、漁協、漁業者と連携しながら、

藻場礁や仕切り網の設置、アイゴ、イスズミな

ど食害生物の駆除といったハード・ソフト両面

からの総合的な藻場回復対策に取り組んできま

した。 

 その結果、令和7年春には、こうした取組の効

果もあり、ビジョンの目標である1万ヘクタール

を上回る1万464ヘクタールの藻場を確認するこ

とができました。 

一方で、海水温の上昇により海藻の種類が変

化するなど、従来の取組だけでは十分な藻場回

復は難しくなっています。加えて、漁業者の高

齢化などにより、藻場保全活動の継続にも課題

が生じており、取組の工夫や強化が求められて

おります。 

このため、今後こうした課題に対応しながら

藻場回復を効果的かつ持続的に進めるため、今

年度末に終期を迎える藻場回復ビジョンの改訂

が必要であることから、本年9月から有識者協議

会を設置し、3回の協議を経て、改訂版を取りま

とめたところでございます。 

今回の改訂では、10年後の新たな藻場回復目

標の設定に加え、海域ごとの藻場保全行動計画

の策定や高水温に強い海藻を用いた藻場造成、

多様な主体の参加や、ブルーカーボンクレジッ

トの活用による持続可能な藻場保全体制の構築

などを新たに取り組んでおります。 

以上で、長崎県藻場回復ビジョンの改訂につ

いての報告を終了いたします。 

【冨岡委員長】 以上で説明が終わりました。 

 次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。 

 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はありませ

んか。 

【中村(泰)委員】 政策等決定に関わる資料の44
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ページにございます、陳情番号87番「令和8年度

離島・過疎地域の振興施策に対する要望」を受

けておられますが、内容が、離島における再生

可能エネルギーの導入拡大について。洋上風力

発電の建設に当たり、再エネ海域利用法に係る

利害関係者との事前調整について、利害関係者

が広域に及ぶ場合は、単独の市町村での調整は

難しいため、国及び県が主体的に当該利害関係

者との調整を行うことということで要望をいた

だいております。 

 私が今回の一般質問、本会議において、今、

準備区域として五島市南沖が国の方で認められ

たということについてお尋ねをいたしました。 

 地元関係者、利害関係者との調整が洋上風力

発電の導入において極めて重要なポイントにな

っているということで、この五島市南沖も同様

の状況にあるだろうという前提の下に、県の方

にリーダーシップを持って積極的に進めていく

べきではないかというふうに尋ねたところ、県

の事業が全体の利益に資する場合はリーダーシ

ップを取るということでした。 

 遡って、昨年の令和7年9月議会の10月3日、大

石知事の方から、この後、五島市南沖が準備区

域になったということでご報告をされた後に、

これが促進区域に指定をされれば、海洋エネル

ギー関連産業の拠点形成を目指す本県にとって

大きな前進になるということをおっしゃってお

られます。 

 踏まえて、知事の方から、地元五島市をはじ

め関係者の皆様と連携しながら海洋エネルギー

関連分野の振興に力を注ぐということでおっし

ゃっておられるのですが、水産部の方で、この

五島市南沖もそうなんですが、今後のプロジェ

クトについて主体的にリーダーシップを取って、

特に地元関係者、利害関係者との調整について

もリーダーシップを取るというお立場であると

いう認識でよろしいでしょうか 

【小川漁政課長】 この洋上風力に対しましてで

すけれども、まずは水産部としましては、この

洋上風力の事業と漁業というのは、国のガイド

ラインにも出ているんですけれども、協調と共

生というところが前提になっておりまして、洋

上風力の事業におきまして漁業に支障があって

はならないという大前提がございます。その中

で県全体としましての再生エネルギーの活用と

いうことがございますので、県としましては、

まずはこの離島・過疎協議会の中でのご要望の

中でもお答えをしている状況でありますけれど

も、まずはその利害関係者の調整等々につきま

しては、地元の自治体の方でまずは合意形成を

図っていただきたいという考えを持っておりま

す。 

 ただ、この合意形成を取る中でいろいろ必要

な情報、水産関係に対する漁業権ですとか、と

いう情報がございますので、そこにつきまして

は、積極的に地元の方に情報は提供してまいり

たいということで今考えている状況でございま

す。 

【中村(泰)委員】 となってくると、先日私がい

ただいたコメントとは少し食い違ってくると。 

 要はこの要望でおっしゃっているのが、調整

について県に主体的に取り組んでほしいという

要望なんですね。県の対応が、今おっしゃった

ように地元が主体的にやるということで、あく

までも県は情報提供を行うという立場でおられ

ると。要望は、その助言であるとか情報提供は

引き続きお願いしたいという立場という中で、

とにかく主体的に調整に関わってほしいという

要望なんですけれども、そこに対して答えてい

ないんですね。 
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 今回、私が本会議でお尋ねした際には、県と

して全体の利益に資する場合はリーダーシップ

を取ると言っているんですが、水産部は取らな

いということでよろしいですか。 

【小川漁政課長】 前回の一般質問の中で、産業

労働部の方からご答弁を申し上げた部分が、全

体の利益になればというご答弁をさせていただ

いているかと存じております。 

 この分につきましては、やはり全体の利益と

いうことで、利害関係者の皆様方の同意が取れ

て、地域の合意形成ができているという前提か

と認識をしておりまして、そこに至るための調

整につきまして、まずは地元の自治体の方でお

願いをしまして、そこに必要な情報は提供して

いくというスタンスで今、水産部としては考え

ております。 

【中村(泰)委員】 長くならないようにはしたい

んですけれども、要望については、利害関係者

との調整の段階で、情報提供というのが調整に

関わるところはあろうかとは思うんですが、全

体の利益に資するということについてですけれ

ども、知事自ら大きな前進になるんだというこ

とで、この答申内容についてもおっしゃってい

るんですね。とにかく地元五島市も含めて連携

をしながらということが県の方針なわけです。 

そういう中において、なかなか全体の利益に

資するというところが、県としては資する事業

であるとはっきり断言をしているわけで、にも

かかわらず、情報提供というスタンスにとどま

る理由というのがちょっとなかなか理解しにく

いというところと、少なくとも先日の県の答弁

とはやはり少し食い違っているように思うんで

すけれども、再度納得感がある説明をいただけ

ますか。 

【小川漁政課長】 今回の五島市南沖の中での先

日ご答弁をさせていただいた部分ですけれども、

先ほど申しましたとおり水産部としましては、

まずは漁業に支障がないことということで考え

ております。 

その中で地元の方で合意形成を図っていただ

く中で、いろんな利害関係者の方々がいらっし

ゃるかと思うんですけれども、その方々に丁寧

にご説明をしていただきましてご理解をいただ

くというところが本当に必要かと考えておりま

す。そこに必要な部分の情報提供は、やはり県

の方からもお出ししていきたいと思っておりま

すし、そこの部分での水産部としての連携とい

いますか、ご協力というところは、惜しまずや

っていきたいというふうに考えております。 

【冨岡委員長】 ほかに質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【冨岡委員長】 ほかに質問がないようですので、

次に、議案外所管事務一般についてご質問はあ

りませんか。 

【大久保委員】 部長説明のナマコ不漁について

お尋ねをしたいと思います。 

 大村湾は大変厳しい状況だというような説明

を先日の補正の方からもありましたように、特

産がこの大村湾のナマコと言われているところ

で、大変厳しい状況で心配しております。 

 その中で今回、支援ということで市町と連携

してというふうにありますけれども、前回の経

済対策においても経営多角化という支援もござ

いました。 

 まず、今の大村湾で起きている、このナマコ

に対して、現状としてどれぐらいの被害、そし

てどれぐらいの漁業者が関わっておられるか、

そして漁業者の声が分かれば教えていただきた

いと思います。 

【伊藤漁業振興課長】 大村湾のナマコの件です
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けれども、まず状況からなんですけれども、令

和6年度過去最低の10トンという状況でござい

ましたが、令和7年度につきましては、まだ完全

に集計は終わっていませんが、概数としては約

2トン余りという状況で、令和6年度を上回るよ

うな厳しい状況でございます。 

 それから、漁業者の声なんですけれども、令

和7年度中に大村湾内の組合長さん方との意見

交換会を2回しました。それから、意見交換だけ

ではなくて市町、漁協の担当者、それから県の

担当者を含めての、これは漁期前の11月ぐらい

だったんですけれども、漁期前の担当者会議と

いうのも開かせていただきました。 

 そういう中で、一番大きな声としては、まず

はその不漁原因を究明してほしいということが

まず組合長さん方からありましたので、令和7年

度に関しては、夏場に総合水産試験場の方で体

制を強化して、詳細な主に水温と貧酸素につい

て調査をしたところでございます。 

 やはり一番大きなところが原因というところ

ですので、そこは試験場の方から説明していた

だければと思います。 

【森川総合水産試験場長】 水産試験場では、昨

年7月末から10月上旬まで週に1回、大村湾全域

に20定点の調査点を直接設けて、そこで水温と

酸素濃度の測定を行っております。 

 ざっと結果を申し上げますと、底層の平均水

温は9月下旬に最も高くなったと、30度近くにな

ったと。ただ、これ以外に、湾の奥部の時津や

長与付近では連続観測というのも行っておりま

して、そこでは30度を超えるような水温帯は

度々記録していたと。今年度も高水温であった

ということも一つにあります。 

 酸素濃度につきましては、8月中旬ぐらいから

ずっと貧酸素の状態でありまして、9月中旬には

ほぼ全域に広がったと。9月24日に大村湾の東の

方に移って、10月の初めには大体回復というよ

うな形でありました。 

 この環境調査の結果と今年の漁獲の状況を比

べてみますと、大村湾の湾奥、長与、時津から

大村湾東部の辺りまで、昨年度より漁獲がほぼ

なかったというふうな状況になっております。 

 ここでの酸素濃度をいうと、やっぱり貧酸素

が長期間にわたってそこに張りついておったと

いうふうな結果になっております。 

 湾西部西彼町付近では、昨年並みの水揚げが

あったと。この西彼町付近では、こういう強い

貧酸素というのは確認されなかったというふう

な結果になっております。 

 それで、もう一か所、湾の東側、川棚とか東

彼杵付近では、昨年はそこそこの水揚げがあっ

たんですけれども、今年はほぼ取れなかったと。

ここも長期間にわたって今年の9月ぐらいには

貧酸素が張り付いていたというふうな状況にな

ります。 

 この結果を見てみますと、やはり高水温と貧

酸素の分布というのがほぼ一致していたという

ような状況になってございます。 

 今年の水揚げが、先ほど漁業振興課長から話

がありましたけれども、昨年より悪いというの

は、昨年の高水温と貧酸素によって、やはり大

村湾の資源が減少していったのだろうと。それ

に加えて今年もこういう状態になったので、こ

のような結果になったんだろうというように推

測しているところでございます。 

【大久保委員】 ありがとうございます。今、調

査中というところだと思いますけれども、その

中での今の所見をお伺いしました。 

 高温というところで、特にやっぱり閉鎖性海

域ということで大変高温になりやすい、やっぱ
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り内海がということでありますけれども、その

中で貧酸素が比例したところの分というところ

で、例えばこの貧酸素について対策は打ってい

るのでしょうか。要は、これが原因だとすれば、

そこを根本的な対策ができれば、また戻ってく

るのかなと素人視点で思うんですけれども、ち

ょっとその辺りの所見をお伺いしたいと思いま

す。 

【森川総合水産試験場長】 やはり高水温である

とか貧酸素というのは自然現象でありまして、

これを防ぐというのが、なかなか打てる手はな

いと、今現状はないというように思っておりま

す。 

【大久保委員】 ありがとうございます。今のと

ころ、これが原因であればなかなか手だてとい

うのは難しいところがあるということですけれ

ども、だからこそ多分生業としてこの漁師さん、

または組合の活動は止められないということで、

この支援、例えばカキ養殖だとか、そういった

ところに転換できないかというところを早急に

模索されていると。これはもう同時進行で、ナ

マコも守りたい、だけれども、やはり今の漁師

さんの生業、そして稼ぐというところを守りた

い、そういったところの両建てで今進められて

いるというふうに理解はしております。 

 是非とも、この大村湾の漁業者を守るために

も、両建てでしながらもこの漁師さんの、また

はご家族をしっかり守っていただくように水産

振興に寄与していただきたいと思っております。

よろしくお願いします。 

 もう一点お尋ねしたことがあるんですけれど

も、この藻場についてでございます。 

 先ほどちょっとご説明もありましたけれども、

調査の結果についていただいております。藻場

は回復傾向にあるということで、これも皆様の

ご努力によって実績が出てきております。本当

にこの日々の努力に敬意を表したいというふう

に思っております。 

 しかしながら、この藻場というところでも、

今は南方系の藻場がほとんど回復の要因として

これが広がっているということでございますけ

れども、やはり心配しているのは、この南方系

とアラメ・カジメ類では、やっぱりもちろん住

みかであったり、ふ化するような住みかとして

は、またＣＯ₂の吸収という意味では、南方系も

役はしているというふうには理解をしておりま

すけれども、そういったアワビなどとそういっ

た魚介類は、なかなか南方系では旧態依然の海

が戻ってきたとはならないんじゃないかなとい

うふうに思っております。 

 計画を見ても、やっぱり南方系をそのまま藻

場として広げていくことが今、長崎県としては

まずできることの最善であるというふうに捉え

ますけれども、やっぱりこの体制をしっかりと

取れるようなアラメ・カジメ類の研究開発とい

うのは、私は諦めてほしくないなというふうに

思います。 

これは一般質問でもしましたけれども、これ

は長崎県内でできることかなと。やっぱり国と

しっかりと連携を取って研究は、それこそ先ほ

ど田川委員からもありましたけれども、全国2位

の水産県として、やっぱりそこは諦めてほしく

ないというふうに思っております。我々が逆に

やらなくてどこがするというふうに長崎県は思

うわけでありまして、やっぱりそこは計画に少

しでもアラメ・カジメを戻していくというとこ

ろも入れてほしかったなという希望はあります。 

 そこで、少し国に対しての共同研究も含めて、

やっぱりそういったお気持ち、またそういった

取組はないのか、再度お尋ねしたいというふう
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に思います。 

【森川総合水産試験場長】 委員おっしゃるよう

に、アラメ・カジメというふうなのが一番いい

のかなと思っておりますので、現状の環境でず

っとアラメ・カジメを増やしていこうという取

組を長年計画しておりましたが、なかなかうま

くいっていないというのが現状かなと思ってお

ります。 

 総合水産試験場といたしましては、令和6年か

ら、高水温域でも生育可能なアラメ・カジメの

高温耐性のある品種を作っていこうというよう

なことで取組を始めております。日々努力をし

ていきたいと思っておりますけれども、結果ま

でなお時間がかかるのかなというように思って

おります。 

【不動水産部参事監】 技術開発の方は、先ほど

場長の方からお話しさせていただいたところで

すが、現場の取組としましては、今、水産庁と

連携して、この高水温下でどう藻場を生やして

いくのかということで、2つのアプローチを今模

索しているところです。 

 1つは、高水温下でも生育可能な海藻、ホンダ

ワラ等ですね、そういったものを増やしていく

というアプローチと、もう一つは、先ほど委員

からお話がありましたようにアラメ・カジメで

すね、こういったものを増やしていくために、

海水温の上昇が抑えられているような場所をう

まく活用して、すなわち水温が低いところです

ね、海域においては流れ等の状況によって水温

が低いところがありますので、そういったとこ

ろをうまく活用しながらこのアラメ・カジメと

いうのを育てて増やしていこうと、こういうア

プローチがございます。 

 実際、昨年度から今年度にかけて壱岐の勝本

なんですけれども、水産庁の事業の中でこうい

ったアプローチについて検証しているところで

ありまして、こういったところも含めて今後、

この藻場回復ビジョンの改訂の中でしっかり取

り組んでまいりたいというふうに考えておりま

す。 

【大久保委員】 ありがとうございます。長崎県

としても水産部、そこはもう諦めずにやってい

るということで確認できたので、一安心はして

おります。 

 先ほども言いましたけれども、やはりこの水

産県長崎として、そこは国と連携を深めて、そ

れからこういった改訂ビジョンにもしっかり柱

の1つとしても謳っていただきたいなというふ

うに思っておりますので、今後ともまたこの計

画と実行ということで取組のほどよろしくお願

いいたします。 

【田川委員】 ありがとうございます。先ほどナ

マコについてのお話がありましたけれども、部

長の説明において。ナマコの幼生を放流すると

いうことですけれども、私は直接漁師さんにお

伺いしましたけれども、その幼生を海に放って

ぷかぷか浮いてどこに行くかわからない、後で

探せない。せっかく放流するのであれば、これ

は漁師さんの話ですが、それを目の小さいかご

に入れてすぐ下に入れると、そこからある程度

育って、その小さな目から軟体動物ですので擦

り抜けていく、そして岩場に入って着床する、

これが西彼町です。西彼町が獲れた原因の1つは

私はそこにあるんじゃないかなと。作って種苗

を放流する。よく私も以前から不思議だなと思

ったんですけれども、魚をまき餌にすると魚が

寄ってくるでしょ。いろんな稚魚を放流すると、

場所によってはまき餌状態になるんじゃないか

なと。 

ですから、せっかく放流して研究するのであ



令和８年３月定例会農水経済委員会・予算決算委員会農水経済分科会（令和８年３月２４日） 

- 110 - 

れば、放流するときに着実に育つような場所に、

あるいはある程度の大きさにしてから放流する、

こういう努力が必要じゃないかなと思いますの

で、その点について現場の声、体験談をぜひ聞

いて取り組んでいただければ、皆さんが忙しい

中に海に行ってなかなかできないということは

あると思うんですけれども、漁師さんの生の声

というのが非常に参考になるんじゃないかなと

思いますので、これは参考までにお知らせして

おきます。 

 もう一点、これも先ほどあちらの方が答弁さ

れたみたいですけれども、原因が分からない、

夏場の高水温に貧酸素、ナマコが取れないのも

そういうことがあるんじゃないかなというお話

でしたけれども、私が一般質問で言いましたよ

うに、下水の高度処理によってその可能性があ

るんじゃないかと。 

ある漁師さんが、私が全漁協を回って直接お

話をしてきたんですけれども、現場の声として、

大村湾に注ぎ込む下水の水が11か所あるそうな

んです。どうもその辺りではナマコがほとんど

見えないというお話も聞きましたので、これが

事実かどうかは、やはりそのお話を組合長会議

で聞くのではなくて、直接海に出て漁をしてい

る人たちに本当にそうなのかと、それが本当で

あればまた対策もあるんじゃないかなというこ

とがございますので、やはり現場に出るという

のが大事だと思いますので、その点も今後の取

組として、皆さんが研究するだけじゃなくて、

大村湾でも南部と北部で水温等違いますので、

南部では取れないけれども北部で何とか取れた、

そういう理由もぜひ皆さん研究していただきた

いと思うんですけれども、その取組のありよう

についてはいかがですか。 

【森川総合水産試験場長】 今委員がおっしゃい

ますように、やっぱり現場の漁師さんたちが一

番現場のことはよくご存じだと思います。私ど

もも試験場でいろんな研究をしていても、試験

場の中だけでやるんじゃなくて、やっぱり幅広

に外に出ていっていろんな話を聞きながら、情

報をいただきながら、これからの研究も続けて

やっていきたいというふうに思っております。 

【冨岡委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【石本委員】 これは前々から出ている大きな課

題というふうに認識していますが、魚市場等で

例えば魚を荷揚げするとか、荷揚げした魚を選

別するわけですけれども、現在なかなか人材不

足というか、人手不足と高齢化に伴って荷さば

きする人材が不足しているということから、船

で魚を取ってきたけれども市場に荷揚げするこ

とができないという問題が今、全国的な問題に

なっているというふうに思うんですけれども、

私の松浦でも魚市場がありますけれども、ここ

でも同じような課題があって、今国の方でも外

国人をいわゆる就労できるように、今はできな

いわけですけれども、できるような動きが国の

方にもあるというふうに聞くわけですけれども、

そこの辺りの情報があればちょっとお伺いした

いと思います。 

【鈴木水産加工流通課長】 魚市場におけます外

国人の就労に係るご質問かと思います。 

 以前、当委員会でも経過を報告させていただ

きましたが、昨年、水産庁が中心となりまして、

現在外国人が特定技能、あるいは技能実習の対

象となっていない魚市場における荷さばき作業

を、令和9年の4月から始まる育成就労制度の中

で新たに対象分野に追加できないかという方向

で、水産庁が中心となりまして我々も含む魚市

場関係者、業界関係者の意見を聴きながら、国

の中で入管庁、あるいは厚労省と協議を進めて
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いるというふうに伺っております。 

 その後の状況を時々お尋ねするんですが、引

き続き関係省庁との協議が続いているというふ

うに伺っております。 

【石本委員】 ちょっと情報を見ますと、2027年

度から本格的な受入れ予定ということで、現在

の技能実習生から、いわゆる育成就労への制度

転換をしたいという状況で聞いているわけです

けれども、いずれにしても、これは先ほど一つ

の魚市、松浦だけじゃなくて長崎魚市場の方も

当然そういう問題があると思うし、この問題に

ついてはやっぱりしっかりと現場の実態を国に

も伝えて、できるだけ早くこの制度改正が確実

になされるというふうに思います。 

 それから、その受入れ状況の中で、体制の整

備とか、漁業特定技能協議会への加入必須だと

いうふうな情報もありますけれども、もう少し

そこら辺の中身について、分かれば具体的に教

えてください。 

【鈴木水産加工流通課長】 今現在、水産庁が国

の中で関係省庁と協議をしている具体的な中身

につきましては、詳細にはお伺いしておりませ

ん。 

 昨年来、この育成就労制度の対象に向けての

聴き取りの中で、今委員がお話になりましたと

おり、じゃあその統括するような団体がどこが

想定されるのかとか、あるいは、市場業務が全

国各地がある中で、どのような業務が市場業務

として共通するのかといった具体的な業務の内

容などの情報収集を、我々の方も協力しながら

国の方と共有してきたという状況でございます。 

【石本委員】 いずれにしても、この実態にあっ

て、ただ単純に外国人労働者を単純雇用という

ことじゃなくて、やはりそこに育成するという

か、日本で働いてもらうと、また場合によって

はその後国に帰って同じような業務に就いても、

しっかりと日本で養った技術の活用とか、そう

いうものができるというような体制をやっぱり

できるだけ早く国においてつくってもらう、こ

れは水産業だけじゃなくてほかの一般の業種に

ついても今はそういう動きになっていますので、

本県は先ほどから「水産県」という自称を持っ

ておるところとしては、しっかりと国に対して

もこういった要望をやっていくと、全国に先駆

けて長崎県から変えていくというような気概で

取り組んでいただきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

【冨岡委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【中山委員】 トラフグ養殖業の収益性向上につ

いてお尋ねいたします。 

 このたび、総合水産試験場の研究員らが「大

型白子を持つ全雄トラフグの作出」に関する研

究が、日本水産学会から水産学技術賞というこ

とで、大変名誉なことだと考えておりまして、

すばらしいなということです。 

 水産部長としてこの快挙をどういう評価をし

ているのか、また、この研究場に対する何か処

遇というかご褒美があるのかどうか、その辺を

ちょっとお聞きしたいなと思います。 

【吉田水産部長】 水産試験場では全雄の研究を

以前からやっておりまして、平成29年から現地

実証を行ってまいりました。 

 成果として、全雄の養殖におきまして6.5億円

を漁業者さんの方に、この全雄の取組によって

還元することができ、養殖業者さんに県として

成果を還元させたというのは大きな成果だと思

っております。 

 委員がおっしゃいました処遇といいますか、

そこにつきましては、まず広くこの取組を県民

に知っていただくために、2月には副知事の方に
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担当研究員から報告をしていただいたと。マス

コミあたりにも大きく取り上げていただいた。

これは研究者にとっても励みとなりますので、

引き続き研究を進めていただくよう、私たちと

してもしっかりサポートをしてまいりたいとい

うふうに考えております。 

【中山委員】 是非こういう快挙については、や

はり知事にもう一つ何か、水産部長賞じゃなく

て、知事賞でも出して、やはり具体的に励まし

てやるということが広く称える一つの手段だと

思いますので、ぜひ一つ検討方をお願いしたい

なと思います。 

 それで、この養殖トラフグについては、昨年、

一昨年、赤潮で10億円以上の被害を2年連続発生

したということで大被害というわけであります

が、それに対して県としても、水産部としても

適切に対応したというふうに考えておりますけ

れども、かなり大きな被害でしたので、現状、

養殖業者の経営状況っていうのは、経営体がこ

の2年間で減ったのかどうかを含めて、経営状況

がどういう状況にあるのか、その辺についてお

尋ねしたいなと思います。 

【門村水産加工流通課企画監】 過去2年間は大

きな被害を受けましたけれども、そのことを通

じて経営体が減ったのかどうかというお尋ねで

ございます。 

 私たちが把握している限りにおきましては、

経営体としては減ってはおりません。例えば魚

種を減らすというようなことは伺っております

けれども、経営自体を辞めるということは伺っ

ておりません。 

【中山委員】 経営体自体は減っていないという

ことでありますので、適切に対応したと思いま

すけれども、ただやはりこの赤潮、全然残って

いるわけでありますので、その辺は後で質問い

たします。 

 そこで、本来はこの全雄の白子のつきですね、

これが平成29年度ぐらいからという話でござい

ましたけれども、完成まで当初の目標は白子が

80グラム以上というのかな、100グラムか、その

辺で、それをできるだけ上げていくんだという

話があって、まだ完成途中に僕はあるんじゃな

いかなと思いますけれども、完成を目指して今

の進捗状況というか、どの程度まで来ているの

か、それについてお尋ねしたいなと思います。 

【森川総合水産試験場長】 現在行っております

事業におきまして、この白子早熟系統の選抜育

種の目標といたしましては、雄の8割が100グラ

ム以上の白子を持つというようなことを大きな

目標にして、これは令和12年を目標年度として

取り組んでおります。 

 これまでの平成27年に選抜育種をして徐々に

そうやって白子を大きくしていっているんです

けれども、平成27年の選抜前の段階では、100グ

ラム以上の白子を持っているというのは3割程

度でした。これが平成30年には43％、令和3年に

は62％、令和6年度産を今年開いてみると82％、

ほぼほぼ目標を達成できるような水準まで来て

いるというような状態でございます。 

 また、これからは最終的な流通の仕上げとい

うような段階に来ているというところでござい

ます。 

【中山委員】 それでは、大体目標どおりに来て

いると、ほぼ完成に近いということなんですね。

白子については完成と聞きますけれども、ただ、

歩留りがまだ低いんだという話がありますので、

これの便宜も一つやってほしいなということを

申し上げます。 

 そこで、先ほど水産部長の方から全雄の白子

つきのトラフグは6.5億円ぐらいの収益があっ
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たということがありましたけれども、具体的に

ちょっとお聞きしたいなと思いますけれども、

当初普通の養殖トラフグより1割から2割程度高

値で出荷できるんだというような話がちょっと

あるじゃないですか。けど、それだけの令和6年

の時点で差別化というか、どの程度できている

のか、具体的にちょっと教えてください。 

【森川総合水産試験場長】 令和5年度産の種苗、

昨年のシーズンに出荷したトラフグの結果でご

ざいます。 

 トラフグ1尾当たりの全雄種苗由来のトラフ

グと通常種苗とを比較した場合、全雄が4,214円

に対して通常の種苗が3,300円、約3割高で1尾当

たり取引されているという結果になっておりま

す。 

【中山委員】 当初の目標よりはやはり全雄の白

子の100グラム以上が8割増えてきたということ

は、やはりこれだけの3割以上上がったことにつ

ながってくるように僕は理解したんだけれども、

是非そういった面では、明らかに差別化になっ

てきているということでありますので、大変期

待をしているわけであります。 

 それを含めて、現時点で養殖業者に対してど

の程度、量でいけば1キロ、2キロかもしれない

けれど、どの程度養殖されているのか。養殖尾

数等について分かりやすく教えてくれますか。 

【森川総合水産試験場長】 養殖試験を平成29年

から実施しておりまして、経時的に全雄種苗の

試験に導入する尾数も増えてきております。 

 令和7年、今年度の春先の試験では、県内の30

業者の養殖業者さんが合計で43万尾の全雄トラ

フグ種苗を導入して試験養殖を行っていただい

ているという状況になります。 

【中山委員】 かなり浸透してきたなと思います。 

そこで、これをもう一つレベルアップするた

めに、やはりブランド化のために、大きな白子

の全雄というとなかなかイメージが湧かないの

で、当初言っていたんだけれども、「長崎産の

スーパートラフグ」とか、「長崎産の極上トラ

フグ」とか、こういうふうにネーミングを一つ

募集して、これを全国的に売り出していくと。

そうすると非常に消費者も分かりやすいし、そ

れについてブランド化のための呼称を募集して

いくというのは、そういう考え方がないかどう

かお尋ねしたいなと思います。 

【森川総合水産試験場長】 全雄トラフグにつき

ましては、研究機関を中心にずっと取組を行っ

てまいりました。徐々にいい成果が出てきてお

ります。 

 次年度から、水産試験場だけじゃなくて行政、

あとトラフグの養殖関係の団体とか、業者の方

等々と一緒になって、これから社会実装に向け

た取組を進めてまいりたいと。 

そういうような中で、やっぱり全雄トラフグ

の生産数量の調整であるとか、それこそブラン

ド化であるとか、そういうことも含めて、将来

像を描きながら社会実装に向けて取り組んでい

ければというふうに考えております。 

【中山委員】 もう43万尾も養殖されているとい

うことがあったし、そして3割も価格が高いとい

うことがありましたので、さらにこれを上げる

必要があるんですよね。そのためにはやはりこ

れをどうブランド化して売り上げるか、認知度

を上げていくかということが、差別化していく

かということが一つありますし、そのためには、

やはり分かりやすい何か、現場の皆さん方が当

初考えていた「長崎産のスーパートラフグ」で

もいいと思うんですよね、そういう形で一つ社

会実装も含めて、皆さんと協議しながらぜひブ

ランド化に取り組んでほしいなということを要
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望しておきたいと思います。 

 最後に赤潮の件です。 

 赤潮についてはいろいろ観測点を増やしたり、

網の深さを足したりしていろいろ工夫している

ようですけれども、これが来ると止めることは

できないんですよね。どんなにしてもできない。 

 それに対しまして、特に今年度、赤潮対策と

して特にこれだけは何としても取り組んでいく

と、これを一番取り組んでいきたい、それを1点

でもいいですけれども、2点でもいいですけれど

も、ぜひ意気込みを少しお尋ねしたいなという

ふうに思います。 

【門村水産加工流通課企画監】 今年度の赤潮対

策の、これだけは力を入れるポイントというご

質問かと思います。 

 委員ご指摘のとおり、来たときにやはり徹底

的にゼロにするという方法が現状はございませ

んので、いかに被害を抑えるかというところが

ポイントになるかと思います。 

 従来からモニタリングをやっておりますけれ

ども、長崎県としてはやはり足し網ですね、足

し網なり深い網なり、他県では確実に被害を軽

減する効果が確認されておりますが、長崎県で

はまだ導入が十分広がったという状況にはあり

ませんので、国の補正事業なども活用しながら、

さらに足し網の導入を広げていきたいと、そこ

を重点的に取り組みたいと考えております。 

【中山委員】 その足し網は確かに有効だと思う

んです。ただ、この長崎市の橘湾漁業一帯につ

いては水深が浅かったんですよね。だから、こ

の足し網が非常に難しい現状がありますので、

それも含めながら、ぜひ一つこの赤潮対策につ

いては、神頼みのみかもしれませんけれども、

ぜひ発生したときには早急な対策をして被害を

最小限にとどめるように要望して、質問を終わ

ります。 

【冨岡委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【湊委員】 先ほど中山委員の中でもありました

けれども、ブランディングですね。やっぱりこ

の「推し魚」プロジェクト、ちょうど去年の今

頃ですかね、始まったのは。クロマグロ食べ放

題がこの前、上五島でもそういうイベントが行

われたと。 

 そういうところで、まず最初に「推し魚」プ

ロジェクトについて、この1年間どのようなイベ

ントに参加してＰＲをしたのか教えてください。 

【鈴木水産加工流通課長】 「推し魚」プロジェ

クトの取組でございます。 

 今、委員からご紹介いただきました、ちょう

ど昨年の3月に第1号として、新上五島町の養殖

クロマグロが選定されたところです。 

 選定後、様々なイベントが地元を中心に行わ

れておりまして、解体ショーであったり、年何

回かの地元の飲食店でのフェアなどによって、

地元でのこの「推し魚」たる養殖クロマグロを

生で提供できる場をさらに広めていくといった

取組、それに加えまして、地元の新上五島町と

我々が協力しながら、大阪万博のイベントブー

スであったり、あるいは首都圏での「推し魚」

を使った販売促進イベントなど、様々な場面で

この「推し魚」の取組をＰＲしていったところ

でございます。 

【湊委員】 ありがとうございます。県内外でＰ

Ｒをされてきたということですね。 

 令和8年度中に4種類まで増やすというふうに

県庁ホームページに書いてあるんですけれども、

タイとか、先ほどあったトラフグとか、車エビ

とか、いろいろおいしいものが、誇れる水産物

があると思うんですけれども、そういう中で「推

し魚」、かわいいロゴがあるじゃないですか、
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そういうステッカーとかにして認定店とかをつ

くったら、すごい県内外の人たちにもっと生産

品のすばらしさをＰＲできると思うんですけれ

ども、あとは「推し魚」が食べられるお店のマ

ップ化とか、そういうお考えはあるのかお伺い

いたします。 

【鈴木水産加工流通課長】 まずこの「推し魚」

の今後の予定としましては、委員もご案内のと

おり、来年度までに残り３魚種程度の選定をし

たいというふうに考えております。間もなく2号

の方は、調整がつき次第公表できるかなという

状況でございます。 

 それからロゴマークにつきましては、一応商

標登録の方を取らせていただいておりまして、

どなたでも申請いただければ、飲食店であって

も、そのロゴは使っていただけるような手続を

取られるようなルートをつくっております。ぜ

ひ、地元だけではなく、そういう「推し魚」を

提供できる飲食店についても使っていただきた

いなというふうに考えております。 

【湊委員】 新しく選定されるお魚を楽しみにし

ております。 

 そうやって飲食店さんにもそういったことが

できますよと、ロゴマークの提供ができるとい

うところも周知してあげて、水産物の魅力発信

をどんどん頑張っていただけたらと思います。 

 ありがとうございました。 

【冨岡委員長】 ほかに質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【冨岡委員長】 ほかに質問がないようですので、

水産部関係の審査結果について整理したいと思

います。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後零時１４分 休憩 ― 

― 午後零時１４分 再開 ― 
 

【冨岡委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、水産部関係の審査を終了

いたします。 

 本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10

時から委員会を再開し、農林部関係の審査を行

います。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

― 午後零時１４分 散会 ― 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３日目 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  令和８年 ３月２５日 

自  午前 ９時５８分 

至  午後 ２時３３分 

於  委 員 会 室 ４ 

 
 

２、出席委員の氏名 

冨岡 孝介 委員長（分科会長） 

山本 由夫 副委員長（副会長） 

中山  功 委 員 

宅島 寿一  〃   

坂本  浩  〃   

石本 政弘  〃   

中村 泰輔  〃   

大久保堅太  〃   

湊  亮太  〃   

田川 正毅  〃   

 
 

３、欠席委員の氏名 

下条 博文 委 員 

 
 

４、委員外出席議員の氏名 
 

 

な  し  

  
 

５、県側出席者の氏名 

渋谷 隆秀 農 林 部 長 

髙石 洋行 
農 林 部 政 策 監 

(農村整備事業・諫早湾干拓担当) 

苑田 弘継 農 林 部 次 長 

原田 幸勝 農 林 部 次 長 

峰松 妙佳 農 政 課 長 

清水 一也 農業イノベーション推進室長  

髙橋  哲 団体検査指導室長 

三溝 孝司 農山村振興課長 

村上慎一郎 農 業 経 営 課 長 

土谷 大輔 農産園芸課総括課長補佐 

坪内 良平 農産加工流通課長 

森  修蔵 畜 産 課 長 

吉田 好広 農 村 整 備 課 長 

安達 有生 諫早湾干拓課長 

松尾 尚洋 林 政 課 長 

松尾 哲也 森 林 整 備 室 長 

長門  潤 農林技術開発センター所長 

 
 

６、審査の経過は次のとおり 
 

― 午前 ９時５８分 開議 ― 
 

【冨岡委員長】 委員会及び分科会を再開いたし

ます。 

 なお、下条委員から欠席する旨の届けが出て

おりますので、ご了承をお願いいたします。 

 また、農産園芸課山下課長から、本委員会を

欠席し、土谷総括課長補佐を代理出席させる旨

の届けが出ておりますので、ご了承願います。 

 これより、農林部関係の審査を行います。 

【冨岡分科会長】 まず、分科会による審査を行

います。 

 予算議案を議題といたします。 

 農林部長より予算議案の説明を求めます。 

【渋谷農林部長】 おはようございます。 

 農林部関係の議案について、ご説明いたしま

す。 

 予算決算委員会農水経済分科会関係議案説明

資料の農林部の2ページをご覧ください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「令和8年度長崎県一般会計予算」の

うち関係部分、第3号議案「令和8年度長崎県農

業改良資金特別会計予算」、第4号議案「令和8

年度長崎県林業改善資金特別会計予算」、第5号

議案「令和8年度長崎県県営林特別会計予算」、
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第52号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予算

（第9号）」のうち関係部分、第53号議案「令和

7年度長崎県農業改良資金特別会計補正予算（第

1号）」、第54号議案「令和7年度長崎県林業改

善資金特別会計補正予算（第1号）」、第55号議

案「令和7年度長崎県県営林特別会計補正予算

（第2号）」であります。 

 初めに、第1号議案「令和8年度長崎県一般会

計予算」のうち関係部分についてご説明いたし

ます。 

 令和8年度当初予算は知事選挙と予算編成時

期の関係もあり、骨格予算でありますので、1.

人件費等の義務的経費、2.経常的な管理経費及

び継続事業費、3.その他事業の執行上、当初予

算に計上を要するもの及び緊急を要するものな

どについて予算を計上いたしており、歳入予算

は合計で150億848万2,000円、歳出予算は合計で

304億8,970万4,000円となっております。 

 主な事業については、3ページ目の下段以降に

それぞれ記載のとおりであります。 

 12ページの下段をご覧ください。 

 債務負担行為について、15ページの中段にか

けて記載しております。 

 主な内容は複写機の賃借等に要する経費のほ

か、利子補給や工事請負契約に係る支払い額な

ど、それぞれ記載のとおりであります。 

 15ページの中段をご覧ください。 

 次に、第3号議案「令和8年度長崎県農業改良

資金特別会計予算」についてご説明いたします。 

 歳入歳出予算はいずれも2,055万8,000円とな

っており、その内容は農業改良資金及び就農支

援資金について、県による貸付事業の終了に伴

い、貸付金償還金を国及び一般会計に返納する

処理等を行うものであります。 

 16ページの中段をご覧ください。 

 次に、第4号議案「令和8年度長崎県林業改善

資金特別会計予算」についてご説明いたします。 

 歳入歳出予算はいずれも4,097万円となって

おり、その内容は、林業・木材産業の経営改善、

林業労働に係る労働災害の防止、林業労働に従

事する者の確保のために、林業従事者等に対し

て必要な資金を無利子で貸し付けるものであり

ます。 

 16ページの下段をご覧ください。 

 次に、第5号議案「令和8年度長崎県県営林特

別会計予算」についてご説明いたします。 

 歳入歳出予算はいずれも3億4,104万8,000円

となっており、その内容は県営林経営計画に基

づく県有林及び県行造林の管理経営に要する経

費であります。 

 17ページの下段をご覧ください。 

 次に、第52号議案「令和7年度長崎県一般会計

補正予算（第9号）」のうち関係部分についてご

説明いたします。 

 歳入予算は合計で32億6,914万6,000円の減、

歳出予算は合計で43億2,891万9,000円の減とな

っております。 

 その内容につきましては、国の内示の減や事

業実績の減等に伴うものであり、18ページの下

段以降にそれぞれ記載のとおりであります。 

 23ページの中段をご覧ください。 

 繰越明許費については、計画、設計及び工法

の変更による工事の遅延や災害復旧に係る国の

交付決定の遅れ等により、事業の年度内完了が

困難であることから、それぞれ記載のとおり設

定するものであります。 

 24ページをご覧ください。 

 第53号議案「令和7年度長崎県農業改良資金特

別会計補正予算（第1号）」、第54号議案「令和

7年度長崎県林業改善資金特別会計補正予算（第
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1号）」、第55号議案「令和7年度長崎県県営林

特別会計補正予算（第2号）」について、歳入歳

出予算の補正額はそれぞれ記載のとおりであり、

主な内容は事業実績に伴う減等によるものであ

ります。 

 最後に、令和7年度予算につきましては本会議

に補正をお願いいたしておりますが、国庫補助

金等になお未確定のものがあり、また、歳出面

でも年間の執行額確定に伴い整理を要するもの

があります。 

 したがいまして、これらの調整、整理を行う

ため、3月末をもって、令和7年度予算の補正に

ついて専決処分により措置させていただきたい

と考えておりますので、あらかじめ了承を賜り

ますようお願いいたします。 

 以上をもちまして、農林部関係の説明を終わ

ります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【冨岡分科会長】 次に、農政課長より補足説明

を求めます。 

【峰松農政課長】 おはようございます。農林部

関係の繰越明許費について、補足してご説明い

たします。 

 予算決算委員会農水経済分科会補足説明資料、

繰越事業理由別調書の2ページをご覧ください。 

 今回、計上しておりますのは、繰越理由別に

整理した表の右側、太線枠の3月議会計上③の列

の下段、計に記載の580件、59億9,824万2,000円

となっております。 

 主な繰越理由といたしましては、①事業決定

の遅れの理由によるものが483件、11億9,880万

9,000円で、このうち465件は、農村整備課所管

の災害復旧事業について、国の事業決定が遅れ

たものでございます。 

 次に、②計画、設計及び工法の変更による遅

れによるものが35件、26億5,550万4,000円、③

地元との調整に日時を要したものが33件、13億

5,757万2,000円、⑤その他が29件、7億8,635万

7,000円でございます。 

 ⑤その他の主な理由につきましては、林業成

長産業化総合対策事業費におきまして、木材加

工施設の発注を行った結果、機材の納入が遅れ

ることが発覚したものや、復旧地再編における

調査設計業務において、火山性有害物質を生成

する可能性がある物質が確認され、追加の土質

調査実施が必要となるなど、年度内に適正な工

期が確保できないため、繰越しを行うものでご

ざいます。 

 なお、これまでご承認いただきました額と合

わせますと、左から右へ合計の欄の下段、計に

記載のとおり、合計で674件、134億4,836万2,000

円であり、前年度同期の繰越明許費と比較しま

すと、件数で82件の増、金額で12億933万6,000

円の増となっています。 

 3ページから20ページにかけましては、事業別

内訳として、所属ごとに繰越し箇所、事業内容

等をまとめております。 

 今後は残る事業の早期完成に向けまして最大

限努力してまいります。 

 説明は以上でございます。 

【冨岡分科会長】 以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【中山委員】 快適で、儲かる農林業、快適で暮

らしやすい、農山村の実現について、質問いた

します。 

 総農家数がですね、平成22年で3万8,745戸か

ら、令和2年度2万8,288戸、約10年間で5,500戸、

年間550戸くらいが減少しておりまして、この減
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少がですね、歯止めがかからない状態になって

いまして、大変厳しい環境にあるなということ

で、危機感をですね、強く持っているところを

まずもって申し上げておきたいなと思います。 

 そこで、今回のですね、令和８年度の当初予

算では、人件費等を計上しておりますが、農林

部の職員に関する人件費の総額が幾らになるの

かということが一つと、併せて職員数がですね、

何人いるのか、うち、技術系の職員数について、

まずもってお尋ねしたいなと思います。 

【峰松農政課長】 農林部の給与費の全体の予算

ということですけれども、予算の総計でいきま

すと、給与費については64億5,092万5,000円を

計上しております。 

 また、職員数につきましては、農林部全体の

職員が821人おりますけれども、そのうち技術職

と事務職を除いた技術者と現業職で701人とな

っております。 

【中山委員】 この農林業というのは、技術職が

多いなということですね。改めてそう思いまし

た。 

 これに関わる人件費が64億円ということであ

りましたが、私はこの人件費の64億円というの

はですね、人的、人間、マンパワーというかな、

この政策への投資であると考えておりましてで

すね、儲かる農業を進めていくためにですね、

人的に64億円の投資をしているということであ

りますので、これを最大化する必要があるとい

うふうに考えておりましてですね、その点につ

いて幾つか質問をさせていただきたいなと思っ

ているところであります。 

 まず、最初に、令和8年4月1日の技術職員です

ね、採用状況がどういうふうになっているのか

という問題と、技術系職員のですね、年代別で

すね、20代がどうだとか、40代がどうだとか、

50代がどうだとか、この辺りの割合について、

まずもってお聞きしたいと思います。 

【峰松農政課長】 令和8年度に向けての採用状

況というふうにお尋ねがあったと思うんですけ

れども、今、試験については技術職については

年3回実施をしておりまして、合格者が職種全体

で申しますと、44名、農林部には農業職、畜産

職、林業職、農業土木職が競争試験にありまし

て、それと別途、選考試験で獣医師職がある状

況にあります。 

 その方の、また、辞退等が発生する見込みが

ありますので、正式な採用数というのはちょっ

と現時点では分からない状況になっております。 

 それから、現在の年齢構成についてですけれ

ども、農業職だけで申しますと、農業職につい

ては50代以上が約半数となっておりまして、次

いで30代が多く、21％、40代が15％、20代が14％

ということで、若年層の方が少ない状況となっ

ております。 

【中山委員】 年代別を見ますとね、50代以上が

半数以上ということで、20代が14％程度となり

ましたよね。そこでお聞きしたいのは、この技

術系職員の適材適所の配置の基本的な考え方と

いうか、それを基にですね、どういう形で実施

しているのか。これは農政課長がやるのかどう

かわかりませんけれど、最終的には農林部長の

決裁になるんじゃないかと思いますが、適材適

所は、自己採点ですね。100点なのか80点なのか。

主にですけれども、その辺をお願いできますか。 

【峰松農政課長】 農業職で採用した職員につき

ましては、まだ、普及指導員としては資格を持

っていない状況になりますけれども、まず、採

用された職員については、農業分野の普及業務、

研究業務、行政業務、大きく三つの分野を早い

時期にローテーションで配置をしていただいて、
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それぞれを経験させていただくことで、まず、

資質向上を図っていきたいと考えております。 

 その間も森林の研修でしたり、専門性の技術

向上研修、こういったものも組み合わせながら、

資質向上を図っているところでございます。 

 その後、実務経験を積んだ後ですね、普及資

格試験等を受験して、普及資格を取得していた

だくような配慮をし、その後につきましては本

人の希望もありますけれども、適性等を勘案し

たキャリアを積んでいただくようなことを考え

ております。 

【中山委員】 資質の向上については理解いたし

ました。僕が聞きたかったのは、年代構成がね、

50代が半数以上とか、若手は少ないとか、職員

701人の適材適所をどういうふうにやっている

のかを聞きたかったんですけれど、再度お答え

いただけますか。 

【峰松農政課長】 技術職も含みまして県庁全体

で毎年意向調査というのを実施しておりまして、

本人の意向を確認するというのはもちろんなん

ですけれども、それぞれ勤務をする中で、業績

の評価というのを所属長が行っております。そ

の中で評価をされた内容等を参考にしながら、

適性のある職場に配置できるように、毎年検討

をしているところでございます。 

【中山委員】今後の動きとして、本人の意向を

重視する方向に行くのか、そして、それから当

然、業務も上司の方からね、評価もあるでしょ

うけれども、僕としては、個人の意向を重視し

ながらその人を伸ばしていくというか、そうい

うふうにシフトをした方がいいのかなと思って

ちょっと聞きたいんですけれど、これについて

どう考えていますか。 

【峰松農政課長】 ご指摘のとおり、やはり本人

の適性というものはそれまでの経験に基づいて

磨かれていくものと考えております。また一方

で、先ほど申し上げた三つの分野で偏ることな

くですね、広く視野を持っていただくというこ

とを考えれば、やはり新しい分野にも挑戦して

いただくということを人事配置の中で考えてい

かないといけないということも考えております

ので、その辺りは状況に応じて検討してまいり

たいと考えております。 

【中山委員】 当然、希望を重視しながら、好き

なところがやはり能力を出しやすいんですよね。

それに合わせて、今言ったように、当然ある程

度来れば刺激を与えないといけないから、要す

るに、そうしてやる仕事もね、大事だと思いま

すけれども、若いうちは特に個人の意見を尊重

しながらやっていただければ、大変ありがたい

なということを申し上げておきたいと思います。 

 次にですね、普及指導員の活動及び運営費に

ついてですね、7,855万7,000円計上しているよ

うでございますけれども、今年度と令和7年度の

主な実績とですね、農業普及指導員の指導力と

いうか、スキルアップのためにですね、令和8年

度は何か手立てがあるのかどうか。このことに

ついてお尋ねしたいと思います。 

【峰松農政課長】 今ご指摘のありました農業改

良費のうち普及活動運営費につきましては、こ

れは県内の6か所ですね、普及事務所の普及員の

活動費、それから事務所の管理、そういった、

どちらかというと管理運営に要する経費という

ふうに考えております。 

 その中で、やはり農家さんのところに出向い

ていってですね、現場の意見を聞いてくると。

それを行政施策に反映していくということで、

非常に活動経費については毎年重要なものとし

て確保を考えているところでございます。 

 そのもう一つ、普及指導員研修費というのも
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設けておりまして、先ほどから話になっていま

す資質向上について、やはり普及職員というの

は時代に応じてですね、自分のスキルというの

を磨いていかなければなりませんので、そうい

ったものを研修に要する経費も別途積んだとこ

ろで、活動をするようなところでございます。 

【中山委員】 農業を振興させるためには、ノウ

ハウですね。直接、農業の普及指導員の力量が

非常に現場に影響を与えるということで、あの

人はよかったけれども、替わった途端にですね、

なかなか話がしにくいとか、そういう話を聞く

わけなんですけれど。我々が知っている頃は、

若い頃は、よく農家の方とですね、普及員がね、

話をするためにはやはりある程度、こっちから

持ってきて、飲みニケーションしながら、本音

で話していくというようなこともやっていたよ

うなこともあるんですけれど、最近はやっぱり、

話を聞くためにね、本音で話をしたいので、や

はり、なかなか話すだけじゃいけないから、一

杯飲みながらという農家の人もいるもんな。現

在はそういうことで、農家がね、勧めれば、そ

れに対して付き合っていくよというような文化

はまだありますかね。 

【峰松農政課長】 私も事務職員ではあるんです

けれども、品目のそれぞれの部会だったり、そ

ういった地域だったり、それぞれの特徴に応じ

て、普及員もそれぞれ活動していると認識して

おりますので、そういった機会もあるところも

あるんじゃないかと認識しております。 

【中山委員】 是非ですね、農家の方と飲みニケ

ーションをやってですね、大いに声を聞いたり、

話したりすることは非常に、農家の意識が高ま

ってきますのでね、是非一つ、進めていただき

たいなと思います。 

 次にですね、農林技術開発センター試験研究

費、5,483万7,000円についてでございますが、

令和7年度ですね、今年度、主な実績というか、

効果がある、効果が著しく出ている場合は、お

知らせいただきたいなと思いますし、併せてで

すね、この試験研究のですね、職員の技術向上

ですね、やり方といいますか、これの取組につ

いてお伺いしたいなと思います。 

【長門農林技術開発センター所長】 今年度の試

験研究の成果ということと、職員に対する研修

がどういった形で行われているかというご質問

かと思います。 

 本年度の成果につきましては、毎年試験研究

については成果情報という形で、普及に移せる

ようにどういう形で技術にするかということで、

成果情報の発信を行っています。 

 そういう中で、本年度は昨年3月頃まで農家さ

んと一緒にやりながら、どういう普及の成果情

報を出していくのかということで検討を重ねて

おりますが、現在のところ、約50成果ほど、成

果情報としてお示しすることができるんじゃな

いかというふうに考えています。 

 そういったものを踏まえまして、普及指導員

にどう使っていただいて、よりよく農家の、農

林業者の所得につなげていくか、そういったも

のの成果につなげていこうかというふうに考え

ているところでございます。 

 また、委員からお話がありました研修のお話

ですけれども、センターでは、人材育成という

ことで、研究員に求められる人材というのもご

ざいます。普及と違いまして、どう現場課題に

つなげていくかという部分もございますので、

例えば、若手研究員であれば、そういう新しい

技術の習得とか、例えば、中堅職員であれば、

研究員の学び直しとか、そういったものも求め

られていると思います。そういう意味では、若
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手職員に対しては、現場でしっかり農家さんの

生産動向とか、成果の発表、そういったものを

農家さんの前でやっていく、そういった研修を

行うとともに、外部資金というか、国とかそう

いったところの資金を活用できるようにしてま

いりたいというふうに考えていますので、そう

いった人、方々とのつながり、そういったもの

を身につけていくための研修、会議への出席、

そういったものに取り組んでまいりたいという

ふうに考えているところでございます。 

【中山委員】 外部資金もね、取りに行かないと

いけないと思いますし、含めてやはり、研究員

で、そして、資質向上を図っていこうという考

え方なので、特に僕は気をつけてほしいのは、

やはり研究員、今後、まだ若手も含めてですけ

れどね、なかなか隣にいてもね、コミュニケー

ションを取らないというのがあるんですね。情

報を共有するため、是非ですね、こちらからコ

ミュニケーションを図ってですね、逆に言えば、

忘年会でもメールでも、隣の人がいてもね、こ

ういうことを挙げないという人もいるらしい。

コミュニケーションが盛んになるような仕掛け

をしながら、技術向上に、努めていただきたい

なと思います。 

 次にですね、果樹研究部門の試験研究費3,549

万7,000円。令和7年度の主な実績とですね、効

果があれば教えていただきたいなと思いますし、

職員の技術向上に向けた取組についてですね、

令和8年度をどうしていくのかお尋ねしたいな

と思います。 

【長門農林技術開発センター所長】 果樹研究部

門につきましても、農林技術開発センターの中

に、一部門として、実際、同じような形、活動

に取り組んでいるところでございます。ですの

で、農林技術開発センターとして、施設野菜、

施設園芸、花、果樹、畜産も一緒になって、林

業も含めて、そういうまず成果情報を出してい

く。そういうことで同じような形で研究者の育

成、そういったものも図っていって、先ほど委

員からもお話があったように、研究員一人一人

がしっかりコミュニケーションを取れるような

形で、職場運営を図ってまいりたいというふう

に考えているところでございます。 

【中山委員】 以前、僕も研究所に行って、いろ

いろ聞き取り調査して、詳しく教えてもらいま

した。そこでね、特に場長さんだったと思うけ

れどね、ところで、あなたはビワ作っているけ

ど、直接、茂木の農家に行って、出ていたもの

を食べたことあるかという話をしたらですね、

いや、ありませんということでした。 

 是非ですね、この研究所の方々はね、一定の

条件の下で作っていくことについては熱心にや

っているから、これ、評価しないといけないけ

れど、実際、現場というのは山あり谷あり、日

が当たったらいけないとか、いろいろあるんで

すよ。そこに行ってね、物を食べさせてもらっ

て、それを自分で確認して、それで持ち帰って、

またどうするんだと。そういう現場に行くとい

うことがね、求められていると思います。是非

ね、そういう方向で、一つ指導していただけれ

ば大変ありがたいなと思います。 

 次に、畜産研究部門もですね、試験研究費

7,631万9,000円で、令和7年度主な成果と、令和

8年度、技術職員のですね、技術力向上への取組

についてご説明ください。 

【長門農林技術開発センター所長】先ほどの果

樹部門とも同じように、畜産部門も、我々農林

技術開発センターの一部門となっておりますの

で、同じような形で、先ほどもお話があったよ

うに、いかに現場の課題ニーズをしっかり把握
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しながら取り組んでいくかということが重要で

すので、そういったことも含めて、しっかり指

導してまいりたいと考えています。 

【中山委員】 それではですね、二、三点お尋ね

しますが、ひとつは、この認定農業者のですね、

経営改善支援2,370万円でございますが、ここを

ですね、支援で、主な成果がどんなものがある

かというのと、令和8年度の認定農業者のですね、

所得向上の取組というか、具体的な数字がある

のかどうか、お尋ねしたいなと思います。 

【村上農業経営課長】 認定農業者、農業経営基

盤強化対策費かと思います。認定農業者の地域

農業の担い手の確保、育成を図るための取組で

ございますが、認定農業者、今現在4,900名程度

ということで、年々ちょっと減少している状況

でございます。 

 しかしながら、認定農業者の平均農業所得で

いきますと、令和6年で558万円ということで、

これは年々上昇しているという状況でございま

す。 

 毎年、認定農業者は経営改善計画という5年後

の経営目標を定めまして、その目標達成に向け

てですね、例えば、規模拡大の支援ですとか、

経営改善の支援、こういったところを、この事

業の中で取り組んでいるところでございます。 

【中山委員】問題は、この認定農業者を約4,900

人より維持拡大できれば一番いいんだけれど、

なかなかそれが拡大するのは難しい気はするけ

れども、やはり所得だよね、所得を上げていく。

令和6年度3月末で年所得555万円となっている

けれども、令和5年度か。これを令和12年度に上

げていこうということでしょう。そうなるとね、

一遍にきゅっと上がらないわけだから。そうす

るとやはり、５年なら年次計画をもって、こう

だこうだと、令和8年度の555万円から上げない

といけないわけだから、具体的な目標というの

はあるんですか。 

【冨岡分科会長】 暫時休憩します。 
 

― 午前１０時３３分 休憩 ― 

― 午前１０時３３分 再開 ― 

【冨岡分科会長】 分科会を再開します。 

【村上農業経営課長】 失礼しました。第4期長

崎農林業農山村活性化計画では、令和12年まで

に認定農業者の農業所得を600万円まで引き上

げるという目標を立てております。 

【中山委員】 600万円に上げていただくことは

大変ありがたいことであって、そのためにはい

っぺんに800万円になるわけじゃなくて、この差

は45万円あるわけでしょ。そうすると、これは

5年で割ると10万円ぐらいかな。そういう話もあ

ってだけれども、やはり、予算上は、この数値

目標をある程度565万円とか、そんな年次的には

ある程度追っていきながら、それをやっていく

という形が一番いいんだと思うんですよね。い

きなり最初に基準値があって、12年度があって、

あとは分からないじゃ話にならないから。是非

ですね、そういう形で、できるだけ年次の目標

をですね、見込みを立てながらやっていただく

ことをお願いしたいなと。 

 それとね、もう1点お願いしますけれども、こ

の農業振興をしていくためには、農協の働きと

いうのは非常に重要になってくると考えていま

して、農協も合併しましてね、大きくなって、

6団体、将来的には一つか二つにという話はあり

ますけれど、巨大になると課題もですね、ある

のであります。 

 そこで、本県の農業協同組合等育成について

ですね、776万円、この取組の内容と、この経営、

各農業協同組合の職員数、そして、このうち営
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農指導員ですね、これ、どれだけいるのかです

ね、お尋ねしたいと思います。 

【髙橋団体検査指導室長】 農協の職員数、それ

から営農指導員さんについてのお尋ねでござい

ます。 

 正式な統計が出ています令和5年度末の長崎

県内7農協の職員数は3,107名で、そのうち営農

指導員数は203名ということになっております。 

【中山委員】 失礼しました。7団体。６団体と

思っておりました。失礼しました。本題は農業

指導員がですね、やはり203名が、僕に言わせれ

ば少し、集落でやっているけれども、少ないの

かなと思うんですよね。特に、僕はもうビワ農

家からいろいろ聞くのは、やはり農協が合併し

て、大崎からザーッと西彼杵、西海まできてね、

これ、指導も大変だよね。行ったり来たりする

のに半日かかる。だから業務がね、なかなかゆ

っくり話すというような状況にはないような場

合もあると。指導員自体は熱心にやっていたけ

れど、その人の数の問題があるんですよ。少な

くなっているんですよね。この辺はね、数が少

なくなったと、これを増やせというのも、なか

なかやはりね、難しい部分もあるのでね。これ、

有効に活用するためにどういう工夫がいいのか

というね。やっぱり農家の皆様の声を聞きなが

らですね、一つここは、うまいことやっていか

ないことには、農家の人がですね、このＪＡの

指導員の方との接点が非常に強くてですね、そ

こと県の普及指導員ということになってきます

ので、この辺がですね、ここが弱くなるとです

ね、非常に農家の意欲を削ぐ形になってきます

のでね。これの工夫をね、今後、農家の人に聞

きながらですね、一つ、農協団体と改善策とい

うかね、対策を、何とかですね、考えていただ

ければと思いますけれど、いかがでございまし

ょう。 

【峰松農政課長】 営農指導員さんと農業普及員

の連携ということで、産地振興にはどちらも大

切な役割を果たしていると認識しております。 

 そこで県としましては、産地計画を基軸とし

て、産地の維持発展というのを取り組んでいる

んですけれども、その際に、やはりＪＡの営農

指導員さんとの連携というのを意識してやって

いるところでございます。 

 また、その人材育成におきましても、先ほど

来申し上げておりますけれども、普及職員の研

修と併せまして、狙いが同じようなことがあれ

ばですね、一緒に研修を行ったりすることで、

県の政策を営農指導員の方にも理解していただ

きながら、産地振興に取り組むことができると

考えております。そういったことで、本県の政

策、普及指導員の役割を、営農指導員さんにも

十分知って、理解してもらいながら、今後も円

滑な連携体制を構築していきたいと考えており

ます。 

 それと、先ほど委員の方から指摘のありまし

た予算の農業協同組合育成指導費776万6,000円

につきましては、これ、団体検査指導室の運営

費でございまして、農協の方の活動費というも

のではございませんので、補足させていただき

ます。 

【中山委員】 いや、一番大事なのは、農業の経

営状況をきちんと監査していかないといけない

わけだから。そういう意味ではね、経営を維持

していくためには、人件費が一番大きいんです

よ。 

逆に言えば、人件費が多くて、農家が減ってき

ているわけですから、大変厳しい状況にあるわ

けですよね。 

 そういう中で、営農指導員がどうしても補充
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が利かないというのかな。 

もっと欲しいなという声があるんですけれども、

まだそこまでは経営関係で、それは同じ人間と

しての、今までの3倍も、範囲拡大は、当然人間

が1人でやれないわけですよ。そういう問題が発

生しているから、これをうまくやるためにね、

やはり農家の声を聞いて、そして、農業でそう

いう改善ができないのかどうか、それを含めて

やればいいわけであって、その人たちの働きが

悪いということを言っていないわけなので、こ

こをもう少し活用するためのいい方法を考えて

ほしいということを申し上げたいところであり

ます。よろしくお願いします。 

 それとですね、もう取りあえずまとめていこ

うと思いますが、やはり今までお話ししたよう

にですけれど、各研究機関同士の交流とかです

ね、これはやられていないと思うんですけれど、

それとか、研究機関内の交流の促進・取組をで

すね、さらに進めてほしいなというのが一つで

あるし、農業指導員とか営農指導員とですね、

農家、新規就農者等のですね、交流促進という

コミュニケーション、さらに進めてほしいとい

うことを申し上げた上でですね、儲かる農林業

と活力ある産地を守るためには、やはり農業者、

農家の声をどう反映させていくのか。そのこと

によって農家が意欲を高めていきますので、こ

こをどうするかという問題と、もう一つは、新

規就農者が減ってきているわけです。大変厳し

い状況にあります。ここに農業とか畜産業とか

動物とか、森林とか関心のある県民に対してで

すね、アピールしていくということが大事でご

ざいます。その声をどう聞くかという問題があ

る。 

 そういう意味で、私が提案したいのは、これ

らの窓口をですね、農林部内の本庁あたりで、

ワンストップでですね、ワンストップ窓口とい

うか、分かりやすく言えば、農林業110番という

かね、そういうのを設置して取り組んで、そし

て、農家と農林部の皆さん方と、また極端に言

うと、農家と農林部長が顔の見える関係という

か、もう全体でね、農家数、農業に従事してい

る人は2万5,000人いるんだけれど、我々が選挙

するときでも、後援会は、2万5,000人くらいい

るんですよ。我々も8割か9割、それぞれあれは

ああだって覚えているんですよ。農林部長あた

りもね、2万5,000人ぐらいはね、半分は覚えて

いるぐらいのね、そのくらい意欲があれば非常

にありがたいことだと思うわけであります。是

非このワンストップ窓口をね、つくる時期に来

ているのかなと考えているわけでありますが、

これについてどう考えていますか。 

【峰松農政課長】 議員ご指摘のご提案ですけれ

ども、今現在、農林部の方で対応しております

のは、やはりそれぞれの課題といいますか、例

えば、新規就農者の方が相談したい内容、それ

から、中堅の農家さんがさらに経営を向上させ

たいということでの相談内容、分野がそれぞれ

ありますので、園芸の方もいらっしゃれば畜産

の方もいらっしゃるというで、そういった方々

に、密にですね、相談ができるように、例えば、

新規就農につきましては新規就農相談支援セン

ターというのをワンストップ窓口として設けて

おりますし、認定農業者の方についてもそうい

った集まりをつくって、そこの事務局をですね、

県の方でも配置させてもらったり、あるいは、

その産地自体を盛り上げていくということにつ

きましては、産地計画というのを策定するとい

うご説明を先ほどしましたけれども、そこに普

及員も市町も農協さんも入ってやっている状況

で、農家さんの声をワンストップで受け入れる
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ところを、それぞれの課題に応じて、それぞれ

の必要性に応じてつくっているという形で今取

り組んでいるところでございます。 

 そういった中で、議員のご指摘については、

恐らくそういったところも含めて全体、先が見

えるような、顔が見えるような関係ということ

をご提案いただいたと思っておりますので、そ

ういった中で、必要な情報については共有、連

携をするような形で取り組んでいけたらと考え

ております。 

【中山委員】 はっきり言って、今までのような

時代の流れの中で、農林部の皆さん方はね、精

力的にやっていただいたことはよく分かるんで

すよね。農林部から知事が出たり、副知事が出

たりしてですね、非常に士気が高まっておりま

すし、期待しております。ただ、やはり、今ま

でのやり方を踏襲していて、そこを大事に大事

に守っていこう、そこに投資をしていこうとい

うことも一つの、基本的にはそれでいいと思う

んですよ。しかし、それだけではですね、それ

は打開できないと思います。そのために、やは

り県民みんなに広くこの農業問題に関心を持っ

てもらう。職員含めてね。森は、森の癒やす効

果とかいろいろあるけれど、全体に関心を持っ

てもらって、そして、相談すれば、ここに相談

すれば、全てのことは、例えば、資金の問題に

ついてどうとかね、そして、一芸に秀でる農家

はどこにいるとか、ここにいますよとかね、な

かなかね、農家の人とよく酒を飲むんだけれど、

私も一緒に。そのときに私もやかましく言うん

だけれども、行けばいいんじゃないかと言って

もね、なかなかそれが酔いがさめたらそうなら

ない人もいるんですよ。それで、やはりここを、

ここが相談窓口ですとハッキリして、そこから

振り分けてもいいじゃないですか、決めていて

ね。例えば、県民共通の相談窓口はこうなんだ、

そこはそこにチーフがいて、そこに民間人でも

いいじゃないですか。それでもいい。この流れ

をつくっていくとかね、やはり何かの形をね、

仕掛けというか、県民と県民の力をはらまんば

農業はやっていけませんけれども、農業者だけ

に任せては。是非ですね、それに対しまして、

県民に開かれたワンストップ窓口をですね、開

設いただきますように要望して質問を終わりま

す。 

【冨岡分科会長】 ほかに質疑はございませんか。 

【石本委員】 ちょっと二、三点確認させていた

だきます。 

 まず、鳥獣被害対策の関係でございますが、

今回、植物防疫費の中で、11億2,700万円の予算

がありますけれども、昨年度比25％増加してい

るわけですけれど、これも何回もこれまでも言

ってきましたけれど、なかなか県北地域につい

ては、イノシシの被害をはじめとして、最近は

またシカの被害も少し出てきていると私も聞い

ています。ここに対し、これらの有害鳥獣に対

する、いわゆる被害の防止対策について、具体

的にどのような対策を考えておられるのか、ち

ょっと中身についてお伺いしたいと思います。 

【三溝農山村振興課長】 鳥獣に関する被害でご

ざいますが、今の現状なんですが、令和6年度の

農作物被害額は2億円程度ということで、前年度、

令和5年度と比較すると5％ぐらい下がっており

ます。イノシシがその7割を占めておりまして、

被害額が1億5,100万円ということになっており

ます。 

 県といたしましては、やはりイノシシの被害

については、被害のピークであった平成16年度

と比較して、3割程度に下がっていますが、近年

下げ止まりをしているということになっており
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ます。 

 これについては、しっかり引き続き、防護、

すみ分け、捕獲、この3対策をしっかり取るのと

併せて、地域によって、やはり被害が酷いとこ

ろと酷くないところというのは、実はございま

して、そこのところについて、重点的に鳥獣被

害対策のアドバイザーにご協力いただいて、対

策をしっかり取っていこうということで考えて

おります。 

 やはり今までの従来どおりの対策は当然、防

護対策とかですね、防護柵とかそういうところ

の手当は必要になってはくるんですが、防護柵

についても、実際、せっかく設置したところが

破られて、被害も増えてきているということも

ありましたので、そういうところについてもし

っかり対策を取っていきたいということで考え

ております。 

【石本委員】 対策も必要だというふうにはそれ

は当然なるわけですけれども、一方で、猟師で

すね、獲る方の猟師がこれも高齢化、そして、

猟師自体の数も減ってきているという状況で聞

いています。これに対しても、もう長年、いわ

ゆる猟師に対する、補助というか、対策金ので

すね、狩猟費というか、そういうのも上げても

らえば、もっともっと鳥獣も捕獲することが可

能になるという話も聞いていますが、そういっ

た具体的なその猟師に対する手当なり、対策な

り、どういうふうな状況かを教えてください。 

【三溝農山村振興課長】実際に狩猟される方で

すが、今イノシシ成獣１頭捕獲すると7,000円、

国の方から補助が出ているということになって

おります。これについては、委員おっしゃると

おり、以前から全然変わっていないということ

もございまして、そこについては国に対して要

望して、その手当を上げていただきたいという

ことで、今後とも引き続き要望していきたいと

いうふうに考えております。 

【石本委員】 この鳥獣害対策について、直接今

回の8年度の予算には出てきていないというふ

うに聞いているんですけれども、これも県北地

域で、昨年度ですかね、私も質問したところで

すが、その鳥獣を捕獲しても、なかなか処分が

簡単にいかない。要するに、量を獲りたいけれ

ども、その獲った後の処分に、何ていうか、焼

却できない。単純に埋設という作業がですね、

そういった場所もなかなかないと。特に夏場な

んかは腐敗なんかもあって、近隣に対する環境

悪化も考えると、獲りたいけれども獲れない、

獲っても処分できないという状況の中で、県北

においては、減容施設と言いますかね、一時保

管するような冷凍庫なり、そういったことの建

設について検討されていると。昨年では一応、

令和8年度からそういった取組を進めたいとい

う話を聞いていましたけれども、調整の問題も

あって、ちょっと令和8年度は無理だという話も

聞いています。そういったところについてもち

ょっと動きがあれば教えてください。 

【三溝農山村振興課長】 委員ご指摘の県北地域

の減容化施設でございます。減容化施設という

のは、捕獲した鳥獣、イノシシを一度乾燥させ

て処理するという方向になっております。今、

県北地域の有害鳥獣被害防止協議会を中心に協

議がなされておりまして、令和8年度に、松浦市、

平戸市、それぞれ単独で施設を整備したいとい

う意向がございましたが、現時点では令和9年度

に施設の整備を行いたいという構想になってお

ります。 

 特に、松浦市については、整備の場所の選定、

それからコストの計算等に時間を要していると

いうことでお伺いしております。県としては引
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き続き、この協議会等を通じて支援をしていき

たいということで考えております。 

【石本委員】 その話もですね、平戸、松浦、そ

れぞれで建設をしたいというような要望もある

ような話を聞いていますが、将来的に考えます

とですね、やはりさっき言いましたように、そ

の狩猟する側の人数も減ってくると。また、広

域的な連携も今後出てくると。やっぱり市単独

ではですね、なかなか経営的にも困難ではない

かなという気もしますので、ここら辺は、でき

ればですね、県北地域といいますか、佐世保以

北で１か所というような施設整備を是非してほ

しいと思うし、もう一つ、県北に、田平ですか

ね、クリーンセンターがあるんですけれども、

これもあと5年でどうするかという話も出てき

ています。そういった施設、佐世保では今、１

頭、焼却が丸々できるという施設になっている

という話も聞きますので、そういった今後の焼

却施設との兼ね合いも十分考えて、できるだけ

効率的な、無駄にならない施設の建設について

もですね、並行して、しっかり検討していただ

ければというふうに思っていますが、そういっ

たことについての意見は。 

【三溝農山村振興課長】 委員ご指摘のとおり、

やはり単独で施設を整備すると、頭数が当然減

ってきますので、その処理の規模なりを考える

と、コスト的にやっぱりかかっていくという問

題もございます。私どももできれば一緒になっ

て、そういう施設をつくった方がいいというこ

とで考えておりまして、協議会の方でも話はさ

せていただいていますが、今後ともその考え方

についてはお伝えをしていきたいと考えおりま

す。 

【石本委員】 もう一点、畜産の関係ですけれど

も、これもちょっと具体的な予算は見えないん

ですが、県北においては、その獣医師の不足と

いうのが依然として残っております。そういっ

た、さっきの話もありましたけれども、指導員

の育成の体制とか、そこら辺もなかなか行政単

独では難しい。そして、その獣医師の配置です

ね、採用から配置についても、なかなか行政単

独では困難だというところもありますので、県

としてもそういった各地域のバランスといいま

すかね、獣医師の配置についても、県が主導的

にやっていただけなければ、やらなければ、な

かなか難しいなと。獣医師の不足を解消する手

立てとしてはですね、そういったところで県の

方としてはどのような考えなのか教えてくださ

い。 

【森畜産課長】 獣医師の県北でのということで

ございますが、我々、県職員の獣医師としては

家畜保健所に配置をしておりますけれども、そ

こにおいては、やっぱりちょっと欠員がありま

す。それにつきましては、ＯＢの獣医師で一応

補充している状況ですけれども、県北の方の診

療所等、農済含めてはですね、一時期、松浦の

方とか、欠員の状況ということをお聞きしたん

ですけれど、現在、解消されているように聞い

ております。 

 県下見渡したときも、離島の方とか、一部そ

ういうふうな状況もあったりとかしているんで

すが、県の方で県内の診療所等を集めた懇話会

という組織をつくって、そこでいろいろ情報交

換をしているんですが、その中でいろいろ情報

共有しながら、連携を組むということについて

は県の方で一緒になって考えているところでご

ざいます。 

 一応、獣医師の確保のために修学資金という

ものを準備して、大学生の獣医師の方に貸して

いますが、その方たちが県であったり、診療所
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であったり、農済、そういうところに就職する

ようにですね、対策も打っていますので、それ

も含めて、一応欠員の状況でありますけれど、

確保対策は今後、しっかり取り組んでまいりた

いというふうに思っています。 

【冨岡分科会長】 ほかに質疑はございませんか。 

【宅島委員】 よろしくお願いします。私の方、

この鳥獣被害対策で、ちょっと質問させていた

だきます。 

 農水省発表の令和6年度の野生鳥獣による農

作物被害状況ですが、全国の被害額が188億円、

前年度から24億円増加をするというような発表

になっています。長崎県においては、先ほど課

長から説明がありましたとおり、ピーク時の約

3割に被害が抑えられているというような答弁

がありましたけれど、毎年ですね、約10億円の

国費をいただきながら、その鳥獣対策をやって

きていると思っておりますが、この令和8年度予

算で予想される頭数、イノシシが何頭分なのか、

シカが何頭分なのか、そのほか何頭分なのか、

そういう明細が分かりましたら、お願いします。 

【三溝農山村振興課長】 今、手持ちはないので、

後ほどお答えさせていただきます。 

【冨岡分科会長】 暫時休憩いたします。 
 

― 午前１１時 ２分 休憩 ― 

― 午前１１時 ３分 再開 ― 
 

【冨岡分科会長】 分科会を再開いたします。 

【宅島委員】 それでは、令和7年度の実績では

なくてですね、令和6年度の実績で構いません。

イノシシ、シカ等の捕獲状況です。 

【三溝農山村振興課長】 先ほど、委員からご質

問がございました令和6年度のイノシシの捕獲

頭数でございますが、4万5,822頭ということに

なります。前年の3万1,740頭と比較すると144％

ということです。 

【宅島委員】 令和6年度、シカの実績は分かり

ますか。 

【三溝農山村振興課長】 1万3,294頭でござい

ます。 

【宅島委員】 分かりました。ありがとうござい

ます。答弁でですね、イノシシの方が144％です

か。毎年ですね、4万頭以上を多分駆除されてい

るというふうに認識しておりますけれども、毎

年毎年これだけ予算を打っても、どんどんイノ

シシの頭数自体はあまり減っていないのかなと

いうふうに思いますけれども、今、県で認識を

されているですね、県内にイノシシが例えば何

頭ぐらい生息するのか、そしてまた、シカが何

頭ぐらい生息するのか把握をしていらっしゃい

ますか。 

【三溝農山村振興課長】 毎年度のイノシシの捕

獲頭数でございますが、3万5,000頭から大体5万

頭の間ぐらいで、数字が推移しております。 

県内で実際、どのくらいイノシシが生息するか

ということでございますが、これについてはで

すね、イノシシの個体数推定に関しては、完璧

な個体数の推定方法とか個体群の動向の指標が

確立しておりませんので、生息頭数の把握は現

在困難だと思います。 

 シカについてはですね、排せつの糞の塊の密

度や捕獲頭数などを統計的に処理することで、

ある程度それを推定させていくような方法がご

ざいます。イノシシに関してはですね、その糞

自体がなかなか判別がつかないということでご

ざいます。 

 併せてですね、イノシシは大体1年間に、相当

こどもを産むんですが、死亡率が非常に高いと

いうことで、平均寿命も大体1年前後ということ

で、年によってかなり変動が大きいと、捕獲頭
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数も3万頭から5万頭ということで、特に狭いエ

リアでは、なかなかその辺りの推定が難しいと

いうことになっています。 

 国の方では、先ほど申しました捕獲頭数など

を基に推計値がございますが、それでもですね、

大体60万頭から120万頭ということで、幅が60万

頭という形で、なかなかちょっと難しいところ

もございますし、県という狭いエリアで推計す

ると、かなり誤差が出てくるということで、な

かなかイノシシの推定値、その生息数というの

が出せない状況にあります。 

 これについては、国の方には毎年政府政策要

望でその生息数を推定できるような形で検討し

ていただきたいと要望を出しているんですが、

現状、そういう状況でございます。 

【宅島委員】 ありがとうございます。先ほど農

水省のですね、発表の額で言ってもですね、も

うこの対策が本格的に長崎県でも始まって、12

年ぐらい経つんじゃないかなというふうに私の

記憶ではあるんですけれども、毎年ですね、10

億円程度の交付金を頂きながら、12年間、120億

円かけてですね、この駆除に取り組んできて、

まだ、被害額は減っておりますけれども、そう

いう40億円ぐらいの被害の軽減だと、10年間ぐ

らいですね。そういった中でですね、やはりイ

ノシシを駆除する方法としてですね、いろんな

インストラクターの方とか、そういった方が入

ってやっていると思うんですけれども、例えば、

ドローンなんかを活用して、赤外線をつけた状

態でですね、その探知するというか、探すとい

うか、そういったことはされているんでしょう

か。 

【三溝農山村振興課長】イノシシについては、

そのような研究等を存じ上げないんですが、シ

カについてはですね、夜間、赤外線を使って監

視する方法は実際あってですね、現地の方で、

市がされたりということではございます。 

【宅島委員】 ありがとうございます。やはり最

近のドローン、かなり精度とかですね、そうい

った性能面も上がってきていて、私も何かテレ

ビで見たことがあるんですけれども、やはり動

物なんかの生息状況をドローンで、赤外線で確

認するというようなことも見たことがあります。

そういった意味でいくとですね、やはり被害が

大きいところ、被害が出やすいところ、そうい

ったところに関してはですね、やっぱり新たな

対策としてドローンを活用した調査方法とか、

そういったことも是非ですね、国に言う、例え

ば、要望していただきながらですね、やはりイ

ノシシの駆除とかシカの駆除に努めていただき

たいと思います。 

 そして、シカの状況なんですけれども、対馬

に行ったときにですね、もう森林というかその

山肌がもう何ていうか、全部シカの食害に遭っ

て、大雨が降ると、そのままの土砂が流れてき

やすいような状況になっています。そういった

ところをですね、是非対策をしてほしいと、対

馬の議員さん方からも要望をいただくんですけ

れども、その辺についてちょっとそこの認識を

お願いします。 

【三溝農山村振興課長】 ドローンの活用の方向

なんですが、イノシシに限ってですが、イノシ

シは、やはり農作物の被害、私たちはその視点

で効果の方も見させていただいているんですが、

イノシシの数を取るのではなく、畑の周りにい

る加害の個体というのがありまして、そこを集

中的に捕獲した方がその被害額を下げるという、

実際の実例がございます。長崎の方でお世話に

なっているアドバイザーで佐賀から３か月来て

いただいている方なんですが、その方のお話を
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聞くとですね、佐賀のある地域でイノシシの被

害をゼロにした実績を持たれているんですが、

その加害個体をいかにして捕まえて捕獲するか

ということがあってですね、やはりそこにはセ

ンサーカメラといって、自動的にカメラに映る

とかですね、そういう対策の方が非常に効果が

あるということもお話を聞かせていただいてい

ます。当然スマート関係のですね、ドローンを

含めて、今後、そういう機器については国の方

とも、いろいろ連携を取りながら、具体的にさ

せていただきたいと思います。 

 それから、シカの対策でございます。シカに

ついてはですね、私も対馬の方に行って、実際、

現場の方も見させていただいたので、委員おっ

しゃるとおり、非常に山の中は下草がないとい

うことでなっています。対馬にはシカの対策の

会がありまして、その中で十分協議もされてい

ますし、エリアを決めて、そこで対策を取って

きた経過がございます。 

 一番酷かったのは1万1,000頭ぐらいだったん

ですが、今6,000頭ぐらいまで捕獲頭数も、減っ

てですね、集中的に捕獲したところは地域の住

民の方とも話をさせていただいたんですが、シ

カもちょっと見かけなくなったというところも

やっぱりございます。 

 先ほどシカについてはですね、ドローンを飛

ばしてですね、巻き狩り、イノシシの代わりに

ドローンで追い立てて、巻き狩りする方法とい

うのを今研究もされていますし、いろいろな対

策をですね、他の県の対策も常時あそこに入れ

てきておりますので、しっかりその辺りについ

てはですね、効果も見ながら、できるだけ適切

に対応していきたいと考えております。 

【宅島委員】 ありがとうございます。是非です

ね、いろんな県内にですね、被害を受けられて

いる農家の方々が多数いらっしゃると思います

ので、是非引き続きの鳥獣害対策の取組をお願

いしたいと思います。ありがとうございました。 

【森畜産課長】 すみません。先ほど石本委員の

方から、その診療所の欠員の状況ということで

お答えしたんですけれど、ほぼ埋まっていると

いうことでお答えしたところだったんですけれ

ど、今年度の秋に開催した県内の獣医療懇話会

の中で把握した中では、実は松浦の診療所は2名、

欠員があっていまして、あと、佐世保の方で1名

ということと、農済の方は1名ということだった

んですけれども、その後その中でいろいろ診療

エリアの調整とかなんとかいうのを懇話会の中

でいろいろ協議されていたんですけれど、その

後にいろいろと今年度の採用という話を聞いて

きた中では、大分埋まってきているというよう

な声を聞いていたものですから、先ほどお答え

したところだったんですけれど、今年度末には

また再度、実態を正確に把握して、県内のその

欠員の状況等に対応していきたいというふうに

考えております。 

【冨岡分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

【大久保委員】 質問をさせていただきます。 

 横長の74ページですかね。肉用牛の生産構造

強化促進事業とありますけれども、まず、この

内容、事業概要も書いてありますけれども、ち

ょっとここの内容を教えていただきたいと思い

ます。 

【森畜産課長】 ここに書かれておりますように、

社会情勢に左右されないというようなことであ

りますけれども、例えばなんですが、和牛の繁

殖経営の中で、子牛が安くなったときに、自分

のところで肥育まで始めようとかいう場合のそ

ういう一貫経営の取組に対する導入に対する助

成とか、そういうものをこの中の事業で見てい
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るところでございます。 

【大久保委員】 今現在ですね、先日も21日に平

戸口家畜市場の方の競りがありましたけれども、

大分ですね、回復して、回復以上にですね、80

万円台に乗るぐらいですね、活況になっており

ます。 

 ただ、生産者の声ではですね、そうやって一

安心しながらも、やっぱり先行き、これまで繰

り返してきたようにですね、高くなれば、やっ

ぱりその先安くなる心配もされているところで

ございます。 

 振り返れば二、三年前、大変厳しい状況の中

でですね、皆様にですね、県からご支援をいた

だいて、どうにか乗り越えてきたからこそ、こ

ういった今の現状もあるというふうに思ってお

ります。感謝しながらもですね、これからどう

いうふうな対策をしていくか。この辺りがこの

施策が生きてくるところじゃないかなというふ

うに思っておりますけれども、社会情勢に左右

されない和牛生産構造ということですけれども、

私の記憶では、その当時、その一貫経営だとか

いうところで、肥育がどうしても県内、繁殖よ

りも少ないということで、当時、課長からも1対

1を目指すというふうにおっしゃったと記憶を

しております。 

 それは一朝一夕に行くことではなくて、やっ

ぱりあの当時、鹿児島はじめですね、県内の肥

育と県内の繁殖業者がお互いに買い支えようと

する中で守ってこられたというのを見て、やは

りそういった環境をつくるべきじゃないかとい

うところで、そういった支援もあったというふ

うに思っております。 

 そこ辺りをですね、いま一度ですね、どのよ

うにその1対1を目指されているのかどうか、ち

ょっとそこを確認させていただきたいと思いま

す。 

【森畜産課長】 大久保委員の方から丁寧にご説

明いただいたところなんですけれど、まさに狙

いはそういうところでございまして、県内は一

時期やっぱり繁殖経営が中心で、生産された子

牛は県外の方に購買されていくというような状

況の中では外部に頼る部分も多かった。また、

一方でその子牛価格も変動するので、多角化の

中では、安いときはもう自分たちで肥育まで始

めようということで、一部、一貫も取り合わせ

てやっていたということで、頭数の肥育牛と、

長崎和牛の当然増頭にもつながりますし、繁殖

牛と肥育牛のバランス1対1を目指してやってい

くというようなことで取り組んできた状況でご

ざいます。 

 ただ、最近の当然、その考え方は継続してい

くべきだというふうに思っていますが、もう2年、

3年前といわず、1年半前と比べただけでも、1.5

倍ぐらいに今上がっている。子牛価格が上がっ

てきています。40万円だったりすれば、もう80

万円を超えるぐらいになってきていますので、

非常に、子牛繁殖農家とすれば、子牛を販売す

る上では全然いい状況でございますけれども、

そういう中であれば、先ほど言いました、その

一部一貫という繁殖農家が、肥育というものは

一時期セーブしてもいいと私は思っています。

子牛は子牛で高く売れるときは、子牛を出荷す

るということで、その時勢を見れば必要なこと

かなと思いますけれども、将来的に長い目で見

たときには、安くなったときにまた一貫とか、

そういうことはバランスを調整するような取組

という構造というものは、1回その肥育に取り組

むことで、今この事業を新規で取り組まれてい

る方が30名、30戸以上できている状況でござい

ますけれども、そういう方たちが今後も続けて
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いくか、また、新たな人が出てくるかという形

で、そのバランスについては注意しながら、こ

の事業は推進していくべきかなというふうに思

っております。 

【大久保委員】 ちなみに今現在、1対1を目指す

中で、どれぐらいの比率になっているのか。こ

こ二、三年の中で、どこぐらいまで1対1に近づ

いたのかというのをちょっとその辺りを教えて

ください。 

【森畜産課長】 現在の頭数で、もうほぼ1対1の

状況なんですが、令和6年の段階で、県の方で毎

年調査しています統計の中での数字になります

けれども、令和6年度は繁殖牛が若干多かったん

ですけれども、令和7年の県の調査では、繁殖牛

頭数が2万9,443頭、肥育牛頭数が2万9,266頭、

ほぼ1対1の状況に今はなっている状況でござい

ます。 

【大久保委員】 目標どおりですね、1対1になっ

ているということで、一安心はしていますけれ

ども、いずれにしましてもですね、やっぱり今

の価格ではずっとは推移しないだろうというふ

うに思っております。これからは繁殖は今いい

ですけれども、肥育がきつい、その分、値段が

上がるかといったら、なかなか、消費者はです

ね、今度これだけの物価高騰の中で牛肉を必ず

しも食べる必要はないというふうに、消費者は

なってくるので、やっぱりそういったサイクル

がずっと繰り返していくんだろうということを

考えればですね、私はやっぱり県費を多大にこ

の畜産は使って乗り越えた中で、これからは、

それこそここに書いてあるように、社会情勢に

左右されない環境をつくるには、やっぱりその

肥育も繁殖も両者、和牛畜産として、やっぱり

独り立ちを、この業界ができるようになるには

ですね、やっぱりこのいいときにどれだけ一貫

経営をするとか、また、ブランド化をするとか

いうことを、長崎県で一体としてやっていく必

要があるというふうに思っております。どっち

にしてもですね、きつくなってくれば、また、

今度は導入支援をするわけでしょ、県は。そし

たら、また県費使うわけじゃないですか、血税

を。やっぱり、いいときに投資してもらう。そ

れは、またその心配する先のことを考えたら、

もっと肥育を増やしていきましょう。やっぱり

こうやってアナウンスをしていく必要もあるの

ではないか。先ほどの課長の意見では、いいと

きにはもう繁殖を重視して、どんどん子牛で売

っていいんじゃないかと思っているとおっしゃ

いましたけれども、やっぱり一歩先のことを考

えれば、そういった安定化を目指した投資をし

てもらうということもアナウンスしていく必要

もある、このように思っております。それこそ

もうこのサイクルというのは数年で、一朝一夕

にいかないものだから、やっぱりこういった投

資ができるときにしてもらって、安定を目指し

てもらうということが私は必要なんじゃないか

なというふうに思っておりますので、どうかそ

ういった視点を、この繁殖がいいときに、しっ

かりと継続していただければというふうに思っ

ております。 

【森畜産課長】 貴重なご意見ありがとうござい

ました。私どもの方でしっかり検討してまいり

ます。肥育、確かに今から先の心配も当然する

ところでございますけれども、今委員から意見

をいただいたことを踏まえまして、考えていき

たいというふうに思っています。ありがとうご

ざいます。 

【大久保委員】 是非よろしくお願いします。 

 もう一つは、前のページの73ページに、和牛

生産の拡大推進事業とありますけれども、ここ
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に全国和牛能力共進会、全共の予算もあります。

また後、来年、再来年であるんですけれども、

来年度はまだ準備期間のラストイヤーであると

いうふうに思っておりますけれども、今、北海

道全共をですね、長崎県としては、どこを目指

して今やられているのか、各ですね、部はあり

ますけれども、今のところのですね、計画を教

えていただきたいと思います。 

【森畜産課長】 全国和牛能力共進会についての

ご質問でございます。 

 今回、来年度、令和9年度ですね、9年度に北

海道の方で第13回の全国和牛能力共進会が開催

されますが、前回12回、鹿児島で開催した後に

ですね、成績も踏まえて、そこから5年間、また、

出品対策ということで推進協議会を立ち上げて、

その中で出品対策、ずっと打ってきています。

今年度、県の共進会、全共に向けた県の共進会

を県南の方で行いましたけれども、それもこの

出品対策の一環ということで、出品対策に対し

て県の方からも負担はしております。 

 その出品対策に向けていろいろ人工授精から

何から計画的に取り組んできているんですが、

今年今からですね、今から全共に出品対象にな

る子牛がどんどん生まれてきている状況があり

ます。その生産状況を見ながら、8年度はまた産

子検査とか行いながら、良い牛を探していく。

種牛の部ではそういう取組になりますし、肉牛

の部では、計画的に生産した全共向けの素牛が

60頭、選抜された60頭がこの2月にですね、県内

の15戸の肥育農家に、優秀な肥育農家の方に譲

渡しを行っております。 

 これを全共までのまた1年半ぐらいの間に毎

月巡回等を行いながらですね、牛の状態を確認

し、取り組んでいくと、そういう状況に今なっ

ております。 

【大久保委員】 今の現状をですね、ご説明いた

だきましたけども、どの部が日本一だとか、3位

以内に入れるとか、そういったところはどのよ

うに考えておられるのか、ちょっと意気込みを

教えていただければと思っております。 

【森畜産課長】 思い起こせば、平成24年度、第

10回の全共が長崎であったときに、肉牛の部で

日本一を取って、内閣総理大臣賞を受賞したと

いう実績があります。その次の宮城の大会のと

きに、日本一は逃したんですけれど、肉質の部

で特別賞を受賞した。鹿児島の方で、その12回

のときには、そこまで至らなかったということ

で、常に長崎全共で取った日本一を奪還という

ことで、それを目標に、第13回のですね、日本

一を奪還するということで、肉牛の部、種牛の

部、いずれかの部で日本一を取るというような

ことが目標かと、そのように思っております。 

【大久保委員】 質疑なので、多くはもう言いま

せんけれども、日本一を目指すのであれば、や

っぱりこれから当日まで、でき得ることをです

ね、日本一の対策をしていく必要があるという

ふうに思っておりますので、どうかですね、こ

の予算は限られたところもあるかもしれないん

ですけども、日本一になるためのですね、日本

一の準備というのが要ると思いますので、是非

ともよろしくお願い申し上げます。 

【冨岡分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

【田川委員】 私一、二点、簡単にすぐ終わりま

すけれども。 

 この新規就農者の中にですね、トレーニング

ファームというのがございますけれども、これ

はもう各地でトレーニングファームで訓練をさ

れていると思いますけれど、その運営状況です

ね、実際、きちんとその指導員等がいてですよ、

されているのかも含めて、県内で何か所あって、
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指導員が何人、そしてまた、それを新規就農者

がどの程度そこで学んでいるのかを含めて、分

かれば数値をお願いします。 

【村上農業経営課長】 県内のトレーニングファ

ームにつきましては、県下、各ＪＡ、7ＪＡプラ

ス南島原の方で果樹ですね、この研修機関がご

ざいます。ここで八つですね、地方機関として

ございます。 

 これまでに令和2年から令和7年まで、令和2年

から早いところは、トレーニングファームが開

催しているんですけれども、そこは7年までで約

49名が、そこで就農しているという状況でござ

います。 

 現在、研修中の方につきましては、この8機関

で約17名が研修していると。 

 その研修の指導の体制ですけれども、こちら

については、すみません、それぞれの指導員が

何名張り付いているかというところまではちょ

っと把握しておりませんが、各振興局の職員で

すとか、市町、あと、そのＪＡ関係機関が一体

となってですね、その技術習得の支援について

は、農家さんの指導も受けながら、ＯＪＴでや

っていたりとかですね、あと技術、基礎的な研

修、座学等につきましては、県の職員等も一緒

になりながら、指導といいますか、研修を行っ

ているところでございます。 

【田川委員】 ありがとうございます。その8か

所というのは、あの県北の方で、どれくらいあ

るんですか。 

【村上農業経営課長】 県下全域で8か所でござ

いまして、県北でいきますと、例えば長崎、西

海でＪＡ長崎・西海で1か所というふうになりま

す。各ＪＡで１か所ずつ。 

【田川委員】 ありがとうございます。そこでで

すね、やはり市町と連携してやる。そしてまた、

新規就農者ですので、親元就農とかいうことで

ございますけれども、やはりベテランの人たち

が指導しないとなかなかうまくいかない。その

ベテランの方々もですね、高齢化によって、な

かなか指導ができなくなってしまっている。こ

ういう状況がございますので、そのせっかく施

設を設けてですよ、制度を設けたけれども、そ

れがどの程度生かされていくのかというのは、

非常にそれが最も大事なことだと思いますので、

ちょっと実態が分かりづらいということですけ

れども、実はせっかくの予算ですので、県とし

ても何名ぐらい各市町でＪＡと協力しておいて

くださいとかですよ、最低限のそういう働きか

けというのは私はないと、それまで市町にお願

いしますだけじゃなくてですね、そういうのを

考えておられるのかどうか、各ＪＡで1か所ずつ

ということですけれど、その状況をやはりきち

んと掌握してですね、こういう指導をされてい

ること、もし、基本的なことでよろしいですの

で、もしございましたら教えてください。 

【村上農業経営課長】 県内で8か所のそのトレ

ーニングファームという話をさせてもらいまし

たが、具体的に、例えばＪＡ壱岐市さんにつき

ましては、イチゴのハウスとか、アスパラガス

のハウスというのを、ハウスを造りまして、そ

こで研修をやっている。ほかのＪＡさんにつき

ましては、実際はイチゴとかアスパラガスとか、

それぞれの農家さんのところに派遣といいます

か、そこでその現場でですね、実際実習をしな

がら学んでいくという形態を取っておりますの

で、実際は多くは農家さん、農業士さんとか、

農家さんが指導をしながらですね、実際就農に

向けて、地域全体で支援していくという形を取

っております。 

【田川委員】 ありがとうございます。是非です
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ね、トレーニングファームの役割はこれからま

すます高まっていくと思います。やはり都会か

ら来た人がですね、私も他県に行って勉強して

きましたけれども、初めて地域のベテランと交

流が深まってですね、一緒に遊びに行ったり、

先ほどお話ありましたけれども、よもやま話の

中にですね、種の植え方、苗の植え方、そうい

うのを学んでいく。そこで人とのつながりが最

も大事だという。一次産業の良さは人とのつな

がりだと思いますので、より一層ですね、そう

いった派遣、そこに親方みたいな人がいたら、

そこにちょっとした謝礼とかですね、懇親会を

するのであれば、もうそういうのは駄目と言わ

れるかもしれないけれど、予算はですね。そう

いう働きかけをしていただければと思いますの

で、これはもうますます力を入れていただきた

い。未来はこのトレーニングファームにあるん

じゃないかなと思っておりますので、よろしく

お願いします。 

 もう一点ですね、農業をするに当たって、基

盤整備事業ですね。結構お金が入っていますも

んね。そこでですね、長崎県の基盤整備事業と

いうのは、もう全国的にどの程度なのか。一説

によると、実は遅れているんですよというお話

も聞くし、一方、私はかなり現在、力を入れて

いただいているなというのを体感としてありま

すので、そこら辺ですね、この基盤整備事業の

今後ですね、西海市においては、既に2か所、現

在、取り組んでおられる。そういうのも踏まえ

て、長崎県の現状、それと今後の方針ですね、

基盤整備事業について、もう少し具体的に教え

ていただければと思いますので、よろしくお願

いします。 

【吉田農村整備課長】 まずですね、委員からご

質問があったものについては、本県の整備率の

お話でございますけれども、直近でですね、国

の資料、公表された資料につきましては、令和

5年度、これが最新となっております。ただしで

すね、この国の取りまとめた資料がですね、1枚

の圃場が３反以上、１反が1,000平米なので、単

純には30メーター掛け100メーター以上という

イメージを持っていただければと思っておりま

す。1枚の圃場が3反以上整備された水田の割合

というのがですね、長崎県が35％程度です。全

国平均が68％ということで、かなり下回ってい

る状況。 

 また、畑につきましては、国の統計データが、

区画整理がおおむね四角形に整備された畑の割

合とされておりまして、長崎県の整備率は

19.1％と。全国平均が65.7％ということで、全

国順位でいけば37位というようなことで、全国

の比率というか、割合からすると、かなり遅れ

ている状況ではございますが、ただ、本県にお

きましては、委員の皆様ご承知のとおりだと思

うんですが、非常に地形が複雑でですね、厳し

い状況というようなことでございますので、県

独自の整備率ということを思っておりまして、

国は水田で3反以上と定めておられますが、県に

おきましては、１反以上の整備率というような

ことで整備をさせていただいておりまして、水

田の整備率が62.4％で、畑でいけば24.8％とな

っております。 

 今後の整備の方針ということでですね、つき

ましては、おっしゃるとおりですね、県につき

ましては、農業の生産性の向上とか担い手への

農地集積によってですね、農業所得に寄与する

農地の基盤整備を積極的にですね、今後も引き

続き進めてまいりたいと考えております。 

 県につきましては、そういう中でまず航空写

真とか現地状況を基にですね、地形条件から地
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形条件を見てですね、こういう地域であれば基

盤整備ができるんだろうというようなことをま

ずリストアップしながらですね、市町とともに

現地を見ながら、まず、中長期の基盤整備の構

想というのをつくって、そういう中で、現在、

県下で31地区の基盤整備を進めているところで

ございます。 

 そういうところを基に、次の先ほど申しまし

た中長期的な計画につきましては、直近5か年ぐ

らいのスパンでですね、中期的な計画を立てる

こととしておりまして、現在、定めております

のが、令和8年度から12年度まで、活性化計画の

期間と同じでございますが、この5か年間で、新

たに14地区、432ヘクタールの整備に新たに着手

する計画を立てて、現在、市町とともにですね、

推進を図っているところでございます。 

【田川委員】 ありがとうございます。最近、特

に長崎県は基盤整備に力を入れているというの

が、もう農家の方から聞いたんですけれど、実

は遅いんだということですね。私喜んだんです

よ、長崎県はすばらしいですよと、基盤整備に

力を入れていますと。調べてみたら、おっしゃ

るようにですね、長崎県は実は大変遅れている。 

 それでもですね、遅いからといって嘆くんじ

ゃなくて、せっかくこの意気込みをこう語って

いただきましたけど、進めていくに当たってで

すね、これは当然、予算が必要になってくるわ

けですけれども、国の方もですね、民主党政権

時代から何か基盤整備事業について随分予算を

削減されたという、その影響があってというお

話も聞いたことがあるんですけれど、これは確

認していただければ分かりますけれども。 

 そこでですね、せっかく現在、31地区ですか

ね、西海市も100億円かかる事業を計画されてい

るようですけれども、少しその予算が実際、順

次下りてこないと、先へ進まない。認可を受け

てもですね、町なんか繰越明許等でありますけ

れどもね、地元の調整がうまくいかなかったと

か、いろんな事業がございますけれども、そう

いうのも越えてですね、とにかく予算化して進

めていかないと、漁業と同じように、農業も後

継者がどんどんどんどんいなくなっていく。そ

して、指導者のさっきのトレーニングファーム

と同じようにですね、指導者もいなくなる。10

年後、誰がするんですかということになるんで

すよ。ほとんどね、後継者が、後継者というか

現在の労働者がですね、農家が65歳以上と。10

年間もしませんよ。今やってもらわないと、新

しい農業で基盤整備後の新しい品種とかですね、

スマート農業とかそういうのを活用できない。

急がないと、せっかくの企画がですね、思いが、

農家の皆さんに伝わっていかない。そして活用

されない。そういうことになりますので、その

急ぐ手段として、県の予算もですね、限られる

と思いますので、国に対して、あるいはほかの

いろんな新しいＪＡクレジットとかですね、農

協のそういう観点からですね、企業と連携した

ところですよ。そういう発想で、とにかく予算

化を図って進めていかないと、せっかくの思い

がですね、皆さんの農家に対する、あるいは農

業に対する施策がですね、実現しづらいんじゃ

ないかなと思いますので、その点について思い

を込めた、そしてまた、新しい予算化に向けて

の働きかけ、そしてまた、人材確保も含めてで

すね、指導者の、その点についてご見解をお伺

いいたします。 

【吉田農村整備課長】 委員おっしゃるようにで

すね、やっぱり基盤整備するには莫大な予算が

かかるということから、やっぱり頼らざるを得

ないのは、国の予算をいかに活用していくかと、
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その部分をいかに獲得していこうということに

かかっていくかと思っております。 

 そういう中で委員おっしゃったように、22年

度に大幅削減をされました農業農村整備事業関

係予算。その後、右肩上がりですね、回復をし

てきておりまして、現在、国会の方で令和8年度

当初予算についてはご審議していただいており

ますが、概算決定した今計上されております予

算を含めるとですね、令和8年度予算につきまし

ては6,942億円ということで、言葉は悪いですが、

順調に右肩上がりで国の関係予算についても伸

びてきているところでございます。 

 こういう動きを踏まえてですね、毎年私たち

県もですね、土地改良区及び関係団体と連携を

しながらですね、また、県議会のお力添えをい

ただきながら、国に対してですね、積極的な総

額の確保と、本県への予算の重点配置について

ですね、要望をさせていただいておりまして、

結果としてはほぼ満額の配分をいただいており

ます。そういう状況でございます。 

 ただ、委員おっしゃるように、基盤整備を順

調にしていく、進めていくということについて

は、やはり前段として、地域の合意形成という

のが不可欠でございます。今回、ちょっと替わ

りますけれど、繰越予算等で計上させていただ

いて、地元の関係でなかなかというところもご

ざいます。そういうところをしっかりと話合い

をさせていただきながら、一つ、地元とですね、

同じ方向を見据えて、できるだけ早めに完了さ

せるんだというようなことをですね、一緒に思

い描きながらですね、一体となって、予算の分

取りというか、確保と、計画的な事業進捗に努

めていきたいと思っております。 

【田川委員】 本当、前向きな、そしてまた、思

いがですね、伝わりました。それはですね、皆

さんだけじゃなくて、ここにおられる方はほと

んど田舎で、やはり農家の方とかですね、漁師

さんとかが議員ばっかりですので、そういう用

地交渉も含めてですね、困ったときにはお互い

力を合わせてですね、各市町と連携してやって

いって、あとは予算取りについてもお任せしま

すので、是非よろしくお願いします。以上で終

わります。 

【冨岡分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

【坂本委員】 何点か質問いたします。 

 当初予算のですね、横長資料の40ページです。 

 事業名がですね、農村地域定住促進対策費で

すけれども、これは事業概要のところに地域農

業づくり対策費と、こういうふうなことでです

ね、書いてあります。これ、新年度の第4期長崎

農林業農山村活性化計画に基づいて、前年度に

比べて約3,000万円ぐらい増額の予算計上とい

うふうになっております。 

 ただ、この前年度はこれ、当初予算が6,100万

円ですけれど、今回の補正でですね、補正で約

3,700万円ぐらい減額補正をしておりますので、

実際は現状の今年度比較は2,400万円程度とい

うことで、そういう意味では随分と増額になっ

ているなというふうに思いますが、事業概要の

ところがですね、地域農業づくり対策費という

ことですけれども、今年度がですね、強い農業

づくり対策費というふうになっていて、減額補

正もしていますので、減額補正をした上で、当

初の今年度の当初も含めて増額していますから、

これ、事業内容が変わって、どういうところが

どういうふうに変わって増額になったのかとい

うことが分かれば教えてください。 

【峰松農政課長】 委員ご指摘の事業につきまし

て、まず、今年度分についてご説明をさせてい

ただきたいと思います。 
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 ３月補正の横長30ページに農業構造改善促進

費の農村地域定住促進対策費が補正で3,790万

6,000円減額となっております。 

 この事業につきましては、複数の補助事業を

実施しているんですけれども、その中でも農業

機械で個人さんが導入されるときの有資産補助、

これも一番大きく事業費として持っているんで

すけれども、予定で22件申請があったんですね。

国庫補助事業なんですけれども、全国的にも要

望数の多い事業でして、採択件数がですね、6件

ということで、不採択が多かったものですから、

この影響で約3,400万円減となっております。 

 そのほかの事業も割当て、国庫の減額割当て

となった関係でですね、合計で3,790万円減とな

っております。 

 来年度予算につきましては、このうちの1事業

が、国の構造転換促進の方針に合わせてですね、

組替えがされております。そういったことで要

望をまた調査をして予算計上しているんですけ

れども、国庫補助ということと、要件がですね、

先ほど来申し上げています有資産補助について

はそのまま残っておりますので、その点も含め

てちょっと要望額が大きくなって、計上額が大

きくなっていると。これも今後採択できるよう

にですね、計画の策定と県としても支援をして

いきたいと考えております。 

【坂本委員】 分かりました。ありがとうござい

ました。そうすると、これ、強い農業、地域農

業というふうにちょっと名称が若干変わってい

るから、その内容、随分と変わったのかなと思

ったんです。基本的には変わらない、継続の事

業になることで、今説明ありましたので、理解

をいたしました。 

 それから次にですね、横長資料の61ページで

す。 

 農産園芸課のところなんですけれども、これ、

ながさき農業気候変動総合対策事業費というの

が、1,900万円ほど組まれております。前年度が

6,400万円ということなんですけれども、これで

すよ、前年度の分なんですけれど、これも補正

でですね、補正予算の横長の43ページにありま

すけれど、増額補正をしていますよね。5,500万

円増額補正ということで、約1億2,000万円の補

正、今年度の補正というふうなことになってお

ります。 

 これをそのうちですね、この繰越しの事業の

理由別調書にもありますけれども、農産園芸課

のところで約6,000万円、これが要するに繰越し

になっているわけですね。 

 事業内容は変わらないだろうというふうに思

うんですけれども、ちょっとそこら辺のいきさ

つというのかな。結果的には補正をして約1億

2,000万円で、新年度は予算額が1,900万円です

から、非常に差があるなというふうなこともあ

ったものですから、そこら辺の事情をちょっと

教えてもらえますか。 

【土谷農産園芸課総括課長補佐】 ながさき農業

気候変動総合対策事業費につきましては、財源

の多くに、国の地域未来交付金を充当しており

ます。国の交付金は、最大限活用するためにも、

委員おっしゃったとおり、令和7年度に予算を計

上した上で繰越事業として対応するものでござ

います。 

 そのため、今回の補正予算につきましては、

令和7年度当初予算の年間所要見込額に基づく

減額の補正と、今回の補正で計上し、令和8年度

に繰越しをいたします、先ほど申し上げました

6,061万6,000円、そちらを相殺いたしました

5,540万1,000円を増額補正するというものにな

ってございます。 
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 また、当初予算につきましては、交付金の対

象とならない旅費ですとか、一般財源による補

助金のみを計上しているということで、前年の

当初予算よりは資料上少ない額となってはござ

いますけれども、予算の総額といたしましては、

先ほど申し上げました繰越の8,011万2,000円と、

当初を合わせまして、合計で8,011万2,000円と

いうことで、令和7年度当初予算額が6,474万

7,000円でございますので、令和8年度について

は1,500万ほど増額をしているということにな

ります。 

【坂本委員】 分かりました。ありがとうござい

ました。 

 ほぼ変わらない、若干上回っているというこ

とですね。はい。了解いたしました。 

 園芸産地はですね、長崎県の農業産出額の多

分、これ、ネット上で話を書いていますように、

半分ぐらいを占めているので、ちょっとその半

分を占めているところの予算規模としてぐんと

下がっているなというのがちょっと気になった

ものですから、質問させていただきました。あ

りがとうございました。 

 それから最後ですけれども、繰越し事由ので

すね、理由別調書ということで、2ページに総括

的にですね、継続理由ごと、それから各科別の

ですね、集計予算が出ております。総計でです

ね、580件の59億9,800万円ということで、約60

億円なんですけれども、これ、多分、令和6年度、

令和5年度で、ちょっと額が大きいなというふう

なことを感じたんですけれども、これの主な理

由というのかな、特に、農業技術開発センター

とか農業大学校の整備費かな、これが大きいの

かなと思うんですけれども、やっぱり昨年度の

55億円、これ、多分55億円ぐらいだったと思い

ます。それから、一昨年度が46億円だったと思

いますので、60億円、ちょっと大きいなという

ふうに思ったものですから、その辺についてち

ょっと教えていただけますか。 

【峰松農政課長】 繰越事業理由別調書のうち、

農政課所管分がですね、非常に大きくなってい

るというのが理由だと考えております。 

 その内容につきましては、まず、ご指摘のあ

りましたページで言うと、4ページの農林技術開

発センター施設整備費の繰越なんですけれども、

これにつきましては、令和8年1月から着手、工

事着手をしております。解体の後、新築をする

ということで、予定どおり着手をしたんですけ

れども、実際に岩盤掘削にですね、ちょっと時

間を要しておりまして、その分で事業を繰り越

した関係で、予算についても繰越をしていると

ころでございます。 

 それから、ほかの事業につきましても、3ペー

ジ、事業決定の遅れ、5ページ、その他というこ

とでしておりますけれども、やはり国の方で経

済対策補正予算をですね、打っていただいたも

のを活用して事業を取り組んでいる関係で、ど

うしても国の交付決定等が遅れまして、その分

につきまして事業繰越しをお願いしている部分

が今年度多くなっているというふうに理解して

いただければと思います。 

【坂本委員】 分かりました。それで、先ほどか

ら、農政課所管の分のですね、農林技術開発セ

ンターと農業大学の整備の分が、今ありました

ように、設計及び工法の変更による遅れという

ようなことなんですが、これは、事業期間が令

和5年度から令和10年度で、令和10年度に完成と

いうことですよね。一体的整備というものがで

すね、その事業の進捗には影響しないというよ

うな理解でいいですか。 

【峰松農政課長】 現時点で直接的に岩盤掘削で
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支障が出ていますのは、本体工事、庁舎の新築

工事のところなんですけれども、それにつきま

しては令和9年の2月に竣工をする予定で、今進

めているところです。そこが、まだ正確な工期

の変更等は申出は受けていないんですけれども、

令和10年度までには庁舎を含めて、その後解体、

それから、館内排水の整備、それからハウスの

整備と一体的に令和10年度まで、余裕を持った

工期を組んでおりますので、現時点ではそこに

影響はないと考えております。 

【坂本委員】 分かりました。農業技術開発セン

ターと農業大学校についてはですね、非常に県

の農林にとっても重要な課題だ、重要だという

ふうに思いますので、ぜひ進捗が遅れないよう

にですね、進めていただければと思います。 

【冨岡分科会長】 ほかに質疑はございませんか。 

【山本副会長】すみません、1件だけですね。な

がさき農林業・農山村構造改善加速化事業補助

金ということで、補正予算の29ページかな。1億

4,200万円の補正前に対して補正後が2,800万円、

約２割減額というふうになっています。 

 政策等決定過程の補助金内示額を見ると、11

月から今年の2月までに12件で約3,400万円ぐら

い、内示をしていて、さらに繰越ということで

すね、497万7,000円、これで出ているんですけ

ども、これ、私の記憶だと、国の条件とかにも

ちょっと満たないようなところをサポート、救

済するということで、非常に使い勝手のいい補

助金だったというふうに記憶しているんですが、

これ、マイナス2,800万円というのは、採択がも

うこれ以上できなかったのか、それともその採

択も両方しているのか、そこはどちらでしょう

か。 

【峰松農政課長】 構造改善加速化支援事業の事

業概要については、副委員長ご指摘のとおりで

ございまして、活性化計画の実現に資するよう

な事業を国庫事業でなかなか拾えない事業につ

いてですね、県として支援をしているところで

ございます。 

 今年度の執行状況につきましては、当初、事

業の予定といたしまして、29件の事業を予定し

ておりましたけれども、取下げがございまして、

25件を執行しております。そのうち7件の入札に

よる事業費の減と、事業計画自体の縮小による

減が5件ほどございまして、今申し上げたのを合

計すると、2,879万4,000円になったというとこ

ろでございます。 

【山本副会長】 ありがとうございました。とい

うことは、一定の条件を満たして、意欲のある

ところについては事業採択をしたということで

すね。 

 今度は、当初予算の方でですね、ちょっと名

称が変わっていますよね。36ページ。 

 多分、内容は一緒ということで理解してよろ

しいですか。事業の名称が、たぶん3年ごととか

変わっていきますけれど、本年、令和8年分につ

いては、名称についてはちょっとすみません、

画面が出なくなってしまって、すみません、入

っていましたけれども、それは事業内容として

は同じということでしょうか。 

【峰松農政課長】 ご指摘の事業につきましては、

加速化事業を今回、第4期ながさき農林業・農山

村活性化計画を策定しましたことで、事業の見

直し、拡充を図るために、事業として構造転換

していただく事業費ということで、また見直し

たところでございます。 

 事業費につきましては、当然、継続した事業

もある中で、例えば、親元就農を含む新規就農

者に対する支援ですとか、あと、リースハウス

だけだったものをトレーニングファームを支援
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対象に増やすとか、拡充も中で一部やりながら、

継続分については、今回、当初予算に計上をし

ているところでございます。 

 今後また、政策的に必要な分についてはです

ね、さらなる補正等も検討していけたらと考え

ているところでございます。 

【山本副会長】 分科会長を交代します。 

【冨岡分科会長】 すみません、発言させていた

だきます。 

 水産部の方でもですね、ちょっと一つご指摘

させていただいたので、もちろん繰越明許、こ

の資料で発言させていただきましたけれども、

一応理由としては、この農林技術開発センター

整備費の繰越しの理由が、岩盤掘削に時間かか

ったというところですけれど、ちょっと、その

辺りを、先ほどのこの理由については一言で終

わられたからですね、その一言ぐらいだったら

書けるだろうと。水産部の方ではですね、詳細

理由という理由をつけて、それでもあまり充実

した理由を書かれていなかったんですけれども、

そういった詳細理由みたいなものを、項目の中

に入れて、先ほどの岩盤掘削に時間がかかった

とか、そういうのを入れ込むことができるのか。

また、当初のですね、こうした工期なんかに関

してはもう当初はこのぐらいで工事が終わる予

定だったという、その当初の工期予定見込みの

ところですね、また、今後の工期の予定みたい

な、一応これぐらいまでに終わる予定である、

そういう項目を付して、今後の委員会などに提

出することで書くことができるか、そういうご

検討が可能か確認をさせてください。 

【峰松農政課長】 ご指摘の内容につきましては、

内部で、うちは公共も非公共もございますので、

どういった書き方が分かりやすいか、ただ、膨

大な量になる可能性もありますので、ちょっと

その辺、検討をさせていただきたいと思います。 

【冨岡分科会長】 ご要望をさせていただいて、

質問を終わらせていただきます。ありがとうご

ざいます。 

【山本副会長】 分科会長を交代します。 

【冨岡分科会長】 ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【冨岡分科会長】 ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【冨岡分科会長】 討論はないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑、討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第1号議案のうち関係部分、第3号議案乃至第

5号議案及び第52号議案のうち関係部分乃至第

55号議案は原案のとおり可決することにご異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【冨岡分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算議案は原案のとおりそれぞれ可

決すべきものと決定されました。 

【冨岡分科会長】 農林部関係の審査の途中です

が、午前中の審査はこれにてとどめ、午後は1時

30分から再開し、引き続き、農林部関係の審査

を行います。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 零時 ３分 休憩 ― 

― 午後 １時２７分 再開 ― 
 

【冨岡分科会長】 分科会を再開いたします。 

 午前中に引き続き、農林部関係の審査を行い

ます。 
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 まず、午前中の宅島委員の質疑に対する答弁

の申出があっておりますので、お願いいたしま

す。 

【三溝農山村振興課長】 分科会の中で、宅島委

員から、鳥獣対策の関係でイノシシ等の捕獲頭

数の積算についてご質問がありましたので、補

足させていただきます。 

 令和8年度の鳥獣対策事業に係る予算11億

2,709万円のうち、捕獲に係る予算は4億1,186万

円となっており、そのうち、イノシシの捕獲頭

数は4万5,135頭、シカの捕獲頭数は1万4,863頭

を計画しております。 

【宅島委員】 分かりました。 

【冨岡委員長】 次に、委員会による審査を行い

ます。 

 議案を議題といたします。 

 まず、農林部長より総括説明を求めます。 

【渋谷農林部長】 農林部関係の議案についてご

説明いたします。 

 農水経済委員会関係議案説明資料、農林部の

2ページ目をご覧ください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第29号議案「長崎県の事務処理の特例に関する

条例の一部を改正する条例」のうち関係部分、

第33号議案「長崎県園芸農産物規格条例を廃止

する条例」、第34号議案「長崎県県民の森条例

の一部を改正する条例」であります。 

 第29号議案は、食料の安定供給のための農地

の確保及びその有効な利用を図るための農業振

興地域の整備に関する法律の一部を改正する法

律による農地法の改正に伴い、所要の改正をし

ようとするものであります。 

 第33号議案は、農業者の出荷に係るコスト及

び業務量の削減を図るため、園芸農産物に関す

る規格等を定めた条例を廃止しようとするもの

であります。 

 第34号議案は、長崎県民の森の安定した施設

運営の継続のため、所要の改正をしようとする

ものであります。 

 次に、農林部関係の議案以外の報告事項につ

いてご説明いたします。 

 農水経済委員会関係議案説明資料、農林部の

2ページ目下段をご覧ください。 

 和解及び損害賠償の額の決定についてでござ

います。 

 本案件は、令和7年9月1日、福岡市早良区の交

差点において、公用車で停車していた際、前に

停車していた普通自動車に接触し、当該車両に

損害を与えた事案について、和解が成立し、損

害賠償金8万9,907円を支払うため、地方自治法

第180条の規定に基づく軽易な事項として専決

処分をさせていただいたものであります。 

 次に、議案外の主な所管事項について、ご説

明いたします。 

 農水経済委員会関係議案説明資料、農林部及

び同資料の追加1、追加2を併せてご覧ください。 

 今回ご報告いたしますのは、有害鳥獣による

被害の状況と対策について、長崎県多面的機能

支払活動組織の集いの開催について、長崎県産

米にこまるの特Ａランク獲得について、長崎・

食の賑わい創出プロジェクトの進捗について、

野生イノシシの豚熱感染確認に伴う防疫対応に

ついて、諫早湾干拓農業者の公募等についてで

あります。 

 そのうち主な事項についてご報告をいたしま

す。 

 まず、農水経済委員会関係議案説明資料追加

1の2ページ目をご覧ください。 

 長崎県産米にこまるの特Ａランク獲得につい

てでございます。 
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 一般財団法人日本穀物検定協会が実施する令

和7年産米の食味ランキングの結果が2月27日に

公表され、長崎県産米にこまるが最高評価であ

る特Ａを獲得いたしました。 

 にこまるの特Ａ獲得は令和5年から2年ぶり、

通算11回目の獲得となります。 

 本県の令和7年産の水稲につきましては、穂が

出る時期の高温の影響により、県内で最も作付

されているヒノヒカリでは1等格付が0.8％と品

質が大きく低下しました。 

 このような中、にこまるは1等格付が80.3％と、

高温耐性品種の特性が十分に発揮されておりま

す。 

 今回の特Ａ獲得は、県内の各産地が一丸とな

って、栽培基準に沿った適切な管理に取り組ま

れた努力の賜物であり、農業者、農業団体など

関係皆様方のご労苦に対し、心から敬意を表す

る次第であります。 

 県としましては、農業団体、米卸会社の皆様

と連携し、今回最高評価を得たにこまるをはじ

めとする長崎県産米を消費者の皆様にしっかり

とＰＲするとともに、安定生産に向けた取組を

推進してまいります。 

 次に、農水経済委員会関係議案説明資料追加

2の2ページ目をご覧ください。 

 野生イノシシの豚熱感染確認に伴う防疫対応

についてでございます。 

 本県における野生イノシシの豚熱感染事例に

ついては、昨年2月に松浦市で1例目が確認され

て以降、23例目までは全て松浦市内で確認され

てきました。 

 しかしながら、1月14日には、これまでの地点

から大きく離れた諫早市で、2月27日には佐世保

市で、3月16日には長崎市においても新たに確認

され、さらなる感染拡大が危惧されるところで

あります。 

 県では確認された後、直ちに対策本部会議を

開催し、庁内での情報共有と今後の防疫対策の

確認を行うとともに、養豚関係者等へも防疫対

策の周知徹底を図りました。 

 また、ウイルスの拡散防止に向け、諫早市に

おいて1月22日、2月5日及び3月10日に発生が確

認された地点を中心に、野生イノシシに対する

経口ワクチンを散布したほか、現在、佐世保市

及び長崎市における散布エリアや方法について

国と協議しているところです。 

 引き続き、最大限の危機意識を持って、市町

や関係団体等と十分連携を図りながら、野生イ

ノシシのサーベイランスの強化、狩猟者や林業

関係者等に対する衛生対策徹底の周知なども含

めた的確な防疫対策を実施し、県内養豚場での

豚熱の発生防止に全力を注いでまいります。 

 その他の事項の内容につきましては記載のと

おりであります。 

 よろしくご審議を賜りますよう、お願いいた

します。 

【冨岡委員長】 次に、農産加工流通課長より補

足説明を求めます。 

【坪内農産加工流通課長】 私の方から、長崎県

園芸農産物規格条例の廃止について説明をさせ

ていただきます。 

 お手元の資料、令和8年3月定例県議会農水経

済委員会説明資料5ページ、「長崎県園芸農産物

規格条例を廃止する条例について」をご覧くだ

さい。 

 本条例は、高度経済成長時代に産地ごとにば

らばらであった農産物の形状、品質等を統一し、

農産物の大量流通を可能にするという意義を有

し、昭和34年に制定されたものでございます。 

 しかし、現在は、消費者ニーズの多様化に即
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して出荷規格は細分化されており、本条例が現

状の農産物流通にそぐわなくなっております。 

 今後、農業者の出荷に係るコスト及び業務量

の削減を図るためには、出荷規格の簡素化、自

由化を進めることが必要であることから、長崎

県園芸農産物規格条例を廃止することといたし

ました。 

 議案の説明については以上でございます。 

 よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。 

【冨岡委員長】 以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【中山委員】 第34号議案「長崎県県民の森条例

の一部を改正する条例」ですが、この指定管理

者がやむを得ないとき、知事の承認を得て、休

園日に開園し、または、休園日以外の日を休園

することができるというふうに書いていますが、

休園日を設けた日数はどの程度あったんでしょ

うか。 

【松尾林政課長】 お答えいたします。今から、

この条例改正しまして、今のところはですね、

今の条例では12月の29日から1月3日までのみ休

園日になっていますので、それをこの条例改正

の後にですね、指定管理者と協議しまして、日

数を、休園日をですね、今の条例だと、もうそ

の年末年始のごく僅かでしか休園しませんので、

これからの協議に基づいて休園をいつするかと

いうのは決めていきたいというふうに思ってい

ますので、まだ、決めているところではござい

ません。 

【中山委員】 質問の仕方が悪かったかもしれま

せん。 

 これ、改正前ですよ。改正前の第7条、県条例

は、12月の29日から翌年の1月3日までを休園日

とすると。これを除き開園するものとする、ね。

ただし、指定管理者はやむを得ない事由がある

ときは、知事の承認を得て休園日を開園し、ま

た、休園日以外の日に、休園日を増やすことが

できると、改正前も書いているわけよね。こう

いうこと、あったのか、なかったのかというふ

うに聞いている。 

【松尾林政課長】 失礼いたしました。実績の方

ですね。数日間、年によって違うんですけれど、

ほとんど開園しているんですけれど、どうして

も雪が降ってですね、凍結で県民の森、高うご

ざいますので、標高300メーター越していますの

で、そのときに、職員とか来園者がもう行けな

いというときにはですね、休園を臨時的にして

いることは、たまにあります。それ以外は、は

い、すみません、詳しい実績までは持ち合わせ

ていませんけれど、数日間休園することがある

という、今の実態でございます。 

【中山委員】 今までも休園しようと思ったら、

今までの条例でもやれたわけですね。 

 そこでね、休園日を指定管理者が主導的にや

ろうということだろうと思うんだよね。そこで、

今まで３日しかなかったら、１年連日で常時開

園している状況でね、県民の方はいると思うん

ですが、そうすると、指定管理者、新年度から

指定管理者が休園日を設けた場合、急にやられ

ても困るんでね、年度末の最初にやるのかどう

か、それも含めてですね、どのように考えてい

るのか、ちょっとお尋ねしたいなと思います。 

【松尾林政課長】 そうですね。指定管理者とし

っかりと協議してまいりたいと思っているんで

すけれど、まだ、具体的にはですね、協議を進

めておりませんで、こういう考えを県が持って

いるというのは、今の指定管理を受けていると

ころとですね、話はさせていただいていますけ



令和８年３月定例会農水経済委員会・予算決算委員会農水経済分科会（令和８年３月２５日） 

- 146 - 

れど、今のところ、令和8年度についてはですね、

今の指定管理者については、休園日を一時的に

設けたいというお話はいただいてございません。 

【中山委員】 そしたら、必要に迫られたのでな

ければ、あまり改正する意味がない。要するに、

1年を通じて、来園者が少ないときも、極端に少

ないときもあるかもしれないけれどね、そうい

うのはできればその休園日にして、運営をスム

ーズにね、やってきた。年間通じて、やはり経

営を安定させようというような狙いもね、ある

のかなという気はしているわけですね。そのま

まじゃ、後はもう仮に令和8年度はまだ考えてい

ないということがありますから、この条例が通

ったら、条例が通っていても関係ないわけ、は

っきり言えば。今の条例でやれるわけ。 

 それでね、令和8年度以降、条例ができてね、

やるといっても、でもやはり、年間を通じて初

期の段階で、できるだけ早い段階で年間スケジ

ュールをつくって、この日と、この2月のこの日

とこの日とこの日は休むんですよということで

決めて、県民にですね、やはりＰＲをしないと

いけないわけですね。ＰＲして取り組んでいこ

うとしているのか質問したいと思います。 

【松尾林政課長】 委員ご指摘のとおり、私もそ

ういうふうに認識をしていまして、休園をする

としたらですね、今、大体多いときで14万人、

今11万人、10万人ぐらいの来園者を年間いただ

いていますけれども、特に12月、1月、2月につ

きましてはですね、やっぱり来園数がぐっと減

るんですね。減るような、今実績になっていま

す。そういった時期にはですね、無理して開園

せずに事前に、そのシーズンオフというか比較

的来園者が少ないときには、休園日についてで

すね、指定管理者と協議を、ここで条例が通り

ましたら、行っていきたいというふうに考えて

いるところです。 

 周知については、当然ながら、今の開園状況

だと、もう年末年始のごく一部しか県民の森は

閉まっていない、つまり、日頃開いているとい

う認識でご来場いただいていますので、そこは

しっかりと年度当初の段階で協議を済ませて、

突発的に休むということではなくてですね、し

っかりと、例えば先ほど申し上げましたように、

冬場のオフシーズンのときにはですね、夏場と

か、今、積極的に県民の森をＳＮＳ等を使って

情報発信していますので、来園者はもとより、

ＳＮＳ等やインターネットを使ってですね、事

前に休園日については周知してまいりたいとい

うふうに考えております。 

【中山委員】 是非ね、そういうふうにしてスム

ーズにですね、休園していただくように。 

 それと一つね、もう一つは、近隣の自治会ね。

例えば扇山自治会とかね、非常に県民の森と親

しい関係というか、非常に信頼関係ありますよ

ね。そうでありますので、是非ね、それについ

ても十分で話合いをして、住民に納得していた

だくようなですね、進め方をお願いして質問を

終わります。 

【冨岡委員長】 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【冨岡委員長】 ほかに質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【冨岡委員長】 討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。 

 議案に対する質疑、討論が終了しましたので、

採決を行います。 

 第29号議案のうち関係部分、第33号議案及び
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第34号議案は原案のとおり可決することにご異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【冨岡委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は原案のとおりそれぞれ可決す

べきものと決定されました。 

 次に、提出のあった、政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料について説明を求

めます。 

【峰松農政課長】 政策等決定過程の透明性等の

確保及び県議会議員との協議等の拡充に関する

決議に基づきまして、本委員会に提出いたしま

した農林部関係の資料についてご説明をさせて

いただきます。 

 農水経済委員会提出資料農林部の2ページを

ご覧ください。 

 補助金内示一覧表につきまして、令和7年11月

から令和8年2月までの実績について記載をして

おります。 

 まず、直接補助金につきましては、2ページか

ら7ページに記載をしております、ながさき鳥獣

被害防止総合対策事業費補助金など58件でござ

います。 

 また、間接補助金につきましては、8ページか

ら13ページに記載をしております、ながさき農

林業・農山村構造改善加速化事業補助金など71

件であり、直接補助金と間接補助金の合計は129

件でございます。 

 続きまして、資料14ページをご覧ください。 

 1,000万円以上の契約状況につきましては、14

ページに記載の農林技術開発センター及び農業

大学校農業用ハウス設計業務委託など3件であ

り、指名競争入札の結果につきましては、16ペ

ージに添付をしております。 

 また、公共事業に係る委託につきましては、

15ページに記載の6件であり、それらの委託に関

する入札結果一覧表を17ページから22ページに

添付をしております。 

 次に、23ページをお開きください。 

 公共事業に係る工事につきましては、23ペー

ジから24ページに記載の32件でありまして、そ

の入札結果一覧表を25ページから66ページに添

付をしております。 

 続きまして、資料67ページをご覧ください。 

 陳情・要望に対する対応状況でございますが、

知事及び部局長に対する陳情・要望のうち、令

和7年11月から令和8年2月までの間に、県議会議

長宛てにも同様の要望が行われたものに関しま

して、67ページから88ページに県の対応を記載

しております。 

 最後に資料89ページをご覧ください。 

 附属機関等会議結果報告につきまして、令和

7年11月から令和8年2月までの実績は3件でござ

います。 

 その内容につきまして、90ページから92ペー

ジに記載しております。 

 以上で報告を終わります。 

【冨岡委員長】 以上で説明が終わりました。 

 次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。 

 まず、政策等決定過程の透明性等の確保等に

関する資料について、ご質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【冨岡委員長】 質問がないようですので、次に、

議案外所管事務一般についてご質問はありませ

んか。 

【大久保委員】 議案外を一つ質問させていただ

きます。 

 先日、長崎の農林業というところの令和7年度

の資料で見ますとですね、これも平成17年度か
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ら見てもですね、産出額が1,367億円から1,590

億円と伸びております。 

 一方ですね、やっぱり戸数というのは4割近く

減っているんですね。ここ20年、そうですね。 

 耕地面積も13％減、戸数よりはとどまってで

すね、先ほどもありましたように、土地改良な

どで努力していただいて、圃場の整備などで、

そうして耕地面積を確保していただいたんだな

というふうに、この数字を見てもですね、つか

みですけれども、そういった努力も見えるわけ

でございます。 

 やはり一番気になっているのは、これから、

これまでも戸数は減っていく中でも大規模化だ

ったりですね、先ほど畜産の話もさせていただ

きましたけれども、クラスターなどで、やはり

大規模化をそれぞれに品目することによってで

すね、そういった維持を農業分野でしてきたん

だなというふうに思ってございます。 

 また、これからもこの戸数が減少していくだ

とか、また、農家がですね、減って、高齢化で

減っていくという中で、どれだけ農業産出額も

そうですし、耕地面、耕作放棄地の解消も含め

てですね、やれるかというのはこれまで同様で

すね、これからも不断の努力をしていく必要が

あるというふうに思っております。 

 やっぱりそうなればですね、家族経営から必

要な人材というのは、やっぱり外部から、要は

県内、また国内、また国外からしっかりとその

労働力としても確保していかないと、先ほど来、

この20年間でやってきたことも、これからの20

年間やっていけないんだなというふうに思うん

です。 

 そこでですね、今現在の各農林分野において

ですね、技能実習生だったり、特定技能だった

り、要は外国人の労働者の確保状況というもの

を教えていただければと思います。 

【村上農業経営課長】 県内での外国人材の就労

の状況かと思います。 

 技能実習生と特定技能外国人材と、二つござ

いますが、ちょっと年度がそれぞれ違って申し

訳ありませんが、技能実習生でいきますと、令

和7年の10月末現在、長崎労働局の調べでござい

ますが、717人が就労しております。 

 また、特定技能外国人材につきましては、こ

れは出入国管理庁の調べでございますが、令和

7年6月末現在で620名ということで、合計で

1,337名が就労しているという状況でございま

す。 

【大久保委員】 1,337名ということで、年々増

えてはいっているんだろうというふうに思いま

すけれども、今ですね、それで大規模化も進め

られている、また、これから進めるところもあ

るでしょうけれども、この1,300名強のこの人で、

人手が足りているのか。要はその需要にしっか

りと当て込まれているのか。その辺りはどのよ

うに県として捉えられているのか、教えていた

だきたい。マッチングできているのかというと

ころも含めてですね。 

【村上農業経営課長】 技能実習生というのは、

技能の習得、また社会貢献を目的とした就労の

状況ですけれども、県としましては、特定技能

外国人材ということで、一定能力、技能を有し

た即戦力の方をしっかり確保していく、こうい

ったところをしっかり取り組んでいるところで

ございまして、現在、県も出資しました株式会

社エヌで特定技能外国人材の労力の派遣を行っ

ているところでございます。 

 その株式会社エヌの特定技能外国人材の状況

ですけども、現在、令和7年の10月現在でニーズ

調査を行っておりますが、現在、需要としまし



令和８年３月定例会農水経済委員会・予算決算委員会農水経済分科会（令和８年３月２５日） 

- 149 - 

ては、農業でいきますと、340名ほどのニーズが

あるというふうに把握しております。その中の

県内としましては224名の需要がまだあります

けれども、まだまだそこのニーズには、株式会

社エヌの外国人材の派遣としてはまだいけてい

ないところがありますので、しっかりここを対

応できるように取り組んでまいりたいというふ

うに考えております。 

【大久保委員】 今、県も出資しているエヌでは

224名ということで、ここでニーズを調査した中

でもまだしっかりとですね、満足のいくところ

ではないということです。 

 例えば、雇う側としても、今、最低賃金が上

がっている状況。今回ですね、重点支援の方で

も支援は補正でいただいておりますけれども、

それにしてもですね、やっぱりこれからずっと

続くその雇用に対して、エヌであれば、県も出

資しているということで、そこは、例えば適正

にというか、そんなほかの送り出しで受けるよ

りは、安いのか、高いのか。また、適正な金額

でされているのか、そこ辺りはどのような金額

に、１時間当たりというのか、なっているんで

しょうか。 

【村上農業経営課長】 株式会社エヌの派遣、賃

金の形態ですけども、基本的には外国人の賃金

プラス社会保険料を足したものをですね、時間

当たりの派遣料として、農家の方から頂戴いた

しているところでございます。 

 具体的に申しますと、令和7年度の改定でいき

まして、大きく二つございます。年間を通じた

派遣の金額と、どうしても農業というのは、農

繁期、農閑期がございますので、長崎県の農繁

期のときと、県外の農繁期、それをリレー派遣

を今行っておりますので、リレー派遣の分につ

いては手数料が、経費が物すごくかかるもので

すから、若干高めで設定させていただいており

ます。 

 年間につきましては、時給はですね、1,496円

でございまして、リレー派遣については1,623円

という賃金で、今頂戴しているところでござい

ます。 

【大久保委員】 今後、1,400円、1,500円弱と

1,623円、1,600円の方は、スポット的な派遣で

あるということでございますけれども、その価

格の適正化はどういうふうに捉えられているの

か。ほかの県外、また県内のですね、それから

ほかの事業者を使っての派遣と比べたらどうな

んですか。 

【村上農業経営課長】 ほかの特定技能外国人材

の派遣管理団体との比較ということでございま

すが、それぞれの管理団体によってですね、そ

この雇用保険の加入とか、そういったところの

条件がちょっと一致しないものですから、一概

にここが高い、低いというところは言えないん

ですけれども、県外、県内含めまして、やっぱ

り外国人のスタッフの力量等も含めて、この金

額に対してですね、やっぱり正直なところ、高

いという農家さんもいる一方で、やっぱりしっ

かり働いていただいているので、このくらいの

金額であれば適正な価格だと言っていただける

方もいらっしゃいますので、しっかり丁寧な説

明をしながらですね、この価格というところは

しっかり説明していきたいというふうに思って

おります。 

【大久保委員】 ありがとうございます。県も出

資しているということで、要は、いろんな送り

出し機関であったり、また、派遣業者さんで特

徴があると思います。そこは価格だけではなく

て、安定性であったり、または、いい人材を教

育して送っているとか、そういうところもある
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と思います。それは、少し平均より高いところ

もあるかもしれません。 

 ただ、エヌとして、また県が支援している側

として、エヌはどんな特徴があるんだというこ

とを、やっぱりしっかり言える環境をつくると

いうのは、そこをちゃんと説明できるだけので

すね、根拠を持っていることで、今みたいに聞

かれたときに、適正価格であるのか、また、ほ

かに特徴があるのか、そこ辺りをですね、しっ

かりと整理された方がいいのかなっていうふう

に。ただ、価格だけではないと思いますけれど、

やっぱり価格も大きいというふうに思いますの

で、よろしくお願い申し上げたいと思っており

ます。 

 エヌは224人ということで、今、1,337人全体、

農業に関しては外国人がおられるということは、

まだ1,000人以上は県の出資しているエヌ以外

から受けられているということであるというふ

うに思っております。 

 技能実習制度もこれから移行していく、育成

就労に変わっていくということであります。 

 産労でもお話はさせていただきましたけれど、

準備期間として1年ありますけれども、やはりこ

こをですね、しっかりと1年間準備期間を経て迎

えないと、やっぱりここで県外に流出するとか

いうことで、増えるどころか、外国人の労働者

が減っていくという心配もあるというふうに思

っておりますけれど、そこ辺りの対策、何かあ

るのであれば、教えていただきたい。 

【村上農業経営課長】 県としましても県の対応

としましては、先ほど言いました特定技能の外

国人材に対して、しっかり注力しているところ

でございますが、一方で、技能実習生も717名と

技能実習生を受け入れている農家の方も当然い

らっしゃるというところは認識しておりますの

で、そういう方々がやっぱり混乱を来さないよ

うに、その育成就労が令和9年から施行されるに

当たってですね、対応していかなきゃいけない

というところは認識しているところでございま

す。 

 それで、そういう外国人材の方がやっぱり本

県を選んできてもらうようなですね、そういう

対応というところは、していけたらと思ってい

ますので、この育成就労制度の詳細の内容とい

うところがこれからだと思っておりますが、そ

ういったところは分かり次第、その管理団体、

技能実習生を送り出している管理団体の方とも

含めながらですね、情報の共有ですとか、意見

の内容を農家さんにしっかり周知していくよう

なところは、県としても取り組んでまいりたい

というふうに考えております。 

【大久保委員】 技能実習生の方より、特定技能

の方が高度なんでしょうから、やっぱり賃金は

技能実習生の方が多分安いんですよね、少しは。

違いますか。その傾向はないんですか。金額は

一緒なのに、特定技能の方が技術は高いんです

か。どうですか、そこの辺。 

【村上農業経営課長】 技能実習生で特定技能で

あれども、最低賃金は必ず必要だというところ

がございます。それぞれの管理団体によって派

遣の賃金は変わってくるんだというふうに認識

しておりますが、その技能実習と特定技能でこ

れだけの差があるというところまでは、その辺

ちょっとまだ認識は、把握はできていないとこ

ろでございます。 

【大久保委員】 ありがとうございます。 

 要は、その技能実習生の方が高度な技術をま

だ習得していない分、入りやすいのかなという

ふうには容易に想像できるところであります。

しかも半分はですね、半分以上ですね、この技
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能実習生で長崎県の農業に寄与していただいて

いるということを考えれば、やっぱりこの方た

ちがとどまってくれることで、各農家、また、

農業基盤がですね、維持できるものというふう

に思っておりますので、どうかこうですね、や

っぱりこの1年、何か今まで少し聞いてれば、エ

ヌをはじめ、特定技能の方に力点が置かれてい

るような気がしておりますので、やっぱりこの

移行に、育成就労のですね、移行直前にして、

やっぱりこの対策もしっかりと目を配っていた

だければというふうに思っております。そのこ

とがですね、農業振興にしっかりと基盤整備と

一緒でですね、この人材の整備というところは

両方しっかりとしないといけないなというふう

に思っておりますので、どうか引き続きよろし

くお願い申し上げます。 

【冨岡委員長】 ほかに質問はございませんか。 

【田川委員】 ちょっと林業公社についてお伺い

したいんですけれど。 

 その前に、先ほどの議案外報告の中にですね、

説明があって、公用車の事故ですね。そこでで

すね、ちょっと、公用車で停車していた際、前

に停車していた普通自動車に接触してというの

が、ちょっと停車していて、前の車に接触する、

前の車が停車しているわけでしょ。で、こちら

も停車していて、前に接触するとは、停車した

同士が接触するというのが分からないんですよ

ね。よろしくお願いします。 

【峰松農政課長】 ちょっと詳細を書き切れてい

なかったので、説明させていただきますと、県

の公用車の方が後ろに止まっていたということ

で、停車をしていたという認識のところ、車が

きちんと止まれていなくて、ちょっと進んでし

まって前の普通乗用車に、ぶつかってしまった

というふうに、説明させていただきます。 

【田川委員】 動いてぶつかったと書きにくかっ

たので、停車していたということでよろしいで

すかね。停車したつもりだったけれど、動いて

いたということで。それぞれね、大したことな

いというと怒られるんですけれど、そういうこ

ともあり得るでしょうということで、書き方、

よく教えてもらわないと、後ろに停車している

と、前の車がバックしてちょっとぶつかったの

かなとかね、いろんな想像したもので。よく理

解できました。ありがとうございます。 

 それでですね、何度もこれは一般質問含めて

担当部署とはお話ししたんですけれど、林業公

社についてですね、これはもう日本中問題にな

っている状況ではございますけれども、長崎県

の、改めて林業公社の現在におけるですね、負

債ですね。そしてまた、その内訳、県と市町、

そして、政策金融公庫ですかね、それをちょっ

と教えていただいて、併せて、役職含めて、職

員数もお知らせ願えればと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

【松尾林政課長】 林業公社の借入金についての

お尋ねです。 

 トータルでですね、今、長崎県から貸付け、

林業公社が借り入れている金額はですね、公庫、

市町村含めて294億円でございます。 

 そのうち県が237億円、公庫が26億円、そして、

市町ですね、31億円というような内訳になって

ございます。 

 公社の職員についてのお尋ねですけれど、今

現在でですね、一応、変動があるかもしれない

ですけれど、令和6年度末の人数でよろしいでし

ょうか。正社員が正規職員が16名でございます。

これで公社を運営しているという形でございま

す。 

【田川委員】 ありがとうございます。そこでで
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すよ、この294億円、これは借入金ですので、返

済しなければならない。具体的に年度目標とい

いますか、いつまでに、どういう計画で返済し

ていくのか。これはですね、皆さん、努力され

て今に始まったことじゃありませんので、長い

年月の中で、私もこの有利な何かお金を借り換

えということでね、努力されて、他県よりもよ

く頑張っていただいたなというのはもう実感し

ているんですけれども、とはいえ、294億円とい

うのは非常に大きな金額で、どういうふうに具

体的にやっていきますよというのをお知らせい

ただきたいんですけれど、よろしくお願いしま

す。 

【松尾林政課長】 今の公社の経営計画に基づき

まして、公社の経営の努力をしているところで

すけれど、返済はですね、令和46年までに返済

していきたいという形で、今、公社としては取

り組んでいるところでございます。 

【田川委員】 令和46年、随分長いスパンなんで

すけれど、これはもう、木材ということでね、

ある意味、しょうがないところがあるんですけ

れど。しかし、長崎県下においてですよ、50年、

60年の木が育って、今まさに伐採して売ろうと

いう状況にあると思います。特に、ヒノキがた

くさんありますので、これをどうやって売るの

か。売らないと返済できませんので。そうなる

とですね、具体的に販売するのはどうなのか。

私の知る限り、海外に行くとですね、韓国に行

くと、もう随分前に、3年、4年ぐらい前までで

すね、輸出をされていたみたいですけれども、

ヒノキはもうブランドになっていますので、お

金持ちはヒノキを使っているということで、海

外に対するその輸出等の実績について、あるい

は今後の方向性について、お知らせ願いたいと

思います。できれば、それを扱っているですね、

商社ですね、九州管内で、私の記憶では10社ぐ

らいあったと思うんですけれど、現在、どうい

う会社と交渉しているのかどうかも含めてお願

いします。 

【松尾林政課長】 公社のですね、令和6年度の

輸出に向け、公社材として輸出になった量とし

ましては、ボリュームで1,300立方、約1,400弱

ぐらいの木材が輸出として、行われたんですけ

れども、その公社が直接輸出しているわけでは

なくてですね、公社が木材市場に出荷して、そ

の材が輸出に回ったというご理解をいただけれ

ばというふうに存じます。 

 公社としても、やっぱり木材価格の変動はあ

りますけれど、しっかりと安定的に経営するた

めに、今、公社の取組としてはですね、協定締

結をしまして、価格協定ですね。木材市場、そ

して製材所、そして出荷者である公社、この公

社の 

木材を安定的に出すので、市況よりもいい値段

で取引をしてほしい、安定的な収入をですね、

確保していきたいということで、協定販売とい

うのをやっていますけれど、そういった取組を

やりながら、経営の安定、効率化を公社として

も。 

 公社はですね、県内の木材生産量の約3割を占

めるほど大きな生産者でもありますので、その

辺をしっかりとキープしながら支えていきたい

というふうに考えています。 

【田川委員】 ありがとうございます。 

 何か、答えが本当にそれでいいかということ

がですね、もう十分なんですけれども、結局、

令和46年までに返済したい。たくさん材木を今

育てている。頑張ってしますよということです

けれど、海外に対する売上げとかですよ、今後

の方針とか、もっと具体的に、何年度はこうい
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うふうに輸出をしたい、東南アジア含めてです

ね、韓国、中国には木材市況がこういう状況だ

と。そういうのを調べて売っていきたい、海外

にしていきたいという計画が必要じゃないかな。

あるいはまた、日本国内においてもですね、木

材がグリーンショックでですよ、いろいろ高く

なったり、変動があるわけですけれど、それに

応じて、この計画自体がですね、それさえもこ

れだけ長いスパンになると、変わっていく可能

性がある。あるいは国民の生活様式も変化する

中でですね、やはり人が木造に住みたいとかで

すね、そういうことから進めていかないと、実

際、この計画は実行できないんじゃないかなと

私は思います。 

 そしてまた、先人の農林部の部長さんたち含

め役所の方々ですね、随分少なくしてくれた。

いろんな知恵を絞って。今現在、農林部長さん

が理事長か何かされているんですよね。随分皆

さんでね、頑張っているけれども、なかなかう

まく行かない。次の方が、またそうやるわけで

すよね。やはり、これ、基本的に年度を決めて、

目標値を決めてですね、海外に幾らとして、民

需にどの程度ということを進めていかないと、

最終的には県民が負う、この負債をですね。現

にですね、他県においては、第三セクターに移

行するとか、あるいは廃止するという、したと

いう事例もあるようですので、その点について

の可能性ですね。そうならないように頑張ると

いうのは当然な答えだと思いますけれども、具

体的にそうならないためには、今最もすべきこ

とは何なのか、これをお尋ねしたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

【松尾林政課長】 やらなければいけないことは

たくさんあるという認識です。 

 当然、1万1,000ヘクタールといった県内の人

工林の12％を林業公社が経営管理している県内

最大の森林所有者でもありますので、林業・木

材産業が活性化するためには、公社はなくては

ならない、大きな木材のサプライヤーという形

でございます。 

 しっかりそこを適正な価格というか、資産価

値として換金していく、収入を得ていくという

努力を、官民ともにですね、やっていく必要が

あるんだろうと思います。 

 委員ご指摘の一つは、確かに木材の輸出なん

ですけれど、先ほど公社の分だけをお答えしま

したけれど、今、令和6年度の県内の木材輸出は

6,600立方ぐらいなんです。ひと頃はですね、コ

ロナ前はですね、多いときでは2万立方を超える

量を輸出しておりました。そのうち、委員がご

指摘あったように、韓国向けにですね、約6割ぐ

らいは韓国向けに出していたんですけれど、今

はですね、今の実態はですね、令和6年度でいき

ますと、韓国は約2割、中国向けが約8割弱ぐら

いになっています。ほとんど中国向けになって

いる。というのは韓国のやっぱりマーケットは、

どうしても小さくてですね、今の韓国の経済で

いきますと、日本国のヒノキの優位性というの

が、なかなか見いだし切れないというようなと

ころがありますので、そう言いながら、輸出も

一つの大きな木材販売ルートの一つのチャンネ

ルとしてはですね、情報収集しながら、当然取

り組んでいかなくてはいけないというふうに思

っているところです。 

 公社につきましてはですね、さっき言った下

請への木材生産というだけではなくて、あとは

先ほども午前中に委員がおっしゃられたJクレ

ジットであったり、あと今、森林経営管理制度

がスタートして、市町村の方で管理制度の運用

や意向調査等をやっています。その辺も公社が
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サポート、市町の方にですね、していますので、

多角的な経営をやりながら、しっかりと経営改

善をですね、経費収入を確保していきたいとい

うふうに考えてございます。 

【田川委員】 ありがとうございます。私はその

売る算段、売る手法、ヒノキいかがですという

ことも含めてですね。それがないと、先ほど第

三セクに回した、廃止になったとかいうことに

つながりますので、どの自治体もね、どの公社

も頑張ってきているんじゃないかなと思います

よ。でも、それがなかなか叶わなかったから、

そういう事態につながった。であれば、いかに

して売るか。徳島県でもですね、土木資材とし

て、あるいは魚礁として、ありとあらゆる手法

を講じてですね、アイデアを出して、利用を促

進する。もう、こういうことが、具体的な手法

が必要じゃないかなと。バス停も全て木材にす

るとかですね、そういうことをされている自治

体もございました。 

 徳島県に行かれれば、ある程度分かると思う

んですけれど、いろんなことに木材を使おうじ

ゃないかと、木の良さを知ってもらう。ですか

ら、具体的な事例を示さないと、この、今まさ

に、切ってもいい時期に来ている材木が使えな

い。そして、それが進まないと返済もままなら

ない、こういうことになりますので、一般質問

で言いましたその一例として、林業公社あるい

は森林組合も含めてですね、長崎県は今まさに

伐採の時期に来ている。いかに利用するか。で

すから、タイニーハウスとか木質の仮設住宅、

これ、一つの私の提案ですね。これ以外にもっ

といいものがあればですね、みんなで協力して、

知恵を出して、そしてまた、森林が持つ多面的

機能をですね、みんなで守っていく。里山復活

も含めてですね、していただきたいと思うんで

すけれど、最後にですね、その思いについて、

部長さんが答えたいということですのでよろし

くお願いいたします。 

【渋谷農林部長】 林業公社の経営安定について

は、私も理事長をしておりますので、大変重要

なことだと思っています。 

 ただ、私も2年間経営を見させていただいて、

輸出も当然検討したんですけれども、現在の国

際情勢でいくと、韓国がなかなか売れない。そ

れから、中国の輸出については、今の材質でい

くと、もう木質バイオマスで売った方が高く売

れるという状況があるので、やはりどこで売っ

たのが一番高く売れるのかというのを。それで、

今行き着いているところが、今の木材市場で協

定価格という形で、通常の競りより高く買って

いただいて、変動しない形で数か月に一度、単

価を見直しながら販売していただいて、これ、

一定経営は安定してきているんだろうと思って

います。 

 ただ、長期の経営計画を見ると、どうしても

やっぱり量が増える時期の償還とか、ちょっと

いろいろ問題がありますので、今7次計画なんで

すけれども、7次計画の少し見直しをしながら、

確実に返せるような方法を考えていかなくては

いけないと考えています。 

 とにかく最適の売場、あともう一つ問題がで

すね、一番の問題と思っているのは、どちらか

というと市場の方に聞くと、今の長崎県のヒノ

キ材については、そのほかの材のかわりに国内

でまだまだ売れるということなんですけれども、

一番足りないのが、先ほどの大久保委員からも

あったようにやっぱり労力の部分で、木を出す

人がなくて売上げが上がらないということもあ

りますので、ここをスマート化というのが一つ

ありますし、外国人材の活用とそれから助成、
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そういうものも活用踏まえてですね、今後とも

経営改善に向けて頑張っていきたいと考えてお

ります。 

【田川委員】 ありがとうございました。 

 そこでですね、この予算にも加えられている

と思うんですけれど、人材確保のために労働者

の住宅提供ということで、そういうのもですね、

是非外国人人材が来られる場合は、木質の住居

を造っていく。これを一つのですね、大きなア

ピールになると思いますので、そしてまた、私

は切り口を林業公社で言いましたけれども、あ

の森林組合含めてですね、皆さん、人材確保に

困っている、働く人がいない、今できている木

をどうやって売ろうかということで困っておら

れると思いますので、一つ、皆さんのお力でで

すね、そういう方々のために何とか働いていけ

るようにしていただければと思いますので、以

上、要望で終わります。ありがとうございまし

た。 

【冨岡委員長】 ほかに質問ありませんか。 

【山本副委員長】 すみません、一点だけ聞きま

す。 

 肥料価格のことなんですけれども、近年です

と4年前のウクライナ侵攻、ロシアのウクライナ

侵攻で肥料価格、高騰をして、それに対して国、

それから県も一部、価格に対する直接的な支援

をされたり、あるいは、減農薬だったり、減肥

だったりといったものの取組に支援をしたり、

あるいはその堆肥を活用できるようにというふ

うな支援をしてこられたと思うんですけれども、

また、今度イランの空爆の問題も出てきている

という中でですね、今現在の肥料の価格の水準

というのは、ウクライナ侵攻前と比べてどれぐ

らいなのか。それが経費、いわゆる農業の経費

に占める割合でいくと、どれくらいの水準にあ

るのかというのが、もし分かりましたら、お知

らせください。 

【清水農業イノベーション推進室長】 まず、肥

料価格の情勢でございます。全農調べの肥料価

格については、資材価格が全体的に上がる前の

令和2年春肥を基準100といたした場合、そこか

ら価格は上昇し、令和4年春肥でピークとなる

202になって、そこから少し下り、横ばいで推移

して、直近となる令和7年春肥が161という水準

でございます。 

 もう一つ、経営体当たりの経費に占める肥料

費の割合でございますが、これは作型によって、

恐らく変わってくるかと思います。 

 全体的な平均的な割合でいくと、経営体経費

の7％がですね、肥料費の占める割合と把握をし

ているところでございます。 

【山本副委員長】 ありがとうございました。数

字の取り方、いろいろあって、私が見た資料だ

と、10％から10％前半ぐらいかな、肥料。とい

うことで、これはただウクライナ侵攻前のとき

は10％ぐらいでしたから、今で言うと、単純に

言うと1.6倍ぐらいすると15%ぐらい。特に中小

の農家さんにとっては、どれぐらいいっている

可能性があるのかなと危惧しているのですが、

今後の見通しということで、やっぱりイランの

問題であったり、それ以外の要因も含めて、今

度は7月から新しい肥料年度になるわけですけ

れども、これに向けてどういう状況になりそう

なのか。そして、その場合にどういう支援とい

うのが考えられるのか、国の動向も含めて、県

の方針といいますか、見込みといいますか、そ

ういったものを特に部長に伺いたいんですが。 

【渋谷農林部長】 現在、イラン等の情勢でお伺

いしているのは、尿素などが天然ガスから作ら

れるということで、かなりカタール等から来る
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分が減ってくるんじゃないかというふうにお伺

いをしております。 

 ただ、今の長崎県の全農系の肥料の原料とい

うのは、尿素等についてはマレーシアがメイン

ということで聞いておりますので、現時点で大

きな影響は出ていないと聞いているんですが、

ただ、今後、サプライチェーンで一つのところ

がなくなると、やっぱり取り合いになってくる

ということがあるので、当然、秋、今ちょっと

春肥ではほとんど農家の方は買い終わっていま

すので、次の秋の作付に向けて、今からいろい

ろ検討が始まると思っています。 

 ただ、県としてもまだ情報収集している途中

でありまして、この今の紛争が長引いて、長引

いた場合についてはですね、国の方にもご要望

しながら、どのように対策できるのか、前回や

ったような直接的支援ができるのか、あるいは

今もやっていますけれども、肥料の一部を未利

用資源に変えるような取組を増やすとかですね、

それについても今から情報収集等をしながら、

秋の肥料シーズンに向けて対策を検討してまい

りたいと考えております。 

【山本副委員長】 ありがとうございました。 

今回、賃上げに関しては、農家さんについても

雇用をしているところについては、上がったも

のに対して支援をしていくような、この賃上げ

対策ですかね、そういうふうな形で議論されま

したね。そのほかのところでも結局いろんな物

価とか賃金が上がっていく中で価格転嫁をしな

くてはいけないといって、農産物に関しても、

最終的にやっぱり価格転嫁が付加されないとい

けないんだろうというふうに、変動じゃなくて

ですね、全体的な底上げというのが必要になる

んだろうと思うんですが、なかなかそれも進ん

でない中でですね、肥料とか農薬とかそういっ

たものが上がってくることによって、また経営

が厳しくなってくるということが想定されます

ので、状況等を見ながらですね、また適切な支

援をとか、方法としてはいろいろあるかと思い

ますので、ご検討いただければということを改

めて申し上げまして、終わりたいと思います。 

【冨岡委員長】 ほかに質問ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【冨岡委員長】 ほかに質問がないようですので、

農林部関係の審査結果について整理したいと思

います。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時２８分 休憩 ― 

― 午後 ２時２８分 再開 ― 
 

【冨岡委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、農林部関係の審査を終了

いたします。 

 農林部の理事者の皆様におかれましては、大

変お疲れさまでした。 

 引き続き、委員間討議を行います。 

 理事者退出のため、しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時２８分 休憩 ― 

― 午後 ２時３０分 再開 ― 
 

【冨岡委員長】 委員会を再開いたします。 

 閉会中の委員会活動等について協議したいと

思いますので、しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時３０分 休憩 ― 

― 午後 ２時３２分 再開 ― 
 

【冨岡委員長】 委員会を再開いたします。 

 閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ありませんか。 

〔「正副委員長に一任」と呼ぶ者あり〕 
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【冨岡委員長】 それでは、正副委員長にご一任

願いたいと存じます。 

 以上をもちまして、農水経済委員会及び予算

決算委員会農水経済分科会を閉会いたします。 

 大変お疲れさまでした。 
 

― 午後 ２時３３分 閉会 ― 
 

 



農水経済委員会委員長 冨岡　孝介

　　　　議長　　徳永　達也　　様議長 外間　雅広　　様

１　議　　案

審査結果

長崎県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する
条例（関係分）

原 案 可 決

長崎県園芸農産物規格条例を廃止する条例 原 案 可 決

長崎県県民の森条例の一部を改正する条例 原 案 可 決

直轄特定漁港漁場整備事業に対する県の負担について 原 案 可 決

ながさき産業振興プラン２０３０について 原 案 可 決

長崎県水産業振興基本計画について 原 案 可 決

計  ６件  (原案可決  ６件）

第 34 号 議 案

第 43 号 議 案

件　　　　　　　　　　　　　　　　名

第 29 号 議 案

第 33 号 議 案

第 50 号 議 案

第 51 号 議 案

農 水 経 済 委 員 会 審 査 結 果 報 告 書

　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。

令和8年3月25日

記

番　　号 
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委  員  長     冨岡 孝介 

 

副 委 員 長     山本 由夫 

 

署 名 委 員     湊  亮太 

 

署 名 委 員     田川 正毅 

 

 

 

 

書  記   濵下 優香 

 

書  記   宮﨑 貴久 

 

反訳業務者  神戸綜合速記(株) 

 


